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  条   例   

 条 例 第  ４６  号   

平成２７年 ３ 月３１日   

 

熊本市国民健康保険条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

熊本市国民健康保険条例（昭和５０年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１１条中「第７２条の４」を「第７２条の５」に改める。 

第１２条の３第１号中「保健事業に要する費用の額」の次に「、法第８１条の２第

１項第１号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第２項の規定による拠出金（当

該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。）の納付に要する費用の

額、同条第１項第２号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第２項の規定による

拠出金（当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。）の納付に要す

る費用の額の２分の１に相当する額」を加え、同条第２号中「第７２条の４」を「第

７２条の５」に、「その他」を「、法第８１条の２第１項の規定による交付金並びにそ

の他の」に改める。 

附則中第１１項を削り、第１２項を第１１項とし、第１３項を第１２項とし、第

１４項を第１３項とする。 

 

附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ４７  号   

平成２７年 ３ 月３１日   

 

熊本市税条例等の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長 大 西 一 史 

 

   熊本市税条例等の一部を改正する条例 

 

 （熊本市税条例の一部改正） 

第１条 熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）の一部を次のように改正する。 

 第２４条第２項の表第１号オ中「法人税法第２条第１６号」を「法第２９２条第

１項第４号の５」に、「又は同条第１７号の２に規定する連結個別資本金等の額（保

険業法に規定する相互会社にあっては、令第４５条の３の２に定めるところにより

算定した純資産額）」を「をいう。以下この表及び第４項において同じ。」に、「こ

の表」を「この表及び第４項」に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 資本金等の額を有する法人（保険業法に規定する相互会社を除く。）の資本金

等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場

合における第２項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあ

るのは、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。 

  第１４６条第２項中「又は第２８項」を「、第２８項又は第３０項から第３３項

まで」に改める。 

  附則第１１条の見出し中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年

度から平成２９年度まで」に改める。 

  附則第１１条の２の見出し中「平成２５年度又は平成２６年度」を「平成２８年

度又は平成２９年度」に改め、同条第１項中「平成２５年度分又は平成２６年度分」

を「平成２８年度分又は平成２９年度分」に改め、同条第２項中「平成２５年度適

用土地」を「平成２８年度適用土地」に、「平成２５年度類似適用土地」を「平成

２８年度類似適用土地」に、「平成２６年度分」を「平成２９年度分」に改める。 

  附則第１２条（見出しを含む。）中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平
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成２７年度から平成２９年度まで」に改める。 

  附則第１２条の３中「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正

する法律（平成２４年法律第１７号」を「地方税法等の一部を改正する法律（平成

２７年法律第２号」に、「附則第１０条第１項」を「附則第１８条第１項」に、「平

成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改

める。 

  附則第１３条（見出しを含む。）中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平

成２７年度から平成２９年度まで」に改める。 

  附則第１５条の２第１項中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７

年度から平成２９年度まで」に改め、同条第２項中「平成２７年３月３１日」を「平

成３０年３月３１日」に改める。 

  附則第１９条（見出しを含む。）中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平

成２７年度から平成２９年度まで」に改める。 

  附則第１９条の２中「附則第１０条第１項」を「附則第１８条第１項」に、「平

成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改

める。 

  附則第２０条（見出しを含む。）及び附則第２０条の４の見出し中「平成２４年

度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改める。 

  附則第２１条中「第１１項、第１５項から第２２項まで、第２４項、第２６項、

第３０項、第３５項若しくは第４０項」を「第１３項、第１７項から第２４項まで、

第２６項、第２８項、第３２項、第３７項若しくは第４２項」に、「第２８項」を

「第３０項から第３３項まで」に改める。 

 （熊本市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 熊本市税条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第３９号）の一部を次

のように改正する。 

 附則第１条第３号中「第６４条の改正規定」を「第６４条第２号アの改正規定

（「３，６００円」に係る部分を除く。）」に、「附則第４条」を「附則第４条第

１項」に改め、同条第５号中「第３４条第１項及び」の次に「第６４条第１号の改

正規定、同条第２号アの改正規定（「３，６００円」に係る部分に限る。）並びに

同号イ及び同条第３号の改正規定並びに」を加え、「附則第５条」を「附則第４条
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第２項、第５条」に改める。 

  附則第４条中「第６４条」を「第６４条第２号ア（「３，６００円」に係る部分

を除く。）」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 新条例第６４条第１号、第２号ア（「３，６００円」に係る部分に限る。）及

びイ並びに第３号の規定は、平成２８年度以後の年度分の軽自動車税について適

用し、平成２７年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、

公布の日から施行する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の熊本市税条例（以下「新条例」という。）第２４条

の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日

以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した

事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税に

ついては、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成２７年度以後の年度分の固

定資産税について適用し、平成２６年度分までの固定資産税については、なお従前

の例による。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成２７年度以後の年度分の都

市計画税について適用し、平成２６年度分までの都市計画税については、なお従前

の例による。 
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  規   則   

規 則 第  １１  号   

平成２７年 ３ 月１７日   

 

 熊本市農業委員会への事務委任規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市農業委員会への事務委任規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市農業委員会への事務委任規則（平成２４年規則第１３５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 第２条中第２号を第３号とし、同条第１号中「農地法（昭和２７年法律第２２９号。

以下この号において「法」という。）」を「法」に改め、同号を同条第２号とし、同条

に第１号として次の１号を加える。 

 (1) 農地法（昭和２７年法律第２２９号。以下「法」という。）第５９条の２の規

定に基づき市が処理することとされた事務のうち、次に掲げるもの 

  ア 法第１８条第１項の規定による許可に関する事務 

  イ 法第１８条第３項の規定による意見の聴取に関する事務 

  ウ 法第４９条第１項の規定による立入調査等に関する事務（ア及びイに掲げる

事務に係るものに限る。） 

  エ 法第４９条第３項の規定による立入調査等の通知等に関する事務（ア及びイ

に掲げる事務に係るものに限る。） 

  オ 法第４９条第５項の規定による損失の補償に関する事務（ア及びイに掲げる

事務に係るものに限る。） 

  カ 法第５０条の規定による報告の徴取に関する事務（ア及びイに掲げる事務に

係るものに限る。） 

 

   附 則 
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 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。  
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規 則 第  １２  号   

平成２７年 ３ 月１７日   

 

 熊本市城南地区嘱託員設置規則を廃止する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市城南地区嘱託員設置規則を廃止する規則 

 

 熊本市城南地区嘱託員設置規則（平成２２年規則第１２号）は、廃止する。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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規 則 第  １３  号   

平成２７年 ３ 月１７日   

 

 熊本市火の君文化ホール条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市火の君文化ホール条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市火の君文化ホール条例施行規則（平成２２年規則第５７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 別表大道具類の部演台の項を削り、同表音響機器類の部ＤＡＴデッキの項を削り、

同表照明機器類の部舞台フットライトの項を次のように改める。 

舞台前ライト １式 ２００円 

 別表照明機器類の部第１ボーダーライトの項を削り、同表映写機類の部ＯＨＰ（ス

クリーン含む。）の項及びビデオデッキの項を削り、同表その他の器具類の部テーブル

クロスの項を削る。 

 

   附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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規 則 第  １４  号   

平成２７年 ３ 月１８日   

 

 桜町地区・花畑地区における広場予定地の管理に関する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   桜町地区・花畑地区における広場予定地の管理に関する規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、本市が桜町地区から花畑地区にかけて設置する広場（以下「広

場」という。）の予定地の一部（以下「広場予定地」という。）の管理について熊本

市行政財産使用条例（昭和３９年条例第１７号。以下「条例」という。）及び熊本市

財産規則（昭和３９年規則第５２号。以下「財産規則」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

 （広場予定地の区域） 

第２条 広場予定地の区域は、熊本市中央区花畑町７番６、７番７及び７番８の区域

とする。 

（使用の許可） 

第３条 広場予定地は、広場の設置に関する意見又は情報の収集のための効果が見込

まれる場合その他市長が認める場合は、条例第２条第５号の規定により、これを使

用させることができる。 

２ 前項の規定による広場予定地の使用の許可を受けようとする者は、財産規則第  

１９条及び第４８条の規定にかかわらず、広場予定地使用許可申請書（様式第１号）

に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

３ 前項の申請書の提出は、使用日（使用しようとする日が引き続き２日以上あると

きは、その初日。以下この項において同じ。）の属する月前６月の月の初日から使

用日前１月までに行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この

限りでない。 
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４ 市長は、第２項の申請書を審査し、広場予定地の使用を適当と認めたときは、当

該申請者に広場予定地使用許可書（様式第２号）を交付するものとする。 

５ 前項の規定により使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、前項に規

定する許可書の交付を受ける際、使用料の全額を納付しなければならない。ただし、

市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

（使用可能時間） 

第４条 前条第１項の規定による使用の許可により広場予定地を使用することができ

る時間は、午前９時から午後９時まで（準備又は物品の搬入若しくは搬出のために

使用する時間は除く。）とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限

りでない。 

（使用期間の制限） 

第５条 広場予定地の使用期間は、引き続き７日を超えることができない。ただし、

市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

（使用の不許可） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広場予定地の使用

の許可をしないものとする。 

 (1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。 

 (2) 広場予定地を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。 

 (3) 広場予定地の管理上支障があるとき。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、使用が不適当であるとき。 

（行為の禁止） 

第７条 何人も、広場予定地において、次に掲げる行為をしてはならない。 

 (1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められること。 

 (2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となる

こと。 

 (3) 著しく騒音を発すること等により広場予定地の利用者及び近隣の住民に著し

く迷惑をかけること。 

 (4) 広場予定地を損傷し、又は汚損すること。 

 (5) 土地の形質を変更すること。 

 (6) 市長の許可なく、はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。 
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 (7) 正当な理由がなく、凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。 

 (8) 指定された場所以外に車両等（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第  

３９条第１項の緊急自動車を除く。）を乗り入れること。 

（入場の制限等） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を禁止し、又は広場予定地

からの退場を命ずることができる。 

 (1) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすと認められる者又はそのおそれがある物品

を携帯する者 

 (2) 広場予定地の秩序を乱すと認められる者 

（雑則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、広場予定地の管理について必要な事項は、市

長が別に定める。 

 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。  

２ この規則の施行の日の前日までの間に、熊本市財産規則の規定に基づいて提出さ

れた広場予定地に係る申請書等の書類は、この規則の相当規定に基づいて提出され

たものとみなす。 
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様式第１号（第３条第２項関係） 

備考 該当する□にレ印を記入してください。 

広場予定地使用許可申請書 

   年   月   日  

熊本市長 （宛） 

申請者 住 所 

氏 名                印 

（連絡先） 

熊本市行政財産使用条例第３条第１項の規定に基づく使用の許可を受けたいの

で、次のとおり申請します。 

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 

催事等の名称  

催事等の目的及び

内容 

 

 

※ 企画書等詳細が分かる書類を添付してください。 

使用期間    年  月  日（ ） ～   年  月  日（ ）

使用時間         時   分  ～      時   分

使用範囲 

□ 全面  ・  □ 一部（             ㎡）

※ 一部の場合は、その範囲及び面積が確認できる平面図等

の書類を添付してください。 

集客予定人数                           人

附属設備等 
□ 使用する（電気・水道・排水・その他：        ）

□ 使用しない 

使用料 市の指示のとおりとする。 

使用料免除申請 
□ 有 ・ □ 無 

（有の場合その理由：                 ）

その他条件 市の指示のとおりとする。 
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様式第２号（第３条第４項関係） 

第     号    

広場予定地使用許可書 

  年  月  日  

申請者 住所 

氏名             様 

（連絡先） 

熊本市長        印  

広場予定地の使用について、次のとおり許可します。 

催事等の名称  

催事等の目的及
び内容 

 

使用期間    年  月  日（ ） ～   年  月  日（ ）

使用時間         時   分  ～      時   分 

使用範囲 □ 全面  ・  □ 一部（             ㎡）

集客予定人数                            人 

附属設備等 
□ 使用する（電気・水道・排水・その他：        ）
□ 使用しない 

使用料                            円 

使用料免除申請
□ 有 ・ □ 無 
（有の場合その理由：                 ）

使用条件 
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規 則 第  １５  号   

平成２７年 ３ 月２０日   

 

 熊本市事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 

熊本市事務分掌規則（平成８年規則第３８号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表(7)観光文化交流局の表文化振興課の項事務分掌の欄中第１８号を第１９号と

し、第９号から第１７号を１号ずつ繰り下げ、第８号の次に次のように加える。 

(9) 田原坂西南戦争資料館の使用料に関すること。 

 

附 則 

 この規則は、平成２７年３月２３日から施行する。 
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規 則 第  １６  号   

平成２７年 ３ 月２０日   

 

 熊本市区役所等事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市区役所等事務分掌規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市区役所等事務分掌規則（平成２４年規則第２号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 別表(1)区役所の表各区役所まちづくり交流室（かい）の項事務分掌の欄中第１３号

中「植木文化センターの管理」を「植木文化ホールの管理及び運営」に改め、第１８

号を第１９号とし、第１５号から第１７号までを１号ずつ繰り下げ、第１４号を第  

１５号とし、同号の前に次の１号を加える。 

(14) 植木文化ホールの使用許可及び使用料に関すること（植木まちづくり交流室に

限る。）。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２７年３月２３日から施行する。 
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規 則 第  １７  号   

平成２７年 ３ 月２３日   

 

 熊本市植木文化ホール条例施行規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市植木文化ホール条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、熊本市植木文化ホール条例（平成２６年条例第５５号。以下

「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

 （使用手続） 

第２条 条例第３条の規定により熊本市植木文化ホール（以下「文化ホール」とい

う。）の施設等を使用しようとする者は、熊本市植木文化ホール使用許可申請書

（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書の受付は、次の表の左欄に掲げる場合に応じ、同表の右欄に定める

日から行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限り

でない。 

ホールを使用する場合（ホール

と併せて楽屋、控室又はリハー

サル室兼軽運動室を使用する場

合を含む。） 

使用日の属する月前１２月の月の初日（初日が

休館日に当たるときは、その日後においてその

日に最も近い休館日でない日。以下同じ。） 

舞台を使用する場合（舞台と併

せて楽屋又は控室を使用する場

合を含む。） 

使用日の属する月前３月の月の初日  

リハーサル室兼軽運動室を使用

する場合 

使用日の属する月前３月の月の初日 

３ 市長は、第１項の申請書を審査し、文化ホールの施設等の使用を許可したときは、

熊本市植木文化ホール使用許可書（様式第２号）を当該申請者に交付するものとす
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る。 

 （使用中止の届出） 

第３条 文化ホールの施設等の使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、

使用開始前に使用を取りやめたときは、熊本市植木文化ホール使用中止届（様式第

３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する届は、ホールの使用に係るものにあっては使用日前３０日までに、

その他にあっては使用日の前日までに提出しなければならない。 

 （使用許可変更の申請） 

第４条 使用者は、使用開始前に文化ホールの使用許可に係る軽微な事項を変更しよ

うとするときは、熊本市植木文化ホール使用許可変更申請書（様式第４号）を市長

に提出しなければならない。 

２ 使用開始前に文化ホールの使用許可に係る使用日時を変更しようとする者は、１

回に限り、前項に規定する申請をすることができる。 

３ 第１項に規定する申請書は、使用日の前日までに提出しなければならない。ただ

し、前項に規定する使用日時の変更（ホールの使用に係るものに限る。）について

は、使用日前３０日までに提出しなければならない。 

４ 使用者は、使用許可の変更後の使用料が既納の使用料を上回るときは、使用許可

の変更後の使用料から既納の使用料に相当する額を控除した額を次条の規定による

許可を受けた際に納めなければならない。 

 （使用変更許可書の交付） 

第５条 市長は、前条の規定による変更申請に相当の理由があると認め、当該変更申

請を許可したときは、熊本市植木文化ホール使用変更許可書（様式第５号）を使用

者に交付するものとする。この場合において、市長は、必要な条件を付すことがで

きる。 

 （使用許可の取消し） 

第６条 市長は、使用者が条例第５条第１項の規定に該当すると認めるときは、熊本

市植木文化ホール使用許可取消（変更・停止）通知書（様式第６号）を使用者に交

付するものとする。 

 （附属設備の使用料） 

第７条 文化ホールの附属設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。 
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 （使用料の納付） 

第８条 使用者は、使用許可の際、使用料の全額を納付しなければならない。ただし、

市長が特に認めたときは、この限りでない。 

 （使用料の減免） 

第９条 条例第６条第３項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、

熊本市植木文化ホール使用料減免申請書（様式第７号）を市長に提出しなければな

らない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

 （使用料の還付） 

第１０条 条例第７条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、熊

本市植木文化ホール使用料還付申請書（様式第８号）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 還付を受けられる使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

るとおりとする。 

 (1) 条例第７条第１号又は第３号に該当するとき 既納使用料の全額 

 (2) 条例第７条第２号に該当するとき 既納使用料の５割に相当する額 

 （休館日） 

第１１条 文化ホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める

ときは、これを変更することができる。 

 (1) 月曜日（当該月曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も

近い休日でない日） 

 (2) １２月２９日から翌年１月３日まで 

 （使用時間の範囲） 

第１２条 文化ホールの施設等を使用できる時間は、午前９時から午後１０時までと

する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

２ 条例別表第１の使用時間区分には、準備、練習、物品の搬入等使用に必要な一切

の時間を含むものとする。 

３ 文化ホールの施設は、引き続き３日間を超えて使用することができない。ただし、

市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

 （入場料等を徴収する場合において規則で定める場合） 

第１３条 条例別表第１備考第３項に規定する入場料その他これに類するものを徴収
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する場合において規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

 (1) 不特定多数の入場者から入場料の徴収を行う場合 

 (2) 不特定多数の入場者から入場の対価として実費に相当する額を超えて会費、

賛助金、寄附金等を徴収する場合 

 （商業活動等をする場合において規則で定める場合） 

第１４条 条例別表第１備考第３項に規定する商業活動その他これに類する目的で使

用する場合において規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とす

る。 

 (1) 第１７条第５号ただし書の規定に基づき、商品の広告、宣伝又は販売のため

に使用する場合 

 (2) 営利団体等（営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人をいう。

以下同じ。）が自ら講習会に使用する場合 

 (3) 営利団体等が顧客又は株主のための文化講演会、観劇会又は演奏会に使用す

る場合 

 (4) 演奏会の開催者がその参加者から参加の対価として実費に相当する額を超え

て参加費を徴収する場合 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 

 （特別設備許可申請書等） 

第１５条 条例第９条ただし書の規定により、使用者が文化ホールに特別な設備をし

ようとするときは、熊本市植木文化ホール特別設備許可申請書（様式第９号）を市

長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請について適当と認めたときは、熊本市植木文化ホール特別設

備許可書（様式第１０号）を使用者に交付するものとする。 

 （毀損滅失届） 

第１６条 使用者は、文化ホールの施設等を毀損し、又は滅失したときは、熊本市植

木文化ホール施設等毀損（滅失）届（様式第１１号）を市長に提出しなければなら

ない。 

 （使用者の遵守事項） 

第１７条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

 (1) 入場者の秩序を維持するために必要な整理員を置くこと。 
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 (2) 収容人員は、施設の定員を超えないこと。 

 (3) 所定の場所以外で飲食しないこと。 

 (4) 施設内で喫煙し、又は火気を使用しないこと。 

 (5) 施設内で物品を展示し、販売し、又はこれらに類する行為をしないこと。た

だし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。 

 (6) 使用許可を受けない部分及び器具を使用しないこと。 

 (7) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物類（身体障害者補助

犬を除く。）を携帯しないこと。 

 (8) 条例第８条の規定に該当する者の入館を拒否し、又は退場を命ぜられた者を

退場させること。 

 (9) 使用開始前に文化ホール職員との打合せを十分に行うこと。 

 （雑則） 

第１８条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２７年３月２３日から施行する。 
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別表（第７条関係） 

 附属設備使用料 

区分 品名 単位 １回の使用料

舞台照

明器具 

 フットライト １列 520 円

花道フットライト １列 520 円

アッパーホリゾントライト １式 1,050 円

ロアーホリゾントライト １式 1,050 円

第１ボーダーライト １列 1,050 円

第２ボーダーライト １列 1,050 円

第１サスペンションフライダクト １列 1,050 円

第２サスペンションフライダクト １列 1,050 円

第３サスペンションフライダクト １列 1,050 円

サス・ボーダー用スポット １台 210 円

アッパーホリゾントフライダクト用吊下器具 １台 520 円

天井反射板ライト １式 1,570 円

シーリングライト １台 210 円

第１フロントサイドライト １台 210 円

第２フロントサイドライト １台 210 円

センターピンスポットライト １台 520 円

ミラーボール １台 1,050 円

エフェクトマシーン １式 1,050 円

スタンド（丸大型） １台 100 円

スポットライト（１ｋｗ） １台 210 円

スポットライト（５００ｗ） １台 100 円

星球 １式 1,050 円

舞台音

響器具 

レコードプレーヤー １台 520 円

カセットデッキ １台 520 円

ＣＤプレーヤー １台 520 円

ＭＤプレーヤー １台 520 円
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ステージフロントスピーカー １式 1,050 円

固定はね返りスピーカー １式 630 円

ウォールスピーカー １式 520 円

はね返りスピーカー １台 520 円

マイクエレベーター装置 １式 520 円

ワイヤレスマイク １本 520 円

三点吊マイク装置 １式 520 円

コンデンサー型マイク １本 520 円

ダイナミック型マイク １本 520 円

マイクスタンド １本 50 円

舞台大

小道具 

平台 １枚 150 円

所作台 １式 2,100 円

開き足 １台 150 円

箱馬 １個 20 円

めくり台 １台 100 円

金びょうぶ １双 730 円

毛せん １枚 150 円

地がすり １枚 310 円

長座布団 １枚 100 円

上敷 １枚 100 円

演台セット（演台・花台・脇台） １式 310 円

司会者台 １台 150 円

指揮者台 １台 150 円

指揮者用譜面台 １台 100 円

演奏者用譜面台 １台 50 円

コントラバス用椅子 １台 100 円

紗幕 １枚 310 円

姿見 １台 100 円

 反射板 １式 2,200 円
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ピアノ

等楽器 

コンサートピアノ １台 3,150 円

グランドピアノ １台 2,100 円

その他

の器具

類 

ビデオプロジェクター １台 1,050 円

ＤＶＤプレーヤー １台 520 円

１６ｍｍ映写機 １台 2,100 円

スライドプロジェクター １台 1,050 円

ＯＨＰ（小型スクリーン含む。） １台 520 円

スクリーン １張 1,050 円

持込器具 １ｋｗま

でごとに

210 円

道具幕 １枚 520 円

スモークマシン １台 310 円

ジョーゼット １式 1,050 円

備考 使用の回数は、条例別表第１の表の使用時間区分の１区分の使用を１回とし

て計算する。ただし、リハーサル室兼軽運動室を単独で午後６時から午後８時ま

で、又は午後８時から午後１０時まで使用する場合においては、１回の使用料の

額の２分の１の額を使用料とする。 
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様式第１号（第２条第１項関係） 

    許可番号第    号 

熊本市植木文化ホール使用許可申請書 

年  月  日

熊本市長（宛） 

住所（所在地） 〒 

申請者 団体名等               

氏名（代表者名）            

連絡先 担当者氏名         電話         FAX          

熊本市植木文化ホールの使用の許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

なお、使用に際しましては、関係条例・規則及びこれらに基づく指示に従うことを誓約します。 

催事等の名称 

催事等の内容  集合予定人数 人

使用施設名 
使用日時 

（準備、片付け時間を含む。） 

入場料等・商業活動等

（対象時間） 
使用料 割増料

 年 月 日 曜 時  ～ 時  無 ・ 有（ 時～ 時） 円 円

 年 月 日 曜 時  ～ 時  無 ・ 有（ 時～ 時） 円 円

 年 月 日 曜 時  ～ 時  無 ・ 有（ 時～ 時） 円 円

 年 月 日 曜 時  ～ 時  無 ・ 有（ 時～ 時） 円 円

 年 月 日 曜 時  ～ 時  無 ・ 有（ 時～ 時） 円 円

 年 月 日 曜 時  ～ 時  無 ・ 有（ 時～ 時） 円 円

 年 月 日 曜 時  ～ 時  無 ・ 有（ 時～ 時） 円 円

 年 月 日 曜 時  ～ 時  無 ・ 有（ 時～ 時） 円 円

使用料・割増料計 円

附属設備使用料 円

冷暖房設備使用料 円

合計 円

備考 

 ※１ 太枠内は記入しないでください。 

 ※２ 該当事項に○印を付けてください。 
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様式第２号（第２条第３項関係） 

 許可番号第    号 

熊本市植木文化ホール使用許可書 

年  月  日

住所（所在地）              

申請者 団体名等                

氏名（代表者名）           様 

熊本市長         

次のとおり熊本市植木文化ホールの使用を許可します。 

なお、使用に際しましては、関係条例・規則及びこれらに基づく指示に従ってください。 

催事等の名称  

催事等の内容  集合予定人数 人

使用施設名 
使用日時 

（準備、片付け時間を含む。） 

入場料等・商業活動等

（対象時間） 
使用料 割増料 

 年 月 日 曜 時  ～ 時  無 ・ 有（ 時～ 時） 円 円

 年 月 日 曜 時  ～ 時  無 ・ 有（ 時～ 時） 円 円

 年 月 日 曜 時  ～ 時  無 ・ 有（ 時～ 時） 円 円

 年 月 日 曜 時  ～ 時  無 ・ 有（ 時～ 時） 円 円

 年 月 日 曜 時  ～ 時  無 ・ 有（ 時～ 時） 円 円

 年 月 日 曜 時  ～ 時  無 ・ 有（ 時～ 時） 円 円

 年 月 日 曜 時  ～ 時  無 ・ 有（ 時～ 時） 円 円

 年 月 日 曜 時  ～ 時  無 ・ 有（ 時～ 時） 円 円

使用料・割増料計 円

附属設備使用料 円

冷暖房設備使用料 円

合計 円

許可条件 
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様式第３号（第３条関係） 

熊本市植木文化ホール使用中止届 

年  月  日

熊本市長（宛） 

住所（所在地） 〒            

申請者 団体名等               

氏名（代表者名）            

連絡先 担当者氏名         電話         FAX          

    年  月  日付けで許可のあった熊本市植木文化ホールの使用について、次の理由により中止

したいので届けます。 

許可番号 第      号 

使用施設名 使用日時 

 年   月   日   曜   時    ～   時     

 年   月   日   曜   時    ～   時     

 年   月   日   曜   時    ～   時     

 年   月   日   曜   時    ～   時     

 年   月   日   曜   時    ～   時     

既納使用料 円  

中止理由  

使用料収納年月日 年   月   日  

還付申請額 円  

備考 

 

 ※ 太枠内は記入しないでください。
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様式第４号（第４条関係） 

熊本市植木文化ホール使用許可変更申請書 

年  月  日

熊本市長（宛） 

住所（所在地） 〒            

申請者 団体名等               

氏名（代表者名）            

連絡先 担当者氏名         電話         FAX          

    年  月  日付けで許可のあった熊本市植木文化ホールの使用について、次のとおり変更した

いので申請します。 

許可番号 第      号 

変更項目 変更前 変更後 

催事等の名称   

催事等の内容   

使用施設名   

使用日時 年 月 日 曜 時  ～ 時  年 月 日 曜 時  ～ 時  

入場料等・商業活動等   

使用料   

附属設備   

冷暖房設備   

変更理由  

追加使用料・割増料計 円  

追加附属設備使用料 円  

追加冷暖房設備使用料 円  

合計 円  

備考  

 ※ 太枠内は記入しないでください。 
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様式第５号（第５条関係） 

熊本市植木文化ホール使用変更許可書 

年  月  日

住所（所在地）              

申請者 団体名等                

氏名（代表者名）           様 

熊本市長         

    年  月  日付けで申請のあった熊本市植木文化ホール使用許可変更については、次のとおり

許可します。 

許可番号 第      号 

変更項目 変更前 変更後 

催事等の名称   

催事等の内容   

使用施設名   

使用日時 年 月 日 曜 時  ～ 時  年 月 日 曜 時  ～ 時  

入場料等・商業活動等   

使用料   

附属設備   

冷暖房設備   

変更理由  

追加使用料・割増料計 円  

追加附属設備使用料 円  

追加冷暖房設備使用料 円  

合計 円  

許可条件 
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様式第６号（第６条関係） 

熊本市植木文化ホール使用許可取消（変更・停止）通知書 

  

第       号 

年   月   日 

                  住所（所在地）                 

              申請者 団体名等                    

                  氏名（代表者名）                

 

                     熊本市長              印 

 

      年  月  日第  号をもって許可した熊本市植木文化ホールの使用につい

ては、次の理由により取消し（変更・停止）をすることを通知します。 

 

 理由 
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様式第７号（第９条関係） 

熊本市植木文化ホール使用料減免申請書 

年  月  日 

 熊本市長（宛） 

 

住所（所在地）            

申請者 団体名等                

氏名（代表者名）            

 

 

 熊本市植木文化ホールの施設等を次のとおり使用したいので、使用料の減免をお願いし

ます。 

行事等名称  

行事等内容  

使用日時 年  月  日  曜  時～  時 

使用区分  

冷暖房 １ 使用しない  ２ 使用する（使用時間   時～   時） 

附属設備 １ 使用しない  ２ 使用する 

集合予定人数                         人 

減免の理由  

備考 

 

処理状況 

決定 減額 免除 

理由   

 

使用料 既定使用料 円

減免額 円

支払額 円

許可番号 年  月  日第     号 

※ 太枠内は記入しないでください。 
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様式第８号（第１０条関係） 

熊本市植木文化ホール使用料還付申請書 

年  月  日

熊本市長（宛） 

住所（所在地） 〒            

申請者 団体名等               

氏名（代表者名）            

連絡先 担当者氏名         電話         FAX          

    年  月  日付けで許可のあった熊本市植木文化ホールの使用について、次の理由により使用

できませんので使用料の還付を申請します。 

許可番号 第      号 

使用施設名 使用日時 

 年   月   日   曜   時    ～   時     

 年   月   日   曜   時    ～   時     

 年   月   日   曜   時    ～   時     

 年   月   日   曜   時    ～   時     

 年   月   日   曜   時    ～   時     

既納使用料 円  

不使用理由  

使用料収納年月日 年   月   日  

区分 還付申請額 既納使用料 

使用料・割増料計 円  円  

附属設備使用料 円  円  

冷暖房設備使用料 円  円  

合計 

熊本市植木文化ホール条例施行規則第１０条第２項第  号の規定により 

円  

備考  

 ※ 太枠内は記入しないでください。
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様式第９号（第１５条第１項関係） 

熊本市植木文化ホール特別設備許可申請書 

年  月  日

熊本市長（宛） 

住所（所在地） 〒            

申請者 団体名等               

氏名（代表者名）            

連絡先 担当者氏名         電話         FAX          

    年  月  日付けで許可のあった熊本市植木文化ホールの使用について特別の設備をしたいの

で、次のとおり申請します。 

許可番号 第      号 

催事等の名称  

使用施設名  

特別設備の理由  

設置場所・日時  

特別設備の概要 

（名称・形状・寸法・その他） 
 

備考  
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様式第１０号（第１５条第２項関係） 

熊本市植木文化ホール特別設備許可書 

年  月  日

住所（所在地）              

申請者 団体名等                

氏名（代表者名）           様 

熊本市長        

    年  月  日付けで申請のあった熊本市植木文化ホールの特別設備については、次のとおり許

可します。 

許可番号 第      号 

催事等の名称  

使用施設名  

特別設備の理由  

設置場所・日時  

特別設備の概要 

（名称・形状・寸法・その他） 
 

許可条件  
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様式第１１号（第１６条関係） 

熊本市植木文化ホール施設等毀損（滅失）届 

  

年   月   日

  熊本市長    （宛） 

              

住所（所在地）             

申請者 団体名等                

氏名（代表者名）            

電話                  

 熊本市植木文化ホールの施設等を次のとおり毀損（滅失）したのでお届けします。 

 つきましては、熊本市植木文化ホール条例第１４条の規定に基づきご指示の方法によりそ

の損害を賠償します。 

毀損（滅失）した日時 年    月    日   時 

毀損（滅失）した箇所又は物品 

  

 

 

毀損（滅失）の内容又は程度 

  

 

 

処理状況 

  

 

 

備考 

  

 

※ 太枠内は記入しないでください。 
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規 則 第  １８  号   

平成２７年 ３ 月２４日   

 

 熊本市医療法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市医療法施行細則の一部を改正する規則 

 

 熊本市医療法施行細則（平成４年規則第３７号）の一部を次のように改正する。 

 

第３条第５８号、様式第４３号の１６及び様式第４４号の１１中「第５７条第４項」

を「第５７条第５項」に改める。 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  １９  号   

平成２７年 ３ 月２４日   

 

 熊本市公営企業主要補助職員の指定に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

 熊本市公営企業主要補助職員の指定に関する規則の一部を改正する規則 

 

熊本市公営企業主要補助職員の指定に関する規則（昭和２７年規則第２７号）の一

部を次のように改正する。 

 

 第１号イ中「次長、」を削り、同号エ中「、室長」を削り、第２号ア中「、技監」の

次に「、総括契約担当審議員」を加え、同号ウ中「所長」の次に「、室長」を加え、

第３号エ中「課長補佐級」を「主幹級」に改める。 

 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１号の改正規定は、平成２７年４

月１日から施行する。 
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規 則 第  ２０  号   

平成２７年 ３ 月２４日   

 

 地方公営企業法第３９条第２項の規定に基づき市長が定める職に関する規則の一部

を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

地方公営企業法第３９条第２項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

の一部を改正する規則 

 

地方公営企業法第３９条第２項の規定に基づき市長が定める職に関する規則（昭和

４５年規則第１９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１号イ中「次長、」を削り、同号エ中「、室長」を削り、第２号ア中「、技監」の

次に「、総括契約担当審議員」を加え、同号ウ中「所長」の次に「、室長」を加え、

第３号エ中「課長補佐級」を「主幹級」に改める。 

 

   附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ２１  号   

平成２７年 ３ 月２５日   

 

 熊本市職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

熊本市職員の退職手当に関する条例施行規則（平成２０年規則第１４号）の一部を

次のように改正する。 

 

 第３条第１号中「ものを除く。）」の次に「若しくは同法第２６条の６第１項に規定

する配偶者同行休業」を加える。 

 別表アの表備考に次のように加える。 

  ５ 平成２７年３月３１日に山鹿植木広域行政事務組合の職員であった者で引き

続き本市職員となったものの職員の区分については、同日に本市職員であった

者との均衡を失しないよう別に定める。 

 別表イの表備考に次のように加える。 

  ４ 平成２７年３月３１日に山鹿植木広域行政事務組合の職員であった者で引き

続き本市職員となったものの職員の区分については、同日に本市職員であった

者との均衡を失しないよう別に定める。 

 

附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

  



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 

- 552 - 

規 則 第  ２２  号   

平成２７年 ３ 月２５日   

 

 熊本市くまもと工芸会館条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市くまもと工芸会館条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市くまもと工芸会館条例施行規則（平成３年規則第９３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 別表（備考以外の部分に限る。）を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

区分 品名 単位 １回の使用料 

照明器具類 スポットライト １式 2,000 円

映写器具類 テレビ １台 800 円

プロジェクター １台 1,000 円
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規 則 第  ２３  号   

平成２７年 ３ 月２６日   

 

 熊本市道路標識の寸法を定める規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市道路標識の寸法を定める規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市道路標識の寸法を定める規則（平成２５年規則第５３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 別表(1)案内標識の表中「（１１６―Ａ）」を「（１１６の２―Ａ）」に、「（１１６―Ｂ）」

を「（１１６の２―Ｂ）」に、「（１１６の２―Ａ）」を「（１１６の３―Ａ）」に、     

「（１１６の２―Ｂ）」を「（１１６の３―Ｂ）」に、「（１１６の２）」を「（１１６の４）」

に、「（１１６の３）」を「（１１６の５）」に、「（１１６の４）」を「（１１６の６）」に、 

「                「 

 

を 

 

 に、 

              」                」 

「                「 

 

を  に改める。 

              」                」 
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   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ２４  号   

平成２７年 ３ 月２７日   

 

 熊本市事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 

熊本市事務分掌規則（平成８年規則第３８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「局に」を「組織に」に改め、「同条に規定する局及び研究所の」を削る。 

 第３条中第１７項を削り、第１６項を第１７項とし、同条第１５項中「、計量検査

所及び熊本駅西土地区画整理事業所」を「及び計量検査所」に改め、同項を同条第   

１６項とし、同条中第１４項を第１５項とし、第３項から第１３項までを１項ずつ繰

り下げ、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 市長政策総室に室長を置く。 

 第３条第１８項中「、男女共生推進室」を削り、「資産マネジメント推進室」の次に

「、債権管理推進室、男女共生推進室」を加え、「、マイス推進室」を削る。 

 別表(2)企画振興局の表を削る。 

 別表(1)総務局の表総務厚生課の項事務分掌の欄中第１０号を削り、第１１号を第 

１０号とし、第１２号から第２０号までを１号ずつ繰り上げ、同表法制課の項事務分

掌の欄第１号中「総括」の次に「及び例規集の編集」を加え、同欄第２号、第３号及

び第４号までを次のように改める。 

(2) 議案に関すること（予算及び決算に係るものを除く。）。 

(3) 訴訟（市営住宅の滞納家賃及び市税に係るものを除く。）の総括に関すること。 

(4) 庁内における法務支援に関すること。 

 別表(1)総務局の表法制課の項事務分掌の欄中第５号及び第６号を削り、第７号を第

５号とし、第８号を第６号とし、第９号を第７号とし、第１０号を第８号とし、同号

の次に次の２号を加える。 
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(9) 熊本市情報公開条例（平成１０年条例第３３号）に基づく開示請求及び不服申立

てに係る受付等並びに同条例の運用の総括に関すること。 

(10) 熊本市個人情報保護条例（平成１３年条例第４３号）に基づく届出、開示請求

及び不服申立てに係る受付等並びに同条例の運用の総括に関すること。 

別表(1)総務局の表法制課の項事務分掌の欄中第１１号を削り、同欄第１２号中「市

政に係る資料」を「市政情報プラザにおける市政に係る資料等」に改め、同号を同欄

第１１号とし、同欄中第１３号を削り、第１４号を第１２号とする。 

 別表(1)総務局の表を別表(2)総務局の表とし、同表の前に次の１表を加える。 

 (1) 市長政策総室 

課等 事務分掌 

秘書課 (1) 秘書に関すること。 

(2) 渉外に関すること。 

(3) 行幸啓等に関すること。 

(4) 儀式交際に関すること。 

政策企画課 (1) 総室内の政策その他重要事項の総合的調整に関す

ること。 

(2) 総室内事務の連絡調整に関すること。 

(3) 市政全般の総合的企画及び調整に関すること。 

(4) 重要な事業計画の調整、調査及び分析に関するこ

と。 

(5) 行政評価に関すること。 

(6) 広域行政に関すること（他課の所管に属するものを

除く。）。 

(7) 大都市制度の調査研究に関すること。 

(8) 高校及び大学等との連携の推進に関すること（他課

の所管に属するものを除く。）。 

(9) 指定都市市長会に関すること。 

(10) 国への提言に関すること。 

(11) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 
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 ３１年法律１６２号）に係る総合的調整に関すること。 

(12) 東京事務所との連絡調整に関すること。 

(13) その他市長の特命事項に関すること。 

(14) 総合計画審議会に関すること。 

(15) まち・ひと・しごと創生総合戦略等策定委員会に

関すること。 

 別表(3)財政局の表財政課の項事務分掌の欄第１０号中「及び資産マネジメント推進

室」を「、資産マネジメント推進室及び債権管理推進室」に改め、同表納税課の項事

務分掌の欄中第６号を削り、第７号を第６号とし、同表に次のように加える。 

債権管理推

進室（かい） 

(1) 債権管理に係る調査研究、総合的企画及び調整に関

すること。 

(2) 債権管理業務に係る支援に関すること。 

 別表(8)都市建設局の表都市政策課の項事務分掌の欄中第１２号を第１３号とし、第

１１号の次に次の１号を加える。 

(12) 多核連携都市推進協議会に関すること。 

 別表(8)都市建設局の表建築指導課の項事務分掌の欄中第１２号を第１３号とし、第

１１号を第１２号とし、第１０号の次に次の１号を加える。 

(11) マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号。以下

「マンション建替え円滑化法」という。）に基づく除却の必要性のあるマンショ

ンの認定及び要除却認定マンションの建替えに係る容積率の特例の許可に関す

ること。 

 別表(8)都市建設局の表建築審査室（かい）の項事務分掌の欄第６号中「エネルギー

の使用の合理化に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に改

め、同表熊本駅周辺整備事務所の項事務分掌の欄第４号中「熊本駅西土地区画整理事

業所（かい）」を「熊本駅西土地区画整理事業」に改め、同表熊本駅西土地区画整理事

業所（かい）の項を削り、同表鉄道高架関連整備室（かい）の項事務分掌の欄第１号

中「並びに」を「、」に改め、「連続立体交差事業」の次に「並びに熊本駅西土地区画

整理事業」を加え、同表建築計画課の項事務分掌の欄第１号中「住宅施策の企画及び

調整」を「住宅政策の総合的な企画、調整及び推進」に改め、同欄中第２号を削り、

第３号を第２号とし、同欄第４号中「マンションの建替えの円滑化等に関する法律（平



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 

- 558 - 

成１４年法律第７８号）」を「マンション建替え円滑化法」に改め、「こと」の次に「（他

課の所管に属するものを除く。）」を加え、同号を同欄第３号とし、同欄中第５号を第

４号とし、第６号を第５号とし、第７号を第６号とし、同表住宅課の項事務分掌の欄

第２号中「建設及び」を削り、同欄第３号中「入退去」を「入居、退去」に改め、同

表河川課の項事務分掌の欄に次の１号を加える。 

(9) 公有水面の埋立てに関すること（漁港を除く。）。 

 別表(8)都市建設局の表工務課（各土木センターかい）の項事務分掌の欄中第３号を

削り、第４号を第３号とし、同表城南地域整備室（西部土木センターかい）の項事務

分掌の欄中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第１６号までを１号ずつ

繰り上げ、同項の次に次のように加える。 

高規格道路

建設推進課

（北部土木

センターか

い） 

次の事務で他課の所管に属するものを除く。 

(1) 地域高規格道路等の調査、設計及び工事施行に関す

ること。 

 別表(8)都市建設局の表植木地域整備室（北部土木センターかい）の項事務分掌の欄

第５号及び第７号中「及び同意」を「の申請受付」に改め、同欄第１０号中「境界立

会」の次に「の申請受付」を加え、同欄第１４号中「使用」の次に「の申請受付」を

加え、同表植木中央土地区画整理事業所の項事務分掌の欄第８号中「街なか居住・街

並み形成促進事業」を「街なか居住・街並み形成推進事業」に改め、同欄中第１１号

を削り、同表を別表(9)都市建設局の表とする。 

別表(7)観光文化交流局の表シティプロモーション課の項事務分掌の欄中第９号を

削り、第１０号を第９号とし、第１１号を第１０号とし、同表マイス推進室（かい）

の項事務分掌の欄第１号中「スポーツ大会」を「イベント」に改め、同欄第２号中「整

備」の次に「及び開業準備」を加え、同項を同表マイス推進課の項とし、同表観光振

興課の項事務分掌の欄第９号中「マイス推進室」を「マイス推進課」に改め、同表ス

ポーツ振興課の項事務分掌の欄中第１３号を第１４号とし、第６号から第１２号まで

を１号ずつ繰り下げ、第５号の次に次の１号を加える。 

(6) スポーツコンベンション（スポーツに関する国際会議その他の大規模な会議、大

会等をいう。）の誘致及び受入れに係る企画及び調整に関すること。 
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別表(7)観光文化交流局の表を別表(8)観光文化交流局の表とする。 

 別表(6)農水商工局の表産業政策課の項事務分掌の欄中第５号を削り、第６号を第５

号とし、第７号から第１４号までを１号ずつ繰り上げ、第１５号を削り、第１６号を

第１４号とし、第１７号から第２２号までを２号ずつ繰り上げ、同表企業立地推進東

京出張所（かい）の項を削り、同表商工振興課の項事務分掌の欄中第１５号を第１９

号とし、第９号から第１４号までを４号ずつ繰り下げ、第８号の次に次の４号を加え

る。 

(9) 商工会議所法（昭和２８年法律第１４３号）に基づく商工会議所の定款変更の認

可等に関すること。 

(10) 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（平成５年法律

第５１号）に基づく商工会及び商工会議所等の基盤施設計画の認定等に関すること。 

(11) 砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）に基づく砂利採取計画の認可等に関す

ること（河川区域等で行う砂利採取計画を除く。）。 

(12) 採石法（昭和２５年法律第２９１号）に基づく採石業者の採取計画の認可等に

関すること。 

 別表(6)農水商工局の表農業政策課の項事務分掌の欄中第７号を削り、第８号を第７

号とし、第９号から第１５号までを１号ずつ繰り上げ、同表担い手推進室（かい）の

項事務分掌の欄に次の１号を加える。 

(5) 農業金融に関すること（他課の所管に属するものを除く。）。 

 別表(6)農水商工局の表水産振興センターの項事務分掌の欄中第１０号を第１１号

とし、第５号から第９号までを１号ずつ繰り下げ、第４号の次に次の１号を加える。 

(5) 公有水面の埋立てに関すること（漁港に限る。）。 

 別表(6)農水商工局の表を別表(7)農水商工局の表とする。 

 別表(5)環境局の表環境共生課の項事務分掌の欄に次の２号を加える。 

(9) 生物多様性地域戦略（仮称）検討委員会に関すること。 

(10) 生物多様性地域戦略（仮称）策定業務受託事業者選考委員会に関すること。 

 別表(5)環境局の表廃棄物計画課の項事務分掌の欄中第８号を第９号とし、第７号の

次に次の１号を加える。 

(8) 戸島ふれあい広場及び扇田ふれあい広場に関すること。 

 別表(5)環境局の表を別表(6)環境局の表とする。 
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 別表(4)健康福祉子ども局の表保護管理援護課の項事務分掌の欄第８号中「こと」の

次に「（他課の所管に属するものを除く。）」を加え、同欄第９号中「ホームレス」の次

に「に係る事務の総括」を加え、「（他課の所管に属するものを除く。）」を削り、同欄

第１１号中「生活困窮者自立促進支援」を「生活困窮者自立支援法（平成２５年法律

第１０５号）」に改め、同欄中第１２号を削り、第１３号を第１２号とし、第１４号を

第１３号とし、第１５号を第１４号とし、同表障がい保健福祉課の項事務分掌の欄中

第８号を削り、第９号を第８号とし、同欄第１０号中「障害児福祉手当」を「特別児

童扶養手当、障害児福祉手当」に改め、同号を同欄第９号とし、同欄中第１１号を第

１０号とし、第１２号から第２４号までを１号ずつ繰り上げ、第２５号を削り、同表

子ども支援課の項事務分掌の欄第１９号中「の支払」を削り、同欄第２０号中「の支

払及び徴収」を削り、同表青少年育成課の項事務分掌の欄に次の１号を加える。 

(20) 放課後子ども総合プラン運営推進委員会に関すること。 

 別表(4)健康福祉子ども局の表保育幼稚園課の項事務分掌の欄第１号中「保育所」を

「市立保育所」に改め、同欄第３号中「の設置認可等」を「及び幼保連携型認定こど

も園の設置認可等並びに家庭的保育事業等の認可等」に改め、同欄第４号中「保育所」

を「市立保育所」に改め、同欄第５号中「保育所」の次に「、幼保連携型認定こども

園及び家庭的保育事業等」を加え、同欄第６号を次のように改める。 

(6) 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）に基づく子どものための教育・

保育給付に関すること（他課の所管に属するものを除く。）。 

 別表(4)健康福祉子ども局の表保育幼稚園課の項事務分掌の欄第７号中「の保育料の

徴収」を「等の保育料」に改め、同欄中第１０号を削り、第１１号を第１０号とし、

第１２号を第１１号とし、第１３号を第１２号とし、第１４号を削り、同表を別表(5)

健康福祉子ども局の表とする。 

 別表(3)財政局の表の次に次の１表を加える。 

 (4) 市民局 

課等 事務分掌 

オンブズマ

ン事務局 

(1) オンブズマン制度の調査研究に関すること。 

(2) 熊本市オンブズマン条例（平成２３年条例第１０

号）に基づく苦情の申立ての受付に関すること。 
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 (3) 熊本市オンブズマン条例に基づく苦情の処理等に

係る事務に関すること。 

(4) その他オンブズマン及び専門調査員に関すること。 

区政推進課 (1) 局内の政策その他重要事項の総合的調整に関する

こと。 

(2) 局内事務の連絡調整に関すること。 

(3) 区政の推進に係る調査研究に関すること。 

(4) 地域コミュニティ活動推進に係る総合調整に関す 

 ること。 

(5) 町界町名及び住居表示に関すること。 

(6) 市の境界及び行政区域に関すること。 

(7) 自衛官募集に関すること。 

(8) 区役所における戸籍、住民基本台帳等に係る事務の

総合的な企画及び調整に関すること。 

(9) 戸籍、住民基本台帳等に係る広報及び研修に関する

こと。 

(10) 戸籍、住民基本台帳等に係る情報システム及び情

報セキュリティに関すること。 

(11) 区役所との連絡調整に関すること。 

(12) 合併引継事務に関する調整及び総括に関するこ

と。 

(13) 社会保障・税番号制度推進室（かい）に関するこ

と。 

(14) 熊本市行政区画等審議会に関すること。 

(15) 町界町名審議会に関すること。 

(16) 市民局指定管理者候補者選定委員会に関するこ

と。 

社会保障・

税番号制度 

(1) 社会保障・税番号制度に係る調査及び研究に関する

こと。 
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推進室（か

い） 

(2) 社会保障・税番号制度に係る総合的企画、調整及び

運用に関すること。 

広報課 (1) 広報に関すること。 

(2) 広報刊行物の編集及び発行に関すること。 

(3) 報道機関との連絡及び市政記者室に関すること。 

広聴課 (1) 広聴活動に関すること。 

(2) 市民意識の把握に関すること。 

(3) パブリックコメントに関すること。 

 (4) コールセンターに関すること。 

(5) 庁内案内に関すること。 

(6) 市民の法律相談その他の特別相談に関すること。 

情報政策課 (1) 情報政策の総合的な企画、調整及び推進に関するこ

と。 

(2) 熊本市総合行政情報システムの運用及び管理に関

すること。 

(3) 熊本市情報ネットワークシステムの運用及び管理

に関すること。 

(4) 情報システムの最適化に関すること。 

(5) 情報セキュリティに関すること。 

統計課 (1) 基幹統計調査に関すること。 

(2) 市勢統計調査の企画及び実施に関すること。 

(3) 各種統計調査資料の加工及び分析に関すること。 

(4) 統計調査事務の連絡調整に関すること。 

(5) 統計資料及び刊行物の編さん及び保存に関するこ

と。 

(6) 統計情報室に関すること。 
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市民協働課 (1) 市民協働の推進に係る総合的企画及び調整に関す

ること。 

(2) 市民公益活動支援に係る総合的企画及び調整に関

すること。 

(3) 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に

関すること。 

(4) 市民活動支援センターに関すること。 

(5) 熊本市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け

入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手

続等に関する条例（平成２７年条例第１３号）に関す

ること。 

 (6) 市民生活の安全に係る総合的企画及び調整に関す

ること。 

(7) 防犯に関すること（他課の所管に属するものを除

く。）。 

(8) 犯罪被害者等の支援に係る連絡調整に関すること。 

(9) 交通安全思想の普及及び高揚並びに交通安全運動

の推進に関すること。 

(10) 交通安全行政の総合施策の策定並びに関係機関と

の連絡調整及び協調に関すること。 

(11) 交通事故相談に関すること。 

(12) 熊本市違法駐車等の防止に関する条例（平成４年

条例第１７号）に関すること。 

(13) 男女共生推進室（かい）に関すること。 

(14) 自治推進委員会に関すること。 

(15) 安全安心まちづくり推進協議会に関すること。 

(16) 交通安全対策会議に関すること。 

(17) 市民公益活動支援基金運営委員会に関すること。 

(18) 自治基本条例見直し委員会に関すること。 
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 (19) 市民活動支援センター運営業務受託事業者選考委

員会に関すること。 

(20) 市民公益活動支援基金に関すること。 

(21) 交通遺児援助基金に関すること。 

男女共生推

進室（かい） 

(1) 男女共同参画の推進に係る総合的企画及び調整に

関すること。 

(2) 男女共同参画センターはあもにいに関すること。 

(3) くまもと市男女共同参画会議に関すること。 

生涯学習推

進課 

(1) 地域コミュニティセンターの設置及び廃止に関す

ること。 

(2) 地域公民館活動の支援に係る総合調整に関するこ 

 と。 

(3) 地域公民館連絡協議会その他社会教育的団体の支

援に関すること。 

人権推進総

室 

(1) 人権に係る総合的企画及び調整に関すること。 

(2) 人権に係る問題の調査研究に関すること。 

(3) 人権啓発に係る施策の企画及び推進に関すること。 

(4) その他人権に関すること（他課の所管に属するもの

を除く。）。 

(5) ふれあい文化センター（かい）に関すること。 

(6) 植木ふれあい文化センター（かい）に関すること。 

(7) 祖崇廟納骨堂に関すること。 

ふれあい文

化センター

（かい） 

(1) ふれあい文化センターの管理及び運営に関するこ

と。 

(2) ふれあい文化センターの使用許可及び使用料に関

すること。 

(3) ふれあい文化センター運営委員会に関すること。 

植木ふれあ

い文化セン

(1) 植木ふれあい文化センターの管理及び運営に関す

ること。 
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ター（かい） (2) 植木ふれあい文化センターの使用許可及び使用料

に関すること。 

(3) 植木ふれあい文化センター運営委員会に関するこ

と。 

 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

（犯罪を防止し安全で安心なまち熊本市をつくる条例施行規則の一部改正） 

２ 犯罪を防止し安全で安心なまち熊本市をつくる条例施行規則（平成１８年規則第

８５号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条中「企画振興局」を「市民局」に改める。 

（熊本市男女共同参画推進条例施行規則の一部改正） 

３ 熊本市男女共同参画推進条例施行規則（平成２１年規則第３０号）の一部を次の

ように改正する。 

  第６条第１号及び第１１条中「企画振興局」を「市民局」に改める。 
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規 則 第  ２５  号   

平成２７年 ３ 月２７日   

 

 熊本市長職務代理者の順序に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市長職務代理者の順序に関する規則の一部を改正する規則 

 

熊本市長職務代理者の順序に関する規則（昭和５０年規則第２６号）の一部を次の

ように改正する。 

 

第２号中「企画振興局長」を「財政局長」に改め、第３号中「財政局長」を「市民局

長」に改める。 

 

附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ２６  号   

平成２７年 ３ 月２４日   

 

 熊本市区役所等事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市区役所等事務分掌規則の一部を改正する規則 

    

 熊本市区役所等事務分掌規則（平成２４年規則第２号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第２条第２項第１１号中「飽田天明分室」の次に「及び城南分室」を加え、同項第

１４号中「総務課、城南まちづくり交流室、住民課、保健福祉課及び産業振興課」を

「城南まちづくり交流室」に改める。 

 第３条第４項を削り、同条第５項第１号中「南区役所幸田総合出張所」の次に「、

南区役所城南総合出張所」を加え、同項を同条第４項とし、同条第６項第２号中「飽

田天明分室」の次に「、城南分室」を加え、同項を同条第５項とし、同条中第７項を

第６項とする。 

 別表(1)区役所の表総務企画課の項事務分掌の欄中第１９号を削り、第２０号を第 

１９号とし、第２１号から第２４号までを１号ずつ繰り上げ、第２５号を削り、第  

２６号を第２４号とし、第２７号を第２５号とし、第２８号を第２６号とし、同号の

次に次の１号を加える。 

(27) 植木地域における本市が所有する温泉の管理に関すること（北区役所に限る。）。 

 別表(1)区役所の表総務企画課の項中第２９号を第２８号とし、第３０号を第２９号

とし、同表まちづくり推進課の項事務分掌の欄第６号中「認可」の次に「及び当該団

体が所有する不動産に係る証明」を加え、同欄中第２０号を削り、第２１号を第２０

号とし、第２２号を第２１号とし、第２３号を第２２号とし、第２４号を削り、第   

２５号を第２３号とし、第２６号から第３１号までを２号ずつ繰り上げ、同欄第３２

号中「申込み（植木地域におけるものを除く。）」を「交付に係る届出」に改め、同号
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を同欄第３０号とし、同欄中第３３号を第３１号とし、第３４号から第４０号までを

２号ずつ繰り上げ、第４１号を第３９号とし、同号の次に次の１号を加える。 

(40) 廃棄物手数料の減免に関すること（第３０号に掲げるもの及び他課の所管に属

するものを除く。）。 

 別表(1)区役所の表まちづくり推進課の項事務分掌の欄中第４２号を第４１号とし、

第４３号を第４２号とし、第４４号及び第４５号を削り、同欄第４６号中「温泉の管

理及び関係団体」を「温泉泉源の関係団体」に改め、同号を同欄第４３号とし、同欄

第４７号中「スポーツ施設」の次に「及び茶室」を加え、同号を同欄第４４号とし、

同欄中第４８号を第４５号とし、第４９号を第４６号とし、第５０号を第４７号とし、

同号の次に次の１号を加える。 

(48) 城南地域における飲用水の水質管理に係る補助事業に関すること（南区役所に

限る。）。 

 別表(1)区役所の表まちづくり推進課の項事務分掌の欄中第５１号を第４９号とし、

第５２号から第６１号までを２号ずつ繰り上げ、同表各区役所まちづくり交流室（か

い）の項事務分掌の欄中第１２号を削り、第１３号を第１２号とし、第１４号を第  

１３号とし、第１５号を第１４号とし、第１６号を削り、第１７号を第１５号とし、

第１８号及び第１９号を削り、同表区民課の項事務分掌の欄中第３４号を第３５号と

し、第１９号から第３３号までを１号ずつ繰り下げ、第１８号中「住民基本台帳」を

「住民基本台帳等」に改め、同号を同欄第１９号とし、同欄中第１７号を第１８号と

し、第１６号を第１７号とし、第１５号の次に次の１号を加える。 

(16) 社会保障・税番号制度に係る通知カード及び個人番号カードに関すること。 

 別表(1)区役所の表福祉課の項事務分掌の欄中第４８号を第４９号とし、第３９号か

ら第４７号までを１号ずつ繰り下げ、同欄第３８号中「障害児福祉手当」を「特別児

童扶養手当、障害児福祉手当」に改め、同号を同欄第３９号とし、同欄中第３７号を

第３８号とし、第３６号を削り、同欄第３５号中「特定疾患」を「指定難病」に改め、

同号を同欄第３７号とし、同欄中第３４号を第３６号とし、第３０号から第３３号ま

でを２号ずつ繰り下げ、同欄第２９号中「障がい者福祉タクシー事業」の次に「及び

障がい者燃料費助成事業」を加え、同号を同欄第３１号とし、同欄中第２８号を第  

３０号とし、第１６号から第２７号までを２号ずつ繰り下げ、第１５号の次に次の２

号を加える。 
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(16) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること（他課の所管に属するものを除く。）。 

(17) 無料低額診療事業に係る診療券の記載に関すること。 

 別表(1)区役所の表保健子ども課の項事務分掌の欄第９号中「特定健康診査」を「生

活保護受給者等の特定健康診査」に改め、同欄第２５号中「保育所」の次に「等」を

加え、同号を同欄第２６号とし、同号の前に次の１号を加える。 

(25) 子どものための教育・保育給付に係る支給認定及び保育料の決定に関すること。 

 別表(1)区役所の表農業振興課（中央区役所を除く。）の項事務分掌の欄中第３４号

を第３５号とし、第３３号を第３４号とし、第３２号を第３３号とし、第３１号の次

に次の１号を加える。 

(32) 城南分室（かい）に関すること（南区役所に限る。）。 

 別表(1)区役所の表各区役所農業振興課分室（かい）の項事務分掌の欄第３号中「こ

と」の次に「（城南分室を除く。）」を加え、同欄中第２３号を第２６号とし、第２２号

を第２５号とし、第２１号を第２２号とし、同号の次に次の２号を加える。 

(23) 雁回山遊歩道整備事業に関すること（城南分室に限る。）。 

(24) 雇用促進住宅舞原宿舎専用水道に関すること（城南分室に限る。）。 

 別表(1)区役所の表各区役所農業振興課分室（かい）の項事務分掌の欄中第２０号を

第２１号とし、第１９号を第２０号とし、第１８号を第１９号とし、第１７号の次に

次の１号を加える。 

(18) 農業集落排水処理施設の管理及び運営に関すること（城南分室に限る。）。 

 別表(1)区役所の表各区役所農業振興課分室（かい）の項事務分掌の欄に次の１号を

加える。 

(27) 県営会富地区農地整備事業換地委員会に関すること（飽田天明分室に限る。）。 

 別表(2)出張所の表各総合出張所（南区役所城南総合出張所を除く。）の項事務分掌

の欄第４号中「南区役所天明総合出張所」の次に「、南区役所城南総合出張所」を加

え、同欄中第６３号を第７３号とし、第６２号を第７２号とし、第６１号を第７１号

とし、第６０号を第６９号とし、同号の次に次の１号を加える。 

(70) 城南まちづくり交流室（かい）に関すること（南区役所城南総合出張所に限る。）。 

 別表(2)出張所の表各総合出張所（南区役所城南総合出張所を除く。）の項事務分掌

の欄中第５９号を第６８号とし、第５５号から第５８号までを９号ずつ繰り下げ、第

５４号を第６１号とし、同号の次に次の２号を加える。 
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(62) 城南福祉センターの管理及び運営に関すること（南区役所城南総合出張所に限

る。）。 

(63) 城南福祉センターの使用許可及び使用料に関すること（南区役所城南総合出張

所に限る。）。 

 別表(2)出張所の表各総合出張所（南区役所城南総合出張所を除く。）の項事務分掌

の欄中第５３号を第６０号とし、同欄第５２号中「南区役所天明総合出張所」の次に

「、南区役所城南総合出張所」を加え、同号を同欄第５９号とし、同欄中第５１号を

第５８号とし、第５０号を第５６号とし、同号の次に次の１号を加える。 

(57) 城南地域における飲用水の水質管理に係る補助事業の受付に関すること（南区

役所城南総合出張所に限る。）。 

 別表(2)出張所の表各総合出張所（南区役所城南総合出張所を除く。）の項事務分掌

の欄中第４９号を第５５号とし、第４１号から第４８号までを６号ずつ繰り下げ、第

４０号を第４５号とし、同号の次に次の１号を加える。 

(46) 障がい者福祉タクシー事業及び障がい者燃料費助成事業に関すること。 

 別表(2)出張所の表各総合出張所（南区役所城南総合出張所を除く。）の項事務分掌

の欄中第３９号を第４４号とし、第２１号から第３８号までを５号ずつ繰り下げ、第

２０号を第２３号とし、同号の次に次の２号を加える。 

(24) 公的個人認証に係る事務に関すること（南区役所城南総合出張所に限る。）。 

(25) 社会保障・税番号制度に係る通知カード及び個人番号カードに関すること（個

人番号カードの交付に関することを除く。）。 

 別表(2)出張所の表各総合出張所（南区役所城南総合出張所を除く。）の項事務分掌

の欄中第１９号を第２２号とし、第６号から第１８号までを３号ずつ繰り下げ、第５

号を第８号とし、同号の前に次の３号を加え、同項を各総合出張所の項とする。 

(5) 城南地域における合併引継事務に関すること（南区役所城南総合出張所に限る。）。 

(6) 城南地域における新市基本計画主要事業の推進に関すること（南区役所城南総合

出張所に限る。）。 

(7) 城南地域における防犯灯設置に関すること（南区役所城南総合出張所に限る。）。 

 別表(2)出張所の表各総合出張所まちづくり交流室（城南まちづくり交流室を除く。）

（かい）の項事務分掌の欄に次の３号を加え、同項を各総合出張所まちづくり交流室

の項とする。 
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(8) 火の君文化ホールの管理及び運営に関すること（城南まちづくり交流室に限る。）。 

(9) 火の君文化ホールの使用許可及び使用料に関すること（城南まちづくり交流室に

限る。）。 

(10) 萱木集会所の管理及び運営に関すること（城南まちづくり交流室に限る。）。 

 別表(2)出張所の表西区役所芳野分室（西区役所河内総合出張所かい）の項事務分掌

の欄中第２４号を第２６号とし、第１５号から第２３号までを２号ずつ繰り下げ、第

１４号を第１５号とし、同号の次に次の１号を加える。 

(16) 障がい者福祉タクシー事業及び障がい者燃料費助成事業に関すること。 

別表(2)出張所の表西区役所芳野分室（西区役所河内総合出張所かい）の項事務分掌

の欄中第１３号を第１４号とし、第１２号を第１３号とし、第１１号の次に次の１号

を加える。 

(12) 社会保障・税番号制度に係る通知カード及び個人番号カードに関すること（個

人番号カードの交付に関することを除く。）。 

 別表(2)出張所の表南区役所城南総合出張所の項から産業振興課（南区役所城南総合

出張所かい）の項までを削り、同表総合出張所以外の各出張所の項事務分掌の欄中第

３３号を第３４号とし、第１８号から第３２号までを１号ずつ繰り下げ、第１７号の

次に次の１号を加える。 

(18) 社会保障・税番号制度に係る通知カード及び個人番号カードに関すること（個

人番号カードの交付に関することを除く。）。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （熊本市区役所等事務分掌規則の一部を改正する規則の一部改正） 

２ 熊本市区役所等事務分掌規則の一部を改正する規則（平成２６年規則第４９号）

の一部を次のように改める。 

  附則第２項中「（南区役所城南総合出張所の課を除く。）」を削る。 
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規 則 第  ２７  号   

平成２７年 ３ 月２７日   

 

 熊本市防犯灯補助金交付規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市防犯灯補助金交付規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市防犯灯補助金交付規則（昭和４８年規則第３３号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第３条中「及び熊本市城南地区嘱託員設置規則（平成２２年規則第１２号）第３条

第１項に規定する団体」及び「これらを」を削る。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ２８  号   

平成２７年 ３ 月２８日   

 

 熊本市物品会計規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市物品会計規則の一部を改正する規則 

 

熊本市物品会計規則（昭和４０年規則第２４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１１条の２第５号中「若しくは企業立地推進東京出張所」を削る。 

 別表第２会計総室の項の次に次のように加える。 

市 長 政

策総室 

秘書課 主査（庶務担当） 課に属する物品事務 

政策企画課 主査（庶務担当） 課に属する物品事務 

 別表第２企画振興局の部を削り、同表中 

「 

財政課 主査（庶務担当） 課に属する物品事務 

                                 」 

                を                

「 

財政課 財政課主査（庶務

担当） 

課、資産マネジメント推

進室及び債権管理推進室

に属する物品事務 

資産マネジメント推

進室 

債権管理推進室 

                                 」 

に改め、財政局の部の次に次のように加える。 

市 民 局 オンブズマン事務局 主査（庶務担当） 事務局に属する物品事務 

区政推進課 区政推進課主査 課及び室に属する物品事 
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 社会保障・税番号制度

推進室 

（庶務担当） 務 

広報課 主査（庶務担当） 課に属する物品事務 

広聴課 主査（庶務担当） 課に属する物品事務 

情報政策課 主査（庶務担当） 課に属する物品事務 

統計課 主査（庶務担当） 課に属する物品事務 

市民協働課 市民協働課主査 課及び室に属する物品事 

 男女共生推進室 （庶務担当） 務 

生涯学習推進課 主査（庶務担当） 課に属する物品事務 

人権推進総室 主査（庶務担当） 室に属する物品事務 

ふれあい文化センタ

ー 

主査（庶務担当） センターに属する物品事

務 

植木ふれあい文化セ

ンター 

主査（庶務担当） センターに属する物品事

務 

 別表第２農水商工局の部企業立地推進東京出張所の項を削り、同表中 

「 

シティプロモーショ

ン課 

シティプロモー

ション課主査（庶

務担当） 

課、国際室及びマイス推

進室に属する物品事務 

国際室 

マイス推進室 

                                 」 

                を                

「 

シティプロモーショ

ン課 

シティプロモー

ション課主査（庶

務担当） 

課及び室に属する物品事

務 

国際室 

マイス推進課 主査（庶務担当） 課に属する物品事務 

                                 」 

に改め、同表都市建設局の部熊本駅西土地区画整理事業所の項を削り、同表中 
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「 

北部土木センター総

務課 

総務課主査（庶務

担当） 

総務課、工務課、維持課、

用地課及び河川公園整

備課に属する物品事務 北部土木センター工

務課 

北部土木センター維

持課 

北部土木センター用

地課 

  

北部土木センター河

川公園整備課 

                                 」 

                を                

「 

北部土木センター総

務課 

総務課主査（庶務

担当） 

総務課、工務課、維持課、

用地課、河川公園整備課

及び高規格道路建設推

進課に属する物品事務 

北部土木センター工

務課 

北部土木センター維

持課 

北部土木センター用

地課 

北部土木センター河

川公園整備課 

北部土木センター高

規格道路建設推進課 

                                 」 

に改め、同表都市政策研究所の項の前に次のように加える。 

東京事務所 主査（庶務担当） 事務所に属する物品事務 
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 別表第２南区役所の部農業振興課飽田天明分室の項の次に次のように加える。 

農業振興課城南分室 主査（庶務担当） 室に属する物品事務 

 別表第２中 

「 

城南総合出張所総務

課 

総務課主査（庶務

担当） 

総務課、城南まちづくり

交流室、住民課、保健福

祉課及び産業振興課に属 城南総合出張所城南 

まちづくり交流室  する物品事務 

城南総合出張所住民

課 

城南総合出張所保健

福祉課 

城南総合出張所産業

振興課 

                                 」 

                を                

「 

城南総合出張所 城南総合出張所

主査（庶務担当）

出張所及び室に属する物

品事務 城南総合出張所城南

まちづくり交流室 

                                 」 

に、 

「 

総合支援課 総合支援課主査

（庶務担当） 

課及び室に属する物品事

務 教育相談室 

                                 」 

                を                

「 

総合支援課 総合支援課主査 課、教育相談室及び特別 
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 （庶務担当） 支援教育室に属する物品

事務 教育相談室 

特別支援教育室 

                                 」 

に改め、同表教育委員会の部植木図書館の項の次に次のように加える。 

とみあい図書館 館長 館に属する物品事務 

 

附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ２９  号   

平成２７年 ３ 月２７日   

 

 熊本市会計規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市会計規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市会計規則（昭和３９年規則第２９号）の一部を次のように改正する。 

 

別表第１各地域整備室の項の次に次のように加える。 

都市政策研究

所 

副所長 所管に係る収入金の収納 都市政策研究所勤務

の職員である分任出

納員 

別表第１各区役所総合出張所（南区役所城南総合出張所を除く。）の項を同表各区役

所総合出張所の項とし、同表中南区役所城南総合出張所総務課の項から南区役所城南

総合出張所産業振興課の項までを削り、同表植木図書館の項の次に次のように加える。 

とみあい図書

館 

館長 所管に係る収入金の収納  

 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ３０  号   

平成２７年 ３ 月２７日   

 

 熊本市予算決算規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市予算決算規則の一部を改正する規則 

 

熊本市予算決算規則（昭和３９年規則第２８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第１号中「局及び研究所」を「組織」に改め、同条第２号中「総務局の各課

（法制課及び行政経営課を除く。）、企画振興局の各課」を「秘書課、政策企画課、総

務厚生課、人事課」に改め、「税制課」の次に「、区政推進課、広報課、広聴課、情報

政策課、統計課、市民協働課、生涯学習推進課」を、「シティプロモーション課」の次

に「、マイス推進課」を加え、「教育委員会事務局の各課の長」を「教育政策課長、学

務課長、施設課長、教職員課長、総合支援課長、指導課長、健康教育課長」に改める。 

 様式第３号２(3)カ中「勧奨退職」を「早期退職」に改める。 

 

附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ３１  号   

平成２７年 ３ 月２７日   

 

 熊本市火災予防規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市火災予防規則の一部を改正する規則 

 

熊本市火災予防規則（昭和６３年規則第１６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１８条の次に次の２条を加える。 

 （公表の対象となる防火対象物及び違反の内容） 

第１８条の２ 条例第４７条の２第３項の公表の対象となる防火対象物は、令別表第

１（１）項から（４）項まで、（５）項イ、（６）項、（９）項イ、（１６）項イ、       

（１６の２）項及び（１６の３）項に掲げる防火対象物であって、法第１７条第１

項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は

自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第４条第１項に規定す

る立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものと

する。 

２ 条例第４７条の２第３項の公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこ

ととする。 

（公表の手続） 

第１８条の３ 条例第４７条の２第１項の規定による公表は、前条第１項の立入検査

の結果を通知した日の翌日から起算して３０日を経過した日において、なお当該立

入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたこと

を確認できるまでの間、継続して行うものとする。 

２ 前項の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。 

(1) 市のホームページへの掲載 
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(2) 消防本部及び当該違反が認められた防火対象物の所在地を管轄する消防署に

おける書類の備置き 

(3) 前２号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める方法 

３ 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 前条第２項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地 

(2) 前条第２項に規定する違反の内容（当該違反が認められた防火対象物の部分を

含む。） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項 

附則に次の見出し及び２項を加える。 

 （山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う経過措置） 

７ 平成２７年４月１日前に旧山鹿植木広域行政事務組合の消防法等に関する規則

（昭和５５年規則第７号）又は旧山鹿植木広域行政事務組合火災予防条例施行規則

（昭和５５年規則第８号）の規定によりなされた申請、届出その他の手続は、それ

ぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

８ 旧鹿本郡植木町の区域に存する法第２３条の規定に基づくたき火又は喫煙の制限

に関する標識で、平成２７年４月１日において旧山鹿植木広域行政事務組合の消防

法等に関する規則第２０条の規定により既に設置され、又は設置の工事に着手され

ていたもののうち、第４条の規定に適合しないものについては、同条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ３２  号    

平成２７年 ３ 月２７日   

 

 熊本市危険物規制に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市危険物規制に関する規則の一部を改正する規則 

 

熊本市危険物規制に関する規則（昭和６３年規則第１７号）の一部を次のように改

正する。 

 

 附則に次の１項を加える。 

 （山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う経過措置） 

５ 平成２７年４月１日前に旧山鹿植木広域行政事務組合の消防法等に関する規則

（昭和５５年規則第７号）の規定によりなされた申請、届出その他の手続は、この

規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

 

附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ３３  号   

平成２７年 ３ 月２７日   

 

熊本市火薬類取締法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市火薬類取締法施行細則の一部を改正する規則 

 

熊本市火薬類取締法施行細則（平成１６年規則第１３号）の一部を次のように改正

する。 

 

 附則第２項に見出しとして「（高遊原南消防組合の消防事務の移管、宇城広域連合か

らの脱退等に伴う経過措置）」を付する。 

 附則に次の１項を加える。 

 （山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更等に伴う経過措置） 

３ 平成２７年４月１日前に法、政令及び省令の規定による申請、届出その他の手続

のため熊本県知事又は山鹿植木広域行政事務組合の管理者に対して提出された書類

（旧鹿本郡植木町の区域に係るものに限る。）でこの規則に定める書類に相当するも

のがあるときは、当該書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。 

 様式第３号（その２）中 

「      「      

 

ス
タ
ー
マ
イ
ン 

号玉
ぽ か 物  

を

 
ス
タ
ー
マ
イ
ン
（
合
計 

 

台
） 

号玉
ぽ か 物  

に、 

 割 物   割 物  

 
号玉

ぽ か 物   
号玉

ぽ か 物  

 割 物   割 物  

 
号玉

ぽ か 物   
号玉

ぽ か 物  

 割 物   割 物  

 
号玉

ぽ か 物   
号玉

ぽ か 物  

 割 物   割 物  

      号玉 ぽ か 物  
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         割 物   

    」      」  

「 

種類 数量 種類 数量 

仕掛花火（枠）  小型煙火  

水中花火    

ﾅｲｱｶﾞﾗ（  ｍ）    

」 

を 

「 

種類 数量 特記事項 

   

   

   

」 

に改める。 

 

附 則 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前において、この規則による改正前の熊本市火薬類取締法施

行細則の規定に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使用するこ

とができる。 
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規 則 第  ３４  号   

平成２７年 ３ 月２７日   

 

 熊本市消防吏員の階級及び服制に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市消防吏員の階級及び服制に関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市消防吏員の階級及び服制に関する規則（昭和３９年規則第１５号）の一部を

次のように改正する。 

 

 附則に次の１項を加える。 

（山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う経過措置） 

４ 平成２７年３月３１日において現に旧山鹿植木広域行政事務組合消防吏員服制規

則（平成１３年規則第２号）の規定により貸与されている被服は、第３条の規定に

かかわらず、平成３０年３月３１日までの間、使用することができる。 

 別表救急帽の項を削り、同表活動服の項中 

「 

色 華紺とし、えり及び背面上部（図中網掛け部分）にオレン

ジ色を配する。 

                                   」 

                 を                  

「 

色又は地質 華紺（一部にオレンジ色を配色）の難燃性繊維の織物 

                                   」 

に改め、「とし、えりたて止めのマジックテープ付き」及び 

「 

水上隊ワッ 左上腕部につける。 
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ペン 形状及び寸法は、図のとおりとする。 

二輪隊ワッ

ペン 

左上腕部につける。 

形状及び寸法は、図のとおりとする。 

                                   」 

「         「     

を削り、 色  を 色又は地質 に、「に各１個のふたつき箱型ポケッ 

            」         」 

トをつけ、ふたはボタンとマジックテープで止める。尻ポケットは」を「及び右後方

に各１個のポケットをつけ」に改め、同表冬救急服の項中 

「 

階級章 活動服上衣と同様とし、胸部右のポケット上部につける。 

                                 」 

                  を 

「 

階級章 活動服上衣と同様とし、右胸部のポケット上部につける。 

指導救命

士ワッペ

ン 

右胸部のポケット上部につける。 

形状及び寸法は、図のとおりとする。 

                                 」 

に改め、同表救助服の項中「とし、えりたて止めのマジックテープ付き」を削り、同

表ベストの項中「火災調査室用」を「火災調査用」に改める。 

 図中 

「 

救急帽 

 

あごひも 
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き章   

 

」 

及び 

  



平成

「 

を削

「 

「 

「 

成 27 年 4 月

水

削り、 

指

特別高

特別高

15 日   

水上隊ワッペ

救急救命

導救命士ワ

高度救助隊腕

高度救助隊胸

    

ペン 

 

命士ワッペン

ッペン 

 

腕ワッペン

 

胸ワッペン

 

熊 本 市

- 588 - 

ン 

を 

に、 

公 報  

二輪

救急

特別救

特別救

     

輪隊ワッペ

 

 

救命士ワッペ

救助隊腕ワッ

救助隊胸ワッ

 第 1398

ン 

 

ペン 

 

ッペン 

 

ッペン 

 

8 号 

」 

」 

」 

」 



平成

「 

に改

 

１ 

２ 

本

る

３ 

る

３

 

成 27 年 4 月

特別高

特別高

改める。 

附 則 

この規則は

この規則の

本市消防吏員

ることができ

この規則の

る改正後の熊

３０年３月 

15 日   

高度救助隊腕

 

 

 

 

 

高度救助隊胸

 

は、平成２７

の施行の際現

員の階級及び

きる。 

の施行の際現

熊本市消防吏

３１日まで

70 

    

腕ワッペン

胸ワッペン

７年４月１日

現に貸与中の

び服制に関す

現に貸与中の

吏員の階級及

での間、使用

75

熊 本 市

- 589 - 

を 

日から施行す

の活動服につ

する規則の規

の救急救命士

及び服制に関

用することが

25 

公 報  

特別救

特別救

する。 

ついては、こ

規定にかかわ

士ワッペンに

関する規則の

ができる。

     

救助隊腕ワッ

 

救助隊胸ワッ

 

この規則によ

わらず、当分

については、

の規定にかか

70 

 第 1398

ッペン 

ッペン 

よる改正後の

分の間、使用

、この規則に

かわらず、平

25 

75 

8 号 

」 

の熊

用す

によ

平成



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 

- 590 - 

規 則 第  ３５  号   

平成２７年 ３ 月２７日   

 

 熊本市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布す

る。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

熊本市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則（平成１３年規則第１０号）の

一部を次のように改正する。 

 

 第２条中「議員」の次に「及び会派の経理責任者」を加える。 

 第３条中「議員」の次に「及び会派」を加える。 

第４条中「議員」の次に「及び会派の経理責任者」を加える。 

第５条中「様式第５号」を「様式第７号」に改め、同条を第７条とし、同条の前に

次の２条を加える。 

 （変更交付申請） 

第５条 会派の経理責任者は、半期の途中において政務活動費の交付を受けた会派の

所属議員数に異動が生じた場合は、政務活動費変更交付申請書（様式第５号）を提

出しなければならない。 

（変更交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定により申請のあった会派について交付すべき政務活動費

の額を決定し、当該会派に対し政務活動費交付決定（変更）通知書（様式第６号）

により通知するものとする。 

 様式を次のように改める。



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 

- 591 - 

様式第１号（第２条関係） 

[議員用] 

 

年  月  日 

 

 熊本市長 

            （宛） 

 

議員名            印   

 

政務活動費交付申請書 

 

 熊本市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第２条の規定により、下記のと

おり交付の申請をします。 

  

記 

  

    交付申請額（    年度分）         円 
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[会派用] 

 

年  月  日 

 

 熊本市長 

            （宛） 

 

会 派 名                 

経理責任者             印   

 

政務活動費交付申請書 

 

 熊本市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第２条の規定により、下記のと

おり交付の申請をします。 

 

記 

 

   所属議員数       人（    年  月  日現在） 

 

   交付申請額（    年度分）          円 
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様式第２号（第２条関係） 

[議員用] 

 

予 算 書 

         年度熊本市議会政務活動費予算書 

議員名               

 １ 収 入                         （単位：円） 

科 目 予 算 額 

交付金  

  

計  

 ２ 支 出                         （単位：円） 

科 目 予 算 額 

調査研究費  

研修費  

資料作成費  

資料購入費  

広報費  

広聴費  

会議費  

人件費  

事務所費  

事務通信費  

要請・陳情活動費  

計  

３ 主な事業計画 
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[会派用] 

 

予 算 書 

           年度熊本市議会政務活動費予算書 

会派名              

経理責任者            

 １ 収 入                         （単位：円） 

科 目 予 算 額 

交付金  

  

計  

 ２ 支 出                         （単位：円） 

科 目 予 算 額 

調査研究費  

研修費  

資料作成費  

資料購入費  

広報費  

広聴費  

会議費  

人件費  

事務所費  

事務通信費  

要請・陳情活動費  

計  

３ 主な事業計画 
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様式第３号（第３条関係） 

[議員用] 

 

熊本市指令第     号 

年  月  日 

 

 議員名          様 

 

熊本市長           印   

 

政務活動費交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった政務活動費の交付について下記のとお

り決定したので、熊本市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第３条の規定に

より通知します。 

 

記 

 

     年度政務活動費交付決定額（年額）        円 
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[会派用] 

 

熊本市指令第     号 

年  月  日 

 

 議員名          様 

 

熊本市長           印   

 

政務活動費交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった政務活動費の交付について下記のとお

り決定したので、熊本市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第３条の規定に

より通知します。 

 

記 

 

     年度政務活動費交付決定額（年額）        円 
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様式第４号（第４条関係） 

[議員用] 

 

年  月  日 

 

 熊本市長 

            （宛） 

 

議員名           印   

 

政務活動費交付請求書 

  

 熊本市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第４条の規定により、下記のと

おり政務活動費を請求します。 

 

記 

 

     金            円 

     ただし、    年  月分～    年  月分 

 

 

〔振込先〕 

金融機関・支店名  

預金種目・口座番号  

口 座 名 義  
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[会派用] 

 

年  月  日 

 

 熊本市長 

            （宛） 

 

会 派 名                 

経理責任者             印   

 

政務活動費交付請求書 

  

 熊本市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第４条の規定により、下記のと

おり政務活動費を請求します。 

 

記 

 

     金            円 

     ただし、    年  月分～    年  月分 

 

 

〔振込先〕 

金融機関・支店名  

預金種目・口座番号  

口 座 名 義  
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様式第５号（第５条関係） 

 

年  月  日 

 

 熊本市長 

            （宛） 

 

会 派 名                 

経理責任者             印   

 

政務活動費変更交付申請書 

 

     年  月  日付けで申請した政務活動費について、申請事項に変更があ

ったので、熊本市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第５条の規定により、

下記のとおり交付の申請をします。 

 

記 

 

区  分  新  旧  変更年月日 

所属議員数 
   

交付申請額 
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様式第６号（第６条関係） 

 

熊本市指令第     号 

年  月  日 

 

 

会 派 名               

経理責任者              様 

 

熊本市長           印   

 

政務活動費交付決定（変更）通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった    年度政務活動費の交付変更に

ついて下記のとおり決定したので、熊本市議会政務活動費の交付に関する条例施行規

則第６条の規定により通知します。 

 

記 

 

政務活動費交付決定（変更）額 年額         円 
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様式第７号（第７条関係） 

[議員用] 

 

年  月  日 

 

 熊本市長 

            （宛） 

 

議員名           印   

 

政務活動費返還届 

  

     年度政務活動費について、下記のとおり返還いたします。 

 

記 

  

 １ 返還金          円 

 

 ２ 返還期日       年   月   日 

 

３ 返還理由 
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[会派用] 

 

年  月  日 

 

 熊本市長 

            （宛） 

 

会 派 名                 

経理責任者             印   

 

政務活動費返還届 

  

     年度政務活動費について、下記のとおり返還いたします。 

 

記 

  

 １ 返還金          円 

 

 ２ 返還期日       年   月   日 

 

３ 返還理由 
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603 

 

附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ３６  号   

平成２７年 ３ 月２７日   

 

 熊本市体育施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市体育施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

  

熊本市体育施設条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第８７号）の施行期日

は、平成２７年４月１日とする。 
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規 則 第 ３７  号   

平成２７年 ３ 月２７日   

 

 熊本市総合体育館・青年会館条例施行規則及び熊本市体育施設条例施行規則の一部を

改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市総合体育館・青年会館条例施行規則及び熊本市体育施設条例施行規則の

一部を改正する規則 

 

（熊本市総合体育館・青年会館条例施行規則の一部改正） 

第１条 熊本市総合体育館・青年会館条例施行規則（平成２３年規則第２２号）の一

部を次のように改正する。 

様式第７号及び様式第８号中 

「熊本市総合体育館・青年会館」を「施設名          」に、 

「退場時刻         

入場時刻         

超過時間         

  

  

              

                                」 

を 

「 退場時刻         

入場時刻         

超過時間          

                               」 

に改める。 

（熊本市体育施設条例施行規則の一部改正） 

第２条 熊本市体育施設条例施行規則（平成２３年規則第２３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条第１項中「若しくはプール」を「、プール若しくはトレーニング室」に改め
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る。 

  第３条中「又はプール」を「、プール又はトレーニング室」に改める。 

  第１７条を第１８条とし、第９条から第１６条までを１条ずつ繰り下げる。 

第８条第１項中「別表」を「別表第２」に改め、同条を第９条とし、第７条を第８

条とし、第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。 

（附属設備使用料） 

第６条 城南総合スポーツセンターの附属設備使用料は、別表第１に定めるとおりと

する。 

別表中「第８条」を「第９条」に、「舞原運動施設」を「城南総合スポーツセンタ

ー」に、同表体育館の項中 

「富合雁回館       」を
「富合雁回館   

 城南総合スポーツセンター」 
に、同表中 

 「 

 熊本市城南B＆G海洋センター 5月1日から9

月30日まで 

5月1日から9

月30日まで 

午前10時から

午後9時まで 

                                     」 

を 

 「 

 熊本市城南B＆G海洋センター 5月1日から9

月30日まで 

5月1日から9

月30日まで 

午前10時から

午後9時まで 

トレーニ

ング室 

城南総合スポーツセンター 1月4日から12

月28日まで 

1月4日から12

月28日まで 

午前9時から

午後9時まで 

」 

に改め、同表備考中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１

項を加え、同表を別表第２とする。 

２ 城南総合スポーツセンタートレーニング室は、毎週火曜日を供用しない日と

する。ただし、火曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も

近い休日でない日を供用しない日とする。 

附則の次に次の１表を加える。 

別表第１（第６条関係） 

区分 単位 １回の使用料 
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映写機類 液晶プロジェクター １台 1,000円 

様式第３号中 

 「 

(4) 城南Ｂ＆Ｇ海洋センタープール使用券（個人使用券） 

№    

  城南Ｂ＆Ｇ海洋センター 

  使用施設 プール 

№     

  城南Ｂ＆Ｇ海洋センター 

  使用施設 プール 

  使用券 
高校生以上 

中学生以下 
の別   使用券 

高校生以上 

中学生以下 
の別 

  １回       円 

年  月  日

熊本市 

  １回       円 

年  月  日 

熊本市 

                                 」 

の次に 

 「 

  (5) トレーニング室使用券（個人使用券） 

施設名 

№     

       個人使用券 

      時間      円 

（超過１時間につき      円）

  

  

  

熊本市 

施設名 

№     

       個人使用券 

      時間      円 

（超過１時間につき      円） 

 退場時刻         

 入場時刻         

 超過時間         

熊本市 

」 

を加える。 
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様式第４号中 

 「 

(3) 武道場・弓道場・アーチェリー場使用券（回数券） 

№    

 施設名 

№     

 施設名 

使用施設 
武道場・弓道場 

アーチェリー場 
の別  使用施設 

武道場・弓道場 

アーチェリー場 
の別 

 回数券 
一   般 

高校生以下 
の別  回数券 

一   般 

高校生以下 
の別 

 １回       円 

年  月  日

熊本市 

 １回       円 

年  月  日 

熊本市 

                                 」 

の次に 

「  

(4) トレーニング室使用券（回数券） 

施設名 

№    

       個人使用券 

      時間      円 

（超過１時間につき      円）

  

  

  

熊本市 

施設名 

№     

       個人使用券 

      時間      円 

（超過１時間につき      円） 

 退場時刻         

 入場時刻         

 超過時間         

熊本市 

                                     」 

を加える。
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様式第９号中「第７条」を「第８条」に改める。 

  様式第１０号中「第１０条」を「第１１条第１項」に改める。 

様式第１１号中「第１０条」を「第１１条第２項」に改める。 

  様式第１２号中「（第１１条」を「（第１２条」に改める。 

 

  附 則 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前において、この規則による改正前の熊本市総合体育館・青年会

館条例施行規則又は熊本市体育施設条例施行規則の規定に基づき作成された用紙は、当

分の間、必要な調整をして使用することができるものとする。 
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規 則 第  ３８  号   

平成２７年 ３ 月２７日   

 

 熊本市身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 

第１条 熊本市身体障害者福祉法施行細則（平成６年規則第６３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 様式第６号を次のように改める。 
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公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 612 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 613 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 614 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 615 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 616 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 617 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 618 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 619 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 620 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 621 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 622 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 623 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 624 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 625 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 626 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 627 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 628 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 629 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 630 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 631 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 632 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 633 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 634 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 635 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 636 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 637 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 638 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 639 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 640 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 641 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 642 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 643 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 644 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 645 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 646 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 647 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 648 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 649 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 650 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 651 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 652 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 653 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 654 - 

公 報        第 13988 号 



平成成 27 年 4 月 15 日       熊 本 市

- 655 - 

公 報        第 13988 号 
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第２条 熊本市身体障害者福祉法施行細則の一部を次のように改正する。 

第２０条中「高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律」を

「高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律」に、「第４

条第１項」を「第３条の２」に改める。 

様式第６号聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃくの機能障害の状況及び所見の表

中 

「 

 イ 語音による検査 

 
 

 
最高語音明瞭度 

                」 

を 

「 

(５) 身体障害者手帳（聴覚障害）の所持状況 

    □ 有    □ 無 

※聴覚障害で身体障害者手帳を所持していない者に
対し、２級を診断する場合には、他覚的聴覚検査
結果の写しを添付すること。 

イ 語音による検査 

 
最高語音明瞭度 

                」 

に改める。 

 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び次項の規定は、平成

２７年４月１日から施行する。 

２ 平成２７年４月１日前において、第２条の規定による改正前の熊本市身体障害者

福祉法施行細則の規定に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使

用することができる。 
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規 則 第  ３９  号   

平成２７年 ３ 月２７日   

 

 熊本市区役所等の職員の兼務に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市区役所等の職員の兼務に関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市区役所等の職員の兼務に関する規則（平成２４年規則第４号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 本則に見出しとして「（区役所等の職員の兼務）」を付し、本則を本則第１条とし、

本則に次の１条を加える。 

（中央区役所区民課職員の兼務） 

第２条 中央区役所区民課において、身分事項に関する事務に従事する職員は、辞令

を用いることなく、他の区役所区民課で同一の事務に従事する職員の職を兼ねるも

のとする。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ４０  号   

平成２７年 ３ 月２７日   

 

 熊本市福祉事務所事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市福祉事務所事務分掌規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市福祉事務所事務分掌規則（昭和３５年規則第１３号）の一部を次のように改

正する。 

 

 第４条保健子ども課の項第３号中「保育の実施」を「保育の利用」に改め、同項第

４号及び第５号を次のように改める。 

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条第１項第

３号及び第２項第３号に該当する者の証明に関すること。 

(5) 母子父子寡婦福祉資金貸付金の申請の受付等及び償還金の徴収に関すること。 

第４条保健子ども課の項に次の１号を加える。 

(6) 母子家庭等自立支援給付金の申請の受付等に関すること。 

 

附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ４１  号   

平成２７年 ３ 月２７日   

 

社会福祉事務に関する権限委任規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

社会福祉事務に関する権限委任規則の一部を改正する規則 

 

社会福祉事務に関する権限委任規則（平成６年規則第６０号）の一部を次のように

改正する。 

 

第１条第３項第２号エ中「その他の適切な保護を加える」を「必要な保育を確保す

るための措置を講じる」に改め、同項第３号ア中「第６条第１項第３号」の次に「及

び第２項第３号」を加え、同号イからカまでを削る。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ４２  号   

平成２７年 ３ 月３０日   

 

熊本市介護保険法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市介護保険法等の施行に関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市介護保険法等の施行に関する規則（平成１２年規則第４０号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第７条第１項中「第４２条第２項」を「第４２条第３項」に改め、同条第２項中「第

５４条第２項」を「第５４条第３項」に改める。 

 第９条の２中「第５１条の３第２項」を「第５１条の４第２項」に、「第６１条の３

第２項」を「第６１条の４第２項」に、「特例特定入所者支援サービス費」を「特例特

定入所者介護予防サービス費」に改め、同条第１号中「第５１条の２第２項第１号」

を「第５１条の３第２項第１号」に、「第６１条の２第２項第１号」を「第６１条の３

第２項第１号」に改め、同条第２号中「第５１条の２第２項第２号」を「第５１条の

３第２項第２号」に、「第６１条の２第２項第２号」を「第６１条の３第２項第２号」

に改める。 

 第１０条第１項第１号の表及び第２号の表中「及び第２号」を削り、「第３条第３号」

を「第３条第２号及び第３号」に、「第１０号」を「第１３号」に改める。 

第１３条第１項第１号の表、第２号の表及び第３号の表中「第１０号」を「第１２

号」に改め、同条第２項第２号中「第３条第３号」を「第３条第２号又は第３号」に

改める。 

附則第７項第１号中「平成２７年２月２８日」を「平成２８年２月２９日」に改め、

同号ア中「設定されている」を「設定された」に改め、「避難指示解除準備区域」の次

に「（平成２７年４月１日前に指定が解除されたものを除く。）」を加え、同号イ中「特

定避難勧奨地点（」を「原子力災害対策特別措置法第２０条第２項の規定による指示
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において設定された避難指示解除準備区域（平成２７年４月１日前に指定が解除され

たものに限る。）に該当したため、又は特定避難勧奨地点（」に、「現に設定されてい

る」を「平成２６年４月１日以後に指定が解除された」に改め、「者」の次に「（以下

「旧避難指示解除準備区域等の被災被保険者」という。）のうち合計所得金額が６３３

万円未満のもの」を加え、同号ウ中「現に設定されているものを除く」を「平成２６

年４月１日前に指定が解除されたものに限る」に改め、同項第３号中「前２号」を「前

３号」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号を同項第３号とし、同号の前に次

の１号を加える。 

(2) 旧避難指示解除準備区域等の被災被保険者のうち合計所得金額が６３３万円

以上のもの 平成２７年９月３０日 

 附則第１０項中「附則第７項第１号に規定する被災被保険者にあっては東日本大震

災の発生した月の翌月から４８月、同項第２号に規定する被災被保険者にあっては東

日本大震災の発生した月の翌月から４２月」を「次の各号に掲げる者の区分に応じ当

該各号に掲げる期間」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) 附則第７項第１号に規定する被災被保険者 東日本大震災の発生した月の翌

月から６０月 

(2) 附則第７項第２号に規定する被災被保険者 東日本大震災の発生した月の翌

月から５４月 

(3) 附則第７項第３号に規定する被災被保険者 東日本大震災の発生した月の翌

月から４２月 

(4) 附則第７項第４号に規定する被災被保険者 東日本大震災の発生した月の翌

月から１８月 

 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第７条及び第９条の２並

びに附則第７項及び第１０項の改正規定は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ４３  号   

平成２７年 ３ 月３０日   

 

熊本市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指

定するための基準、手続等に関する条例施行規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人

を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、熊本市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定

非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例（平成２７年条例第

１３号。第３条第２項各号列記以外の部分を除き、以下「条例」という。）の施行

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

 （指定の申出） 

第３条 条例第３条の規定による申出は、指定特定非営利活動法人としての指定を

受けるための申出書（様式第１号）により行うものとする。 

２ 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、

市長は、当該各号に掲げる書類により証明すべき事実を特定非営利活動促進法（平

成１０年法律第７号。以下「法」という。）又はこれに基づく命令、条例若しくは

規則の規定に基づき当該申出者から提出された書類をもって確認することができ

る場合は、当該書類の添付を省略させることができる。 

(1) 条例第４条各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び条例第６条

各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類 

(2) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 

(3) 実績判定期間における各事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並び
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に実績判定期間における年間役員名簿（実績判定期間において役員であったこ

とがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての実績判定

期間における各事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。）並びに実

績判定期間における各事業年度の末日における社員のうち１０人以上の者の氏

名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載し

た書面 

(4) 役員名簿  

(5) 定款等  

３ 前項の申出書に添付する書類には、それぞれ副本１通を添付しなければならな

い。 

（特定非営利活動に係る事業の要件） 

第４条 条例第４条第２号アの規則で定める基準は、次の各号に掲げる基準のいず

れかに該当するものであることとする。 

 (1) 不特定かつ多数の市民の利益に資するものであること。 

 (2) その事業活動の内容が本市の計画又は施策の方向性に沿うものであること。 

 (3) その事業活動の内容が本市における地域課題の解決に取り組むものである

こと。 

（特定非営利活動法人以外からの支持に係る要件） 

第５条 条例第４条第２号イの規則で定める基準は、次の各号に掲げる基準のいず

れかに適合するものであることとする。 

(1) 実績判定期間内の日を含む各事業年度（その期間が１年を超える場合は、当

該期間をその初日以後１年ごとに区分した期間（最後に１年未満の期間を生じ

たときは、その１年未満の期間）。以下この条において同じ。）における判定基

準寄附者（当該事業年度における同一の者からの寄附金（寄附者の氏名（法人

にあっては、その名称）及び住所が明らかな寄附金に限る。以下この号におい

て同じ。）の額の総額（当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度にお

けるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額）が３，００

０円以上である場合の当該同一の者をいい、当該申出に係る特定非営利活動法

人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下この号におい

て同じ。）の数（当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一に
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する他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定

基準寄附者を１人とみなした数）の合計数に１２を乗じてこれを当該実績判定

期間の月数（暦に従って計算し、１月に満たない端数を生じたときは、これを

１月とする。以下同じ。）で除して得た数が２０以上であること。 

(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度において、特定非営利活動に報酬その

他の対価（食費、交通費等の実費に相当する額を除く。）を受けないで従事した

個人（氏名及び住所が明らかな者に限る。）（当該特定非営利活動法人の役員で

ある者及び当該役員と生計を一にする者を除く。）の数（当該事業年度において

同一の者が特定非営利活動に２回以上従事した場合については、その個人を１

人として算定した数）の合計数に１２を乗じて得た数を当該実績判定期間の月

数で除して得た数が１０以上であること。 

(3) 実績判定期間における各事業年度において、国又は地方公共団体等、民間企

業、地縁による団体（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２

第１項に規定する地縁による団体をいう。）等（以下「支持団体」という。）か

らの支持を受け、又は支持団体との連携により実施した事業であって公益の増

進に資するもの（当該事業が支持団体の営利を主たる目的とするものを除く。）

と市長が認めるものの数の合計数に１２を乗じて得た数を当該実績判定期間の

月数で除して得た数が１以上であること。 

（特定非営利活動の情報発信に係る要件） 

第６条 条例第４条第２号ウの規則で定める方法は、次に掲げるものとする。 

 (1) インターネットの利用によるもの 

(2) 公共施設等への書面の設置によるもの 

(3) 前２号に掲げるもののほか、不特定かつ多数の者への公開の方法として市長

が認めるもの 

（特殊の関係） 

第７条 条例第４条第３号ア(ｱ)の規則で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とす

る。 

(1) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係 

(2) 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の

財産によって生計を維持している関係 
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(3) 前２号に掲げる関係のある者の配偶者及び３親等以内の親族でこれらの者

と生計を一にしている関係 

（特定の法人との関係） 

第８条 条例第４条第３号ア(ｲ)の規則で定める関係は、一の者（法人に限る。）が

法人の発行済株式又は出資（その有する自己の株式又は出資を除く。以下この条

において「発行済株式等」という。）の総数又は総額の１００分の５０以上の数又

は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関

係（以下この条において「直接支配関係」という。）とする。この場合において、

当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある１若しくは２以上の法人又は当

該一の者との間に直接支配関係がある１若しくは２以上の法人が他の法人の発行

済株式等の総数又は総額の１００分の５０以上の数又は金額の株式又は出資を保

有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の  

１００分の５０以上の数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。 

（役員又は使用人である者との特殊の関係） 

第９条 条例第４条第３号ア(ｲ)の規則で定める特殊の関係は、第７条第２号中「役

員」とあるのを「役員又は使用人である者」と読み替えた場合における同条各号

に掲げる関係とする。 

（取引の記録並びに帳簿及び書類の保存） 

第１０条 条例第４条第３号ウの規定による取引の記録並びに帳簿及び書類の保存

は、法人税法施行規則（昭和４０年大蔵省令第１２号）第５３条から第５９条ま

での規定に準じて行うものとする。 

（不適正な経理） 

第１１条 条例第４条第３号エの規則で定める経理は、当該特定非営利活動法人の

経理で、その支出した金銭の使途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の

記載があるものその他の不適正なものとする。 

（役員、社員、職員、寄附者等との特殊の関係） 

第１２条 条例第４条第４号イの規則で定める特殊の関係は、第７条第２号中「役

員」とあるのを「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若し

くは３親等以内の親族」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。 

（特定の者と特別の関係がないものとされる基準） 
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第１３条 条例第４条第４号イの規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。 

(1) 当該役員の職務の内容、当該特定非営利活動法人の職員に対する給与の支給

の状況、当該特定非営利活動法人とその活動内容及び事業規模が類似するもの

の役員に対する報酬の支給の状況等に照らして当該役員に対する報酬の支給と

して過大と認められる報酬の支給を行わないことその他役員等（役員、社員、

職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは３親等以内の親族又

はこれらの者と前条に規定する特殊の関係のある者をいう。以下この条及び第

１９条第２項第３号イにおいて同じ。）に対し報酬又は給与の支給に関して特別

の利益を与えないこと。 

(2) 役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産のその譲

渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の譲渡を行わないこ

とその他これらの者と当該特定非営利活動法人との間の資産の譲渡等（資産の

譲渡若しくは貸付け又は役務の提供をいう。第１９条第２項第２号において同

じ。）に関して特別の利益を与えないこと。 

(3) 役員等に対し役員の選任その他当該特定非営利活動法人の財産の運用及び

事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。 

(4) 営利を目的とした事業を行う者、条例第４条第４号ア(ｱ)、(ｲ)若しくは(ｳ)

に掲げる活動を行う者又は同号ア(ｳ)に規定する特定の公職の候補者若しくは

公職にある者に対し、寄附を行わないこと｡ 

（特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合に準ずる割合） 

第１４条 条例第４条第４号ウの規則で定める割合は、実績判定期間において、当

該申出に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る従事者の作業時間数そ

の他の合理的な指標により当該事業活動のうちに特定非営利活動が占める割合を

算定する方法により算定した割合とする。 

 （合併特定非営利活動法人に関する第３条の規定の適用） 

第１５条 条例第３条の申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した

特定非営利活動法人で同条の申出をしようとする事業年度の初日においてその合

併の日以後１年を超える期間が経過していないものである場合における第３条の

規定の適用については、同条第２項第３号中「各事業年度」とあるのは「当該申

出に係る特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人の
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各事業年度」とする。 

２ 前項の規定は、条例第３条の申出をしようとする特定非営利活動法人が合併に

よって設立した特定非営利活動法人で同条の申出をしようとする事業年度の初日

においてその設立の日以後１年を超える期間が経過していないものである場合に

おける第３条の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「当該

申出に係る特定非営利活動法人及び合併」とあるのは「合併」と読み替えるもの

とする。 

 （指定特定非営利活動法人に係る公表すべき事項） 

第１６条 条例第７条第２項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 名称 

(2) 代表者の氏名 

(3) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 

(4) 指定の効力を生じた年月日 

(5) 当該指定特定非営利活動法人が現に行っている事業の概要 

（指定の更新の申出） 

第１７条 条例第９条第２項の規則で定める期間は、指定の効力を生じた日の属す

る月の翌月の初日（同項の規定による申出をし、指定の更新を受けた場合にあっ

ては、当該更新後の指定の効力を生じた日）から起算して５年を経過する日の９

月前から６月前までの期間とする。 

２ 条例第９条第２項の申出は、指定特定非営利活動法人の指定の更新の申出書（様

式第２号）を市長に提出してしなければならない。 

（名称等に関する変更の届出） 

第１８条 条例第１１条第１項の規則で定める事項は、第１６条第１号から第３号

まで及び第５号に掲げる事項（同条第３号に掲げる事項にあっては、主たる事務

所の所在地に限る。）とする。 

２ 条例第１１条第１項の規定による届出は、指定特定非営利活動法人の名称等に

関する変更届出書（様式第３号）に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定める書類を添付して行わなければならない。 

 (1) 第１６条第１号又は第３号に掲げる事項の変更による場合 定款、登記事項

証明書その他の法人の名称又は主たる事務所の所在地を確認するに足りる書類 
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 (2) 第１６条第２号に掲げる事項の変更による場合 社員総会の議事録の謄本

その他の法人の代表者の氏名を確認するに足りる書類 

 (3) 第１６条第５号に掲げる事項の変更による場合 条例第４条第２号アに掲

げる基準に適合する旨を説明する書類 

３ 前項各号に掲げる書類には、それぞれ副本１通を添付しなければならない。 

４ 条例第１１条第１項の規定による届出が第１６条第１号又は第３号に掲げる事

項の変更によるものであるときは、法第２５条第４項の規定による申請書の提出

又は同条第６項の規定による届出をもって、第１項の規定による届出に代えるこ

とができる。 

（指定特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類） 

第１９条 条例第１２条第１項の規則で定める書類は、第３条第２項第１号及び第

２号に掲げる書類とする。 

２ 条例第１２条第２項第３号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項 

(2) 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項 

(3) 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項 

ア 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の

最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第１順位から

第５順位までの取引 

イ 役員等との取引 

(4) 寄附者（当該指定特定非営利活動法人の役員、役員の配偶者若しくは３親等

以内の親族又は役員と特殊の関係（第７条に規定する特殊の関係をいう。）のあ

る者で、前事業年度における当該指定特定非営利活動法人に対する寄附金の額

の合計額が２０万円以上であるものに限る。）の氏名並びにその寄附金の額及び

受領年月日 

(5) 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項 

(6) 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日 

(7) 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合（その金額が２００万円以下の

場合に限る。）におけるその金額及び使途並びにその実施日 

３ 条例第１２条第２項第４号の規則で定める書類は、条例第４条第３号から第５
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号まで（第３号イに係る部分を除く。）及び第７号に掲げる基準に適合している旨

並びに条例第６条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類とする。 

（指定特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類の作成） 

第２０条 条例第１２条第２項の規定による同項各号に掲げる書類の作成は、当該

指定特定非営利活動法人の事業及び運営の状況について、市民が理解しやすいよ

うな用語により正確に行わなければならない。 

（助成金の支給の実績に関する記録簿等の備置き）  

第２１条 条例第１２条第３項の助成の実績を記載した書類の作成は、助成金の支

給の実績に関する記録簿（様式第４号）によるものとする。この場合においては、

前条の規定を準用する。 

２ 条例第１２条第４項の海外への送金又は金銭の持出しの金額及び使途並びにそ

の予定日を記載した書類の作成は、海外への送金等に関する記録簿（様式第５号）

によるものとする。この場合においては、前条の規定を準用する。 

 （閲覧の請求があった場合において閲覧させるべき書類） 

第２２条 条例第１２条第５項の規則で定める書類は、第３条第２項第１号又は第

２号に掲げる書類とする。 

（役員報酬規程等の提出） 

第２３条 条例第１３条第１項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの３月

以内に、指定特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書（様式第６号）に添付

して行うものとする。 

２ 条例第１３条第２項の規定による書類の提出は、助成金の支給を行ったときは

助成金の支給の実績に関する記録簿の提出書（様式第７号）に、海外への送金又

は金銭の持出しを行うときは海外への送金等に関する記録簿の提出書（様式第８

号）に添付して行うものとする。 

３ 前２項に掲げる書類には、それぞれ副本１通を添付しなければならない。 

（役員報酬規程等の公開） 

第２４条 条例第１４条の規則で定める書類は、第３条第２項第１号、第２号、第

４号若しくは第５号に掲げる書類又は事業報告書等とする。 

２ 条例第１４条の規定による閲覧又は謄写は、市長が定める場所において行うも

のとする。 
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（合併申請の届出） 

第２５条 条例第１５条第１項の規定による届出は、指定特定非営利活動法人合併

認証申請届出書（様式第９号）に法第３４条第３項の認証の申請をしたことを証

する書類を添付して行わなければならない。 

（準用） 

第２６条 第３条第２項及び第３項、第４条から第１４条まで及び第１９条の規定

は、条例第１５条第１項の規定による届出について準用する。この場合において、

第３条第２項中「前項の申出書」とあるのは「第２５条の届出書」と、第３条第

２項第３号中「各事業年度」とあるのは「合併によって消滅する各特定非営利活

動法人の各事業年度」と読み替えるものとする。 

（指定特定非営利活動法人の合併に係る通知等） 

第２７条 市長は、条例第１５条第２項の規定により条例第４条各号（第８号を除

く。）に掲げる基準に適合すると認めたときはその旨を、認めなかったときはその

旨及びその理由を、合併後存続する指定特定非営利活動法人に対し、速やかに、

書面により通知しなければならない。 

（検査職員の身分証明書） 

第２８条 条例第１６条第６項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第１０

号とする。 

（雑則） 

第２９条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ４４  号   

平成２７年 ３ 月３０日   

 

 熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一

部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規

則の一部を改正する規則 

 

熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則（平

成９年規則第８号）の一部を次のように改正する。 

 

第４条中「２５０円」を「８００円」に改める。 

 別表中 

「 

こころの健康センター嘱託医 日額 22,880 円 

こころの健康センター心理相談員 日額 14,000 円 

精神科デイ・ケア嘱託医 日額 22,880 円 

                                    」 

を 

「 

特別児童扶養手当判定嘱託医 日額 22,880 円 

心の健康相談嘱託医 日額 23,010 円 

こころの健康センター嘱託医 日額 23,010 円 

こころの健康センター心理相談員 日額 14,080 円 

精神科デイ・ケア嘱託医 日額 23,010 円 

                                    」 

に、 



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 

- 683 - 

「 

あそ教育キャンプ場所長 月額 133,500 円 

                                    」 

                  を 

「 

保健子ども課嘱託医（医師） 月額 550,000 円 

あそ教育キャンプ場所長 月額 132,300 円 

                                    」 

に改め、産学連携支援専門員の項の次に次のように加える。 

消費者行政推進委員会委員 日額 10,000 円 

別表中 

「 

記念館館長及び代理館長 月額 134,820 円 

県指定重要文化財「洋学校教師館」移築復元に

伴う検討委員会委員 
日額 10,000 円 

                                    」 

                  を 

「 

記念館館長及び代理館長 月額 136,700 円 

県指定重要文化財「洋学校教師館」保存修理に

伴う検討委員会委員 
日額 10,000 円 

芸術文化会議委員 日額 10,000 円 

道路等事故処理専門員 日額 20,000 円 

                                    」 

に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

  



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 

- 684 - 

規 則 第  ４５  号   

平成２７年 ３ 月３０日   

 

 熊本市業務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市業務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市業務職員の給与に関する規則（平成１９年規則第２８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 附則第６項中「には」の次に「、平成２９年３月３１日までの間に限り」を、「相当

する額」の次に「（以下この項において「差額相当額」という。）（平成２７年４月１日

から平成２８年３月３１日までにあっては２，０００円（差額相当額が２，０００円

未満の場合にあっては、当該差額相当額）を差額相当額から減じて得た額、平成２８

年４月１日から平成２９年３月３１日までにあっては４，０００円（差額相当額が  

４，０００円未満の場合にあっては、当該差額相当額）を差額相当額から減じて得た

額）」を加える。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ４６  号   

平成２７年 ３ 月３１日   

 

熊本市生活困窮者自立支援法施行細則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市生活困窮者自立支援法施行細則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号。以下「法」

という。）の施行について生活困窮者自立支援法施行令（平成２７年政令第４０号）

及び生活困窮者自立支援法施行規則（平成２７年厚生労働省令第１６号。以下「省令」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （生活困窮者住居確保給付金の支給手続） 

第２条 省令第１３条の規定により生活困窮者住居確保給付金（以下「給付金」とい

う。）の支給の申請をするときは、住居確保給付金申請時確認書（様式第１号）その

他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。 

２ 前項の申請をした者（以下「申請者」という。）は、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める書類を市長に提出するものとする。 

(1) 住居を喪失している場合 入居予定住宅に関する状況通知書（様式第２号） 

(2) 住居を喪失するおそれがある場合 入居住宅に関する状況通知書（様式第３

号） 

３ 前項第１号に掲げる区分に該当する申請者（申請の内容が適正であると市長が認

めた者に限る。）は、住宅に入居した日から７日以内に、住居確保報告書（様式第４

号）に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（常用就職及び就労収入の報告） 

第３条 給付金の支給を受ける者（以下「受給者」という。）は、支給の決定後、期間の

定めのない労働契約又は期間の定めが６月以上の労働契約による就職（以下「常用就

職」という。）をした場合は、常用就職届（様式第５号）を市長に提出しなければな
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らない。 

２ 前項の届けを提出した受給者は、当該届けを提出した日の属する月以後、毎月、収

入額を確認することができる書類を市長に提出しなければならない。 

（支給額の変更） 

第４条 受給者は、給付金の額を変更する必要が生じたときは、住居確保給付金支給変

更申請書（様式第６号）を市長に提出するものとする。 

 （支給期間の延長） 

第５条 受給者は、省令第１２条第１項の規定による給付金の支給期間の延長又は再延

長を希望するときは、支給期間の最終の月の末日までに住居確保給付金支給申請書

（期間（再）延長）（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

（支給停止の届け） 

第６条 受給者は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平

成２３年法律第４７号）第７条第１項に規定する職業訓練受講給付金の支給を受ける

ことが決定したときは、住居確保給付金支給停止届（様式第８号）を市長に提出しな

ければならない。 

 （支給再開の届け） 

第７条 受給者は、給付金の支給の再開を希望するときは、住居確保給付金支給再開届

（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

（支給の中止） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、給付金の支給を中止

するものとする。 

(1) 受給者が誠実かつ熱心に求職活動を行わない場合又は就労支援に関する市長の

指示に従わない場合 

(2) 受給者が常用就職し、その就労により、収入が収入基準額（基準額に家賃額（受

給者が賃借する住宅の１月当たりの家賃の額（当該家賃の額が住宅扶助基準に基づ

く額を超える場合は、当該額））を加算した額をいう。）を超えた場合 

(3) 受給者が住宅から退去した場合（借主の責めによらない事由により転居せざる

を得ない場合又は自立相談支援機関（法第４条第２項の規定による委託を受けた者

をいう。）等の指導により本市内で転居する場合を除く。） 

(4) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けていることが判明した場合 
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(5) 受給者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

(6) 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員（熊本市暴力団排除条例

（平成２３年条例第９４号）第２条第２号に規定する暴力団員をいう。）であるこ

とが判明した場合 

(7) 受給者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けた場合 

(8) 前各号に掲げるもののほか、受給者の死亡その他支給することができない事情

が生じた場合 

２ 市長は、受給者が常用就職をしたこと及びその就職による収入の報告を怠ったと認

める場合は、給付金の支給を中止することができる。 

（生活困窮者就労訓練事業の認定申請） 

第９条 省令第２０条の規定により生活困窮者就労訓練事業の認定の申請をするとき

は、誓約書（様式第１０号）その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。 

（認定生活困窮者就労訓練事業に関する事項の変更の届出） 

第１０条 省令第２２条の規定による届出は、同条第１号又は第３号から第５号まで

に掲げる事項の変更にあっては認定生活困窮者就労訓練事業変更（事後）届（様式第

１１号）により、同条第２号に掲げる事項の変更にあっては認定生活困窮者就労訓

練事業変更（事前）届（様式第１２号）により行うものとする。 

（認定生活困窮者就労訓練事業の廃止届） 

第１１条 省令第２３条の規定による届出は、認定生活困窮者就労訓練事業廃止届（様

式第１３号）により行うものとする。 

 （雑則） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。
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様式第１号（第２条第１項関係） 

（表面） 

住居確保給付金の支給を希望する方は、申請書（省令様式第１号）にこの確認書を添付して提出する

必要があります。 

 

住居確保給付金申請時確認書 
  

誓約事項        

１ 受給中、下記の求職活動要件を満たすこと又は自立相談支援機関の作成するプラン

に基づく就労支援を受けること。 

(1) 月４回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。 

(2) 月２回以上、公共職業安定所で職業相談を受けること。  

(3) 原則週１回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受けること。 

２ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者（以下「申請者等」という。）のいずれ

もが国の雇用施策による給付又は地方公共団体等が実施する離職者等に対する住居

の確保を目的とした類似の給付等を受けていないこと。 

３ 再支給の申請ではない（過去に住宅手当、住宅支援給付又は住居確保給付金を受

けたことがない）こと、又は、再支給の申請であるが、従前の支給決定後に常用就

職した後に新たに解雇（本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。）され

たこと。 

４ 申請者等のいずれもが暴力団員ではないこと、また、受給期間中においても暴力団

員にならないこと。 

同意事項 
１ 以下のいずれかに該当した場合、支給が中止されること。 

(1) 誠実かつ熱心に求職活動を行わない場合又は就労支援に関する市長の指示に従

わない場合   

(2) 住居確保給付金受給者が常用就職後、その就労により収入が収入基準額を超え

る場合又はそのことを報告しない場合 

(3) 支給決定後、住宅から退去した場合（借主の責めによらず転居せざるを得ない

場合又は自立相談支援機関等の指導により本市内で転居する場合を除く。） 

(4) 申請内容に偽りがあった場合 

(5) 支給決定後、受給者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

(6) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した

場合 

(7) 受給者が生活保護を受給した場合 

２ 本給付金の支給決定後、支給に必要な範囲で、申請者の賃貸住宅への入居状況につ

いて、訪問確認を行う場合があること、又は不動産媒介業者等に報告を求めること。 

３ 支給に必要な範囲で、申請者等の資産及び収入の状況につき、官公署に対し必要な

文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは申

請者等の雇用主その他の関係者に報告を求めること。 

 また、熊本市の報告要求等に対し、官公署又は銀行等が報告することについて申請

者が同意している旨を官公署又は銀行等に伝えること。 

４ 支給に必要な範囲で、暴力団員該当性の確認につき、熊本市又は熊本市社会福祉協

議会が官公署から情報を求めること。 
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    年  月  日 

  

熊本市長（宛） 

上記誓約事項及び同意事項について確認の上、誓約及び同意します。 

                                                      記名押印又は署名 

申請者氏名                 印
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（裏面） 

① 当初申請時提出書類 

１ 本人確認書類 

運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、

戸籍謄本等の写し 

２ 離職関係書類 

２年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し 

３ 収入関係書類 

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入

が確認できる書類の写し 

４ 金融資産関係書類 

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し 

   

② 追加提出書類 

１ 求職申込関係書類  

公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写し 

２ 入居（予定）住宅関係書類  

(1) 住宅を喪失している者  

不動産媒介業者等から交付を受けた入居予定住宅に関する状況通知書（様式

第２号） 

(2) 住宅を喪失するおそれがある者 

貸主等から交付を受けた入居住宅に関する状況通知書（様式第３号） 
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様式第２号（第２条第２項第１号関係） 

入居予定住宅に関する状況通知書 

１．下記の者より、賃貸住宅への入居についての希望がありました。 

このことについて、物件等に関する概要等について通知します。 

２．暴力団員等と関係を有しないことの確認事項について相違ありません。 

  また、必要に応じて暴力団員等と関係を有しないことの確認につき、熊本市又は

熊本市社会福祉協議会（初期費用を熊本市社会福祉協議会から借り受ける場合）が

官公署から情報を求めることを同意します。 

３．この通知書については、住居確保給付金の支給及び総合支援資金の貸付けを行う

ために必要となる範囲内で、熊本市、熊本公共職業安定所、熊本市社会福祉協議会

及び自立相談支援機関の間で相互利用されることについて同意します。 

       

年  月  日 

熊本市長（宛）  

不動産媒介業者等 

（商号又は名称） 

（代表者名）                印 

（代表者の生年月日）   年  月  日 

（所在地）〒 

（免許証番号） 

（担当者等）氏名        所属 

電話番号 

※貸主が記入する場合は、氏名、所在地及び電話番号のみを記載してください。

※免許証番号は、宅地建物取引業者のみ記載してください。 

 

入居予定者 
 
 

 

 

氏名  

生年月日 昭和・平成   年  月  日 

同居状況 単身 ・ 複数（    名） 
 
入居予定の賃貸住宅 
 
 

 

 

 

名称  

所在地  

家賃           円 

入居予定日    年  月  日（   年  月  日までの  月  日間）

 

※１ 住居確保給付金の支給額は、熊本市における住宅扶助基準に基づく額を上限と

し、収入に応じた額とします。 

※２ 住居確保給付金の対象となる賃貸住宅の契約については、借地借家法により保

護の対象となる賃貸借契約及び定期賃貸借契約に限ります。 

※３ 共益費・管理費は、住居確保給付金の対象にならないため、家賃には含めずに記

載してください。 

※４ 定期借家契約（定期建物賃貸借契約）の場合に限り、入居予定日欄の（ ）内

に、入居予定日から契約満了日までの期間を記載してください。 

 （１ページ目） 
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初期費用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(1) 
 
 
 

家賃 
（入居に際して当初の支払を要する家賃）

               円 
（  月分＋日割り  日分として） 

共益費                円 

管理費                円 

敷金                円 

礼金等 
 

礼金            円 
その他（         ）円 

(2) 媒介報酬額                円 

(3) 
 

火災保険料                円 

その他（入居保証料等）                円 

合計                円 

※ 初期費用については、熊本市社会福祉協議会が実施する｢総合支援資金（住宅入
居費）」の貸付けの申請を行う際に必要な情報であるため、記載願います。 

振込口座 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住居確保給付
金の振込先 
 
 
 

貸主又は貸主
から委託を受
けた事業者の
振込口座 
 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

口座名義  

金融機関名  

支店名  

口座種別 普通・当座 

口座番号  

初期費用(1)の
振込先 
 
 
 
 

貸主又は貸主
から委託を受
けた事業者の
振込口座 
 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

口座名義  

金融機関名  

支店名  

口座種別 普通・当座 

口座番号  

初期費用(2)の
振込先 
 
 
 
 

媒介業者の振
込口座 
 
 
 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

口座名義  

金融機関名  

支店名  

口座種別 普通・当座 

口座番号  

初期費用(3)の
振込先 
 
 
 
 

初期費用(3)に
関する者の振
込口座 
 
 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

口座名義  

金融機関名  

支店名  

口座種別 普通・当座 

口座番号  

 

（住居確保給付金支給申請者本人記入欄） 
入居予定の賃貸住宅は、上記のとおりです。 
私の個人情報が、住居確保給付金の支給及び総合支援資金等の貸付けを行うために必

要となる範囲内で、熊本市、熊本公共職業安定所、熊本市社会福祉協議会及び自立相談
支援機関の間で相互利用されることについて同意します。 

住居確保給付金の支給は、原則として、貸主又は貸主から委託を受けた事業者等の口
座へ振り込まれることにより、私への支給となることについて同意します。 

 

年  月  日  

氏名             印  

住所               

電話番号             
（２ページ目） 
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（注意事項） 

住居確保給付金支給申請者は、この通知書を熊本市又は自立相談支援機関に提出して

ください。 

 

（暴力団員等と関係を有しないことの確認事項） 

暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者）と関係

を有する不動産媒介業者等でないこと。 

 

（参考） 

暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは、次のいずれかに該当するものをい

う。 

① 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者

（以下「役員等」という。）のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者

等 

② 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに

暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等 

③ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不

動産媒介業者等 

④ 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等 

⑤ 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等 

⑥ 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等 

⑦ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している不動産媒介業者等 

⑧ 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非

難されるべき関係を有している不動産媒介業者等 

⑨ 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りなが

ら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等 

 

※ 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号にあるとおり、「その団体の構成員（その団体の構成団体の構

成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそ

れがある団体」を指します。 
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様式第３号（第２条第２項第２号関係） 

（表面） 

入居住宅に関する状況通知書 

１．下記の者に対し、賃貸している住宅に関する概要等について通知します。 

２．暴力団員等と関係を有しないことの確認事項について相違ありません。 

  また、必要に応じて暴力団員等と関係を有しないことの確認につき、熊本市が官

公署から情報を求めることを同意します。   

   

年  月  日 

熊本市長（宛）  

不動産媒介業者等 

（商号又は名称） 

（代表者名）                 印 

（代表者の生年月日）   年  月  日 

（所在地）〒 

（担当者等）氏名        所属 

電話番号 

※貸主が記入する場合は、氏名、所在地及び電話番号のみを記載してください。

（暴力団員等と関係を有しないことの確認事項） 

暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者）と関

係を有する不動産媒介業者等でないこと。 

入居者 
 
 

 

 

氏名  

生年月日 昭和・平成   年  月  日 

同居状況 単身 ・ 複数（    名） 

入居開始年月日      年  月  日 
 
入居している賃貸住宅 
 
 

 

 

名称  

所在地  

家賃           円 

※１ 住居確保給付金の支給額は、熊本市における住宅扶助基準に基づく額を上限と

し、収入に応じた額とします。 

※２ 住居確保給付金の対象となる賃貸住宅の契約については、借地借家法により保

護の対象となる賃貸借契約及び定期賃貸借契約に限ります。 

※３ 共益費・管理費は、住居確保給付金の対象にならないため、家賃には含めずに記

載してください。 

振込口座 
 

 

住居確保給付

金の振込先 

 

 

貸主又は貸主

から委託を受

けた事業者の

振込口座 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

口座名義  

金融機関名  

支店名  

口座種別 普通・当座 

口座番号  
 

 



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 

- 695 - 

（裏面） 

 

（住居確保給付金支給申請者本人記入欄） 

入居している賃貸住宅は、表面に記載のとおりです。 

 私の個人情報が、住居確保給付金の支給を行うために必要となる範囲内で、熊本市、

熊本公共職業安定所、熊本市社会福祉協議会及び自立相談支援機関の間で相互利用され

ることについて同意します。 

 住居確保給付金の支給は、原則として、貸主又は貸主から委託を受けた事業者等の口

座へ振り込まれることにより、私への支給となることについて同意します。 

 

年  月  日  

氏名             印  

住所               

電話番号             

 

（注意事項） 

  住居確保給付金支給申請者は、賃貸住宅の賃貸借契約書の写しを添付して、この通知

書を熊本市又は自立相談支援機関に提出してください。 

 

（参考） 

暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは、次のいずれかに該当するものをい

う。 

① 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者

（以下「役員等」という。）のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者

等 

② 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに

暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等 

③ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不

動産媒介業者等 

④ 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等 

⑤ 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等 

⑥ 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等 

⑦ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している不動産媒介業者等 

⑧ 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非

難されるべき関係を有している不動産媒介業者等 

⑨ 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りなが

ら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等 

 

※ 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号にあるとおり、「その団体の構成員（その団体の構成団体の構

成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそ

れがある団体」を指します。
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様式第４号（第２条第３項関係） 

住居確保報告書 

私は、下記のとおり住居を確保することができましたので、賃貸借契約書の写し

及び新住所における住民票の写しを添付して報告します。 

 

                              年  月  日 

熊本市長（宛） 

                                  氏名
フリガナ

                                  印

                 電話番号   

 

入居した賃貸住宅 

 

 

 

 

名称  

住所 〒 

入居日      年   月   日 

  

総合支援資金（住宅入居費）（熊本市社会福祉協議会による貸付け）を利用した場合

 

 

 

初期費用の貸付実行日 

（資金振込日） 
年   月   日 

 

（注意事項） 

 １ この報告書は、住宅に入居した日から７日以内に、住居確保給付金支給申請の

手続を行った熊本市又は自立相談支援機関に、入居した賃貸住宅の賃貸借契約書

の写し及び新住所における住民票の写しを添付して提出してください（郵送可）。 

 ２ 住居確保給付金の支給の対象となった賃貸住宅に入居しない場合又は支給期間

内に退去する場合は、既に支給した給付の返還義務が生じることがあります。入

居できない、又は退去しなければならないやむを得ない事情が発生した場合は、

必ず事前に熊本市又は自立相談支援機関に相談してください。
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様式第５号（第３条関係） 

常用就職届 

 私は、求職活動を行った結果、下記のとおり期間の定めのない、又は６か月以上

の雇用が見込まれる就職をしたので届け出ます。 

 この就職によって、住居確保給付金が支給中止となる収入要件を超える月収入が

得られた場合は、収入が得られた月の翌々月以降の家賃相当分から支給が中止され

ることについて了解します。 

 

                             年  月  日 

熊本市長（宛） 

                                 氏名
フリガナ

                                  印 

住所 

生年月日 

電話番号  

 

就職先 

 

 

 

  

事業所名
フ リ ガ ナ

  

事業所の住所  

就職日   年   月   日 

 

住居確保給付金の支給状況 

 

 

 

 

住宅入居日   年   月   日 

支給期間 
  年  月（    年  月家賃相当分）から 

  年  月（    年  月家賃相当分）まで 

支給額 月額          円 

  

添付書類 

・収入見込額が確認できる書類 

（注意事項） 

 この報告を行った月以降、収入額を確認することができる書類を、毎月提出してくだ

さい。



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 

- 698 - 

様式第６号（第４条関係） 

住居確保給付金支給変更申請書 

 

私は、    年  月  日第  号により、住居確保給付金の支給の決定を受

けましたが、必要書類を添えて、支給の変更を申請します。 

 

年  月  日 

熊本市長（宛） 

氏名
フリガナ

                                  印 

住所     

生年月日 

電話番号  

変更理由 

 

変更理由 

 

 

 

（例） 

・家賃が別添の契約書のとおり変更となったため。 

・貸主の責めによる転居のため。 

（現在居住している賃貸住宅は〇月〇日に退去します。） 

 

 

添付書類 

 

１ 家賃変更の場合 

・変更契約書等家賃の変更を証する書類 

 

２ 収入減少の場合（賃貸住宅の家賃額の一部支給を受けている方） 

・申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確

認できる書類の写し 

 

３ 転居した場合 

・貸主の責め又は自立相談支援機関等の指導による転居であることが確認できる書

類の写し 

・入居住宅に関する状況通知書（様式第３号） 

・転居先の賃貸借契約書等の写し 
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様式第７号（第５条関係） 

（表面） 

生活困窮者住居確保給付金支給申請書（期間（再）延長） 

フリガナ  

①氏名  

②生年月日 昭和・平成  年  月  日  満（  ）歳 

③電話番号  ④性別 男 ・ 女 

申
立
事
項 

⑤期間（再）延長が必要な理由 

  

 

⑥申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入及び預貯金が次のとおりで

あること 

ﾌﾘｶﾞﾅ     

合計 

氏名     

続柄 本人    

性別     

生年月日     

収入（月額） 円 円 円 円 円 

預貯金等 円 円 円 円 円 

※申請日の属する月の収入（月額）が確実に推計できる場合はその額を、変動

あるときは収入の確定している直近３か月間の平均収入を記載する。雇用保

険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当も合算する。 

私は、    年  月  日第  号により、住居確保給付金の支給決定を受け

ましたが、今後も誠実かつ熱心に求職活動を行うため、支給期間の（再）延長を希望

しますので、上記の申立事項に相違なく、必要書類を添えて申請します。 

私の個人情報が、住居確保給付金の支給並びに臨時特例つなぎ資金及び総合支援資

金の貸付けを行うために必要となる範囲で、熊本市、熊本公共職業安定所、熊本市社

会福祉協議会及び自立相談支援機関の間で相互利用されることについて了承します。

また、裏面の注意事項について、同意します。 

年  月  日  

熊本市長（宛）        

                   記名押印又は署名 

申請者氏名             印 
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（裏面） 

（注意事項）   

１ 申請内容は正しく記載してください。偽りその他不正の行為によって住居確保給付

金を受けたり、又は受けようとしたときは、以後住居確保給付金を受けることができ

なくなるばかりでなく、不正受給した金額の全部又は一部を徴収されることとなりま

す。 

２ 受給中は、公共職業安定所に求職の申込みを行うとともに、誠実かつ熱心に求職活

動を行う必要があります。   

３ 支給に関して必要な範囲で、生活困窮者自立支援法（以下「法」という。）第１５

条に基づき、報告等を求めることがあります。 

４ 支給決定に必要な範囲で、法第１６条に基づき、熊本市から資産又は収入の状況に

つき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会

社その他の機関若しくは離職した事業主その他関係者に対し報告を求めることがあ

ります。 

５ 支給決定に必要な範囲で、法第１６条に基づき、申請者の居住する賃貸住宅の家主

等に対し入居状況について報告を求めることがあります。    

６ 生活困窮者自立支援法施行規則（以下「省令」という。）第１４条に基づく就労支

援に関する熊本市長の指示に従わない場合は、支給を中止します。 

７ 省令第１７条に基づき、本給付金は、賃貸住宅の家主等に直接振込等をされること

により申請者に対する支給となります。   

 

 

（添付書類）    

１ 誠実かつ熱心に求職活動を行っていたことを証する書類 

２ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入の金

額が確認できる書類 
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様式第８号（第６条関係） 

住居確保給付金支給停止届 

 

私は、下記のとおり公共職業安定所より職業訓練受講給付金事前審査通知書（該当）

の交付を受け、職業訓練受講給付金を受給する予定ですので、届け出ます。 

この届出によって、住居確保給付金の支給が停止されることについて了解します。

 

年  月  日 

熊本市長（宛） 

氏名
フリガナ

                                  印 

住所   

生年月日 

電話番号  

 

職業訓練受講給付金手続状況 

 

 

 

 

事前審査通知書（該当） 

交付年月日 
年  月  日 

申請番号  

訓練開始（予定）日 年  月  日 

訓練修了（予定）日 年  月  日 

 

住居確保給付金の支給状況 

 

 支給開始月 年  月から（   年  月家賃相当分から）

 支給額 月額            円 

 

添付書類 

・職業訓練受講給付金事前審査通知書（該当）の写し 

・選考結果通知書の写し 
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様式第９号（第７条関係） 

住居確保給付金支給再開届 

私は、下記のとおり職業訓練受講給付金の受給が終了することになりましたので、

届け出ます。 

住居確保給付金の支給再開を希望します。 

 

年  月  日 

熊本市長（宛） 

氏名
フリガナ

                                  印 

住所   

生年月日 

電話番号  

 

職業訓練受講給付金受給状況 

 

 
申請番号  

最初に支給を受けた支給単

位期間の初日 
年  月  日 

最後に支給申請を行う支給

単位期間の末日 
年  月  日 

 

 

 

 

 

（添付書類） 

・届出時に居住している住宅の契約書の写し 

・職業訓練受講給付金が不支給となった者については、公共職業安定所から送付を

受けた「職業訓練受講給付金不支給決定通知書」 
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様式第１０号（第９条関係） 

誓約書 
 

  年  月  日  

熊本市長（宛） 

 

主たる事業 

所の所在地 

申請者  名称 

 

代表者の職・氏名          印 

 

年  月  日付けで行った生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５

号）第１０条第１項の規定に基づく生活困窮者就労訓練事業の認定の申請について、下

記のとおり誓約します。 

 

記 

 

１ 提出する書類について事実と相違ないこと。 

 

２ 生活困窮者自立相談支援事業を行う者のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れる

こと（生活困窮者自立支援法施行規則（平成２７年厚生労働省令第１６号。以下「省

令」という。）第２１条第１号ハ関係）。 

 

３ 生活困窮者就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講

じること（省令第２１条第１号ニ関係）。 

 

４ 省令第２１条第１号ホ(1)から(9)までのいずれにも該当しない者であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）生活困窮者自立支援法施行規則（平成２７年厚生労働省令第１６号）第２１条第１号ホ

(1) 法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の

刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して５年

を経過しない者 

(2) 法第１０条第３項の規定により同条第１項の認定の取消しを受け、当該取消しの日から

起算して５年を経過しない者 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６

号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下この

号において「暴力団員等」という。）がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業

務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者 

(4) 破壊活動防止法（昭和２７年法律第２４０号）第５条第１項に規定する暴力主義的破壊

活動を行った者 

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

条第１項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事

業を行う者 

(6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立

てが行われている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の規定に

基づく再生手続開始の申立てが行われている者 

(7) 破産者で復権を得ない者 

(8) 役員のうちに(1)から(7)までのいずれかに該当する者がある者 

(9) (1)から(8)までに掲げる者のほか、その行った生活困窮者就労訓練事業（過去５年以内

に行ったものに限る。）に関して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反し

た等の理由により生活困窮者就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者 
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５ 生活困窮者就労訓練事業の利用者に対し、就労の機会を提供するとともに、省令第

２１条第２号イ及びロに掲げる就労等の支援のための措置を講じること。 

 

６ 生活困窮者就労訓練事業の利用者（労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第９条

に規定する労働者を除く。）の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び

労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）の規定に準ずる取扱いをすること（省令

第２１条第３号関係）。 

 

７ 生活困窮者就労訓練事業の利用に係る災害（労働基準法第９条に規定する労働者に

係るものを除く。）が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること（省令

第２１条第４号関係）。 

 

８ 「生活困窮者自立支援法に基づく就労訓練事業の実施に関するガイドライン」を遵

守すること。
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様式第１１号（第１０条関係） 

認定生活困窮者就労訓練事業変更（事後）届 

 

 年  月  日  

熊本市長（宛） 

 

主たる事業 

所の所在地 

届出者  名称 

 

代表者の職・氏名          印 

 

認定生活困窮者就労訓練事業に関し変更があったので、生活困窮者自立支援法施行規

則（平成２７年厚生労働省令第１６号）第２２条の規定に基づき、届け出ます。 

 

変更に係る事業所の

名称及び所在地 
 

変更年月日 年  月  日 

  

 

認定生活困窮者

就労訓練事業を

行う者の名称、

主たる事務所の

所在地、連絡先

及び代表者の氏

名（省令第２２

条第１号） 

 

 

認定生活困窮者

就労訓練事業の

利 用 定 員 の 数

（省令第２２条

第３号） 

 

 

認定生活困窮者

就労訓練事業の

内容（省令第

２２条第４号） 

 

 

就労等の支援に

関する措置に係

る責任者の氏名

（省令第２２条

第５号） 

 

※変更事項について、該当する項目の左欄に○を記入し、変更内容を記載する。
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様式第１２号（第１０条関係） 

認定生活困窮者就労訓練事業変更（事前）届 

 

 年  月  日  

熊本市長（宛） 

 

主たる事業 

所の所在地 

届出者  名称 

 

代表者の職・氏名          印 

 

認定生活困窮者就労訓練事業に関し変更をするので、生活困窮者自立支援法施行規則

（平成２７年厚生労働省令第１６号）第２２条の規定に基づき、届け出ます。 

 

変更に係る事業所の

名称及び所在地 
 

変更予定年月日 年  月  日 

  

認定生活困窮者就労

訓練事業が行われる

事業所の名称、所在

地、連絡先及び責任者

の氏名（省令第２２条

第２号）に関する変更

内容 
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様式第１３号（第１１条関係） 

認定生活困窮者就労訓練事業廃止届 

 

 年  月  日  

熊本市長（宛） 

 

主たる事業 

所の所在地 

届出者  名称 

 

代表者の職・氏名          印 

 

 

認定生活困窮者就労訓練事業を廃止したので、生活困窮者自立支援法施行規則（平成

２７年厚生労働省令第１６号）第２３条の規定に基づき、届け出ます。 

 

廃止に係る事業所

の名称及び所在地 

 

 

 

 

 

 

廃止年月日 年  月  日 
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規 則 第  ４７  号   

平成２７年 ３ 月３１日   

 

熊本市開発許可の基準等に関する条例第５条に規定する土地の区域の指定に関する

規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市開発許可の基準等に関する条例第５条に規定する土地の区域の指定に関

する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市開発許可の基準等に関する条例第５条に規定する土地の区域の指定に関する

規則（平成２２年規則第３９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第９号中「第１３条第１項」を「第２０条第１項」に、同条第１１号中「第

１４条第１項」を「第２１条第１項」に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ４８  号   

平成２７年 ３ 月３１日   

 

保健衛生事務に関する権限委任規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   保健衛生事務に関する権限委任規則の一部を改正する規則 

 

 保健衛生事務に関する権限委任規則（平成１１年規則第２８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

第２条第１号ナを削り、同号ト中「規定」の次に「により読み替えて適用する法第

１８条ただし書の規定」を、「開設する」の次に「病院又は」を加え、同号トを同号ナ

とし、同号テを同号トとし、同号ツを同号テとし、同号チ中「変更」の次に「の命令」

を加え、同号中チをツとし、コからタまでをサからチまでとし、同号ケ中「エックス

線装置等」の次に「の届出」を加え、同号ケを同号コとし、同号クの次に次のように

加える。 

ケ 法第１２条の２第１項の規定による報告書の受付に関すること。 

第２条第１号中ハをヘとし、ニからノまでをノからフまでとし、その前に次のよう

に加える。 

ニ 法施行令第１条の規定により読み替えて適用する法第２３条の２の規定に

よる国が開設する病院又は療養病床を有する診療所の人員増員又は業務停止

の申出に関すること。 

ヌ 法施行令第１条の規定により読み替えて適用する法第２４条第１項の規定

による国が開設する病院、診療所又は助産所の全部若しくは一部の使用の制限

若しくは停止又は修繕若しくは改築の申出に関すること。 

ネ 法施行令第１条の規定により読み替えて適用する法第２８条の規定による

国が開設する病院、診療所又は助産所の管理者の変更の申出に関すること。 

第２条第１２号に次のように加える。 
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ケ 熊本市旅館業法施行条例（平成１２年条例第３０号）第５条第１項第６号ソ

の規定による報告の受理に関すること。 

第２条第１３号に次のように加える。 

キ 熊本市公衆浴場基準条例（平成２４年条例第３７号）第４条第２項第１７号

（同条例第５条第２項又は同条第４項第５号の規定により適用される場合を

含む。）の規定による報告の受理に関すること。 

 第２条第２５号オ中「第２６条の規定による店舗販売業の許可」を「第２４条に規

定する医薬品の販売業（店舗販売業に限る。）の許可及びその更新」に改め、同号マ中

「このマ」を「このモ」に改め、(ｾ)を削り、(ｿ)を(ｾ)とし、同号マを同号モとし、同

号ホ中「又は店舗販売業者」を「、店舗販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管

理医療機器の販売業者若しくは貸与業者」に改め、同号ホを同号メとし、同号ヘ中「薬

局又は店舗販売業」を「医薬品の販売業又は再生医療等製品の販売業」に、「への」を

「からの」に改め、同号ヘを同号ムとし、同号フ中「店舗販売業」の次に「又は高度

管理医療機器等の販売業若しくは貸与業」を加え、同号フを同号ミとし、同号ヒ中「店

舗販売業」の次に「又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業」を加え、同号

ヒを同号マとし、同号ハ中「店舗販売業」の次に「又は高度管理医療機器等の販売業

若しくは貸与業」を加え、同号ハを同号ホとし、同号ノ中「店舗販売業」の次に「又

は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業」を加え、同号ノを同号ヘとし、同号

ネ中「店舗販売業」の次に「又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業」を加

え、同号ネを同号フとし、同号ヌ中「店舗販売業」の次に「又は高度管理医療機器等

の販売業若しくは貸与業」を加え、同号中ヌをヒとし、タからニまでをトからハまで

とし、同号ソ中「又は店舗販売業」を「、店舗販売業又は高度管理医療機器等若しく

は管理医療機器の販売業若しくは貸与業」に改め、同号ソを同号テとし、同号セ中「又

は店舗販売業」を「、店舗販売業又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販

売業若しくは貸与業」に改め、同号セを同号ツとし、同号ス中「又は店舗管理者」を

「、店舗管理者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業若しくは貸与

業の管理者」に改め、同号スを同号チとし、同号シ中「又は店舗販売業者」を「、店

舗販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業

者」に改め、同号シを同号タとし、同号サ中「による」の次に「薬局開設者又は店舗

販売業者への」を加え、同号サを同号ソとし、同号コ中「又は店舗販売業者」を「、
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店舗販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与

業者」に改め、同号コを同号セとし、同号ケ中「又は店舗販売業」を「、店舗販売業

又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業若しくは貸与業」に改め、同

号ケを同号スとし、同号ク中「又は店舗販売業者」を「、店舗販売業者又は高度管理

医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者」に改め、同号クを同

号シとし、同号キの次に次のように加える。 

ク 法第３９条に規定する高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可及び

その更新に関すること。 

ケ 法第３９条の３第１項の規定による管理医療機器の販売業又は貸与業の届

出の受理に関すること。 

コ 法第４０条第１項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の

休廃止等の届出の受理に関すること。 

サ 法第４０条第２項の規定による管理医療機器の販売業又は貸与業の休廃止

等の届出の受理に関すること。 

第２条中第３１号を第３２号とし、第３０号を第３１号とし、第２９号を第３０号

とし、第２８号の次に次のように加える。 

(29) 食品表示法（平成２５年法律第７０号）関係 

ア 法第６条第１項又は第３項の規定による指示に関すること。 

イ 法第６条第５項の規定による措置の命令に関すること。 

ウ 法第６条第８項の規定による食品の回収その他必要な措置及び業務停止の命

令に関すること。 

エ 法第７条の規定による公表に関すること。 

オ 法第８条第１項の規定による報告の徴収、物件の提出、立入検査、質問及び

収去に関すること。 

カ 法第１２条第１項又は第２項の規定による申出の受付に関すること。 

キ 法第１２条第３項の規定による調査に関すること。 

 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ４９  号   

平成２７年 ３ 月３１日   

 

熊本市立幼稚園において特定教育・保育を受けた場合の利用者負担額を定める規則を

公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市立幼稚園において特定教育・保育を受けた場合の利用者負担額を定める規

則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、本市が設置する幼稚園において特定教育・保育（子ども・子育

て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項に規定する特定教育・保育をい

う。以下同じ。）を受けた場合に幼児の保護者が負担する費用の額（以下「利用者負

担額」という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

（利用者負担額） 

第２条 熊本市立幼稚園条例（昭和３９年条例第３９号。以下「条例」という。）第４

条第１項の規則で定める額は、別表に定めるとおりとする。 

（利用者負担額の特例） 

第３条 前条の規定にかかわらず、月の途中において特定教育・保育を受け始めたこと

その他市長が定める事由のあった月における利用者負担額は、市長が別に定めるとこ

ろにより日割りにより計算する。 

（雑則） 

第４条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ 平成２１年４月２日から平成２３年４月１日までに生まれた幼児に係る利用者負

担額については、第２条及び別表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。 

支給認定保護者の区分 利用者負担額

（月額） 区分 定義 

第１階層 特定教育・保育のあった月において被保護者である支 

給認定保護者 

0 円

第２階層 第１階層を除き、支給認定保護者及び当該支給認定保

護者と同一の世帯に属する者が市町村民税の所得割

を課されない者である場合における当該支給認定保

護者又は養育里親等である支給認定保護者 

3,000 円

第３階層 第１階層及び第２階層以外の支給認定保護者 6,300 円

備考  

１ この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) 支給認定保護者 子ども・子育て支援法第２０条第４項に規定する支給

認定保護者をいう。 

(2) 被保護者 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規

定する被保護者をいう。 

(3) 市町村民税の所得割を課されない者 市町村民税の所得割（特定教育・

保育のあった月の属する年度（特定教育・保育のあった月が４月から８月ま

での場合にあっては、前年度）分の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

の規定による市町村民税の同法第２９２条第１項第２号に掲げる所得割を

いい、同法第３２８条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。）を

課されない者（市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除された

者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有

しない者を除く。）をいう。 

(4) 養育里親等 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第８

項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第６条の４第２項に
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規定する養育里親又は同法第７条第１項に規定する児童福祉施設（乳児院、

児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設に限る。）の

長をいう。 

２ この表の利用者負担額の欄に掲げる額が特定教育・保育に係る標準的な費用

の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額を超える場合は、当該

算定した額を利用者負担額とする。 

３ 支給認定保護者の区分が第２階層に属する場合であって、支給認定保護者又

は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月に

おいて次に掲げる者であるときにおける利用者負担額は、この表の規定にかか

わらず、０円とする。 

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）による配

偶者のない者で現に児童を扶養しているもの（支給認定保護者に限る。） 

(2) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定

により身体障害者手帳の交付を受けた者（障害者又は障害児であって、障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第１９条第３項に規定する特定施設その他これに類する施設に

入所又は入院をしていないもの（以下「在宅障害児」という。）に限る。） 

(3) 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）の規

定により療育手帳の交付を受けた者（在宅障害児に限る。） 

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者（在

宅障害児に限る。） 

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）

に定める特別児童扶養手当の支給対象児童（在宅障害児に限る。） 

(6) 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に定める国民年金の障害基礎

年金等の受給者（在宅障害児に限る。） 

(7) 市長が生活保護法第６条第２項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮

していると認める者 

４ 負担額算定基準子ども（幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童福祉

法第４３条の２に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは認定こども園に
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通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学前子ども（子ども・子育て支援法

第６条第１項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。）、特例保育を

受ける小学校就学前子ども、家庭的保育事業等（児童福祉法第２４条第２項に

規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。）による保育を受ける小学校就

学前子ども、同法第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援若しくは同条

第３項に規定する医療型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども又は小学

校第１学年から第３学年までに在学する子ども（以下「小学校第３学年修了前

子ども」という。）をいう。以下同じ。）が同一世帯に２人以上いる場合の支給

認定保護者に係る次の各号に掲げる支給認定子ども（子ども・子育て支援法第

２０条第４項に規定する支給認定子どもをいう。以下同じ。）に係る利用者負

担額は、この表の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 

(1) 次のアからウまでに掲げる支給認定子ども 当該支給認定子どもに関し

てこの表の規定により算定される額に１００分の５０を乗じて得た額 

ア 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうち小学校第３学年修了

前子どもが１人のみである場合における最年長負担額算定基準小学校就学

前子ども（当該支給認定保護者に係る負担額算定基準子どもである小学校

就学前子どものうち最年長者をいう。以下同じ。）である教育認定子ども（子

ども・子育て支援法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る支給認定子どもをいう。以下同じ。） 

イ 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第３学年修

了前子どもがいる場合における負担額算定基準小学校就学前子ども（当該

支給認定保護者に係る負担額算定基準子どもである小学校就学前子どもを

いう。以下同じ。）（最年長負担額算定基準小学校就学前子どもを除く当該

支給認定保護者に係る負担額算定基準小学校就学前子どものうち最年長者

であるものに限る。以下同じ。）である満３歳以上保育認定子ども（子ども・

子育て支援法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給

認定子どもをいう。以下同じ。） 

ウ 支給認定保護者に係る全ての負担額算定基準子どもが小学校就学前子ど

もの場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ど

も 
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(2) 次のアからウまでに掲げる支給認定子ども ０円 

ア 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第３学年修

了前子どもが２人以上いる場合における最年長負担額算定基準小学校就学

前子どもである教育認定子ども 

イ 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第３学年修

了前子どもがいる場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである

教育認定子ども 

ウ 負担額算定基準子ども（最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び

負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。）である支給認定子ども 

３ 平成２３年４月２日から平成２６年４月１日までに生まれた幼児に係る利用者負

担額については、第２条及び別表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。 

支給認定保護者の区分 利用者負担額（月額） 

区分 定義 
平成 27 

年度 

平成 28 

年度 

平成 29 

年度 

第１階層 特定教育・保育のあった月において

被保護者である支給認定保護者 

0 円 0 円 0 円

第２階層 第１階層を除き、支給認定保護者及

び当該支給認定保護者と同一の世帯

に属する者が市町村民税の所得割を

課されない者である場合における当

該支給認定保護者又は養育里親等で

ある支給認定保護者 

3,000 円 3,000 円 3,000 円

第３階層 第１階層及び第

２階層を除き、

市町村民税所得

割合算額の区分

が次の区分に該

当する場合にお

ける当該支給認 

24,300 円未満 6,300 円 6,700 円 7,100 円

第４階層 24,300 円以上 

48,600 円未満 

7,300 円 8,300 円

第５階層 48,600 円以上 

65,000 円未満 

8,200 円 10,100 円

第６階層 65,000 円以上 

77,101 円未満 

9,600 円 12,900 円
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第７階層 定保護者 77,101 円以上 

211,201 円未満 

11,100 円 15,900 円

第８階層 211,201 円以上 12,800 円 19,300 円

備考  

１ この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) 支給認定保護者 子ども・子育て支援法第２０条第４項に規定する支給

認定保護者をいう。 

(2) 被保護者 生活保護法第６条第１項に規定する被保護者をいう。 

(3) 市町村民税の所得割を課されない者 市町村民税の所得割を課されない

者（市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を含むも

のとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を

除く。）をいう。 

(4) 養育里親等 児童福祉法第６条の３第８項に規定する小規模住居型児童

養育事業を行う者、同法第６条の４第２項に規定する養育里親又は同法第７

条第１項に規定する児童福祉施設（乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期

治療施設及び児童自立支援施設に限る。）の長をいう。 

(5) 市町村民税所得割合算額 支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同

一の世帯に属する者についての市町村民税の所得割の額（地方税法第３１４

条の７、第３１４条の８及び第３１４条の９並びに附則第５条第３項、附則

第５条の４第６項、附則第５条の４の２第６項、附則第５条の５第２項及び

附則第４５条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を

加算した額とする。以下同じ。）を合算した額をいう。 

２ この表の利用者負担額の欄に掲げる額が特定教育・保育に係る標準的な費用

の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額を超える場合は、当該

算定した額を利用者負担額とする。 

３ 支給認定保護者の区分が第２階層に属する場合であって、支給認定保護者又

は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月に

おいて次に掲げる者であるときにおける利用者負担額は、この表の規定にかか

わらず、０円とする。 
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(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養

しているもの（支給認定保護者に限る。） 

(2) 身体障害者福祉法第１５条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を

受けた者（在宅障害児に限る。） 

(3) 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者（在宅障害児

に限る。） 

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第２項の規定により

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者（在宅障害児に限る。） 

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支

給対象児童（在宅障害児に限る。） 

(6) 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者（在宅障害児に

限る。） 

(7) 市長が生活保護法第６条第２項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮

していると認める者 

４ 負担額算定基準子どもが同一世帯に２人以上いる場合の支給認定保護者に

係る次の各号に掲げる支給認定子どもに係る利用者負担額は、この表の規定に

かかわらず、当該各号に定める額とする。 

(1) 次のアからウまでに掲げる支給認定子ども 当該支給認定子どもに関し

てこの表の規定により算定される額に１００分の５０を乗じて得た額 

ア 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうち小学校第３学年修了

前子どもが１人のみである場合における最年長負担額算定基準小学校就学

前子どもである教育認定子ども 

イ 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第３学年修

了前子どもがいる場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである

満３歳以上保育認定子ども 

ウ 支給認定保護者に係る全ての負担額算定基準子どもが小学校就学前子ど

もの場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ど

も 

(2) 次のアからウまでに掲げる支給認定子ども ０円 

ア 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第３学年修
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了前子どもが２人以上いる場合における最年長負担額算定基準小学校就学

前子どもである教育認定子ども 

イ 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第３学年修

了前子どもがいる場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである

教育認定子ども 

ウ 負担額算定基準子ども（最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び

負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。）である支給認定子ども 

 （条例附則第３項の規則で定める額） 

４ 第２条及び別表並びに前２項の規定は、条例附則第３項の規則で定める額につい

て準用する。 

 



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 

- 720 - 

別表（第２条関係） 

支給認定保護者の区分 利用者負担額

（月額） 区分 定義 

第１階層 特定教育・保育のあった月において被保護者である支

給認定保護者 

0 円

第２階層 第１階層を除き、支給認定保護者及び当該支給認定保

護者と同一の世帯に属する者が市町村民税の所得割

を課されない者である場合における当該支給認定保

護者又は養育里親等である支給認定保護者 

3,000 円

第３階層 第１階層及び第２階層を除き、市

町村民税所得割合算額の区分が次

の区分に該当する場合における当

該支給認定保護者 

24,300 円未満 7,400 円

第４階層 24,300 円以上 

48,600 円未満 

9,300 円

第５階層 48,600 円以上 

65,000 円未満 

11,800 円

第６階層 65,000 円以上 

77,101 円未満 

16,100 円

第７階層 77,101 円以上 

211,201 円未満 

20,500 円

第８階層 211,201 円以上 25,700 円

備考  

１ この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) 支給認定保護者 子ども・子育て支援法第２０条第４項に規定する支給

認定保護者をいう。 

(2) 被保護者 生活保護法第６条第１項に規定する被保護者をいう。 

(3) 市町村民税の所得割を課されない者 市町村民税の所得割を課されない

者（市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を含むも

のとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を

除く。）をいう。 
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(4) 養育里親等 児童福祉法第６条の３第８項に規定する小規模住居型児童

養育事業を行う者、同法第６条の４第２項に規定する養育里親又は同法第７

条第１項に規定する児童福祉施設（乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期

治療施設及び児童自立支援施設に限る。）の長をいう。 

(5) 市町村民税所得割合算額 支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同

一の世帯に属する者についての市町村民税の所得割の額を合算した額をい

う。 

２ この表の利用者負担額の欄に掲げる額が特定教育・保育に係る標準的な費用

の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額を超える場合は、当該

算定した額を利用者負担額とする。 

３ 支給認定保護者の区分が第２階層又は第６階層に属する場合であって、支給

認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育

のあった月において次に掲げる者であるときにおける利用者負担額は、この表

の規定にかかわらず、第２階層に属するものについては０円とし、第６階層に

属するものについては１５，１００円とする。 

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養

しているもの（支給認定保護者に限る。） 

(2) 身体障害者福祉法第１５条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を

受けた者（在宅障害児に限る。） 

(3) 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者（在宅障害児

に限る。） 

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第２項の規定により

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者（在宅障害児に限る。） 

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支

給対象児童（在宅障害児に限る。） 

(6) 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者（在宅障害児に

限る。） 

(7) 市長が生活保護法第６条第２項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮

していると認める者 

４ 負担額算定基準子どもが同一世帯に２人以上いる場合の支給認定保護者に
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係る次の各号に掲げる支給認定子どもに係る利用者負担額は、この表の規定に

かかわらず、当該各号に定める額とする。 

(1) 次のアからウまでに掲げる支給認定子ども 当該支給認定子どもに関し

てこの表の規定により算定される額に１００分の５０を乗じて得た額 

ア 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうち小学校第３学年修了

前子どもが１人のみである場合における最年長負担額算定基準小学校就学

前子どもである教育認定子ども 

イ 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第３学年修

了前子どもがいる場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである

満３歳以上保育認定子ども 

ウ 支給認定保護者に係る全ての負担額算定基準子どもが小学校就学前子ど

もの場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ど

も 

(2) 次のアからウまでに掲げる支給認定子ども ０円 

ア 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第３学年修

了前子どもが２人以上いる場合における最年長負担額算定基準小学校就学

前子どもである教育認定子ども 

イ 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第３学年修

了前子どもがいる場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである

教育認定子ども 

ウ 負担額算定基準子ども（最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び

負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。）である支給認定子ども 
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規 則 第  ５０  号   

平成２７年 ３ 月３１日   

 

熊本市特定教育・保育等の利用者負担額を定める規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市特定教育・保育等の利用者負担額を定める規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」と

いう。）等の規定に基づき、支給認定子どもが特定教育・保育等（法第５９条第３号

に規定する特定教育・保育等をいう。以下同じ。）を受けた場合に支給認定保護者が

負担する費用の額（以下「利用者負担額」という。）等について、必要な事項を定め

るものとする。 

 （用語） 

第２条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

（利用者負担額） 

第３条 特定教育・保育（保育に限る。）、特定地域型保育（特別利用地域型保育を除

く。）及び特例保育（教育認定子ども（法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する支給認定子どもをいう。以下同じ。）に係るものを除く。）に係

る利用者負担額として、法第２７条第３項第２号、第２８条第２項第１号、第２９

条第３項第２号並びに第３０条第２項第１号、第３号及び第４号並びに熊本市保育

園条例（昭和３９年条例第２０号）第６条の規定に基づき本市が定める額は、別表

第１に定めるとおりとする。 

２ 特定教育・保育（教育に限る。）、特別利用保育、特別利用教育、特別利用地域型

保育及び特例保育（教育認定子どもに係るものに限る。）に係る利用者負担額として、

法第２７条第３項第２号、第２８条第２項第１号から第３号まで、第３０条第２項

第２号及び第４号並びに附則第９条第１項第１号イ、第２号イ(1)及びロ(1)並びに

第３号イ(1)及びロ(1)の規定に基づき本市が定める額は、別表第２に定めるとおり
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とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、本市が設置する幼稚園において特定教育・保育を受けた

場合の利用者負担額については、熊本市立幼稚園条例（昭和３９年条例第３９号）第

４条第１項に定めるところによる。 

（利用者負担額の特例） 

第４条 前条第１項及び第２項の規定にかかわらず、月の途中において特定教育・保育

等を受け始めたことその他市長が定める事由のあった月における利用者負担額は、市

長が別に定めるところにより日割りにより計算する。 

（利用者負担額の減免） 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額を減額し、又は

免除することができる。 

(1) 支給認定保護者が死亡したとき。 

(2) 支給認定保護者が失業、疾病又は災害等により前年度より著しく所得が減少し、

利用者負担額の負担が困難であると認めるとき。 

(3) 支給認定保護者が、婚姻（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様

の事情にある場合を含む。以下同じ。）によらないで母又は父となった者であって

現に婚姻をしていないものに該当するとき。 

(4) 特定教育・保育等の提供が停止された場合であって、市長が特に必要と認める

とき。 

（法附則第６条第４項により徴収される費用の額） 

第６条 第３条第１項、前２条及び別表第１の規定は、法附則第６条第４項の規定に基

づき市長が徴収する費用の額について準用する。この場合において、第５条及び別表

第１中「支給認定保護者」とあるのは、「支給認定保護者（扶養義務者から徴収する

場合にあっては、扶養義務者）」と読み替えるものとする。 

（雑則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

附 則 

 （施行期日） 
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１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

（熊本市保育所における保育等に関する規則の廃止） 

２ 熊本市保育所における保育等に関する規則（昭和６２年規則第２３号）は、廃止

する。 
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別表第１（第３条第１項関係） 

支給認定保護者の区分 利用者負担額（月額） 

区分 定義 

３号認定 ２号認定 

保育 

標準時間

保育 

短時間 

保育 

標準時間 

保育 

短時間 

第１ 

階層 

特定教育・保育等のあった月に

おいて被保護者である支給認

定保護者又は里親である支給

認定保護者 

0 円 0 円 0 円 0 円

第２ 

階層 

第１階層を除き、支給認定保護

者及び当該支給認定保護者と

同一の世帯に属する者が市町

村民税を課されない者である

場合における当該支給認定保

護者 

4,000 円 4,000 円 3,000 円 3,000 円

第３ 

階層 

第１階層及

び第２階層

を除き、市町

村民税所得

割合算額の

区分が次の

区分に該当

する場合に

おける当該

支給認定保

護者 

24,300 円未満 10,000 円 9,900 円 7,500 円 7,400 円

第４ 

階層 

24,300 円以上 

48,600 円未満 

12,000 円 11,800 円 9,500 円 9,300 円

第５ 

階層 

48,600 円以上 

65,000 円未満 

16,000 円 15,700 円 12,000 円 11,800 円

第６ 

階層 

65,000 円以上 

81,000 円未満 

22,500 円 22,100 円 20,000 円 19,700 円

第７ 

階層 

81,000 円以上 

97,000 円未満 

27,500 円 27,100 円 24,500 円 24,100 円

第８ 

階層 

97,000 円以上 

121,000 円未満

33,000 円 32,500 円 28,000 円 27,500 円

第９ 

階層 

121,000 円以上

145,000 円未満

34,500 円 34,000 円 28,500 円 28,000 円

第１０ 

階層 

145,000 円以上

169,000 円未満

38,000 円 37,400 円 29,000 円 28,500 円

第１１ 

階層 

169,000 円以上

213,000 円未満

45,000 円 44,300 円 29,500 円 29,000 円

第１２ 

階層 

213,000 円以上

257,000 円未満

47,000 円 46,200 円 30,500 円 30,000 円

第１３ 

階層 

257,000 円以上

301,000 円未満

50,000 円 49,200 円 31,000 円 30,500 円

第１４ 

階層 

301,000 円以上

349,000 円未満

53,000 円 52,200 円 32,000 円 31,400 円

第１５ 

階層 

349,000 円以上

397,000 円未満

55,000 円 54,100 円 32,500 円 31,900 円
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第１６ 

階層 

397,000 円以上 58,000 円 57,000 円 33,000 円 32,400 円

備考  

１ この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) ２号認定 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子ども（以下「満３歳以上保育認定子ども」という。）のうち

満３歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあるもの以外のもの

をいう。 

(2) ３号認定 満３歳以上保育認定子どものうち満３歳に達する日以後の最

初の３月３１日までの間にあるもの及び満３歳未満保育認定子どもをいう。 

(3) 保育短時間 短時間認定保護者（法第２０条第３項に規定する保育必要

量が少ない者として内閣府令で定める支給認定保護者をいう。以下同じ。）

に係る特定教育・保育等をいう。 

(4) 保育標準時間 短時間認定保護者以外の支給認定保護者に係る特定教

育・保育等をいう。 

(5) 被保護者 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規

定する被保護者をいう。 

(6) 里親 児童福祉法（昭和２２年法律１６４号）第６条の４第１項に規定

する里親をいう。 

(7) 市町村民税を課されない者 特定教育・保育等のあった月の属する年度

（特定教育・保育等のあった月が４月から８月までの場合にあっては、前年

度）分の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同

法第３２８条の規定によって課する所得割を除く。）を課されない者（市町

村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むもの

とし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者

を除く。）をいう。 

(8) 市町村民税所得割合算額 支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同

一の世帯に属する者についての市町村民税の所得割（特定教育・保育等の

あった月の属する年度（特定教育・保育等のあった月が４月から８月まで
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の場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の同法第

２９２条第１項第２号に掲げる所得割をいい、同法第３２８条の規定によっ

て課する所得割を除く。以下同じ。）の額（同法第３１４条の７、第３１４

条の８及び第３１４条の９並びに附則第５条第３項、附則第５条の４第６

項、附則第５条の４の２第６項、附則第５条の５第２項及び附則第４５条の

規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とす

る。以下同じ。）を合算した額をいう。 

２ この表の利用者負担額の欄に掲げる額が特定教育・保育等に係る標準的な費

用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額を超える場合は、当

該算定した額を利用者負担額とする。 

３ 支給認定保護者の区分が第２階層に属する場合であって、支給認定保護者又

は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月

において次に掲げる者であるときにおける利用者負担額は、この表の規定にか

かわらず、０円とする。 

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）による配

偶者のない者で現に児童を扶養しているもの（支給認定保護者に限る。） 

(2) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定

により身体障害者手帳の交付を受けた者（障害者又は障害児であって、障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第１９条第３項に規定する特定施設その他これに類する施設に

入所又は入院をしていないもの（以下「在宅障害児」という。）に限る。） 

(3) 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）の規

定により療育手帳の交付を受けた者（在宅障害児に限る。） 

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者（在

宅障害児に限る。） 

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）

に定める特別児童扶養手当の支給対象児童（在宅障害児に限る。） 

(6) 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に定める国民年金の障害基礎

年金等の受給者（在宅障害児に限る。） 
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(7) 市長が生活保護法第６条第２項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮

していると認める者 

４ 子ども（法第６条第１項に規定する「子ども」をいう。）が同一世帯に３人

以上いる場合の支給認定保護者に係る第３子以降の支給認定子ども（３歳未満

の者に限る。）に係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、０円とす

る。 

５ 負担額算定基準子ども（幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童福祉

法第４３条の２に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは認定こども園に

通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学前子ども、特例保育を受ける小学

校就学前子ども、家庭的保育事業等（同法第２４条第２項に規定する家庭的保

育事業等をいう。）による保育を受ける小学校就学前子ども、同法第６条の２

の２第２項に規定する児童発達支援若しくは同条第３項に規定する医療型児

童発達支援を受ける小学校就学前子ども又は小学校第１学年から第３学年ま

でに在学する子ども（以下「小学校第３学年修了前子ども」という。）をいう。

以下同じ。）が同一世帯に２人以上いる場合の支給認定保護者に係る次の各号

に掲げる支給認定子どもに係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、

当該各号に定める額とする。 

(1) 次のアからウまでに掲げる支給認定子ども 当該支給認定子どもに関し

てこの表の規定により算定される額に１００分の５０を乗じて得た額 

ア 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうち小学校第３学年修 

了前子どもが１人のみである場合における最年長負担額算定基準小学校就

学前子ども（当該支給認定保護者に係る負担額算定基準子どもである小学

校就学前子どものうち最年長者をいう。以下同じ。）である教育認定子ども 

イ 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第３学年修

了前子どもがいる場合における負担額算定基準小学校就学前子ども（当該

支給認定保護者に係る負担額算定基準子どもである小学校就学前子どもを

いう。以下同じ。）（最年長負担額算定基準小学校就学前子どもを除く当該

支給認定保護者に係る負担額算定基準小学校就学前子どものうち最年長者

であるものに限る。以下同じ。）である満３歳以上保育認定子ども又は満３

歳未満保育認定子ども 
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ウ 支給認定保護者に係る全ての負担額算定基準子どもが小学校就学前子ど

もの場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ど

も 

(2) 次のアからウまでに掲げる支給認定子ども ０円 

ア 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第３学年 

修了前子どもが２人以上いる場合における最年長負担額算定基準小学校就

学前子どもである教育認定子ども 

イ 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第３学年 

修了前子どもがいる場合における負担額算定基準小学校就学前子どもであ

る教育認定子ども 

ウ 負担額算定基準子ども（最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び

負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。）である支給認定子ども 
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別表第２（第３条第２項関係） 

支給認定保護者の区分 利用者負担額

（月額） 区分 定義 

第１階層 特定教育・保育等のあった月において被保護者である

支給認定保護者 

0 円

第２階層 第１階層を除き、支給認定保護者及び当該支給認定保

護者と同一の世帯に属する者が市町村民税の所得割

を課されない者である場合における当該支給認定保

護者又は養育里親等である支給認定保護者 

3,000 円

第３階層 第１階層及び第２階層を除き、市

町村民税所得割合算額の区分が次

の区分に該当する場合における当

該支給認定保護者 

24,300 円未満 7,400 円

第４階層 24,300 円以上 

48,600 円未満 

9,300 円

第５階層 48,600 円以上 

65,000 円未満 

11,800 円

第６階層 65,000 円以上 

77,101 円未満 

16,100 円

第７階層 77,101 円以上 

211,201 円未満 

20,500 円

第８階層 211,201 円以上 25,700 円

備考  

１ この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) 被保護者 生活保護法第６条第１項に規定する被保護者をいう。 

(2) 市町村民税の所得割を課されない者 市町村民税の所得割を課されない

者（市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を含むも

のとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を

除く。）をいう。 

(3) 養育里親等 児童福祉法第６条の３第８項に規定する小規模住居型児童
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養育事業を行う者、同法第６条の４第２項に規定する養育里親又は同法第７

条第１項に規定する児童福祉施設（乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期

治療施設及び児童自立支援施設に限る。）の長をいう。 

(4) 市町村民税所得割合算額 支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同

一の世帯に属する者についての市町村民税の所得割の額を合算した額をい

う。 

２ この表の利用者負担額の欄に掲げる額が特定教育・保育等に係る標準的な費

用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額を超える場合は、当

該算定した額を利用者負担額とする。 

３ 特別利用教育に係る利用者負担額を算定する場合におけるこの表の規定の

適用については、この表中「被保護者である支給認定保護者」とあるのは「被

保護者である支給認定保護者又は里親（児童福祉法第６条の４第１項に規定す

る里親をいう。）である支給認定保護者」と、「当該支給認定保護者又は養育里

親等である支給認定保護者」とあるのは「当該支給認定保護者」とする。 

４ 支給認定保護者の区分が第２階層又は第６階層に属する場合であって、支給

認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育

等のあった月において次に掲げる者であるときにおける利用者負担額は、この

表の規定にかかわらず、第２階層に属するものについては０円とし、第６階層

に属するものについては１５，１００円とする。 

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養

しているもの（支給認定保護者に限る。） 

(2) 身体障害者福祉法第１５条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を

受けた者（在宅障害児に限る。） 

(3) 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者（在宅障害児

に限る。） 

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第２項の規定により

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者（在宅障害児に限る。） 

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支

給対象児童（在宅障害児に限る。） 

(6) 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者（在宅障害児に
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限る。） 

(7) 市長が生活保護法第６条第２項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮

していると認める者 

５ 負担額算定基準子どもが同一世帯に２人以上いる場合の支給認定保護者に

係る次の各号に掲げる支給認定子どもに係る利用者負担額は、この表の規定に

かかわらず、当該各号に定める額とする。 

(1) 次のアからウまでに掲げる支給認定子ども 当該支給認定子どもに関し

てこの表の規定により算定される額に１００分の５０を乗じて得た額 

ア 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうち小学校第３学年修 

了前子どもが１人のみである場合における最年長負担額算定基準小学校就

学前子どもである教育認定子ども 

イ 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第３学年修

了前子どもがいる場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである

満３歳以上保育認定子ども 

ウ 支給認定保護者に係る全ての負担額算定基準子どもが小学校就学前子ど

もの場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ど

も 

(2) 次のアからウまでに掲げる支給認定子ども ０円 

ア 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第３学年 

修了前子どもが２人以上いる場合における最年長負担額算定基準小学校就

学前子どもである教育認定子ども 

イ 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第３学年 

修了前子どもがいる場合における負担額算定基準小学校就学前子どもであ

る教育認定子ども 

ウ 負担額算定基準子ども（最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び

負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。）である支給認定子ども 
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規 則 第  ５１  号   

平成２７年 ３ 月３１日   

 

熊本市税条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市税条例施行規則（昭和４３年規則第４８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条の３に次の１号を加える。 

(4) 独立行政法人国立病院機構に対する寄附金（当該法人の主たる目的である業務

に関連する寄附金であって、独立行政法人国立病院機構熊本医療センター、独立

行政法人国立病院機構熊本南病院、独立行政法人国立病院機構菊池病院及び独立

行政法人国立病院機構熊本再春荘病院に対するものに限る。） 

 第１１条第１項第２号の表アの項中「第９８条」を「第９９条」に改め、同表イの

項中「第９条第１項に規定する一般旅客自動車運送事業者で同法第３条第１号ロに掲

げる事業を行う者」を「第９条の２第１項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者」

に改め、同表オの項中「中小企業振興事業団法」を「旧中小企業振興事業団法」に改

め、「おいて」の次に「小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一

部を改正する等の法律（平成２５年法律第５７号）第９条の規定による廃止前の」を

加える。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第３条の３第４号の規定

は、平成２７年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。 
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規 則 第  ５２  号   

平成２７年 ３ 月３１日   

 

市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規則 

 

 市税に関する文書の様式を定める規則（平成６年規則第６号）の一部を次のように

改正する。 

 

別表様式第２３号の項名称の欄中「過誤納金還付請求書」を「過誤納金還付請求書

兼口座振込依頼書」に改め、同表様式第３０号の項根拠条文の欄中「、第４８４条、

第６０９条、第６１０条、第７０１条の１２、第７０１条の１３、第７０１条の６１

及び第７０１条の６２」を「及び第４８４条」に改め、同表様式第３４号の項根拠条

文の欄中「第３３条」の次に「（第１項第４号を除く。）」を、「第４条」の次に「（第

３号から第５号まで及び第７号を除く。）」を加え、同表様式第４５号の項根拠条文の

欄中「及び条例規則第４条第３号」を「並びに条例規則第４条第３号から第５号まで

及び第７号」に改め、同表様式第５２号の項名称の欄中 固定資産税（都市計画税） 

  申請書 を「固定資産税・都市計画税異議（減免）申請書兼伺」に改め、同表

様式第８３号の項名称の欄中「事業所税に係る更正の請求書」を「事業所税更正請求

書」に改め、同表様式第８４号の２の項を削る。 

様式第２６号を次のように改める。 

減免 

異議 

「

」 
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様式第３５号を次のように改める。 
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様式第５８号を次のように改める。 
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 様式第８３号を次のように改める。 
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 様式第８４号を次のように改める。 
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 様式第８４号の２を削る。 

 

   附 則 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 様式第２６号の改正規定 平成２７年５月１日 

 (2) 様式第３５号の改正規定 平成２７年６月１日 

２ この規則の施行の日前において、この規則による改正前の市税に関する文書の様

式を定める規則の規定に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使

用することができるものとする。 
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規 則 第  ５３  号   

平成２７年 ３ 月３１日   

 

 熊本市自治推進委員会規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市自治推進委員会規則の一部を改正する規則 

    

 熊本市自治推進委員会規則（平成２２年規則第６８号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第１条中「第３７条第５項」を「第４０条第５項」に改める。 

 第７条中「企画振興局」を「市民局」に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ５４  号   

平成２７年 ３ 月３１日   

 

熊本市地域コミュニティセンター条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市地域コミュニティセンター条例施行規則の一部を改正する規則 

    

 熊本市地域コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第７６号）の一部を

次のように改正する。 

 

 別表第２熊本市画図地域コミュニティセンターの項中「月曜日」を「日曜日」に改

め、同表に次のように加える。 

熊本市杉上地域コミュニティセンター 日曜日 

熊本市桜木東地域コミュニティセンター 日曜日 

熊本市大和地域コミュニティセンター 月曜日 

熊本市田迎地域コミュニティセンター 日曜日 

熊本市桜井地域コミュニティセンター 日曜日 

熊本市田原地域コミュニティセンター 日曜日 

熊本市田底地域コミュニティセンター 日曜日 

熊本市山本地域コミュニティセンター 日曜日 

 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、別表第２の改正規定中熊

本市画図地域コミュニティセンターに係る部分は、同年５月１日から施行する。 
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  訓   令   

訓 令 第  １  号   

平成２７年 ３ 月１８日   

 

熊本市公印に関する訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長 大 西 一 史   

 

熊本市公印に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

熊本市公印に関する訓令（昭和３０年訓令第４号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表(1)一般公印の表中「１０２」を「１０５」に改める。 

 別表(2)専用公印の表廃棄物処理手数料専用市長印の項中「４」を「９」に、 

「 廃棄物計画

課長 

 

を 

「 廃棄物計画

課長(4) 

各区役所ま

ちづくり推

進 課 長 ( 各

1） 

 

に改める。 

    

    

    

    

 
」

 
」

 

附 則 

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 
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訓 令 第  ２  号   

平成２７年 ３ 月２０日   

 

熊本市区役所等事務決裁に関する訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長 大 西 一 史   

 

熊本市区役所等事務決裁に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

 熊本市区役所等事務決裁に関する訓令（平成２４年訓令第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第６条中央まちづくり交流室、五福まちづくり交流室、河内まちづくり交流室、富合ま

ちづくり交流室、城南まちづくり交流室及び植木まちづくり交流室の室長専決事項の項中

第１６号を第１７号とし、第１５号を第１６号とし、第１４号を第１５号とし、第１３号

の次に次の１号を加える。 

 (14) 植木文化ホールの使用許可及びその取消しに関すること（植木まちづくり交流室

長に限る。）。 

 

附 則 

この訓令は、平成２７年３月２３日から施行する。 
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訓 令 第  ３  号   

平成２７年 ３ 月２５日   

 

熊本市職員表彰に関する訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長 大 西 一 史   

 

熊本市職員表彰に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

熊本市職員表彰に関する訓令（昭和２４年訓令第１２号）の一部を次のように改正

する。 

 

 附則に次の１項を加える。 

 （山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う経過措置） 

５ 平成２７年４月１日前に山鹿植木広域行政事務組合の職員であった者で引き続き

本市の職員となったものの勤続年数は、その者の本市の職員以外の地方公務員とし

ての引き続いた勤続年数を本市の職員としての勤続年数とみなし、これを通算する。 

 

附 則 

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 

- 747 - 

訓 令 第  ４  号   

平成２７年 ３ 月２７日   

 

熊本市事務決裁に関する訓令及び熊本市消防局事務決裁に関する訓令の一部を次の

ように改正する。 

 

熊本市長 大 西 一 史   

 

熊本市事務決裁に関する訓令及び熊本市消防局事務決裁に関する訓令の一部

を改正する訓令 

 

 （熊本市事務決裁に関する訓令の一部改正） 

第１条 熊本市事務決裁に関する訓令（平成８年訓令第３号）の一部を次のように改

正する。 

第８条局長共通専決事項の項の次に次のように加える。 

  市民局長専決事項 

  (1) 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）の規定に基づく特定非営利

活動法人の認定及び仮認定申請に係る処分に関すること。 

  第８条都市建設局長専決事項の項第２５号中「マンションの建替えの円滑化等に

関する法律」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に改め、同項第   

２８号中「危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの勧告」を「買受計画の

認定」に改め、同項第２９号中「賃借人居住安定計画の認定、変更、地位の承継及

び取消し並びに認定賃貸人等に対する改善命令」を「マンション敷地売却組合の設

立及び解散の認可」に改め、同項第３０号中「転出区分所有者居住安定計画の認定、

変更、地位の承継及び取消し並びに認定建替実施者に対する改善命令」を「分配金

取得計画の認可」に改める。 

  第９条中東京事務所長専決事項の項を削り、同条健康福祉子ども局次長専決事項

の項中第２８号を第２９号とし、第１６号から第２７号までを１号ずつ繰り下げ、

第１５号の次に次の１号を加える。 

(16) 食品表示法第１５条の規定による権限の委任等に関する政令（平成２７年
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政令第６８号）第７条第３項の規定に基づく報告に関すること。 

  第９条農水商工局次長専決事項の項第４号中及び第５号中「こと」の次に「（漁港

に限る。）」を加え、同条熊本駅周辺整備事務所長専決事項の項を次のように改める。 

東京事務所長専決事項 

(1) 東京事務所長の旅行命令に関すること。 

(2) 東京事務所長の交際費の支出に関すること。 

  第１０条広報課長専決事項の項を削り、同条中央税務課、東税務課、西税務課、

南税務課及び北税務課の課長専決事項の項の次に次のように加える。 

  広報課長専決事項 

(1) 市政だよりの発行に関すること。 

(2) マスメディア及び熊本市ホームページに関すること。 

(3) 報道機関に対する資料の提供に関すること。 

市民協働課長専決事項 

(1) 特定非営利活動促進法の規定に基づく特定非営利活動法人の認証申請に係

る処分に関すること。 

  第１０条保護管理援護課長専決事項の項中第１号を削り、同項第２号中「中国残

留邦人等に対する支援給付」を「支援給付及び配偶者支援金」に改め、同号を同項

第１号とし、同条障がい保健福祉課長専決事項の項第１６号中「特別児童扶養手当

の支給に関する法律」を「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に改め、動物

愛護センター所長専決事項の項第２１号から第２７号まで中「鳥獣の保護及び狩猟

の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」

に改め、同条子ども支援課長専決事項の項第４号中「支払」を「給付」に改め、同

項第５号中「支払」を「交付」に改め、同項第１０号中「養育医療機関」を「指定

養育医療機関」に改め、同条文化振興課長専決事項の項に次の１号を加える。 

(3) 臨時職員（発掘作業に従事する者に限る。）の任用に関すること。 

  第１０条建築指導課長専決事項の項第２４号中「エネルギーの使用の合理化に関

する法律」を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に、「、公表、勧告及び

命令」を「及び勧告」に改め、同項に次の１号を加える。 

  (34) マンション建替え円滑化法の規定に基づく除却の必要性のあるマンション

の認定及び要除却認定マンションの建替えに係る容積率の特例の許可に関す
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ること。 

  第１０条建築計画課長専決事項の項第９号中「賃借人居住安定計画に係る同意の

求め及び意見聴取」を「要除却認定マンションの除却に係る指導及び助言並びに指

示」に改め、同項第１０号中「認定賃貸人等又は認定建替実施者からの報告の徴収」

を「認定買受計画に係る報告の徴収及び勧告」に改め、同項に次の２号を加える。 

(11) マンション建替え円滑化法の規定に基づくマンション敷地売却事業に係

る報告又は資料の提出の要求及び勧告、助言又は援助並びにマンション敷地売

却事業の促進を図るための命令に関すること。 

(12) マンション建替え円滑化法の規定に基づくマンション敷地売却事業に係

る検査に関すること。 

  第１０条住宅課長専決事項の項第３号中「退居者」を「退去者」に改め、同項第

４号中「増改築」を「増築」に、「許可」を「承認」に改める。 

  第１１条資産マネジメント推進室長専決事項の項を削り、人材育成センター所長

専決事項の項の次に次のように加える。 

資産マネジメント推進室長専決事項 

(1) ２００万円未満の委託及び物件、労力その他の供給に関すること。 

(2) 所属職員の事務分担、服務及び旅行命令に関すること。 

(3) 資産マネジメント推進室長の服務に関すること。 

(4) 定例的な所管事務に係る経由、進達、申請、報告、照会、回答及び通知に

関すること。 

債権管理推進室長専決事項 

(1) ２００万円未満の委託及び物件、労力その他の供給に関すること。 

(2) 所属職員の事務分担、服務及び旅行命令に関すること。 

(3) 債権管理推進室長の服務に関すること。 

(4) 定例的な所管事務に係る経由、進達、申請、報告、照会、回答及び通知に

関すること。 

  第１１条子ども・若者総合相談センター所長専決事項の項を次のように改める。 

  子ども・若者総合相談センター所長専決事項 

(1) ２００万円未満の委託及び物件、労力その他の供給に関すること。 

(2) 報酬の支払に関すること。 
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(3) 旅費及び費用弁償の支払に関すること。 

(4) 社会保険料の支出に関すること。 

(5) 臨時職員の賃金支払に関すること。 

(6) 所管に属する光熱水費及び電話使用料の支出に関すること。 

(7) 所属職員の事務分担、服務及び旅行命令に関すること。 

(8) 子ども・若者総合相談センター所長の服務に関すること。 

(9) 前各号に規定する専決事項に属する事務に係る支出負担行為の整理及び支

出命令に関すること。 

(10) 所管に係る収入の調定、更正、取消し、納期延長、分納、後納及び定めの

ある基準による減免並びに徴収に関すること。 

(11) 定例的な所管事務に係る経由、進達、申請、報告、照会、回答及び通知に

関すること。 

  第１１条西原公園児童館長専決事項の項第１３号中及び勤労青少年ホーム館長専

決事項の項第１３号中「軽易な文書の照会、回答及び報告」を「定例的な所管事務

に係る経由、進達、申請、報告、照会、回答及び通知」に改め、同条企業立地推進

東京出張所長専決事項の項及び熊本駅西土地区画整理事業所長専決事項の項を削り、

同条富合地域整備室、城南地域整備室及び植木地域整備室の室長専決事項の項を同

条富合地域整備室、城南地域整備室及び植木地域整備室の室長専決事項（植木地域

整備室の室長にあっては、第１号から第３号、第９号、第１０号、第１２号及び第

１３号に限る。）の項とする。 

第１５条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「者」の次に「（第４号にあっ

ては、教育委員会事務局の各課長に限る。）」を加え、「（同項第４号キ及びタからツ

までに定める事項を除く。）」を削り、同項を同条第３項とし、同条第１項各号列記

以外の部分中「次」を「前項に基づき事務を執行するに当たっては、次」に改め、

「補助執行させる」を「専決させる」に改め、同項第４号中「、人事委員会事務局

副事務局長、監査事務局副事務局長」を「、監査事務局副事務局長、人事委員会事

務局副事務局長」に改め、同項を同条第２項とし、同項の前に次の１項を加える。 

   教育委員会、監査委員、人事委員会、熊本市選挙管理委員会、各区選挙管理委

員会又は農業委員会（以下「各執行機関」という。）に係る事務のうち、市長の

権限に属する第２項各号に定める専決事項に係る事務を、当該各執行機関の事務
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を補助する職員に補助執行させる。 

  第１５条の２第３項中「（同号オ、セ及びソに定める事項を除く。）」を削る。 

  第１７条第１項中「（第１０条課長共通専決事項の項第１０号及び第２５号から第

２８号までに掲げる専決事項を除く。）」を削る。 

別表第１中 

「契約検査総室長 

危機管理防災総室長

東京事務所長   」

を

「市長政策総室長 

契約検査総室長 

危機管理防災総室長」

に、 

「熊本駅周辺整備事務所長」を
「熊本駅周辺整備事務所長 

東京事務所長     」
に改める。 

  別表第２中「東京事務所副所長」を削り、「植木中央土地区画整理事業所長」を 

「植木中央土地区画整理事業所長 

 東京事務所副所長      」
に改める。

別表第３中 

「男女共生推進室 

社会保障・税番号制度推進室 

特別滞納対策室 

資産マネジメント推進室  」

を

「特別滞納対策室 

資産マネジメント推進室 

債権管理推進室 

社会保障・税番号制度推進室 

男女共生推進室       」

 に改め、「企業立地推進東京出張所」、「マイス推進室」及び「熊本駅西土地区画整理

事業所」を削る。 

  別表第４東京事務所の項を削り、同表に次のように加える。 

東京事務所  東京事務所補佐 

第２条 熊本市事務決裁に関する訓令の一部を次のように改正する。 

  第１５条第２項第１号を次のように改正する。 

  (1) 削除 

  第１５条第２項第２号に次のように加える。 

   ケ 教育長の交際費の支出に関すること。 

   コ 私立学校の助成（幼稚園を除く。）に関すること。 

   サ 市立高等学校及び市立総合ビジネス専門学校の授業料の減免に関すること。 

   シ 就学援助費及び特別支援教育就学奨励金に関すること。 

  別表第５中「教育長」を削る。 
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 （熊本市消防局事務決裁に関する訓令の一部改正） 

第３条 熊本市消防局事務決裁に関する訓令（平成１１年訓令第８号）の一部を次の

ように改正する。 

  第１６条第１項中「（第４条第１１号、第２２号及び第２３号に掲げる専決事項を

除く。）」を削り、同条第３項中「（第１３条第１０号、第１８号及び第１９号に掲げ

る専決事項を除く。）」を削る。 

 

附 則 

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号）

附則第２条第１項の規定により在職する教育長（以下「旧教育長」という。）がある場

合における旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日（当該満了する日

前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日）の翌日から施行する。 
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訓 令 第  ５  号   

平成２７年 ３ 月２７日   

 

熊本市区役所等事務決裁に関する訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長 大 西 一 史   

 

熊本市区役所等事務決裁に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

 熊本市区役所等事務決裁に関する訓令（平成２４年訓令第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第３条中「（南区役所城南総合出張所（以下「城南総合出張所」という。）の所長を

含む。以下同じ。）」を削る。 

 第４条中「城南総合出張所及び」を削り、「及び城南総合出張所副所長を含み、城南

総合出張所の課長を除く」を「を含む」に改め、同条福祉課長専決事項の項中第８号

を削り、第９号を第８号とし、第１０号から第１９号までを１号ずつ繰り上げ、同欄

第２０号中「による」の次に「特別児童扶養手当、」を加え、同号を同欄第１９号とし、

同欄中第２１号を第２０号とし、第２２号を第２１号とし、第２３号を第２２号とし、

同項の次に次のように加える。 

 保護課長専決事項 

 (1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に基づく費用の支出に関すること（熊

本市事務決裁に関する訓令（平成８年訓令第３号）第９条健康福祉子ども局次長

専決事項の項第７号に該当することとなるものを除く。）。 

 第４条保健子ども課長専決事項の項に次の１号を加える。 

 (4) 子どものための教育・保育給付に係る支給認定及び支給認定証並びに保育料の

決定に関すること。 

 第４条中東区役所託麻総合出張所、西区役所河内総合出張所、西区役所花園総合出

張所、南区役所飽田総合出張所、南区役所天明総合出張所、南区役所幸田総合出張所、

北区役所北部総合出張所及び北区役所清水総合出張所の所長専決事項の項を東区役所
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託麻総合出張所、西区役所河内総合出張所、西区役所花園総合出張所、南区役所飽田

総合出張所、南区役所天明総合出張所、南区役所幸田総合出張所、南区役所城南総合

出張所、北区役所北部総合出張所及び北区役所清水総合出張所の所長専決事項の項と

し、城南総合出張所副所長専決事項の項を削る。 

 第６条中央まちづくり交流室、五福まちづくり交流室、河内まちづくり交流室、富

合まちづくり交流室、城南まちづくり交流室及び植木まちづくり交流室の室長専決事

項の項中第１５号を削り、第１６号を第１５号とし、第１７号を第１６号とし、同条

西区役所農業振興課河内分室、南区役所農業振興課飽田天明分室及び北区役所農業振

興課北部分室の室長専決事項の項中第１４号を第１５号とし、第１３号の次に次の１

号を加え、同項を西区役所農業振興課河内分室、南区役所農業振興課飽田天明分室、

南区役所農業振興課城南分室及び北区役所農業振興課北部分室の室長専決事項の項と

する。 

(14) 農業集落排水事業会計に係る郵便料の支出に関すること（南区役所農業振興

課城南分室長に限る。）。 

 第６条中城南総合出張所総務課長専決事項の項から城南総合出張所産業振興課長専

決事項の項までを削る。 

 第１０条中「（平成８年訓令第３号）」を削る。 

 

   附 則 

 この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 
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訓 令 第  ６  号   

平成２７年 ３ 月２７日   

 

熊本市消防表彰に関する訓令の一部を改正する訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長 大 西 一 史   

 

熊本市消防表彰に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

熊本市消防表彰に関する訓令（昭和４７年訓令第５号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 附則に次の１項を加える。 

 （山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う経過措置） 

３ 平成２７年４月１日前に山鹿植木広域行政事務組合の消防職員であった者で引き

続き本市の消防職員となったものに係る第５条の規定の適用については、その者の

同組合の消防職員としての引き続いた在職期間は、本市の消防職員としての勤続期

間とみなす。 

 

附 則 

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 
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訓 令 第  ７  号   

平成２７年 ３ 月２７日   

 

熊本市消防職員被服等貸与に関する訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長 大 西 一 史   

 

熊本市消防職員被服等貸与に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

熊本市消防職員被服等貸与に関する訓令（平成２年訓令第７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

附則に次の見出し及び２項を加える。 

 （山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う経過措置） 

５ 平成２７年４月１日前に旧山鹿植木広域行政事務組合消防吏員の被服貸与規程

（平成１８年消防長訓令第３号。以下「旧事務組合訓令」という。）の規定により貸

与された被服等は、この訓令の相当規定により貸与されたものとみなす。 

６ 前項の規定により貸与されたものとみなされる被服等の貸与期間は、旧事務組合

訓令の規定による貸与期間の残存期間とする。ただし、当該残存期間の末日が平成

３０年４月１日以後であるときは、同日の前日までの期間とする。 

 別表第１救急帽の項を削り、同表中 

「 

水上隊用 １   水上隊員又は小型船舶操縦士（４級を除

く。）の資格を有する者を対象とする。 

二輪隊用 １   二輪車担当員を対象とする。 

                                 」 

を削る。 

 別表第２ベストの項中「火災調査室用」を「火災調査用」に改め、同表中 
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「 

消防手帳 １ 在任期間  

」 

を 

「 

ワ ッ ペ

ン 

指導救命士用 １ １年 指導救命士の任命を受けた者

を対象とする。 

消防手帳 １ 在任期間  

儀 式 等

用 

儀礼帽 １ 別に定め

る期間 

儀式等に出席する者として、別

に定めるものを対象とする。 

儀礼服 １ 別に定め

る期間 

ネクタイ １ 別に定め

る期間 

飾緒 １ 別に定め

る期間 

肩章 １ 別に定め

る期間 

」 

に改める。 

 

附 則 

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 
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訓 令 第  ８  号   

平成２７年 ３ 月３０日   

 

熊本市市有財産審議会に関する訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長 大 西 一 史   

 

熊本市市有財産審議会に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

熊本市市有財産審議会に関する訓令（平成１５年訓令第１１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第２条中「企画振興局長」を「理事」に改める。 

 第５条中「企画振興局長」を「理事」に、「企画振興局次長」を「総括審議員（市長

政策総室に係る関係事務を統理する総括審議員に限る。）」に改める。 

 

附 則 

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 
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訓 令 第  ９  号   

平成２７年 ３ 月３０日   

 

 熊本市例規の制定改廃の制度設計等に関する訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長 大 西 一 史   

 

   熊本市例規の制定改廃の制度設計等に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

 熊本市例規の制定改廃の制度設計等に関する訓令（平成２６年訓令第５号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第５条の次に次の１条を加える。 

 （法務支援員の設置） 

第５条の２ 各局等（局及び区役所並びに局に相当する組織をいう。以下同じ。）に、

法務支援員を設置する。 

２ 法務支援員は、主に次の支援等を行う。 

 (1) 各局等における訴訟等への対応の支援 

 (2) 各局等における本市の特別職である顧問弁護士への重要な相談への支援 

 (3) 各局等の所管する例規の制定改廃に係る法制課との情報共有 

 (4) 法制課が実施する研修等への協力 

３ 法務支援員は、法務に関する知識又は経験を有する職員のうちから、総務局長が

指名する。 

 第６条中「（局及び区役所並びに局に相当する組織をいう。以下同じ。）」を削る。 

 第１５条を次のように改める。 

 （研修） 

第１５条 本市における法務に関し、法制課長は、次の研修を行うものとする。この

場合において、当該研修が、各課かい等での業務に支障が出ないよう配慮するもの

とする。 

 (1) 例規に関する研修 
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 (2) 法令の解釈等に関する研修 

 (3) 政策法務に関する研修 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、法務に関する研修 

２ 各局等における職員の法務能力の向上を図るため、総務局長は、各局等の職員の

うちから指名したものについて、一定期間、法制課において研修を受けさせること

ができる。 

 別記様式中「市政経営会議又は経営戦略会議」を「政策会議等」に改める。 

 

   附 則 

 この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 

  



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 

 
- 761 - 

訓 令 第  １０  号   

平成２７年 ３ 月３０日   

 

熊本市職員に対する被服貸与訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長 大 西 一 史   

 

熊本市職員に対する被服貸与訓令の一部を改正する訓令 

 

熊本市職員に対する被服貸与訓令（昭和３２年訓令第１０号）の一部を次のように

改正する。 

 

 別表(1)男子職員の表保育士服の項中「保育園に勤務する保育士」を「保育業務に従

事する保育士で別に定めるもの」に改め、同表調理師服の項の次に次のように加える。 

運動服 金峰山少年自然の家に勤

務する職員 

トレーニングウェ

ア（上・下） 

冬用 １ ２年

 別表(2)女子職員の表保育士服の項中「保育園に勤務する保育士」を「保育業務に従

事する保育士で別に定めるもの」に改め、同表調理師服の項の次に次のように加える。 

運動服 金峰山少年自然の家に勤

務する職員 

トレーニングウェ

ア（上・下） 

冬用 １ ２年

 

附 則 

この訓令は、令達の日から施行する。 

 



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 

- 762 - 

訓 令 第  １１  号   

平成２７年 ３ 月３１日   

 

熊本市情報政策の推進に関する訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長 大 西 一 史   

 

   熊本市情報政策の推進に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

 熊本市情報政策の推進に関する訓令（平成２２年訓令第１１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

第５条中「規定する局」を「規定する組織」に改め、「及び同条例第１条に規定する

研究所（以下「研究所」という。）」及び「及び研究所」を削る。 

第９条第４項中「企画振興局次長」を「市民局次長」に改める。 

別表第１中「副市長」の次に「、理事」を加え、「企画振興局長、財政局長」を「財

政局長、市民局長」に改める。 

別表第２中「企画振興局次長」を「市民局次長」に改め、「情報政策課長」の次に「、

政策企画課長」を加え、「企画課長、財政課長」を「財政課長、区政推進課長」に改め

る。 

 

   附 則 

 この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 
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訓 令 第  １２  号   

平成２７年 ３ 月３１日   

 

交通安全推進員に関する訓令は、廃止する。 

 

熊本市長 大 西 一 史   

 

   交通安全推進員に関する訓令を廃止する訓令 

 

 交通安全推進員に関する訓令（昭和４２年訓令第１０号）は、廃止する。 

 

   附 則 

 この訓令は、令達の日から施行する。 
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訓 令 第  １３  号   

平成２７年 ３ 月３１日   

 

熊本市電気工作物保安規程の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長 大 西 一 史   

 

   熊本市電気工作物保安規程の一部を改正する訓令 

 

 熊本市電気工作物保安規程（昭和４０年訓令第１４号）の一部を次のように改正す

る。 

 

第１条の２第１号中「企画財政局長」を「財政局長」に改める。 

 

   附 則 

 この訓令は、令達の日から施行する。 
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訓 令 第  １４  号   

平成２７年 ３ 月３１日   

 

熊本市文書に関する訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長 大 西 一 史   

 

熊本市文書に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

 熊本市文書に関する訓令（平成７年訓令第５号）の一部を次のように改正する。 

 

 目次中「文書の受領」を「受領」に、「合議及び決裁」を「決裁及び合議」に、「決

裁後の取扱い」を「施行」に、「文書の編さん」を「整理」に、「第４８条」を「第      

４８条・第４９条」に改める。 

第１条中「取扱い」を「適正な管理及び保存」に改める。 

 第２条第２号及び第３号を次のように改める。 

 (2) 文書ファイル 能率的な事務又は事業の処理及び文書の適切な保存に資する

よう、相互に密接な関連を有する文書（保存期間を同じくすることが適当である

ものに限る。）を一の集合物にまとめたもの及び単独で管理している文書をいう。 

 (3) 文書ファイル管理簿 文書ファイルの管理を適切に行うために、文書ファイル

の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存場所その他の必要な事項

を記載した帳簿をいう。 

 第２条第５号中「行う」を「一元的に管理する」に改める。 

 第３条第１項中「事務が能率的かつ適正に行われるよう管理しなければならない」

を「常にその所在並びに処理の経過及び状況を明らかにしておかなければならない」

に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 文書は、事務が能率的かつ適正に行われるよう管理しなければならない。 

 第３条の次に次の１条を加える。 

第３条の２ 職員は、事案に係る意思決定又は報告を行う場合は、軽易なものを除き、

文書を作成するよう努めなければならない。 
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 第４条中「各課」を「文書の作成、整理、保存等を適切に行うため、各課」に改め、

同条第２項中「文書事務を担当する」を削り、「文書事務を担当する職員のうちから所

属長が選任する」を「各課かいの長（以下「所属長」という。）が選任する」に改める。 

 第５条第１項中「上司」を「所属長」に改め、「次に掲げる」の次に「事項の調整に

関する」を加え、同項第２号から第５号までを削り、同項第６号を同項第２号とし、

同項第７号中「保管文書」を「文書ファイル」に改め、同号を同項第３号とし、同項

第８号を削り、同項第９号中「処理中」を削り、同号を同項第４号とし、同号の次に

次の１号を加える。 

 (5) 文書事務の改善及び指導に関すること。 

 第５条第１項中第１０号を同項第６号とし、同項第１１号中「文書の」の次に「適

正な」を加え、同号を同項第７号とする。 

 第６条を削る。 

 第６条の２中「起案、その他の文書」を「文書の収受、起案、決裁、発送、保存、

廃棄その他文書管理に関する一連の事務」に改め、同条を第６条とする。 

 第８条中「総務厚生課長が」の次に「別に」を加える。 

 第２章の章名中「文書の」を削る。 

 第１０条第２項中「を利用して」を「により」に改める。 

 第１１条第１項中「文書主任は、」を削り、「ついて」を「ついては」に改める。 

 第１２条を次のように改める。 

（時間外到達文書の取扱い） 

第１２条 熊本市庁舎管理規則（昭和５６年規則第６３号。以下「庁舎管理規則」と

いう。）第９条に規定する本庁舎に執務時間外又は熊本市の休日及び期限の特例を定

める条例（平成元年条例第３２号）第１条に規定する市の休日（以下「休日」とい

う。）に到達した文書は、庁舎管理規則第７条に規定する守衛が接受してその要旨及

び発信者名を勤務日誌に記入し、その日後においてその最も近い休日でない日に総

務厚生課に送付して受領印をもらわなければならない。ただし、急を要する親展文

書又は電報等があるときは、守衛は直ちに受信者に連絡する等応急の処理をしなけ

ればならない。 

２ 通信回線により執務時間外又は休日に到達した文書は、その日後においてその最

も近い休日でない日に当該文書の受付等を行うものとする。ただし、急を要する文
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書があるときは、この限りでない。 

第３章の章名中「合議及び決裁」を「決裁及び合議」に改める。 

 第１６条を次のように改める。 

（決裁又は承認の方法） 

第１６条 決裁又は承認は、文書管理システム上で決裁又は承認したことを記録する

ことにより行うものとする。ただし、その他の方法による場合は、この限りでない。 

 第１６条の次に次の３条を加える。 

（起案文書の修正） 

第１６条の２ 起案文書の修正は、所定の箇所に修正すべき内容を入力し、記録する

ことにより行うものとする。 

２ 内容の変更を伴う修正については、起案者がこれを行う。この場合において、起

案者は、その修正の内容がそのときまでの承認者に関係のあるものであるときは、

その者に連絡するものとする。 

（専決等） 

第１６条の３ 起案文書の専決等については、別に定めるもののほか、熊本市事務決

裁に関する訓令（平成８年訓令第３号）及び熊本市区役所等事務決裁に関する訓令

（平成２４年訓令第１号）の定めるところによる。 

（起案文書の持回り） 

第１６条の４ 起案文書で直ちに処理する必要があるもの又は詳細な説明をする必要

のあるものは、所属長又はその指名する者が当該起案文書を携行して決裁若しくは

承認を受け、又は供覧を行うものとする。 

第２０条を次のように改める。 

（合議文書の持回り） 

第２０条 合議文書で直ちに処理する必要があるもの又は詳細な説明をする必要のあ

るものは、所属長又はその指名する者が当該合議文書を携行して合議を受けるもの

とする。 

 第４章の章名中「決裁後の取扱い」を「施行」に改める。 

第２５条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 発送する文書のうち、軽易な内容のもの若しくは庁内を往復するもの又はこれら

に類するものにあっては、市役所名、区役所名若しくは所属名又は副市長名、局長
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名、次長名若しくは課かい長名を用いることができる。 

 第２６条の見出し中「文書」を削り、同条第１項中「文書主任において」を削り、

同項第１号中「文書等を総務厚生課において発送しようとするときは、」を削り、同条

第３項中「前２項」を「前３項」に改め、同項後段を削り、同項を同条第４項とし、

同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定にかかわらず、所属長が必要と認めるときは、各課かいにおいて直

接発送することができる。 

第５章の章名中「文書の編さん」を「整理」に改める。 

 第２７条の見出し中「文書の」を削り、同条中「文書」を「文書ファイル」に改め

る。 

 第２９条の見出し中「文書の」を削り、同条第１項中「文書」を「文書ファイル」

に、「、次に定めるとおりとする」を「次に定めるとおりとし、保存期間の種別は、別

表に定める文書保存基準に基づくものとする」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、法令等に保存期間の定めのある文書又はこれらがまとめられた文書ファ

イルは、当該法令等に定める期間とする。 

第２９条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書ファイルの保存期間は、当該各

号に定める期間とすることができる。 

(1) 時効が完成するまでの間証拠として保存する必要がある文書又はこれらがま

とめられた文書ファイル 当該時効の期間を考慮して所属長が定める期間 

(2) 軽易な文書であって１年以上の保存期間を定める必要がないもの又はこれら

がまとめられた文書ファイル 当該文書ファイルに係る事案を遂行する上で保

存する必要があると所属長が認める期間 

第２９条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定にかかわらず、所属長は、文書ファイルが、その保存期間の満了の

際に、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める期間が経過する日

までの間保存期間を延長しなければならない。この場合において、当該文書ファイ

ルが他の号にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日ま

での間保存するものとする。 

(1) 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまで
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の期間 

(2) 現に係属している訴訟に関係するもの 当該訴訟（当該訴訟の上訴を含む。）

が終結するまでの期間 

(3) 不服申立てがなされた事案に関係するもので当該不服申立てに対する裁決又

は決定の日の翌日から起算して１年を経過していないもの 当該裁決又は決定

の日の翌日から起算して１年間 

(4) 熊本市情報公開条例（平成１０年条例第３３号）第５条の規定による開示又は

熊本市個人情報保護条例（平成１３年条例第４３号）第１３条第１項、第２１条

第１項若しくは第２４条第１項の規定による開示、訂正若しくは利用停止の請求

があったもの 当該請求に対する決定の日の翌日から起算して１年間 

(5) 歴史的価値が認められるもの 総務厚生課長が別に定める期間 

(6) 前各号に掲げるもののほか、職務の遂行上保存期間の延長が必要であると認め

られるもの 当該職務の遂行上必要とする期間 

 第３０条の見出し中「文書の」を削り、同条第４号中「前３号」を「前各号」に改

め、同号を同条第５号とし、同条第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 電磁的記録を原本とし、かつ、随時又は定期的に更新しながら利用することを

目的として作成された文書 当該電磁的記録の更新が不要となった日 

 第３１条中「文書の保存期間」を「文書ファイルの保存期間」に、「文書に」を「も

のに」に改める。 

 第３２条を次のように改める。 

 （完結文書の編集） 

第３２条 職員は、完結文書について、総務厚生課長が別に定める文書分類表に従い、

文書の分類の照査並びに文書の整理、編集及び製本を次に掲げるところにより行わ

なければならない。 

(1) 編集は、第７条の規定によるものとし、かつ、完結月日順に整理する。 

(2) ２以上の文書が保存種別を異にする場合において相互に密接な関係があると

きは、その長期のものに一連文書として編集すること。 

(3) ２以上の文書分類に関連する文書は、その関係が最も深いものに編集し、当該

文書を編集しない他の関係のものについては、相互参照票を用いる等して整理す

ること。 
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(4) １つの文書ファイルに製本することができないときは、事務の種別又は事項別

に適宜分冊すること。 

(5) 紙数の都合によっては、２年度又は２年以上にわたる分を１冊とすることがで

きる。この場合においては、区分紙を差し入れ、年又は年度の区分を明らかにす

ること。 

(6) 表紙及び背表紙に年度又は年、文書ファイル名、保存期間、廃棄予定年月日そ

の他必要事項を記載し、検出に必要な整備を行うこと。 

(7) 調査書類、図面等で成冊することが困難なものは、適宜の方法により整理する

ことができる。 

２ 各課かいは、前項により製本された文書ファイルを適切に管理するため、文書フ

ァイル管理簿を作成しなければならない。 

 第３３条の見出し中「文書の」を削り、同条中「完結文書」を「前条により製本し

た文書ファイル」に改める。 

 第３４条の見出し中「文書の」を削り、同条第１項中「保管文書が」を削り、「文書

を」を「文書ファイルを」に改め、同項第１号及び第２号中「保存文書」を「文書フ

ァイル」に改め、同条第２項中「文書の引継ぎ」を「引継ぎ」に、「文書の保管場所」

を「文書ファイルの保存場所」に改め、同条第３項中「文書を」を「文書ファイルを」

に改める。 

 第３５条の見出し中「修正等」を「整理」に改め、同条第１項中「文書」を「文書

ファイル」に改め、同条第２項中「適当」を「引継ぎが適当」に、「引継文書」を「文

書ファイル」に改める。 

 第３５条の２を削る。 

 第３６条及び第３７条を次のように改める。 

第３６条及び第３７条 削除 

第３９条の見出し中「保存文書の」を削り、同条第１項中「保存文書の」を「第    

３４条第１項の規定により引継ぎした文書ファイルの」に、「保存文書借覧等台帳」を

「文書ファイル借覧等台帳」に改め、同条第２項中「保存文書」を「文書ファイル」

に改める。 

第４０条中「保存文書」を「文書ファイル」に改める。 

第４１条の見出し中「保管文書の借覧等」を「借覧等の準用」に改め、同条中「保
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管文書」を「各課かいが保管する文書ファイル」に改める。 

 第４１条に次の１条を加える。 

 （返還） 

第４１条の２ 総務厚生課長等は、必要と認めるときは、第３４条第１項の規定によ

り引き継いだ文書ファイルを当該文書ファイルを所管する所属長に返還することが

できる。 

第４２条の見出し中「保存文書の」を削り、同条第１項中「保存文書の」を「引き

継いだ文書ファイルの」に、「保存文書を」を「文書ファイルを」に改め、同条第２項

中「１月以内に当該保存文書」を「文書ファイル管理簿を整理した上で当該文書ファ

イル」に改め、同条第３項中「保存文書」を「文書ファイル」に改め、「当該文書を」

を削り、同条に次の１項を加える。 

４ 所属長は、各課かいが保管する文書ファイルの保存期間が満了したとき又は保管

の必要がなくなったときは、当該文書ファイルを廃棄しなければならない。 

 第４３条を次のように改める。 

第４３条 削除 

第４４条中「文書」を「文書ファイル」に改める。 

 第４５条から第４７条までを次のように改める。 

第４５条から第４７条まで 削除 

 第４８条に見出しとして「（文書の取扱いに関する審査）」を付し、同条に次の１項

を加える。 

２ 総務厚生課長は、前項の審査の結果、取扱い及び管理が不適当な場合は、所属長

に対し必要な改善措置の実施を求めることができる。 

 第４８条の次に次の１条を加える。 

（出版物の取扱い） 

第４９条 出版物は、その重要度に応じて期間を定め、保存し、又は保管しなければ

ならない。 

２ 出版物の保存、保管、借覧等及び廃棄については、この訓令に準じて取り扱うも

のとする。 

 別表中「１０年を超えて保存の必要のあるもの」を「１０年を超えて業務に使用す

る必要があると認めるもの」に、「１０年保存の必要のあるもの」を「５年を超えて業
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務に使用する必要があると認めるもの（第１種に該当するものを除く。）」に、「５年保

存の必要のあるもの」を「３年を超えて業務に使用する必要があると認めるもの（第

１種及び第２種に該当するものを除く。）」に、「３年保存の必要があるもの」を「１年

を超えて業務に使用する必要があると認めるもの（第１種、第２種及び第３種に該当

するものを除く。）」に改める。 

 様式第１号（注）２中「依頼課」を「依頼課かい」に改め、同様式（注）２に次の

ように加える。 

   ４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ５とします。 

   ５ 浄書依頼票は、正副２通を提出してください。 

 様式第３号中「保存文書」を「文書ファイル」に改める。 

 

附 則 

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 
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訓 令 第  １５  号   

平成２７年 ３ 月３１日   

 

熊本市広報紙発行に関する訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長 大 西 一 史   

 

   熊本市広報紙発行に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

 熊本市広報紙発行に関する訓令（昭和３０年訓令第７号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第４条を次のように改める。 

（配布） 

第４条 広報紙は、各世帯及び次に掲げるもののうち、配布を希望するものに無料で

配布する。 

(1) 本市の区域内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

 

   附 則 

 この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 
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訓 令 第  １６  号   

平成２７年 ３ 月３１日   

 

熊本市人権教育推進会議等に関する訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長 大 西 一 史   

 

   熊本市人権教育推進会議等に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

 熊本市人権教育推進会議等に関する訓令（平成１７年訓令第１４号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第６条第４項及び第７条中「企画振興局」を「市民局」に改める。 

 別表第１中「総務局長、企画振興局長、財政局長」を「理事、総務局長、財政局長、

市民局長」に改め、「、会計管理者」及び「、熊本市選挙管理委員会事務局長、人事委

員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長」を削り、「病院事業管理者」の次

に「その他市長が指定する者」を加える。 

 別表第２中「総務厚生課長、企画課長、財政課長」を「政策企画課長、総務厚生課

長、財政課長、区政推進課長」に改め、「都市政策課長」の次に「、都市政策研究所副

所長」を加える。 

 

   附 則 

 この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 
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訓 令 第  １７  号   

平成２７年 ３ 月３１日   

 

熊本市市政経営会議に関する訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長 大 西 一 史   

 

   熊本市市政経営会議に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

 熊本市市政経営会議に関する訓令（平成２４年訓令第１９号）の一部を次のように

改正する。 

 

 題名中「熊本市市政経営会議」を「熊本市庁議」に改める。 

 第１条中「市としての重要な意思決定過程に全庁的な関与を確保するとともに」を

「市政運営の方針及び重要な事務事業の周知並びに市政に関する情報の交換を行い」

に改め、「市の行政組織を一体的に経営し、もって」を削り、「熊本市市政経営会議（以

下「市政経営会議」という。）」を「庁議」に改める。 

 第２条中「市政経営会議」を「庁議」に改め、第１号から第５号までを削り、第６

号を第１号とし、同条第７号中「経営戦略会議」を「熊本市政策会議」に改め、同号

を同条第２号とし、同条中第８号を第３号とし、第９号から第１１号までを５号ずつ

繰り上げる。 

 第３条第１項及び第２項並びに第４条第１項中「市政経営会議」を「庁議」に改め

る。 

 第５条の見出しを「（次長会議）」に改め、同条第１項中「市政経営会議」を「庁議」

に、「幹事会」を「次長会議」に改め、同条第２項中「幹事会」を「次長会議」に改め、

同項第１号及び第３号中「市政経営会議」を「庁議」に改め、同条第３項中「幹事会」

を「次長会議」に改め、同項第１号及び第２号を次のように改め、同項第３号を削る。 

 (1) 市長政策総室長 

(2) 全ての局等（局、区役所その他局に相当する組織をいう。以下同じ。）の次長

（局等内の政策その他重要事項の総合的調整に関する事務を所掌する課の事務
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事業を所管する者に限り、市長政策総室長を除く。）（次長を置かない局等にあっ

ては、主管課長）及びこれに相当する職にある者として市長が認めるもの 

 第５条第４項中「幹事会」を「次長会議」に、「企画振興局次長」を「市長政策総室

長」に改め、同条第５項中「幹事会」を「次長会議」に改める。 

 第６条第１項中「企画振興局長」を「理事」に、「市政経営会議」を「庁議」に改め、

同条第２項中「市政経営会議」を「庁議」に、「企画振興局企画課」を「市長政策総室

政策企画課」に改める。 

 別表中「市政経営会議構成員」を「庁議構成員」に、「総務局長、企画振興局長、財

政局長」を「理事、総務局長、財政局長、市民局長」に、「、その他」を「その他」に

改める。 

 

   附 則 

 この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 
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訓 令 第  １８  号   

平成２７年 ３ 月３１日   

 

熊本市経営戦略会議に関する訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長 大 西 一 史   

 

   熊本市経営戦略会議に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

 熊本市経営戦略会議に関する訓令（平成１６年訓令第１号）の一部を次のように改

正する。 

 

 題名中「熊本市経営戦略会議」を「熊本市政策会議」に改める。 

 第１条中「熊本市経営戦略会議」を「熊本市政策会議」に、「経営戦略会議」を「政

策会議」に改める。 

 第２条第１項中「経営戦略会議」を「政策会議」に改め、「（熊本市市政経営会議に

関する訓令（平成２４年訓令第１９号）の規定により熊本市市政経営会議（以下「市

政経営会議」という。）が所掌する事項を除く。）」を削り、同項中第４号を削り、第５

号を第４号とし、第６号及び第７号を削り、第８号を第５号とし、第９号を第６号と

し、同条第２項を削り、同条第３項中「経営戦略会議」を「政策会議」に、「市政経営

会議」を「庁議」に改め、同項を同条第２項とする。 

 第３条第１項中「経営戦略会議」を「政策会議」に、「総務局長、企画振興局長」を

「理事、総務局長」に改める。 

 第４条中「経営戦略会議」を「政策会議」に改める。 

 第５条第１項及び第２項中「経営戦略会議」を「政策会議」に改め、同条第２項第

３号を削り、同条第３項中「企画振興局次長（企画振興局企画課の事務事業を所管す

る次長に限る。以下同じ。）」を「市長政策総室長、政策企画課長」に改め、「、秘書課

長、企画課長、市民協働課長」を削り、同条第４項中「企画振興局次長」を「市長政

策総室長」に改める。 

 第６条第１項中「企画振興局長」を「理事」に、「経営戦略会議」を「政策会議」に
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改め、同条第２項中「経営戦略会議」を「政策会議」に、「企画振興局企画課」を「市

長政策総室政策企画課」に改める。 

 第７条中「経営戦略会議」を「政策会議」に改める。 

 

   附 則 

 この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 
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訓 令 第  １９  号   

平成２７年 ３ 月３１日   

 

熊本市総合計画策定に関する訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長 大 西 一 史   

 

   熊本市総合計画策定に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

 熊本市総合計画策定に関する訓令（昭和３８年訓令第６号）の一部を次のように改

正する。 

 

 第３条第２項及び第３項を次のように改める。 

２ 作成会議は、市長が主宰し、別表に掲げる職にある者をもって構成する。 

３ 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する構成員以外の事案に関係あ

る者を作成会議の会議に出席させることができる。 

 第４条第２項及び第３項を次のように改める。 

２ 検討会議は、市長政策総室長、政策企画課長、総務厚生課長、行政経営課長、人

事課長及び財政課長をもって構成する。 

３ 検討会議の会議の議長は、市長政策総室長をもって充てる。 

 第４条に次の１項を加える。 

４ 検討会議の会議の議長は、必要があると認めるときは、第２項に規定する構成員

以外の事案に関係のある者を検討会議に出席させることができる。 

 第１０条中「企画振興局企画課」を「市長政策総室政策企画課」に改める。 

 第１１条中「企画課長」を「政策企画課長」に改める。 

 附則の次に次の別表を加える。 

別表（第３条関係） 

作成会議構成員 

市長、副市長、理事、総務局長、財政局長、市民局長、健康福祉子ども局長、環境
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局長、農水商工局長、観光文化交流局長、都市建設局長、中央区長、東区長、西区

長、南区長、北区長、消防局長、上下水道事業管理者、交通事業管理者、病院事業

管理者、教育長、議会事務局長その他市長が指定する者 

 

   附 則 

 この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 
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  告   示   

 告 示 第 １ ５ ５ 号   

                    平成２７年３月１６日   

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定に基づき、使用料及び手数

料等の徴収又は収納事務の委託に関し、次のとおり告示する。 

                熊本市長  大 西 一 史   

１ 受託者 

熊本市中央区水前寺公園１４番２２号 パークビル１Ｆ 

  株式会社 スープル 

   代表取締役 藤井 淑人 

２ 委託期間 

  平成２７年３月１６日から 

  平成２７年５月１５日まで 

３ 委託する歳入の種類 

  畜犬登録手数料及び狂犬病関係手数料 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  告 示 第 １ ５ ６ 号   

平成２７年３月１６日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び同法第５３条第１項本文の

指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２並

びに同法第１１５条の１０及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 告 示 第 １ ５ ７ 号   

平成２７年３月１６日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援事業者を次

のとおり指定したので、同法第８５条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３３条

の２の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの

種類 

４３７０１１１

００９ 

デイサービス 想叶 

熊本市東区下南部一丁目２番１３７号

合同会社RSサポート 

熊本市東区上南部２－１６－１７ 

代表社員 中本 かおる 

平成２７年 

３月１０日 
通所介護 

４３７０１１１

００９ 

デイサービス 想叶 

熊本市東区下南部一丁目２番１３７号

合同会社RSサポート 

熊本市東区上南部２－１６－１７ 

代表社員 中本 かおる 

平成２７年 

３月１０日 

介護予防通

所介護 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地

並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービス

の種類 

４３７０１１０

９９３ 

けあらーず城山指定居宅介護支援事業所

熊本市西区城山下代二丁目１４番１０号

ライフサポートマンション彩里Ⅰ１階 

株式会社セラム 

愛知県名古屋市北区大曽根一丁目

２６番２３号 

代表取締役 玉置 正樹 

平成２７年

４月１日 

居宅介護

支援 
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告 示 第 １ ５ ８ 号   

平成２７年３月１６日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項本文の指定及び同法第５４条の２

第１項本文の指定をしたので、同法第７８条の１１及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３

６号）第１３１条の１４並びに同法第１１５条の２０及び同法施行規則第１４０条の３１の規定によ

り告示する。                              
熊本市長  大 西 一 史   

介護保険事業所番号 事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所

在地並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種類 

４３９０１０１５６８ 
グループホーム 泉ヶ丘 

熊本市東区南町１６番８号 

株式会社 かいごのみらい 

熊本市東区南町１６番８号 

代表取締役 小杉 康之 

平成２７年 

３月１６日 

認知症対応型 

共同生活介護 

 

４３９０１０１５６８ 
グループホーム 泉ヶ丘 

熊本市東区南町１６番８号 

株式会社 かいごのみらい 

熊本市東区南町１６番８号 

代表取締役 小杉 康之 

平成２７年 

３月１６日 

介護予防 

認知症対応型共同

生活介護 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ５ ９ 号   

平成２７年３月１６日   

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条、第１

３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づき、放置自転車を移動・保管したので、同条例第１４条

第１項及び第１６条第２項の規定により、次のとおり告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

１ 自転車が放置されていた場所、移動・保管した年月日、保管の場所及び期間 

(1) 自転車を移動保管した年月日及び放置されていた場所 

ア 平成２７年２月２７日 健軍駐輪場、健軍変電所前駐輪場、中央区出水一丁目４３１水前寺 

児童公園前駐輪場 

イ 平成２７年３月２日 西区上熊本二丁目１８ 

ウ 平成２７年３月３日 銀座通りエリア、手取エリア、上通りエリア、新市街エリア、辛島エ 

リア、中央区国府三丁目２１ 

エ 平成２７年３月５日 銀座通りエリア、手取エリア、上通りエリア、新市街エリア、辛島エ 

リア、中央区湖東三丁目９ 

オ 平成２７年３月６日 銀座通りエリア、手取エリア、上通りエリア、新市街エリア、辛島エ 

リア、水道町エリア、西区春日三丁目熊本駅前、中央区大江六丁目２９ 

カ 平成２７年３月９日 銀座通りエリア、手取エリア、上通りエリア、新市街エリア、水道町 

エリア、西区新土河原一丁目９ 

キ 平成２７年３月１０日 銀座通りエリア、手取エリア、新市街エリア、中央区水前寺四丁目 

３１、中央区大江二丁目３ 

ク 平成２７年３月１１日 銀座通りエリア、手取エリア、新市街エリア、辛島エリア、水道町

エリア  

(2) 保管の場所 平成自転車保管所 

(3)  保管の期間 平成２７年６月１６日まで 

２ 移動・保管台数 

  自転車 １０８台 

３ 返還事務を行う曜日・時間 

  月曜日から土曜日まで 



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 
 

 
- 783 - 

 

  午前１０時から午後４時３０分まで 

  日曜日、祝祭日及び１２月２９日から翌年１月３日までは返還事務を行わない。 

４ 返還を受けるための必要事項 

自転車の返還を受けようとするときは、その住所及び氏名を証する書類、印鑑、自転車の鍵、返

還通知書等当該自転車等の利用者又は所有者であることを証する書類及び移動保管料を市長に提示

等しなければならない。 

５ 連絡先（返還事務を行う場所） 

  平成自転車保管所（電話 ０９６－３６４－３９１０） 

  熊本市中央区平成二丁目２３５番（平成跨線橋下） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 告 示 第 １ ６ ０ 号   

平成２７年３月１８日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定したので、同法第７８条及び同

法施行規則(平成１１年厚生省令第３６号)第１３１条の２の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ６ １ 号   

平成２７年３月２０日   

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条、第１

３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づき、放置自転車を移動・保管したので、同条例第１４条

第１項及び第１６条第２項の規定により、次のとおり告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

１ 自転車が放置されていた場所、移動・保管した年月日、保管の場所及び期間 

(1) 自転車を移動保管した年月日及び放置されていた場所 

ア 平成２７年３月１３日 上熊本駅駐輪場  

(2) 保管の場所 平成自転車保管所 

(3)  保管の期間 平成２７年６月２０日まで 

２ 移動・保管台数 

  自転車 １４７台 

３ 返還事務を行う曜日・時間 

  月曜日から土曜日まで 

  午前１０時から午後４時３０分まで 

  日曜日、祝祭日及び１２月２９日から翌年１月３日までは返還事務を行わない。 

４ 返還を受けるための必要事項 

自転車の返還を受けようとするときは、その住所及び氏名を証する書類、印鑑、自転車の鍵、返

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並び

に代表者の氏名 

指定年月日 サービスの

種類 

４３７０１１１

０１７ 

ヘルパーステーション蓮台寺 

熊本市西区蓮台寺三丁目４－４８

グラスコート１０５号 

株式会社スローライフ芳寿会 

熊本県宇城市松橋町久具６１番地５号 

代表取締役 田端 誠四郎 

平成２７年 

３月１５日 
訪問介護 

４３７０１１１

０１７ 

ヘルパーステーション蓮台寺 

熊本市西区蓮台寺三丁目４－４８

グラスコート１０５号 

株式会社スローライフ芳寿会 

熊本県宇城市松橋町久具６１番地５号 

代表取締役 田端 誠四郎 

平成２７年 

３月１５日 

介護予防訪

問介護 
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還通知書等当該自転車等の利用者又は所有者であることを証する書類及び移動保管料を市長に提示

等しなければならない。 

５ 連絡先（返還事務を行う場所） 

  平成自転車保管所（電話 ０９６－３６４－３９１０） 

  熊本市中央区平成二丁目２３５番（平成跨線橋下） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ６ ２ 号   

平成２７年３月２３日   

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）及び同法第１

３１条第３号の規定に基づく配当計算書の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）第１３

条の規定に基づき公示する。 

なお、当該書類は熊本市財政局納税課に保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   

１ 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

  １人 

２ 送達をする書類名 

  差押調書（謄本） 

  配当計算書 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ６ ３ 号   

平成２７年３月２３日   

 国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）について、送

達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、送達ができないので、国民健康保険法（昭和３３年

法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の

規定により告示する。 

なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局国保年金課に保管し、送達を受けるべき者の申出によ

り交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   

送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

１人 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ６ ４ 号   

平成２７年３月２３日   

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）及び同法第１

３１条第３号の規定に基づく配当計算書の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）第１３

条の規定に基づき公示する。 

なお、当該書類は熊本市財政局納税課に保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   

１ 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

１人 

２ 送達をする書類名 

  差押調書（謄本） 

  配当計算書 
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告 示 第 １ ６ ５ 号   

平成２７年３月２３日   

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条、第１

３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づき、放置自転車を移動・保管したので、同条例第１４条

第１項及び第１６条第２項の規定により、次のとおり告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

１ 自転車が放置されていた場所、移動・保管した年月日、保管の場所及び期間 

(1) 自転車を移動保管した年月日及び放置されていた場所 

ア 平成２７年３月１８日 熊本駅仮設駐輪場 

(2) 保管の場所 平成自転車保管所 

(3)  保管の期間 平成２７年６月２３日まで 

２ 移動・保管台数 

  自転車 ３４台 

３ 返還事務を行う曜日・時間 

  月曜日から土曜日まで 

  午前１０時から午後４時３０分まで 

  日曜日、祝祭日及び１２月２９日から翌年１月３日までは返還事務を行わない。 

４ 返還を受けるための必要事項 

自転車の返還を受けようとするときは、その住所及び氏名を証する書類、印鑑、自転車の鍵、返

還通知書等当該自転車等の利用者又は所有者であることを証する書類及び移動保管料を市長に提示

等しなければならない。 

５ 連絡先（返還事務を行う場所） 

  平成自転車保管所（電話 ０９６－３６４－３９１０） 

  熊本市中央区平成二丁目２３５番（平成跨線橋下） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ６ ６ 号   

平成２７年３月２４日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援事業者を次

のとおり指定したので、同法第８５条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３３条

の２の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ６ ７ 号   

平成２７年３月２４日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４１条第１項本文の指定及び法第

５３条第１項本文の指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）

第１３１条の２並びに同法第１１５条の１０及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示す

る。 

熊本市長  大 西 一 史   

 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種

類 

４３７０１１１

０２５ 

居宅介護支援事業所 望星 

熊本市中央区水前寺一丁目１１－

２２ ふれあいの里２０４ 

株式会社望星 

熊本市中央区大江一丁目１０－２５ 

代表取締役 東 美紀 

平成２７年

４月１日 
居宅介護支援 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ６ ９ 号   

平成２７年３月２６日   
国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）及び同法第１

３１条第３号の規定に基づく配当計算書の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、地方税

法第２０条（昭和２５年法律第２２６号）の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）第１３

条の規定に基づき公示する。 
なお、当該書類は熊本市財政局納税課に保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   
１ 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

１人 
２ 送達をする書類名 
  差押調書（謄本） 
  配当計算書 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ７ ０ 号   

平成２７年３月２６日   
国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）について、送

達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、送達ができないので、国民健康保険法（昭和３３年

法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の

規定により告示する。 
なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局国保年金課に保管し、送達を受けるべき者の申出によ

り交付する。 
熊本市長  大 西 一 史   

送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

１人 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ７ １ 号   

平成２７年３月２６日   

江津湖地域における特定外来生物等による生態系等に係る被害の防止に関する条例施行規則（平成

２７年規則第７号。以下「規則」という。）第２条第２項の規定により、同条例第１項各号で定める

区域について、次のとおり告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの

種類 

４３７０１１１

０３３ 

リハビリケアセンター すまい

る北部 

熊本市北区四方寄町６１２－１ 

株式会社ReLife aid 

熊本市北区八景水谷一丁目３３番３

７号 

代表取締役 中野 茂 

平成２７年

４月１日 
通所介護 

４３７０１１１

０３３ 

リハビリケアセンター すまい

る北部 

熊本市北区四方寄町６１２－１ 

株式会社ReLife aid 

熊本市北区八景水谷一丁目３３番３

７号 

代表取締役 中野 茂 

平成２７年

４月１日 

介護予防通

所介護 
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１ 規則第２条第１項１号 熊本市動植物園区域 

 

２ 規則第２条第１項２号 熊本洋学校教師ジェーンズ邸区域 
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３ 規則第２条第１項３号 庄口地区運動施設区域 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ７ ２ 号   

平成２７年３月２６日   

江津湖地域における特定外来生物等による生態系等に係る被害の防止に関する条例施行規則（平成

２７年規則第７号）第８条に規定する市が指定する回収箱又は回収いけすについて、次のとおり告示

する。 

熊本市長  大 西 一 史   

１ 回収箱 

 (1) 回収箱の内容 

  江津湖地域における特定外来生物等による生態系等に係る被害の防止に関する条例（平成２６年

条例第６６号。以下「条例」という。）の施行に伴い、同条例第２条第５号に規定する指定外来魚（以

下「指定外来魚」という。）を釣り上げた回収先として、指定外来魚専用の回収設備である回収箱を

設置するもの。 

 (2) 回収箱の設置箇所 

  別紙1のとおり 

 (3) 回収箱の仕様 

  ア 材質 

   木材 

  イ 大きさ 

   (ｱ) 縦 

    ７８０ｍｍ 

   (ｲ) 横 

    ８００ｍｍ 

   (ｳ) 高さ 

    １，２６０ｍｍ 
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  ウ 掲示物 

   (ｱ) 大きさ 

    ａ 縦 

     ２００ｍｍ 

    ｂ 横 

     ７００ｍｍ 

   (ｲ) 材質 

    アルミ複合板 

   (ｳ) 掲示文字 

    指定外来魚回収箱 

  エ 形状 

   別紙２のとおり 

  オ その他 

   (ｱ) 上部に指定外来魚の投入扉を設置すること。 

   (ｲ) 正面に指定外来魚の回収扉を設置すること。 

２ 回収いけす 

 (1) 回収いけすの内容 

  条例の施行に伴い、指定外来魚を釣り上げた回収先として、指定外来魚専用の回収設備である回

収いけすを設置するもの。 

 (2) 回収いけすの設置箇所 

  別紙１のとおり 

 (3) 回収いけすの仕様 

  ア 材質 

   (ｱ) 枠 

    繊維強化プラスチック（ＦＲＰ） 

   (ｲ) 網 

    ポリエチレン 

   (ｳ) フロート 

    発泡スチロール 

  イ 大きさ 

   (ｱ) 枠 

    ａ 外枠 

     １，４００ｍｍから１，６００ｍｍ 

    ｂ 内枠 

     １，１００ｍｍから１，２００ｍｍ 

   (ｲ) 網 

    ａ 縦 

     ９００ｍｍから１，０００ｍｍ 

    ｂ 横 

     ９００ｍｍから１，０００ｍｍ 

    ｃ 深さ 

     ５００ｍｍから１，０００ｍｍ 

   (ｳ) フロート 

    ａ 直径 

     ２５０ｍｍ 

    ｂ 長さ 
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     ４５０ｍｍ 

  ウ 掲示物 

   (ｱ) 大きさ 

    ａ 縦 

     ３００ｍｍ 

    ｂ 横 

     ６００ｍｍ 

   (ｲ) 材質 

    アルミ複合板 

   (ｳ) 掲示文字 

    指定外来魚回収いけす 

  エ 形状 

   別紙３のとおり 

 

別紙１（登載省略） 

別紙２（登載省略） 

別紙３（登載省略） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ７ ３ 号   

平成２７年３月２６日   

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）及び同法第１

３１条第３号の規定に基づく配当計算書の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）第１３

条の規定に基づき公示する。 

なお、当該書類は熊本市財政局納税課に保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   

１ 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

  ４人 

２ 送達をする書類名 

  差押調書（謄本） 

  配当計算書 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ７ ４ 号   

平成２７年３月２７日   

 国道の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規

定に基づき告示する。 

その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

道路の種類 路線名 

道路の区域 

区 間 旧新の別 敷地の幅員（ｍ） 延長（ｍ）

一般国道 ３８７号 
北区鶴羽田一丁目６３４番３地先から 

北区鶴羽田一丁目６３３番１地先まで 
旧 

３７．８～ 

３９．９ 
２４．７
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北区鶴羽田一丁目６３４番３地先から 

北区鶴羽田一丁目６３３番１地先まで 
新 

３７．８～ 

５４．１ 
２４．７

告 示 第 １ ７ ５ 号   

平成２７年３月２７日   

 国道の供用を開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）同法第１８条第２項の規定に基

づき告示する。 

その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

 

道路の種類 

 

 

路 線 名 

 

道 路 の 区 域 
供用開始の期日 

区  間 

一般国道 ３８７号 
北区鶴羽田一丁目６３４番３地先から 

北区鶴羽田一丁目６３３番１地先まで 
平成２７年３月２７日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ７ ６ 号   

平成２７年３月２７日   

市道の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規

定に基づき告示する。 

その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 

 

路線名 

 

道路の区域 

区 間 旧新の別 敷地の幅員（ｍ） 延長（ｍ）

２４－ 

２２４ 

四方寄町 

第１８号線 

北区四方寄町１３２番２０地先から 

北区四方寄町１３２番２２地先まで 
旧 ５．５～６．４ １９．４ 

北区四方寄町１３２番２０地先から 

北区四方寄町１３２番２２地先まで 
新 ５．５～１４．３ １９．４ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ７ ７ 号   

平成２７年３月２７日   

市道の供用を開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき

告示する。 

その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 

 

路線名 

 

道路の区域 

供用開始の期日 

区 間 

２４－ 

１８５ 

四方寄町 

第４号線 

北区四方寄町４４１番１地先から 

北区四方寄町３２９番２地先まで 
平成２７年３月２７日
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２４－ 

２２４ 

四方寄町 

第１８号線 

北区四方寄町１３２番２０地先から 

北区四方寄町１３２番２２地先まで 
平成２７年３月２７日

２４－ 

３８１ 

鶴羽田１丁目 

第１号線 

北区鶴羽田一丁目５１９番８地先から 

北区鶴羽田一丁目４８２番１地先まで 
平成２７年３月２７日

２４－ 

５０４ 

鶴羽田１丁目 

第２号線 

北区鶴羽田一丁目６２２番１地先から 

北区鶴羽田一丁目６２１番７地先まで 
平成２７年３月２７日

２４－ 

５０５ 

鶴羽田町 

鶴羽田２丁目 

第１号線 

北区鶴羽田町５１２番１地先から 

北区鶴羽田二丁目４６９番１地先まで 
平成２７年３月２７日

２４－ 

５０６ 

鶴羽田町 

鶴羽田３丁目 

第１号線 

北区鶴羽田町６７１番１地先から 

北区鶴羽田三丁目６４７番１地先まで 
平成２７年３月２７日

２４－ 

５０７ 

四方寄町 

第３１号線 

北区四方寄町４３８番４地先から 

北区四方寄町４２４番１地先まで 
平成２７年３月２７日

２４－ 

５０８ 

四方寄町 

第３２号線 

北区四方寄町５２７番１地先から 

北区四方寄町５２６番１地先まで 
平成２７年３月２７日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ７ ８ 号   

平成２７年３月２７日   

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第２項の規定に基づき保管した広告物又は掲出

物件について、次のとおり告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

撤去日 名称又は種類 数量 撤去場所 保管開始日 

３月１０日 

はり札等 ９ 戸島西・上南部 

３月１１日 

立看板等 ４ 楡木 

３月１２日 はり札等 ３ 辛島町・富合町杉島 ３月１３日 

３月１３日 はり札等 １ 月出 ３月１４日 

３月１４日 はり札等 ４ 南高江・中島町 ３月１５日 



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 
 

 
- 793 - 

 

立看板等 ８ 荒尾 

３月１９日 はり札等 １ 本荘 ３月２０日 

３月２０日 はり札等 ４ 龍田・松尾町上松尾 ３月２１日 

３月２３日 はり札等 １ 健軍 ３月２４日 

３月２４日 

はり札等 ３ 上南部・小峯 

３月２５日 

立看板等 ２ 小峯 

保管場所  熊本市花畑別館 （熊本市中央区花畑町３－１） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ７ ９ 号   

平成２７年３月２７日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項本文の指定及び同法第５４条の２第１

項本文の指定をしたので、同法第７８条の１１及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第

１３１条の１４並びに同法第１１５条の２０及び同法施行規則第１４０条の３１の規定により告示す

る。 

熊本市長  大 西 一 史   
介護保険事業

所番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所

在地並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種

類 

4390101576 
小規模多機能ホーム アクア 

熊本市南区八分字町１９番地 

有限会社 桜会 

熊本市南区八分字町１９番地

代表取締役 蓑田 みな子

平成２７年３月２

９日 

小規模多機能

型居宅介護 

4390101576 
小規模多機能ホーム アクア 

熊本市南区八分字町１９番地 

有限会社 桜会 

熊本市南区八分字町１９番地

代表取締役 蓑田 みな子

平成２７年３月２

９日 

介護予防小規

模多機能型居

宅介護 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ８ ０ 号   

平成２７年３月２７日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項本文の指定及び同法第５４条の２第１

項本文の指定をしたので、同法第７８条の１１及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第

１３１条の１４並びに同法第１１５条の２０及び同法施行規則第１４０条の３１の規定により告示す

る。 

熊本市長  大 西 一 史   
介護保険事

業所番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在

地並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種

類 

4390101584 

小規模多機能型居宅介護事業所 つ

るのはら 

熊本市北梶尾町１７７９番７ 

社会福祉法人 愛誠会 

熊本市北区梶尾町１７７９番７

理事長 河本 妙子 

平成２７年４月

１日 

小規模多機能

型居宅介護 

4390101584 

小規模多機能型居宅介護事業所 つ

るのはら 

熊本市北梶尾町１７７９番７ 

社会福祉法人 愛誠会 

熊本市北区梶尾町１７７９番７

理事長 河本 妙子 

平成２７年４月

１日 

介護予防小規

模多機能型居

宅介護 
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告 示 第 １ ８ ２ 号   

平成２７年３月３０日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１

４条第４項の規定により、医療扶助及び医療支援給付のための医療を担当する機関を指定したので、

生活保護法第５５条の２第１号の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   
医療（施術）機関名称・所在地・開設者氏名 診療科目 指定年月日 

（医科） 

東熊クリニック  内科、消化器内科、

リハビリテーショ

ン科 

平成２７年２月１日 熊本市東区戸島西三丁目７番１５号 

医療法人社団青嶺会 理事長 谷口 秀人 

平山ハートクリニック  
心臓血管外科、内

科、循環器内科 
平成２７年２月１日 熊本市東区佐土原三丁目１１番１０１号 

平山 統一  

（訪問看護） 
訪問看護ステーション奏  

訪問看護 平成２７年１月１日 
熊本市南区近見一丁目参－１ 池永ビル５０４号 

合同会社訪問看護ステーション奏 代表社員 松永

忍 

（薬局）   
水前寺公園薬局  

薬局 平成２７年３月１日 
熊本市中央区水前寺公園５－３８ Lattice 水前寺公

園１Ｆ 

株式会社ﾌｨｯｼｭﾌｧｰﾏｼｰ 代表取締役 益山 広美 

（あん摩・マッサージ） 
レイスマッサージ治療院 柳田 次雄 

あん摩・マッサージ
平成２７年２月２５

日 
熊本市北区龍田陳内参－２－４１ １０１ 

レイスマッサージ治療院 坂本 陽子 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ８ ３ 号   

平成２７年３月３０日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により次の指定医療機関から変更の

届出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   
医療（施術）機関名称・所在地・開設者氏名 変更年月日 変更事由 

（薬局） 

新 

サン薬局龍田店 

平成２６年１２月１日 組織変更 

熊本市北区龍田一丁目１６－６ 

株式会社サンメディック 代表取締役 森 雅徳 

旧 

サン薬局龍田店 

熊本市北区龍田一丁目１６－６ 

有限会社サンメディック 代表取締役 森 雅徳 
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告 示 第 １ ８ ４ 号   

平成２７年３月３０日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により次の指定医療機関から廃止の

届出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   
医療機関名称・所在地・開設者氏名 廃止年月日 

（医科） 

東熊消化器内科医院 

平成２７年１月３１日 熊本市戸島西一丁目１６番２２号 

医療法人社団青嶺会  理事長 谷口 秀人 

医療法人社団前橋会 前橋医院 

平成２７年２月２８日 熊本市東区桜木一丁目１番地の５ 

医療法人社団前橋会  理事長 前橋 武 

田島内科小児科医院 

平成２７年２月２２日 熊本市中央区新屋敷３－８－８ 

田島 幾子   

（訪問看護） 

クリニカルサポート訪問看護ステーションくまもと 

平成２７年２月２８日 熊本市中央区壺川一丁目８－６４ コスモビル２０２ 

株式会社クリニカルサポート  代表取締役 小宅 正 

（薬局） 

さくら調剤薬局植木店 

平成２７年１月３１日 熊本市北区植木町広住４６１－９ 

アドバンス株式会社  代表取締役 中村 明博 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ８ ５ 号   

平成２７年３月３０日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により次の指定医療機関から休止の

届出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   
医療機関名称・所在地・開設者氏名 休止年月日 

（薬局） 

あさがお薬局戸島店 

平成２７年２月１日 熊本市東区戸島西一丁目１６－２０ 

ザイタック九州株式会社  代表取締役 平尾 真 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ８ ６ 号   

平成２７年３月３０日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び同法第５３条第１項本文の

指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２並

びに法第１１５条の１０及び法施行規則第１４０条の２３の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

介護保険事

業所番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所

在地並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種類 
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４３７０１

１１０６６ 

地域生活応援館 

熊本市東区上南部二丁目１番６７

号 

株式会社くますま 

熊本市東区上南部二丁目１番

６７号 

代表取締役 河添 竜志郎 

平成２７年４月

１日 

福祉用具貸与 

 

介護予防福祉用

具貸与 

４３７０１

１１０６６ 

地域生活応援館 

熊本市東区上南部二丁目１番６７

号 

株式会社くますま 

熊本市東区上南部二丁目１番

６７号 

代表取締役 河添 竜志郎 

平成２７年４月

１日 

特定福祉用具販

売 

 

特定介護予防福

祉用具販売 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ８ ７ 号   

平成２７年３月３０日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び同法第５３条第１項本文の

指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２並

びに法第１１５条の１０及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

介護保険事

業所番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所

在地並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの

種類 

４３７０１

１１０８２ 

リハスタジオ Asmo 

熊本市北区龍田町弓削５３３番

地１ 

株式会社グローバル介護サービ

ス 

熊本市北区龍田弓削一丁目１６

番３８号 

代表取締役 白石 尊康 

平成２７年４

月１日 
通所介護 

４３７０１

１１０８２ 

リハスタジオ Asmo 

熊本市北区龍田町弓削５３３番

地１ 

株式会社グローバル介護サービ

ス 

熊本市北区龍田弓削一丁目１６

番３８号 

代表取締役 白石 尊康 

平成２７年４

月１日 

介護予防通所

介護 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ８ ８ 号   

平成２７年３月３０日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援事業者を次

のとおり指定したので、同法第８５条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３３条

の２の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

介護保険事業

所番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所

在地並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種

類 

４３７０１１

１０９０ 

ライフスタイルマネジメント

Soual 

熊本市東区月出二丁目４番４１号 

株式会社ZEN 

熊本市西区中原町１０９０－

６ 

代表取締役 米村 昌洋 

平成２７年４月

１日 
居宅介護支援 
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告 示 第 １ ８ ９ 号   

平成２７年３月３０日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定による届出がされたので、同法

第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２の規定により、次の

とおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

介護保険事業所

番号 
事業所の名称及び所在

地 
申請者及び主たる事

務所の所在地並びに

代表者の氏名 

廃止年月日 サービスの

種類 

４３７０１０６７

６９ 

訪問介護事業所すみれ 

熊本市中央区大江一丁目

２８番２６号  

あさひ合同会社 

熊本市中央区大江一丁目

２８番２６号 
代表社員 河野 安子 

平成２７年３月３

１日 

訪問介護 

介護予防訪問

介護 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ９ １ 号   

平成２７年３月３１日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５の規定による届出がされたので、同法第７８

条の１１及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の１４の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

介護保険事

業所番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の

所在地並びに代表者の氏名 

廃止年月日 サービスの

種類 

4390100677 

はなぞのケアセンター認知症対応

型通所介護 

熊本市西区花園七丁目２５番２３

号 

社会福祉法人 熊本厚生事業福

祉会 

熊本市中央区本荘五丁目１０番

２３号 

理事長 野口 駿 

平成２７年２月２

８日 

（介護予防）認

知症対応型通

所介護 

4390100651 

いずみの里デイサービスセンター

熊本市中央区出水五丁目１１番３

９号 

株式会社 暖 

熊本市南区流通団地一丁目５３

番地 

代表取締役 村上 博喜 

平成２７年３月３

１日 

（介護予防）認

知症対応型通

所介護 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ９ ２ 号   

平成２７年３月３１日   

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１１条第１項の規定により固定資産の価格等を固定資

産課税台帳に登録したので、同条第２項の規定により公示する｡ 

熊本市長 大 西 一 史   
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ９ ３ 号   

平成２７年３月３１日   

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師を次のとおり指定

したので、熊本市身体障害者福祉法施行細則（平成６年規則第第６３号）第４条の規定に基づき告示

する。 
 熊本市長 大 西 一 史   
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医師氏名 診療科目 医療機関名 所在地 指定年月日 

浅尾 禎孝 内 科 
とみあい内科クリ

ニック 

熊本市南区富合町新

４２４番３号 
平成２３年１月１日 

坂口 尚 
心臓血管

外科 

熊本大学医学部付

属病院 

熊本市中央区本荘一

丁目１－１ 

平成２７年３月２４

日 

岩本 範博 内科 済生会熊本病院 
熊本市南区近見五丁

目３番１号 

平成２７年３月２４

日 

増永 愛子 
呼吸器内

科 

熊本大学医学部付

属病院 

熊本市中央区本荘一

丁目１－１ 

平成２７年３月２４

日 

松本 哲夫 神経内科 武蔵ヶ丘病院 
熊本市北区楠七丁目

１５－１ 

平成２７年３月２４

日 

阿部 靖之 整形外科 熊本中央病院 
熊本市南区田井島一

丁目５－１ 

平成２７年３月２４

日 

安藤 卓 整形外科 済生会熊本病院 
熊本市南区近見五丁

目３番１号 

平成２７年３月２４

日 

矢渡 健一 整形外科 成尾整形外科病院 
熊本市中央区岡田町

１２－２４ 

平成２７年３月２４

日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ９ ４ 号   

平成２７年３月３１日   

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

４条第２項の指定自立支援医療機関を次のとおり指定したので、同法第６９条第１項の規定に基づき

告示する。 
熊本市長 大 西 一 史   

医療機関名 所在地 

担当すべ

き 

医療の種

類 

主担当医師・

薬剤師名 
指定年月日 

新生堂薬局 佐土

原店 

熊本市東区佐土原三

丁目１１番１００号 
調剤 

佐々木 菊

男 

平成２７年４月１

日 

長嶺ごふく薬局 
熊本市東区長嶺南六

丁目２５番３０号 
調剤 落合 敬史 

平成２７年４月１

日 

熊本大学医学部付

属病院 

熊本市中央区本荘一

丁目１番１号 

心臓脈管

外科 
坂口 尚 

平成２７年４月１

日 

熊本市民病院 
熊本市東区湖東一丁

目１－６０ 
整形外科 相良 孝昭 

平成２７年４月１

日 

熊本中央病院 
熊本市南区田井島一

丁目５－１ 
整形外科 阿部 靖之 

平成２７年４月１

日 

熊本大学医学部付

属病院 

熊本市中央区本荘一

丁目１番１号 
口腔 中山 秀樹 

平成２７年４月１

日 

薬局セントラルフ

ァーマシー長嶺 

熊本市東区長嶺南二

丁目８－８３ 
調剤 天方 奉子 

平成２７年４月１

日 

託麻中央薬局 
熊本市東区西原一丁

目２番６７号 
調剤 徳山 智治 

平成２７年４月１

日 
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くまもと東部薬局 
熊本市中央区湖東一

丁目１－６５ 
調剤 

本村 奈津

子 

平成２７年４月１

日 

タケシタ調剤薬局 

新屋敷店 

熊本市中央区新屋敷

一丁目１７番３９号 
調剤 今泉 文子 

平成２７年４月１

日 

花園ファルマシア 
熊本市西区花園五丁

目８番１２号 
調剤 

渡邊 宗太

郎 

平成２７年４月１

日 

さくら調剤薬局 

清水店 

熊本市北区津浦町１

３番４５号 
調剤 古市 律子 

平成２７年４月１

日 

ホスピタ薬局 
熊本市南区御幸木部

一丁目２番３８号 
調剤 

吉安 美友

季 

平成２７年４月１

日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ９ ５ 号   

平成２７年３月３１日   

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６

５条に規定する医療機関の辞退の申出があったので、同法第６９条第３項の規定に基づき告示する。 

熊本市長 大 西 一 史   

指定医療機関 所 在 地 

辞退する

医療の種

類 

主として担当す

る医師（薬剤師）

氏名 

辞退年月日 

クリニカルサポー

ト 
訪問看護ステー 
ションくまもと 

熊本市中央区壺川 

１丁目８番６４号 

コスモビル２０２ 

訪問看護 － 平成２７年３月１日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ９ ６ 号   

平成２７年３月３１日   

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）及び同法第１

３１条第３号の規定に基づく配当計算書の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、地方税

法（昭和２５年第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）第１３条の

規定に基づき公示する。 
なお、当該書類は熊本市財政局納税課に保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長 大 西 一 史   
１ 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 
  ２人 
２ 送達をする書類名 
  差押調書（謄本） 
  配当計算書 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ９ ７ 号   

平成２７年３月３１日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項本文の指定をしたので、同法第７８条

の１１及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の１４の規定により告示する。 

熊本市長 大 西 一 史   
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介護保険事業

所番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の

所在地並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種

類 

４３９０１０

１６１８ 

小規模多機能型居宅介護事業所

楽しい家飽田南 

熊本市南区護藤町１５９９ 

社会福祉法人 上ノ郷福祉会 

熊本市南区上ノ郷一丁目１０番

５号 

理事長 宮﨑 チエ子 

平成２７年４月

１日 

小規模多機能

型居宅介護 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ９ ８ 号   

平成２７年３月３１日   

市税督促状の送達を受けるべき者の住所又は居所が不明のため、当該書類を送達することができな

いので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第

８９号）第１３条の規定に基づき告示する。 
なお、督促状は熊本市財政局納税課で保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長 大 西 一 史   
１ 督促状送達の効力の発生日 

この掲示を始めた日から起算して７日を経過した日 

２ 督促状の送達を受けるべき者の住所及び氏名 

(1) 市県民税（普通徴収）（登載省略） 

  ３４１件 

(2) 固定資産税（登載省略） 

   １８８件 

(3) 軽自動車税（登載省略） 

   １件                   

(4) 市県民税（特別徴収）（登載省略） 
   １６件 

(5) 法人市民税（登載省略） 

   ３件 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ９ ９ 号   

平成２７年３月３１日   

 平成２６年６月２４日告示第４６８号にて告示した告示内容を、次のように訂正する。その関係書

類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長 大 西 一 史   

 整理番号 路 線 名 
起 点 

終 点 

誤 ２３－８７３ 
御領５丁目 

第２号線 

東区御領５丁目５９５番６       地先 

東区御領５丁目５９５番１６      地先 

正 ２３－８７７ 
御領５丁目 

第２号線 
東区御領５丁目５９５番６       地先 
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東区御領５丁目５９５番１６      地先 

 

誤 ２３－８７４ 
小山４丁目 

第６号線 

東区小山４丁目８１５番１      地先 

東区小山４丁目８１０番１４     地先 

正 ２３－８７８ 
小山４丁目 

第６号線 

東区小山４丁目８１５番１      地先 

東区小山４丁目８１０番１４     地先 

東区小山４丁目８１０番２０      地先 

東区小山４丁目８１０番１４      地先 

東区小山４丁目８１０番２０      地先 

東区小山４丁目８１０番１４      地先 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ０ ０ 号   

平成２７年３月３１日   

平成２５年６月２４日告示第５００号にて告示した告示内容を、次のように訂正する。その関係書

類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 
熊本市長 大 西 一 史   

 整理番号 路 線 名 
起 点 
終 点 

誤 
３０－３０６８

１ 
滴水 

第１９号線 

北区植木町滴水１０５０番７      地先 

北区植木町滴水１０４８番２０     地先 

正 
３０－３０６８

２ 
滴水 

第１９号線 

北区植木町滴水１０５０番７      地先 

北区植木町滴水１０４８番２０     地先 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ０ １ 号   

平成２７年３月３１日   

平成２５年１０月７日告示第７６６号にて告示した告示内容を、次のように訂正する。その関係書

類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 
熊本市長 大 西 一 史   
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 整理番号 路 線 名 
起 点 
終 点 

誤 
３０－３０６８

１ 

滴水 

第２０号線 

北区植木町滴水１７５６番４     地先 

北区植木町滴水１７５６番１１    地先 

正 
３０－３０６８

３ 

滴水 

第２０号線 

北区植木町滴水１７５６番４     地先 

北区植木町滴水１７５６番１１    地先 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ０ ２ 号   

平成２７年３月３１日   

平成２６年１０月７日告示第７０６号にて告示した告示内容を、次のように訂正する。その関係書

類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 
熊本市長 大 西 一 史   

 整理番号 路 線 名 
起 点 
終 点 

誤 １６－１４８ 
南高江６丁目 

第２号線 

南区南高江６丁目２７７番１      地先 

南区南高江６丁目２７５番１      地先 

正 １６－５８８ 
南高江６丁目 

第２号線 

南区南高江６丁目２７７番１      地先 

南区南高江６丁目２７５番１      地先 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ０ ３ 号   

平成２７年３月３１日   

 車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項第３号の規定により通行する車両の高

さの最高限度が４．１メートルである道路を次のとおり指定し、同令第１０条第１項の規定によ

り当該道路を通行する高さが３．８メートルを超え４．１メートル以下の車両の通行方法を次の

とおり定める。 

熊本市長 大 西 一 史   
１ 指定する道路の種類、路線名及び区間 

道路の種類 路 線 名 区     間 

主要地方道 熊本高森線 
熊本市西区小島５丁目２３４番１地先から 

熊本市西区新土河原２丁目６４９番１地先まで 

一般県道 並建熊本線 
熊本市南区荒尾１丁目１７１７番１地先から 

熊本市西区新土河原２丁目６４９番１地先まで 

一般県道 瀬田熊本線 
熊本市東区鹿帰瀬町５０５番２地先から 

熊本市東区石原３丁目２８番１地先まで 
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一般県道 辛川鹿本線 
熊本市東区鹿帰瀬町３０３番１３から 

熊本市東区鹿帰瀬町５０５番２まで 

２ 指定する期日  平成２７年４月１日 

３ 通行方法 

  １の道路を通行する高さが３．８メートルを超え４．１メートル以下の車両は、次の通行方

法によらなければならない。 

(1) 走行位置の指定 

トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵すおそれが

あるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りす

るためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十

分に注意すること。 

(2)  後方警戒措置 

後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法０．２３メ

ートル以上、縦寸法０．１２メートル以上（又は横寸法０．１２メートル以上、縦寸法０．

２３メートル以上）の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」

と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。 

 (3) 道路情報の収集 

   道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集

し、上空障害箇所のないことを確認のうえ走行すること。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ０ ４ 号   

平成２７年３月３１日   

車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項第３号の規定により通行する車両の高

さの最高限度が４．１メートルに指定した道路を次のとおり解除する。 

熊本市長 大 西 一 史   
１ 指定を解除する道路の種類、路線名及び区間 

道路の種類 路 線 名 区     間 

一般県道 瀬田熊本線 
熊本市東区石原町３０４番地先から 

熊本市東区鹿帰瀬町７１１番１地先まで 

２ 指定を解除する期日  平成２７年４月１日 

３ 指定を解除する理由  指定区間の見直しに伴う路線の整理 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ０ ５ 号   

平成２７年３月３１日   
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、市道の区域を変更する。そ

の関係書類は告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 
熊本市長 大 西 一 史   

整理番号 路  線  名 

道    路    の    区    域 

新旧の

別
区          間 

敷地の幅員 延長 

（ｍ） （ｍ） 

１ ‐ １８９  
北千反畑町西子飼町 

第１号線 

旧
中央区西子飼町１０番２６地先 から ５．０   

２４．４
中央区東子飼町８番３９地先 まで ～ １２．８  

新
中央区西子飼町１０番２６地先 から ５．１   

１０．０
中央区東子飼町８番３９地先 まで ～ ５．８  
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１ ‐ １９３  
子飼本町黒髪２丁目 

第１号線 

旧
中央区子飼本町１５７番地先 から ２．４   

１５．２
中央区子飼本町１７４番地先 まで ～ ２．８  

新
中央区子飼本町１５７番１地先 から ２．４   

１５．２
中央区子飼本町１７４番地先 まで ～ ３．５  

１ ‐ １９６  子飼本町第５号線 

旧
中央区子飼本町１４６番地先 から ２．０   

１４．８
中央区子飼本町１５７番地先 まで ～ ２．３  

新
中央区子飼本町１４６番地先 から ３．０   

１４．４
中央区子飼本町１５７番１地先 まで ～ ３．２  

１ ‐ ２７０  壷川２丁目第１号線 

旧 

中央区壷川２丁目２６５番２地先 から ４．４   
２２．６

中央区壷川２丁目１８０６番１地先 まで ～ ４．９  

新 

中央区壷川２丁目２６５番２０地先 から ４．９   
２２．６

中央区壷川２丁目１８０６番１地先 まで ～ ５．２  

１ ‐ ３１２  京町２丁目第６号線 

旧
中央区京町２丁目２９０番地先 から １．８   

１６．６
中央区京町２丁目３１７番地先 まで ～ ２．４  

新
中央区京町２丁目２９０番地先 から ３．４   

１６．６
中央区京町２丁目３１７番２地先 まで ～ １２．６  

２ ‐ ３０  黒髪１丁目第８号線 

旧
中央区黒髪１丁目３４９番３地先 から ２．３   

１０．５
中央区黒髪１丁目３８３番１地先 まで ～ ２．４  

新
中央区黒髪１丁目３４９番３地先 から ３．２   

１０．５
中央区黒髪１丁目３８３番１地先 まで ～ ３．２  

２ ‐ １０３  黒髪５丁目第１８号線 

旧
中央区黒髪５丁目８４番地先 から ２．４   

４４．０
中央区黒髪５丁目８３番地先 まで ～ ２．８  

新
中央区黒髪５丁目８４番地先 から ３．１   

４４．０
中央区黒髪５丁目８３番１地先 まで ～ ４．０  

２ ‐ １２４  黒髪６丁目第１５号線 

旧
中央区黒髪６丁目３２１番地先 から １．５   

４３．２
中央区黒髪６丁目４７１番１地先 まで ～ ３．６  

新
中央区黒髪６丁目３２１番２地先 から １．５   

４３．２
中央区黒髪６丁目４７１番１地先 まで ～ ４．４  

２ ‐ １２５  黒髪６丁目第１６号線 

旧

中央区黒髪６丁目３２３番地先 から ３．４   
３９．５

中央区黒髪６丁目３１９番３地先 まで ～ １１．３  

新

中央区黒髪６丁目３２３番１地先 から １．８   
３８．９

中央区黒髪６丁目３１９番３地先 まで ～ ６．２  

２ ‐ １３６  黒髪６丁目第２７号線 

旧
中央区黒髪６丁目８０６番地先 から ３．４   

３５．３
中央区黒髪６丁目７８４番１地先 まで ～ ４．０  

新
中央区黒髪６丁目８０６番地先 から ４．０   

３５．３
中央区黒髪６丁目７８４番１地先 まで ～ ４．０  

３ ‐ １１  大江４丁目３丁目第１号線 

旧
中央区大江３丁目６番２５地先 から ７．８   

３１１．５
中央区大江３丁目６番４地先 まで ～ ７．９  

新
中央区大江３丁目６番２５地先 から ９．５   

３１１．５
中央区大江３丁目６番４地先 まで ～ １１．２  

３ ‐ ４２  渡鹿４丁目第３号線 旧
中央区渡鹿４丁目６０６番２地先 から ３．６   

８．１
中央区渡鹿４丁目６００番２地先 まで ～ ３．９  
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新
中央区渡鹿４丁目６６８番地先 から ４．１   

８．１
中央区渡鹿４丁目６００番２地先 まで ～ ４．２  

３ ‐ ４３  渡鹿４丁目第４号線 

旧
中央区渡鹿４丁目６６８番地先 から ３．２   

１５．７
中央区渡鹿４丁目６００番２地先 まで ～ ４．３  

新
中央区渡鹿４丁目６６８番地先 から ３．６   

１５．４
中央区渡鹿４丁目６００番２地先 まで ～ ４．６  

３ ‐ １８３  大江３丁目第７号線 

旧
中央区大江３丁目９番１０地先 から ２．７   

１７．６
中央区大江３丁目８番２６地先 まで ～ ３．２  

新
中央区大江３丁目９番１０地先 から ３．４   

１７．６
中央区大江３丁目８番２６地先 まで ～ ３．６  

３ ‐ ３７２  大江１丁目第２９号線 

旧
中央区大江１丁目２６番８地先 から ２．６   

１８．８
中央区大江１丁目２５番２１地先 まで ～ ２．９  

新
中央区大江１丁目２６番８地先 から ４．０   

１８．８
中央区大江１丁目２５番２１地先 まで ～ ４．０  

４ ‐ １５３  水前寺公園第３号線 

旧
中央区水前寺公園２３８番地先 から ２．９   

５０．４
中央区水前寺公園２５８番地先 まで ～ ４．１  

新
中央区水前寺公園２３８番地先 から ２．５   

５０．４
中央区水前寺公園２５８番１地先 まで ～ ３．２  

４ ‐ １７６  
国府４丁目出水６丁目 

第１号線 

旧

中央区出水５丁目９３番地先 から ４．４   
１１．０

中央区出水６丁目３２５番１地先 まで ～ ５．０  

新

中央区出水５丁目９３番地先 から ４．８   
１１．０

中央区出水６丁目３２５番１地先 まで ～ ５．０  

４ ‐ １７９  
出水１丁目国府３丁目 

第１号線 

旧
中央区国府３丁目５８１番地先 から ６．２   

３６．２
中央区国府３丁目７６１番１地先 まで ～ ６．３  

新
中央区国府３丁目５８１番２地先 から ６．５   

３６．２
中央区国府３丁目７６１番１地先 まで ～ ６．７  

４ ‐ １７９  
出水１丁目国府３丁目 

第１号線 

旧
中央区国府３丁目２４４番地先 から ６．４   

４．６
中央区国府３丁目７７０番地先 まで ～ ９．５  

新
中央区国府３丁目２４４番地先 から ６．４   

４．６
中央区国府３丁目７７０番地先 まで ～ １０．９  

４ ‐ １８７  国府３丁目第２号線 

旧
中央区国府３丁目７９３番地先 から ２．０   

９５．６
中央区国府３丁目７７４番地先 まで ～ ４．０  

新
中央区国府３丁目７９３番１地先 から ２．８   

９５．０
中央区国府３丁目７７４番地先 まで ～ ８．４  

４ ‐ ２５０  出水７丁目第１号線 

旧
中央区出水７丁目４５２番地先 から １．９   

１８０．９
中央区出水７丁目５１４番地先 まで ～ ３．６  

新
中央区出水７丁目４５２番地先 から １．９   

２１２．１
中央区出水７丁目５１４番地先 まで ～ ８．４  

４ ‐ ３３１  国府３丁目第２０号線 

旧
中央区国府３丁目７９５番地先 から ４．５   

２７．１
中央区国府３丁目７７０番地先 まで ～ ５．０  

新
中央区国府３丁目７９５番地先 から ５．０   

２６．８
中央区国府３丁目７７０番地先 まで ～ ６．０  

５ ‐ ９５  琴平本町第８号線 旧 中央区琴平本町４５番地先 から ２．２   ２３．８
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中央区琴平本町１３番１の２地先 まで ～ ２．９  

新
中央区琴平本町４５番１地先 から ３．０   

２３．８
中央区琴平本町１３番１の２地先 まで ～ ３．３  

５ ‐ ２３６  本山４丁目第８号線 

旧
中央区本山４丁目２２６番地先 から ３．７   

１８．２
中央区本山４丁目２０１番地先 まで ～ ３．７  

新
中央区本山４丁目２２６番１地先 から ３．８   

１８．２
中央区本山４丁目２０１番地先 まで ～ ４．０  

６ ‐ １４  横手４丁目第２号線 

旧

西区横手４丁目４４１番１地先 から ２．６   
２．１

西区横手４丁目４５６番２地先 まで ～ ２．７  

新

西区横手４丁目４４１番１地先 から ３．３   
２．１

西区横手４丁目４５６番２地先 まで ～ ３．３  

６ ‐ ９２  春日１丁目第５号線 

旧
西区春日１丁目１２７２番地先 から ２．３   

２２．２
西区春日１丁目１２６０番地先 まで ～ ２．８  

新
西区春日１丁目１２７２番１地先 から ３．３   

２２．２
西区春日１丁目１２６０番地先 まで ～ ３．４  

６ ‐ ２５３  
二本木５丁目蓮台寺町 

第２号線 

旧
西区二本木４丁目４２２番１地先 から ２．７   

１６．９
西区蓮台寺１丁目２０番地先 まで ～ ２．９  

新
西区二本木４丁目４２２番１地先 から ３．５   

１６．９
西区蓮台寺１丁目２０番地先 まで ～ ３．６  

６ ‐ ３１２  田崎本町第３号線 

旧
西区田崎本町８１番２地先 から ３．０   

２６．１
西区田崎本町８３番地先 まで ～ ３．９  

新
西区田崎本町８１番２地先 から ３．３   

２６．１
西区田崎本町８３番地先 まで ～ ４．１  

６ ‐ ３５４  田崎本町第１６号線 

旧
西区田崎本町８４番地先 から ２．９   

２１．５
西区田崎本町１５２番地先 まで ～ ３．５  

新
西区田崎本町８４番１地先 から ３．５   

２１．５
西区田崎本町１５２番地先 まで ～ ４．２  

６ ‐ ４０１  蓮台寺町第３２号線 

旧
西区蓮台寺２丁目８２７番２地先 から ４．２   

２６．２
西区蓮台寺２丁目７５３番３地先 まで ～ ６．３  

新
西区蓮台寺２丁目８２７番８地先 から ４．５   

２６．２
西区蓮台寺２丁目７５３番３地先 まで ～ ８．６  

７ ‐ ７  花園７丁目第１号線 

旧
西区花園７丁目１９１３番地先 から ３．１   

２９４．０
西区花園７丁目１８６５番地先 まで ～ ８．７  

新
西区花園７丁目１９１３番地先 から ４．０   

２８９．３
西区花園７丁目１８６５番地先 まで ～ １５．５  

７ ‐ ２４  花園５丁目第７号線 

旧
西区花園５丁目７００番２地先 から ２．８   

２７．５
西区花園５丁目７０６番地先 まで ～ ３．９  

新
西区花園５丁目７００番２地先 から ３．４   

２７．５
西区花園５丁目７０６番１地先 まで ～ ３．９  

７ ‐ ３１９  島崎２丁目第２６号線 

旧

西区島崎２丁目２１番２地先 から ３．７   
３０．３

西区島崎２丁目４１番１地先 まで ～ ３．９  

新 西区島崎２丁目２１番２地先 から ４．０   ３０．３
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西区島崎２丁目４１番１地先 まで ～ ４．１  

８ ‐ ２０  池田１丁目第２号線 

旧
西区池田１丁目１０５２番２地先 から ２．３   

１２．４
西区池田１丁目１０５４番地先 まで ～ ２．７  

新
西区池田１丁目１０５２番２地先 から ３．２   

１２．４
西区池田１丁目１０５４番１地先 まで ～ ３．３  

８ ‐ ２４  上熊本３丁目第１号線 

旧
西区上熊本３丁目２０２番地先 から ２．７   

２５．８
西区池田１丁目１０５１番地先 まで ～ ３．０  

新
西区上熊本３丁目２０２番１地先 から ３．７   

２５．８
西区池田１丁目１０５１番地先 まで ～ ４．５  

８ ‐ ８９  池田３丁目第７号線 

旧
北区池田３丁目９８２番地先 から ２．０   

４１．１
北区池田３丁目９８５番地先 まで ～ ３．０  

新
北区池田３丁目９８２番１地先 から ３．０   

４１．１
北区池田３丁目９８５番地先 まで ～ ４．０  

８ ‐ １６４  池田２丁目第２２号線 

旧
西区池田２丁目５３３番２地先 から ２．９   

７９．８
西区池田２丁目５４８番３地先 まで ～ ６．９  

新
西区池田２丁目５３３番２地先 から ３．３   

７５．９
西区池田２丁目５４８番３地先 まで ～ ４．８  

８ ‐ １７１  池田２丁目第２９号線 

旧
西区池田２丁目５３５番地先 から １．４   

１３３．８
西区池田２丁目５３２番２地先 まで ～ ８．７  

新
西区池田２丁目５３５番地先 から ２．９   

１０５．０
西区池田２丁目５３２番２地先 まで ～ ３．０  

８ ‐ １７５  池田２丁目第３３号線 

旧
西区池田２丁目５３３番１地先 から ０．８   

８３．１
西区池田２丁目５３５番地先 まで ～ ５．３  

新
西区池田２丁目５３３番１地先 から ２．８   

７４．０
西区池田２丁目５３５番地先 まで ～ ９．８  

９ ‐ ２３  室園町第８号線 

旧
北区室園町４４４番地先 から １．８   

９．９
北区室園町４６０番地先 まで ～ １．８  

新
北区室園町４４４番地先 から ３．０   

９．９
北区室園町４６０番２地先 まで ～ ３．０  

９ ‐ ５５  打越町第３０号線 

旧

北区打越町３０６番地先 から ２．５   
１３６．６

北区打越町２８５番地先 まで ～ ４．６  

新

北区打越町３０６番地先 から ５．０   
１３６．６

北区打越町２８５番地先 まで ～ ８．４  

９ ‐ ５６  打越町第１５号線 

旧
北区打越町２８５番地先 から ４．４   

４．０
北区打越町５０８番地先 まで ～ ４．６  

新
北区打越町２８５番地先 から

０．０  ０．０
北区打越町５０８番地先 まで

９ ‐ ８０  津浦町第１１号線 

旧
北区津浦町４８１番１地先 から ３．６   

２８．０
北区津浦町４４１番１地先 まで ～ ４．２  

新
北区津浦町４８１番１地先 から ４．０   

２８．０
北区津浦町４４１番３地先 まで ～ ４．６  

９ ‐ ２２６  大窪第８号線 旧
北区大窪１丁目３番地先 から ２．５   

８１．８
北区山室１丁目２６番５地先 まで ～ ９．３  
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新
北区大窪１丁目３番地先 から ２．５   

８３．９
北区山室１丁目２６番５地先 まで ～ １６．６  

９ ‐ ２４１  大窪第１９号線 

旧
北区大窪１丁目８７０番１地先 から ４．５   

９．９
北区大窪１丁目７６１番２地先 まで ～ ９．０  

新
北区大窪１丁目８７０番１地先 から ４．５   

８．９
北区大窪１丁目７６１番２地先 まで ～ ８．４  

９ ‐ ２６６  大窪第３８号線 

旧
北区大窪２丁目１５６番地先 から １．８   

１４．６
北区大窪２丁目４７９番１地先 まで ～ １．８  

新
北区大窪２丁目１５６番２地先 から ２．９   

１４．６
北区大窪２丁目４７９番１地先 まで ～ ２．９  

９ ‐ ２８１  清水本町第４号線 

旧
北区清水本町１９９番１地先 から ２．６   

１９．５
北区清水本町１９６番４地先 まで ～ ２．８  

新
北区清水本町１９９番１地先 から ４．０   

１９．５
北区清水本町１９６番８地先 まで ～ ４．３  

９ ‐ ３３４  清水亀井町第１５号線 

旧
北区清水亀井町７４５番１地先 から ２．７   

１８．３
北区清水亀井町７４９番１地先 まで ～ ２．８  

新
北区清水亀井町７４５番１地先 から ３．３   

１８．３
北区清水亀井町７４９番１地先 まで ～ ３．５  

９ ‐ ３７２  八景水谷１丁目第１３号線 

旧

北区八景水谷１丁目１１４２番６地先 から ２．０   
９．１

北区八景水谷１丁目１２１９番５地先 まで ～ ３．０  

新

北区八景水谷１丁目１１４２番６地先 から ３．１   
９．１

北区八景水谷１丁目１２１９番５地先 まで ～ ４．０  

９ ‐ ４１８  大窪第４７号線 

旧
北区大窪４丁目９２６番地先 から ２．０   

１０．３
北区大窪４丁目９２７番５地先 まで ～ ２．０  

新
北区大窪４丁目９２６番地先 から ３．０   

１０．３
北区大窪４丁目９２７番５地先 まで ～ ３．０  

９ ‐ ４９２  麻生田第１６号線 

旧
北区麻生田３丁目１７７５番１３地先 から ４．４   

１．７
北区麻生田３丁目１７７３番２地先 まで ～ ５．１  

新
北区麻生田３丁目１７７５番１３地先 から ４．４   

１．７
北区麻生田３丁目１７７３番２地先 まで ～ ７．０  

９ ‐ ４９２  麻生田第１６号線 

旧
北区麻生田３丁目１７７５番１４地先 から ３．２   

８．６
北区麻生田３丁目１７７３番１地先 まで ～ ４．０  

新
北区麻生田３丁目１７７５番１４地先 から ３．６   

８．６
北区麻生田３丁目１７７３番１地先 まで ～ ４．０  

９ ‐ ５３２  麻生田第５６号線 

旧
北区楡木２丁目１５６０番２８地先 から ４．２   

４７．３
北区楡木２丁目１５３５番１地先 まで ～ ６．２  

新
北区楡木２丁目１５６０番２８地先 から ５．０   

４７．３
北区楡木２丁目１５３５番１４地先 まで ～ ７．２  

９ ‐ ５３３  麻生田第５７号線 

旧
北区麻生田２丁目１６０９番地先 から ４．５   

５．９
北区麻生田２丁目１６０６番地先 まで ～ ４．５  

新
北区麻生田２丁目１６０９番地先 から

０．０ ０．０
北区麻生田２丁目１６０６番地先 まで

９ ‐ ５３４  麻生田第５８号線 旧 北区麻生田２丁目１６１３番１地先 から ２．１   ４５．８
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北区麻生田２丁目１６０６番地先 まで ～ ２．１  

新
北区麻生田２丁目１６１３番１地先 から ３．１   

４７．８
北区麻生田２丁目１６０６番７地先 まで ～ ６．８  

９ ‐ ５４８  楡木第１５号線 

旧
北区楡木３丁目１３５３番１地先 から ３．０   

１５．７
北区楡木３丁目１３４９番１地先 まで ～ ４．２  

新
北区楡木３丁目１３５３番１地先 から ４．２   

１５．７
北区楡木３丁目１３４９番１地先 まで ～ ４．２  

９ ‐ ５９２  兎谷第２１号線 

旧

北区兎谷２丁目８４番地先 から ２．０   
４３．７

北区兎谷２丁目８５番１地先 まで ～ ２．９  

新

北区兎谷２丁目８４番１地先 から ２．５   
４３．７

北区兎谷２丁目８５番１地先 まで ～ ４．３  

９ ‐ ５９２  兎谷第２１号線 

旧
北区兎谷２丁目８４番地先 から ２．０   

３０．２
北区兎谷２丁目８５番１地先 まで ～ ６．１  

新
北区兎谷２丁目８４番３地先 から ４．０   

３０．２
北区兎谷２丁目８５番１地先 まで ～ ７．４  

９ ‐ ９４１  楡木第６１号線 

旧
北区龍田３丁目２３８６番地先 から ６．１   

１２．１
北区兎谷３丁目２３９５番１地先 まで ～ ６．１  

新
北区龍田３丁目２３８６番地先 から ６．１   

１２．１
北区兎谷３丁目２３９５番１地先 まで ～ １０．０  

１０ ‐ ６１  上立田第７号線 

旧
北区龍田１丁目４９０番７地先 から ３．４   

７１．４
北区龍田１丁目５０７番地先 まで ～ ４．０  

新
北区龍田１丁目４９０番７地先 から ４．０   

７１．４
北区龍田１丁目５０７番地先 まで ～ ４．０  

１０ ‐ ９８  上立田第４３号線 

旧
北区龍田８丁目１１７０番１地先 から ２．５   

４２．７
北区龍田８丁目１１５２番１地先 まで ～ ３．７  

新
北区龍田８丁目１１７０番３地先 から ３．１   

４２．７
北区龍田８丁目１１５２番１地先 まで ～ ３．７  

１０ ‐ １１６  上立田第６１号線 

旧
北区龍田５丁目１７５２番地先 から １．８   

３８．５
北区龍田５丁目１７７０番地先 まで ～ ５．４  

新
北区龍田５丁目１７５２番４地先 から ２．８   

３８．５
北区龍田５丁目１７７０番地先 まで ～ ６．５  

１０ ‐ １２２  上立田第６７号線 

旧
北区龍田３丁目２３９５番３地先 から ２．４   

２４．８
北区兎谷３丁目２３９５番１地先 まで ～ ６．０  

新
北区龍田３丁目２３９５番３地先 から ５．７   

２４．８
北区兎谷３丁目２３９５番１地先 まで ～ １１．４  

１０ ‐ ２０３  弓削第１４号線 

旧
北区武蔵ヶ丘１丁目１３７４番４地先 から ２．３   

５２．４
北区武蔵ヶ丘１丁目１３９４番２地先 まで ～ ４．０  

新
北区武蔵ヶ丘１丁目１３７４番４地先 から ３．１   

５２．４
北区武蔵ヶ丘１丁目１３９４番２地先 まで ～ ４．０  

１０ ‐ ３０９  弓削第９３号線 

旧

北区龍田町弓削８３７番１地先 から ３．３   
５９．３

北区龍田町弓削８３９番地先 まで ～ ５．５  

新 北区龍田町弓削８３７番１地先 から ３．７   ５９．３
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北区龍田町弓削８３９番地先 まで ～ ５．８  

１０ ‐ ３３９  弓削第１０８号線 

旧
北区楠８丁目１９２８番１０地先 から ２．２   

４４．７
北区楠８丁目１９２３番地先 まで ～ ８．０  

新
北区楠８丁目１９２８番１０地先 から ２．２   

４３．０
北区楠８丁目１９２３番地先 まで ～ ８．０  

１１ ‐ ３１  保田窪本町第１８号線 

旧
東区保田窪３丁目６８３番１地先 から ４．０   

９．３
東区保田窪３丁目６８８番１０地先 まで ～ ４．０  

新
東区保田窪３丁目６８３番１地先 から ４．０   

９．３
東区保田窪３丁目６８８番１０地先 まで ～ ５．０  

１１ ‐ ３１  保田窪本町第１８号線 

旧
東区保田窪３丁目６８６番４地先 から

０．０ ０．０
東区保田窪本町６８６番２地先 まで

新
東区保田窪３丁目６８６番４地先 から ３．８   

４．４
東区保田窪本町６８６番２地先 まで ～ ３．９  

１１ ‐ ３２  保田窪本町第１９号線 

旧
東区保田窪３丁目６８３番３地先 から

０．０ ０．０
東区保田窪本町６８５番１地先 まで

新
東区保田窪３丁目６８３番３地先 から ５．０   

３１．６
東区保田窪本町６８５番１地先 まで ～ ５．０  

１１ ‐ ７２  保田窪本町第５４号線 

旧
東区御領１丁目８４３番７地先 から ３．１   

３１．０
東区西原２丁目１１９０番１地先 まで ～ ４．０  

新
東区御領１丁目８４３番７地先 から ３．１   

３１．０
東区西原２丁目１１９０番３地先 まで ～ ４．９  

１１ ‐ ９１  新南部町第２０号線 

旧
東区新南部３丁目３１５番１地先 から １．７   

７３．８
東区新南部３丁目３２１番６地先 まで ～ ４．２  

新
東区新南部３丁目３１５番１地先 から ２．８   

７３．８
東区新南部３丁目３２１番６地先 まで ～ ４．４  

１１ ‐ ９１  新南部町第２０号線 

旧
東区新南部３丁目３２７番１地先 から ４．２   

１５．３
東区新南部３丁目３２６番地先 まで ～ ５．０  

新
東区新南部３丁目３２７番１地先 から ５．０   

１５．３
東区新南部３丁目３２６番地先 まで ～ ５．０  

１１ ‐ ９１  新南部町第２０号線 

旧

東区新南部３丁目３２７番２地先 から ３．０   
３１．５

東区新南部３丁目３２８番１６地先 まで ～ ９．０  

新

東区新南部３丁目３２７番２地先 から ４．０   
３１．５

東区新南部３丁目３２８番１６地先 まで ～ ８．８  

１１ ‐ ３６２  
保田窪３丁目４丁目 

第１号線 

旧
東区保田窪３丁目６８８番４地先 から ４．０   

５．９
東区保田窪４丁目７１０番１２地先 まで ～ ４．６  

新
東区保田窪３丁目６８８番４地先 から ４．０   

５．９
東区保田窪４丁目７１０番１２地先 まで ～ ５．０  

１２ ‐ ２７  湖東２丁目第７号線 

旧
東区湖東２丁目２１２番地先 から ４．７   

２２．３
東区湖東２丁目２３４番地先 まで ～ ６．４  

新
東区湖東２丁目２１２番地先 から ５．０   

２２．３
東区湖東２丁目２３４番１地先 まで ～ ８．７  

１２ ‐ ２４２  健軍４丁目第６号線 旧
東区健軍４丁目１０４３番地先 から ３．４   

１４．５
東区健軍４丁目１０３８番２地先 まで ～ ３．６  
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新
東区健軍４丁目１０４３番地先 から ３．６   

１４．５
東区健軍４丁目１０３８番２地先 まで ～ ３．９  

１２ ‐ ３５７  広木町第８号線 

旧
東区広木町３２９番１地先 から ３．２   

２８．５
東区広木町３３１番地先 まで ～ ４．１  

新
東区広木町２８３番１１地先 から ４．１   

２８．５
東区広木町３３１番地先 まで ～ ５．２  

１２ ‐ ４０４  健軍町第３１号線 

旧
東区山ノ内１丁目３０８７番１地先 から ２．６   

２１．３
東区山ノ内１丁目３０４９番１地先 まで ～ ４．０  

新
東区山ノ内１丁目３０８７番１地先 から ４．０   

２１．３
東区山ノ内１丁目３０４９番１地先 まで ～ ８．１  

１２ ‐ ４２４  健軍町第５０号線 

旧
東区山ノ神２丁目３４０４番地先 から ３．２   

３２．３
東区山ノ神２丁目２６１２番３３地先 まで ～ ３．４  

新
東区山ノ神２丁目３４０４番１６地先 から ４．２   

３２．３
東区山ノ神２丁目２６１２番３３地先 まで ～ ６．９  

１２ ‐ ４４１  健軍町第６７号線 

旧
東区佐土原３丁目３４６８番１地先 から ３．６   

１５１．８
東区佐土原３丁目４５８番３地先 まで ～ ４．９  

新
東区佐土原３丁目３４６８番１地先 から ６．５   

１４９．４
東区佐土原３丁目４５４番１４地先 まで ～ ６．６  

１２ ‐ ４５８  花立５丁目第２号線 

旧

東区花立５丁目３８４７番２地先 から ３．０   
１５．３

東区花立５丁目３９０３番２地先 まで ～ ３．０  

新

東区花立５丁目３８４７番２地先 から ３．０   
１５．３

東区花立５丁目３９０３番２地先 まで ～ ４．１  

１２ ‐ ５９７  健軍町第１０８号線 

旧
東区小峯２丁目２６１２番５９３地先 から ４．５   

２７．１
東区小峯１丁目２６１２番９１地先 まで ～ ４．５  

新
東区小峯２丁目２６１２番６１６地先 から ６．０   

２７．１
東区小峯１丁目２６１２番９１地先 まで ～ ６．０  

１２ ‐ ８３０  健軍町第１６７号線 

旧
東区月出３丁目２４３２番５６地先 から ３．８   

５５．２
東区月出７丁目２４３２番１９０地先 まで ～ ４．０  

新
東区月出３丁目２４３２番５３１地先 から ５．０   

５５．２
東区月出７丁目２４３２番１９０地先 まで ～ ５．３  

１２ ‐ ９１８  若葉６丁目第７号線 

旧
東区若葉６丁目３１９番地先 から ４．８   

２３．６
東区若葉６丁目３１７番２地先 まで ～ ６．６  

新
東区若葉６丁目３１９番地先 から ４．８   

２３．６
東区若葉６丁目３１７番１地先 まで ～ ５．０  

１２ ‐ １１１１ 小峯２丁目第３号線 

旧
東区小峯２丁目２６１２番７４地先 から ４．２   

１３．２
東区小峯２丁目２６１２番１６５地先 まで ～ ５．１  

新
東区小峯２丁目２６１２番６６１地先 から ５．１   

１３．２
東区小峯２丁目２６１２番１６５地先 まで ～ ５．１  

１３ ‐ ７０  秋田第２０号線 

旧
東区秋津町秋田３０番１地先 から ３．７   

３２．２
東区若葉６丁目５２３番１地先 まで ～ ５．３  

新
東区秋津町秋田３０番１地先 から ３．７   

３２．２
東区若葉６丁目５２３番１地先 まで ～ ５．１  

１３ ‐ １２４  沼山津第１３号線 旧 東区沼山津２丁目１６１１番１地先 から ３．５   １２．７
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東区沼山津２丁目１６７２番１地先 まで ～ ３．５  

新
東区沼山津２丁目１６１１番１地先 から ３．８   

１２．７
東区沼山津２丁目１６７２番１地先 まで ～ ３．８  

１３ ‐ １４６  沼山津第３５号線 

旧
東区桜木４丁目１７番１地先 から ２．９   

２０．５
東区桜木４丁目１６番３地先 まで ～ ４．７  

新
東区桜木４丁目１７番１地先 から ４．０   

２０．５
東区桜木４丁目１６番３地先 まで ～ ５．０  

１３ ‐ １４８  桜木４丁目第６号線 

旧

東区桜木４丁目１５８番地先 から １．８   
９４．０

東区桜木４丁目１６８番１地先 まで ～ ４．０  

新

東区桜木４丁目１５８番地先 から ３．０   
９４．０

東区桜木４丁目１６８番１地先 まで ～ ５．０  

１３ ‐ ４６８  桜木４丁目第２４号線 

旧
東区桜木４丁目１７７番地先 から ５．０   

３．２
東区桜木４丁目１６７番１地先 まで ～ １０．６  

新
東区桜木４丁目１７７番地先 から ５．０   

２．１
東区桜木４丁目１６７番１地先 まで ～ ９．４  

１４ ‐ ４８  下江津第１０号線 

旧
東区下江津５丁目１２２番３地先 から １．１   

３６．３
東区下江津５丁目１５６番地先 まで ～ ２．４  

新
東区下江津５丁目１２２番３地先 から ２．９   

３６．３
東区下江津５丁目１５６番１地先 まで ～ ３．０  

１４ ‐ １０８  下無田第１６号線 

旧
東区画図町大字下無田１５４７番地先 から ３．５   

２５．６
東区画図町大字下無田１５９１番１地先 まで ～ ４．１  

新
東区画図町大字下無田１５４７番２地先 から ４．０   

２５．６
東区画図町大字下無田１５９１番１地先 まで ～ ４．１  

１４ ‐ １０９  下無田第１７号線 

旧
東区画図町大字下無田１５２３番地先 から ５．５   

０．３
東区画図町大字下無田１５２４番地先 まで ～ ５．５  

新
東区画図町大字下無田１５２３番地先 から

０．０ ０．０
東区画図町大字下無田１５２４番地先 まで

１４ ‐ １２６  所島第１０号線 

旧
東区画図町大字所島５１７番２地先 から ２．０   

１０．４
東区画図町大字所島５１５番３地先 まで ～ ２．０  

新
東区画図町大字所島５１７番２地先 から ３．０   

１０．４
東区画図町大字所島５１５番３地先 まで ～ ３．０  

１４ ‐ １３２  所島第１４号線 

旧
東区画図町大字所島２２５番地先 から ２．０   

２．１
東区出水８丁目５７２番１地先 まで ～ ２．５  

新
東区画図町大字所島２２５番地先 から ４．０   

２．１
東区出水８丁目５７２番１地先 まで ～ ４．０  

１４ ‐ １３３  所島第１５号線 

旧
東区画図町大字所島２０５番１地先 から １．７   

１３１．６
東区画図町大字所島２２６番地先 まで ～ ４．７  

新
東区画図町大字所島２０５番１地先 から ５．２   

１３３．３
東区画図町大字所島２２６番地先 まで ～ ８．９  

１５ ‐ １０４  田井島３丁目第７号線 

旧

南区田井島３丁目２６３番４地先 から ３．７   
６４．８

南区田井島３丁目３２０番地先 まで ～ ４．５  

新 南区田井島３丁目２６３番４地先 から ８．９   ６４．８
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南区田井島３丁目３２０番３地先 まで ～ １０．９  

１５ ‐ ２０８  笛田第３０号線 

旧
南区御幸笛田３丁目８８４番１地先 から １．２   

１２４．８
南区御幸笛田２丁目８４４番地先 まで ～ ６．７  

新
南区御幸笛田３丁目８８４番１地先 から ３．１   

１２４．８
南区御幸笛田２丁目８４４番地先 まで ～ ６．５  

１５ ‐ ２８８  木部第８号線 

旧
南区御幸木部２丁目３７０番２地先 から ２．０   

１１３．８
南区御幸木部町３３０番地先 まで ～ ３．９  

新
南区御幸木部２丁目３７０番２地先 から ２．２   

１１３．８
南区御幸木部町３３０番地先 まで ～ ４．２  

１５ ‐ ３４３  木部第６３号線 

旧
南区御幸木部３丁目１１０７番１地先 から ２．８   

６１．５
南区御幸木部３丁目１７１２番地先 まで ～ ３．６  

新
南区御幸木部３丁目１１０７番１地先 から ３．６   

６１．５
南区御幸木部３丁目１７１２番地先 まで ～ ６．１  

１５ ‐ ４０５  笛田第６６号線 

旧
南区御幸笛田３丁目８７８番１地先 から ４．６   

１１．０
南区御幸笛田２丁目８５７番４地先 まで ～ ６．８  

新
南区御幸笛田３丁目８７８番１地先 から ４．５   

１１．０
南区御幸笛田２丁目８５７番４地先 まで ～ ４．６  

１５ ‐ ５７４  田迎４丁目３丁目第１号線 

旧
南区田迎３丁目４５番地先 から １．９   

２５．５
南区田迎３丁目４７番地先 まで ～ １．９  

新
南区田迎３丁目４５番１地先 から １．９   

２５．５
南区田迎３丁目４７番地先 まで ～ ２．９  

１６ ‐ ５  十禅寺町平田町第１号線 

旧
南区平田１丁目７９番１地先 から ２．６   

９６．９
南区平田１丁目４９１番地先 まで ～ ６．５  

新
南区平田１丁目７９番１地先 から ５．４   

９６．９
南区平田１丁目４９１番地先 まで ～ ８．７  

１６ ‐ ５０  平田町第６号線 

旧
南区平田１丁目５０４番地先 から ３．０   

２．７
南区平田１丁目４９１番地先 まで ～ ３．０  

新
南区平田１丁目５０４番地先 から

０．０ ０．０
南区平田１丁目４９１番地先 まで

１６ ‐ １５９  近見２丁目第２号線 

旧

南区近見２丁目１２９７番地先 から ３．０   
３１．６

南区近見２丁目２４２９番４地先 まで ～ ３．１  

新

南区近見２丁目１２９７番地先 から ３．５   
３１．６

南区近見２丁目２４２９番４地先 まで ～ ３．６  

１６ ‐ １７２  近見町第９２号線 

旧
南区近見６丁目９９４番１地先 から ２．７   

７２．９
南区近見６丁目９９５番１地先 まで ～ ２．７  

新
南区近見６丁目９９１番１４地先 から ７．０   

７１．１
南区近見６丁目９９５番３地先 まで ～ １１．４  

１６ ‐ １８７  近見町第１０７号線 

旧
南区近見７丁目１５８１番３地先 から ３．１   

２６．３
南区近見７丁目１６３９番１地先 まで ～ ３．１  

新
南区近見７丁目１５８１番３地先 から ３．５   

２６．３
南区近見７丁目１６３９番１地先 まで ～ ３．５  

１６ ‐ ３５０  元三町第５８号線 旧
南区元三町１０２７番地先 から ３．０   

６０．２
南区元三町１０２８番地先 まで ～ ６．１  
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新
南区元三町１０２７番地先 から ３．０   

６０．２
南区元三町１０２８番地先 まで ～ ６．１  

１６ ‐ ３５５  元三町第６３号線 

旧
南区元三町１０４０番３地先 から １．６   

２５．８
南区元三町１０５９番２地先 まで ～ ５．０  

新
南区元三町１０４０番３地先 から １．６   

３０．８
南区元三町１０５９番２地先 まで ～ ７．５  

１６ ‐ ４７８  馬渡１丁目第１号線 

旧
南区馬渡２丁目１９番地先 から ６．０   

１８７．０
南区馬渡２丁目６９番地先 まで ～ ６．１  

新
南区馬渡２丁目１９番地先 から ６．０   

１８８．１
南区馬渡２丁目６９番地先 まで ～ ８．２  

１６ ‐ ５４６  馬渡２丁目第５号線 

旧
南区馬渡２丁目５９番地先 から ５．９   

１２６．４
南区馬渡２丁目７０番地先 まで ～ １０．３  

新
南区馬渡２丁目５９番地先 から ８．１   

１２５．２
南区馬渡２丁目７０番地先 まで ～ １１．４  

１７ ‐ ３１  薄場町第３号線 

旧
南区薄場町１３１番地先 から

０．０ ０．０
南区薄場町１５４番３地先 まで

新
南区薄場町１３１番地先 から ４．７   

２３．７
南区薄場町１５４番３地先 まで ～ ５．２  

１７ ‐ ４０  薄場町第１２号線 

旧

南区薄場町２０３番１地先 から ４．２   
５６．１

南区薄場町１３０番３地先 まで ～ ７．３  

新

南区薄場町２０３番１地先 から ３．０   
４７．３

南区薄場町１３０番３地先 まで ～ ８．９  

１７ ‐ ５１  薄場町野口町第１号線 

旧
南区薄場２丁目４９７番１地先 から １．１   

１４．９
南区薄場２丁目５７７番１地先 まで ～ １．１  

新
南区薄場２丁目４９７番１地先 から ２．６   

１４．９
南区薄場２丁目５７７番１地先 まで ～ ２．６  

１７ ‐ ７５  野口町荒尾町第３号線 

旧
南区荒尾町１７２１番２地先 から ３．３   

３４０．０
南区荒尾町２００９番地先 まで ～ ３．９  

新
南区荒尾町１７２１番２地先 から ３．０   

３４０．０
南区荒尾町２００９番地先 まで ～ １３．０  

１７ ‐ ７６  薄場町野口町第２号線 

旧
南区野口２丁目９４４番地先 から ４．２   

７０．７
南区野口２丁目９３６番１地先 まで ～ ６．４  

新
南区野口２丁目９４４番地先 から ６．３   

７０．７
南区野口２丁目９３６番１地先 まで ～ ８．７  

１７ ‐ ７６  薄場町野口町第２号線 

旧
南区野口３丁目１１７３番地先 から ２．１   

３６．３
南区野口３丁目１１８５番１地先 まで ～ ２．１  

新
南区野口３丁目１１７２番８地先 から ３．１   

３６．３
南区野口３丁目１１８５番１地先 まで ～ ３．５  

１７ ‐ ７７  島町野口町第１号線 

旧
南区野口町９６９番地先 から ２．１   

６８．３
南区野口町９６５番１地先 まで ～ ６．７  

新
南区野口町９６９番地先 から ３．７   

６８．３
南区野口町９６５番１地先 まで ～ ７．４  

１７ ‐ ７９  荒尾１丁目第１号線 旧 南区荒尾町１９３８番地先 から ２．３   ２４４．７
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南区荒尾町１７０９番１地先 まで ～ ５．９  

新
南区荒尾町１９３８番地先 から ７．６   

２４４．７
南区荒尾町１７０９番１地先 まで ～ ２５．０  

１７ ‐ ８２  荒尾町第４号線 

旧
南区荒尾町２００８番地先 から ３．５   

２３６．４
南区荒尾町１６８３番１地先 まで ～ ６．２  

新
南区荒尾町２００８番地先 から ３．５   

２３１．７
南区荒尾町１６８３番１地先 まで ～ １８．９  

１７ ‐ ２０３  白藤町第１８号線 

旧

南区白藤１丁目２２３番１地先 から ３．０   
１９．６

南区白藤１丁目２４８番２地先 まで ～ ３．１  

新

南区白藤１丁目２２３番１地先 から ４．０   
１９．６

南区白藤１丁目２４８番２地先 まで ～ ４．１  

１８ ‐ ９  上代第３号線 

旧
西区上代３丁目５８８番２地先 から ２．３   

５５．４
西区上代３丁目５９７番２地先 まで ～ ３．３  

新
西区上代３丁目５８８番２地先 から ３．１   

５５．４
西区上代３丁目５９７番２地先 まで ～ ４．１  

１８ ‐ ２３  上代第１７号線 

旧
西区春日７丁目１２０６番３地先 から ２．８   

２．５
西区春日７丁目１２０６番３地先 まで ～ ２．８  

新
西区春日７丁目１２０６番３地先 から ２．８   

２．０
西区春日７丁目１２０６番３地先 まで ～ ３．３  

１８ ‐ ６７  下代第２号線 

旧
西区城山下代１丁目６１３番１０地先 から ３．０   

２９．３
西区城山下代１丁目８０３番２地先 まで ～ ３．６  

新
西区城山下代１丁目６１３番１０地先 から ５．２   

２９．３
西区城山下代１丁目８０３番２地先 まで ～ ５．３  

１９ ‐ １４  戸坂町第１０号線 

旧
西区戸坂町７９番１地先 から ２．２   

８０．１
西区戸坂町２０番２地先 まで ～ ５．６  

新
西区戸坂町７９番１地先 から ３．２   

８０．１
西区戸坂町２０番２地先 まで ～ ４．９  

１９ ‐ １５  戸坂町谷尾崎町第２号線 

旧
西区戸坂町１１１番地先 から ３．２   

９．６
西区戸坂町３３７番地先 まで ～ ４．１  

新
西区戸坂町１１１番地先 から ３．２   

９．６
西区戸坂町３３７番地先 まで ～ ４．１  

１９ ‐ １５  戸坂町谷尾崎町第２号線 

旧
西区戸坂町１６２番地先 から ２．３   

３１．３
西区戸坂町１０４番地先 まで ～ ３．０  

新
西区戸坂町１６２番地先 から ２．９   

３１．３
西区戸坂町１０４番地先 まで ～ ４．１  

１９ ‐ ３４  谷尾崎町第１５号線 

旧
西区谷尾崎町１３４９番１地先 から １．８   

３０．７
西区谷尾崎町１３５３番１地先 まで ～ ４．２  

新
西区谷尾崎町１３４９番１地先 から ３．３   

３０．７
西区谷尾崎町１３５３番１地先 まで ～ ５．２  

１９ ‐ ３７  谷尾崎町第１８号線 

旧

西区谷尾崎町１２７５番地先 から ２．３   
１６．１

西区谷尾崎町１３２０番地先 まで ～ ２．８  

新 西区谷尾崎町１２７５番地先 から ２．８   １６．１
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西区谷尾崎町１３２０番１地先 まで ～ ３．１  

２０ ‐ ３５  平山第３号線 

旧
西区松尾町平山２８１番地先 から ４．０   

２９．２
西区松尾町平山６９９番地先 まで ～ ４．３  

新
西区松尾町平山２８１番地先 から ４．０   

２９．２
西区松尾町平山６９９番地先 まで ～ ７．８  

２０ ‐ ３５  平山第３号線 

旧
西区松尾町平山２８３番地先 から ３．４   

１８．８
西区松尾町平山６９１番地先 まで ～ ４．２  

新
西区松尾町平山２８３番地先 から ３．７   

１８．８
西区松尾町平山６９１番地先 まで ～ ５．０  

２０ ‐ ３６  平山第４号線 

旧
西区松尾町平山３４７番地先 から ３．２   

３６．２
西区松尾町平山３８３番地先 まで ～ ４．２  

新
西区松尾町平山３４７番地先 から ３．４   

３６．２
西区松尾町平山３８３番地先 まで ～ ４．２  

２１ ‐ ６６  小島下町第４６号線 

旧
西区小島９丁目１５７７番地先 から ３．０   

２２．０
西区小島９丁目１５５１番１地先 まで ～ ３．４  

新
西区小島９丁目１５７７番地先 から ３．５   

２２．０
西区小島９丁目１５５１番１地先 まで ～ ３．９  

２２ ‐ ２９  沖新町第１７号線 

旧
西区沖新町４８２番２地先 から １．９   

６０．６
西区沖新町４９９番１地先 まで ～ ４．５  

新
西区沖新町４８２番２地先 から ４．３   

６０．６
西区沖新町４９９番１地先 まで ～ ９．７  

２２ ‐ ５７  沖新町第４５号線 

旧
西区沖新町４０８４番地先 から ３．０   

９９．２
西区沖新町４０８５番地先 まで ～ ４．３  

新
西区沖新町４０８４番地先 から ３．６   

９９．２
西区沖新町４０８５番地先 まで ～ ４．３  

２２ ‐ ５９  沖新町第４７号線 

旧
西区沖新町４０８４番地先 から ３．７   

１２７．１
西区沖新町４０４７番４地先 まで ～ ５．９  

新
西区沖新町４０８４番地先 から ２．９   

１２６．２
西区沖新町４０４７番４地先 まで ～ ６．４  

２２ ‐ ６０  沖新町第４８号線 

旧

西区沖新町４１４１番１地先 から ４．０   
８．４

西区沖新町４１４０番３地先 まで ～ ６．３  

新

西区沖新町４１４１番１地先 から ４．０   
８．４

西区沖新町４１４０番３地先 まで ～ ６．２  

２２ ‐ １４６  沖新町第６６号線 

旧
西区沖新町９４６番地先 から ４．７   

０．２
西区沖新町９４５番地先 まで ～ ５．３  

新
西区沖新町９４６番地先 から

０．０ ０．０
西区沖新町９４５番地先 まで

２２ ‐ １５４  沖新町第７４号線 

旧
西区沖新町４２２６番地先 から １．４   

３３．０
西区沖新町４１７１番６地先 まで ～ ２．１  

新
西区沖新町４２２６番地先 から ３．８   

２９．３
西区沖新町４１７１番地先 まで ～ ３．９  

２２ ‐ １５５  沖新町第７５号線 旧
西区沖新町４２４２番１地先 から ２．３   

２３７．９
西区沖新町４２２６番地先 まで ～ ４．０  
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新
西区沖新町４２４２番１地先 から ２．５   

２３７．９
西区沖新町４２２６番地先 まで ～ ５．０  

２３ ‐ １４  戸島町第１４号線 

旧
東区戸島西６丁目２９８５番２地先 から ４．５   

５９．７
東区戸島西１丁目３０５６番７地先 まで ～ ５．０  

新
東区戸島西６丁目２９８５番２１地先 から ５．０   

５９．７
東区戸島西１丁目３０５６番７地先 まで ～ ５．４  

２３ ‐ ３２  小山町第３号線 

旧
東区小山５丁目１０３７番２地先 から ２．０   

１１．６
東区小山５丁目１０４４番１地先 まで ～ ２．２  

新
東区小山５丁目１０３７番２地先 から ２．９   

１１．６
東区小山５丁目１０４４番１地先 まで ～ ２．９  

２３ ‐ ５２  戸島町小山町第１号線 

旧
東区小山３丁目５５０番地先 から ３．６   

１８０．０
東区小山３丁目５６３番１地先 まで ～ ４．２  

新
東区小山３丁目５５０番地先 から ３．６   

１８０．０
東区小山３丁目５６３番１３地先 まで ～ ５．６  

２３ ‐ ８２  御領町長嶺町第１号線 

旧
東区御領５丁目５９５番地先 から ４．５   

３４．４
東区御領５丁目６２４番２地先 まで ～ ５．０  

新
東区御領５丁目５９５番地先 から ５．０   

３４．４
東区御領５丁目６２４番２地先 まで ～ ５．１  

２３ ‐ ９８  長嶺町第２９号線 

旧

東区長嶺西２丁目２５６９番１地先 から ４．０   
２１．８

東区長嶺西２丁目２５６９番１０地先 まで ～ ４．２  

新

東区長嶺西２丁目２５６９番１地先 から ６．１   
２１．８

東区長嶺西２丁目２５６９番１０地先 まで ～ ６．２  

２３ ‐ １３４  上南部町第１２号線 

旧
東区上南部１丁目１９７番地先 から ２．０   

９７．２
東区上南部１丁目２６０番２地先 まで ～ ４．１  

新
東区上南部１丁目１９７番地先 から ３．５   

８９．７
東区上南部１丁目２６０番２地先 まで ～ ６．２  

２３ ‐ ２０５  長嶺町第５９号線 

旧
東区長嶺東５丁目８００番２地先 から ４．０   

４０．９
東区長嶺東６丁目６９４番２地先 まで ～ ４．４  

新
東区長嶺東５丁目８００番２地先 から ４．４   

４０．９
東区長嶺東６丁目６９４番２地先 まで ～ ５．２  

２３ ‐ ２０５  長嶺町第５９号線 

旧
東区長嶺東５丁目８１６番１地先 から ４．２   

２９．５
東区長嶺東６丁目６９３番１地先 まで ～ ４．５  

新
東区長嶺東５丁目８１６番１地先 から ５．０   

２９．５
東区長嶺東６丁目６９３番１地先 まで ～ ５．１  

２３ ‐ ２２４  長嶺町第６０号線 

旧
東区長嶺南７丁目１５６０番地先 から ４．０   

７３．０
東区長嶺南７丁目１５５０番１地先 まで ～ ４．２  

新
東区長嶺南７丁目１５６０番地先 から ５．０   

７３．０
東区長嶺南７丁目１５５０番１地先 まで ～ ５．２  

２３ ‐ ２３８  
御領２丁目御領６丁目 

第１号線 

旧
東区御領５丁目３９１番５地先 から ５．０   

３．１
東区御領５丁目３９１番１地先 まで ～ ５．４  

新
東区御領５丁目３９１番５地先 から ５．０   

３．１
東区御領５丁目３９１番１地先 まで ～ ７．８  

２３ ‐ ３００  九貫側道第１１号線 旧 東区小山１丁目２７８番４地先 から ４．４   １９．０
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東区小山１丁目２７８番１地先 まで ～ ４．５  

新
東区小山１丁目２７８番４地先 から ５．０   

１９．０
東区小山１丁目２７８番１７地先 まで ～ ５．１  

２３ ‐ ３１５  長嶺町第１６３号線 

旧
東区長嶺西２丁目３２２４番１２８地先 から １１．３   

１．５
東区長嶺西２丁目３２２４番１２８地先 まで ～ １３．９  

新
東区長嶺西２丁目３２２４番１２８地先 から １１．３   

１．０
東区長嶺西２丁目３２２４番１２８地先 まで ～ １５．１  

２３ ‐ ４３８  長嶺町第１１１号線 

旧

東区長嶺西３丁目３２１８番３地先 から ８．６   
９．１

東区長嶺西３丁目３２１８番３地先 まで ～ ９．７  

新

東区長嶺西３丁目３２１８番３地先 から ９．９   
８．４

東区長嶺西３丁目３２１８番３地先 まで ～ １０．８  

２３ ‐ ６９３  戸島町第１２９号線 

旧
東区戸島町１５９９番１地先 から １０．２   

８０．５
東区戸島町１６００番１地先 まで ～ １３．３  

新
東区戸島町１５９９番１地先 から １０．６   

８０．５
東区戸島町１６００番１地先 まで ～ １６．０  

２３ ‐ ８０３  長嶺東６丁目第３号線 

旧
東区長嶺東６丁目６９３番９地先 から ７．１   

３．８
東区長嶺東６丁目６９４番２地先 まで ～ １０．８  

新
東区長嶺東６丁目６９３番９地先 から ７．１   

３．１
東区長嶺東６丁目６９４番２地先 まで ～ １１．２  

２４ ‐ ９３  徳王町貢町第１号線 

旧
北区徳王町５０１番１地先 から ６．２   

８９．４
北区徳王町５３９番１地先 まで ～ ７．５  

新
北区徳王町５０１番１地先 から ６．３   

８３．２
北区徳王町５３９番１地先 まで ～ ２３．２  

２４ ‐ ９６  飛田町第５号線 

旧
北区飛田１丁目６１３番７地先 から ６．１   

９．７
北区飛田２丁目７２３番１地先 まで ～ ８．５  

新
北区飛田１丁目６１３番７地先 から １３．８   

９．７
北区飛田２丁目７２３番１地先 まで ～ １５．６  

２４ ‐ １２７  飛田町第１２号線 

旧
北区飛田２丁目７４６番地先 から ４．４   

４６．２
北区飛田１丁目６１３番２地先 まで ～ ７．３  

新
北区飛田２丁目７４６番地先 から ５．８   

４６．２
北区飛田１丁目６１３番２地先 まで ～ １４．２  

２４ ‐ １５１  梶尾町第１９号線 

旧
北区梶尾町１１２４番地先 から ８．８   

３．４
北区梶尾町１１０７番７２地先 まで ～ １０．８  

新
北区梶尾町１１２４番１０地先 から ５．８   

３．４
北区梶尾町１１０７番７２地先 まで ～ ９．１  

２４ ‐ ２３６  西梶尾町第９号線 

旧
北区西梶尾町６５１番地先 から

０．０ ０．０
北区西梶尾町８１２番２地先 まで

新
北区西梶尾町６５１番地先 から ２．２   

２８．５
北区西梶尾町８１２番５地先 まで ～ ４．０  

２５ ‐ ８２  野出第４号線 

旧

西区河内町野出１８２８番１地先 から ３．９   
１２．０

西区河内町野出６８３番１地先 まで ～ ６．１  

新 西区河内町野出１８２８番１地先 から ４．７   １２．０
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西区河内町野出６８３番１地先 まで ～ ５．９  

２５ ‐ ８２  野出第４号線 

旧
西区河内町野出６８１番３地先 から ３．２   

２１．６
西区河内町野出６８１番２地先 まで ～ ５．１  

新
西区河内町野出６８１番３地先 から ４．５   

２１．６
西区河内町野出６８１番２地先 まで ～ ５．１  

２５ ‐ ８６  岳平山第１号線 

旧
西区河内町面木４４０番地先 から ３．１   

１００．５
西区松尾町平山５６６番地先 まで ～ ７．１  

新
西区河内町面木４４０番地先 から ５．９   

１００．５
西区松尾町平山５６６番地先 まで ～ １０．８  

２５ ‐ ９９  野出第８号線 

旧
西区河内町野出４６３番１地先 から ４．３   

２９．２
西区河内町野出４６１番１地先 まで ～ ５．７  

新
西区河内町野出４６３番１地先 から ４．３   

２９．２
西区河内町野出４６１番１地先 まで ～ ８．１  

２５ ‐ １０１  岳東門寺第１号線 

旧
西区河内町東門寺５９８番２地先 から ３．９   

７２．６
西区河内町東門寺５９９番１地先 まで ～ ６．１  

新
西区河内町東門寺５９８番２地先 から ４．８   

７２．６
西区河内町東門寺５９９番１地先 まで ～ ６．８  

２５ ‐ １２１  野出第１０号線 

旧
西区河内町野出４６０番２‐１地先 から ２．８   

４５．４
西区河内町野出４７１番地先 まで ～ ４．８  

新
西区河内町野出４６０番２‐１地先 から ３．３   

４５．４
西区河内町野出４７１番地先 まで ～ ５．７  

２６ ‐ ８６  護藤町第２２号線 

旧
南区護藤町１５８０番１地先 から ３．５   

１．２
南区護藤町１５７６番１地先 まで ～ ３．６  

新
南区護藤町１５８０番１地先 から ５．３   

１．２
南区護藤町１５７６番１地先 まで ～ ６．８  

２６ ‐ ８７  護藤町第２３号線 

旧
南区護藤町１５４９番地先 から ２．３   

２５１．５
南区護藤町１５７９番地先 まで ～ ６．５  

新
南区護藤町１５４９番地先 から ３．６   

２５１．５
南区護藤町１５８６番地先 まで ～ ７．２  

２９ ‐ １０００６ 東阿高尾窪塚原線 

旧

南区城南町藤山２６８２番５地先 から ２．５   
２４７．７

南区城南町藤山２５８８番１地先 まで ～ ２１．５  

新

南区城南町藤山２６８２番５地先 から ３．９   
２４７．７

南区城南町藤山２５８８番１地先 まで ～ ２１．５  

２９ ‐ １０００９ 緑川堤防線 

旧
南区城南町千町２７２０番地先 から ５．３   

９１．１
南区城南町千町２７２２番地先 まで ～ １０．８  

新
南区城南町千町２７２０番地先 から ７．４   

９１．１
南区城南町千町２７２２番地先 まで ～ １０．８  

２９ ‐ ３００３２ 出水中央線 

旧
南区城南町舞原１３５０番３地先 から ３．９   

３５．８
南区城南町出水１００９番１地先 まで ～ ６．２  

新
南区城南町舞原１３５０番３地先 から ４．７   

３５．８
南区城南町出水１００９番１地先 まで ～ ６．２  

２９ ‐ ３００３７ 永杉上校線 旧
南区城南町永５０５番１地先 から ４．０   

３０９．８
南区城南町永３６９番地先 まで ～ １１．１  
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新
南区城南町永５０５番１地先 から ６．７   

３０９．８
南区城南町永３６９番地先 まで ～ ２６．５  

２９ ‐ ３００４７ 舞原外周線 

旧
南区城南町下宮地２０番２地先 から ６．０   

１３４．６
南区城南町下宮地１番１８地先 まで ～ ６．８  

新
南区城南町下宮地２０番２地先 から ６．５   

１３４．６
南区城南町下宮地１番１８地先 まで ～ ６．８  

２９ ‐ ３００５５ 陳内近道線 

旧
南区城南町陳内１１８０番地先 から ２．３   

７４．１
南区城南町陳内１１９０番地先 まで ～ ４．４  

新
南区城南町陳内１１８０番１地先 から ２．６   

７４．１
南区城南町陳内１１９０番１地先 まで ～ ５．８  

２９ ‐ ３００６０ 尾窪藤山線 

旧
南区城南町藤山２５８０番３地先 から ２．７   

１０９．１
南区城南町藤山２５６６番地先 まで ～ ３．４  

新
南区城南町藤山２５８０番３地先 から ２．９   

１０９．１
南区城南町藤山２５６６番地先 まで ～ ４．０  

２９ ‐ ３００４７ 藤山下方線 

旧
南区城南町塚原９９１番地先 から ４．１   

１８．２
南区城南町塚原３３番１地先 まで ～ １０．８  

新
南区城南町塚原９９１番地先 から ４．１   

１２．５
南区城南町塚原３３番１地先 まで ～ ７．２  

２９ ‐ ３０１３９ 敷田村中線 

旧

南区城南町塚原１７９７番１２地先 から ２．７   
８３．０

南区城南町塚原１７７８番１地先 まで ～ ４．３  

新

南区城南町塚原１７９７番１２地先 から ３．１   
８３．０

南区城南町塚原１７７８番１地先 まで ～ ６．１  

２９ ‐ ３０１３９ 敷田村中線 

旧
南区城南町塚原１７７８番１地先 から ２．７   

４９．５
南区城南町塚原１７６２番３地先 まで ～ ３．８  

新
南区城南町塚原１７７８番１地先 から ２．７   

４９．５
南区城南町塚原１７６２番３地先 まで ～ ５．６  

２９ ‐ ３０１４０ 吉野出水線 

旧
南区城南町舞原１４００番地先 から ２．７   

１０３．９
南区城南町舞原１３４９番１地先 まで ～ ６．０  

新
南区城南町舞原１４００番地先 から ５．２   

１０４．９
南区城南町舞原１３４９番１地先 まで ～ ７．０  

２９ ‐ ３０１４０ 吉野出水線 

旧
南区城南町出水１００９番１地先 から ４．４   

８８．４
南区城南町出水１０１３番地先 まで ～ ７．４  

新
南区城南町出水１００９番１地先 から ６．０   

８８．４
南区城南町出水１０１３番地先 まで ～ １６．０  

２９ ‐ ３０１４３ 舞原東西３号線 

旧
南区城南町舞原８３５番地先 から ２．６   

２１２．６
南区城南町舞原８５４番１地先 まで ～ ３．８  

新
南区城南町舞原８３５番地先 から ９．５   

２１２．６
南区城南町舞原８５４番１地先 まで ～ ５０．０  

２９ ‐ ３０１４７ 舞原東西７号線 

旧
南区城南町舞原２２番３地先 から ２．２   

２４１．２
南区城南町舞原１０番１地先 まで ～ ５．０  

新
南区城南町舞原２２番３地先 から ６．０   

２４１．２
南区城南町舞原１０番１地先 まで ～ １０．３  

２９ ‐ ３０２４９ 火の君通り線 旧 南区城南町塚原２３番１地先 から ５．４   ４２３．２
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南区城南町塚原１０８５番２地先 まで ～ １６．５  

新
南区城南町塚原２３番１地先 から ８．３   

４２３．２
南区城南町塚原１０８５番２地先 まで ～ ２１．３  

２９ ‐ ３０２４９ 火の君通り線 

旧
南区城南町藤山１０５２番２地先 から ５．７   

１３５．０
南区城南町藤山１０５６番地先 まで ～ ８．４  

新
南区城南町藤山１０５２番２地先 から ８．４   

１３５．０
南区城南町藤山１０５６番地先 まで ～ ９．５  

３０ ‐ ２０１４３ 五両～大井線 

旧

北区植木町岩野１６３１番２地先 から ５．０   
５２．３

北区植木町岩野１５７６番１地先 まで ～ ５．０  

新

北区植木町岩野１６３１番２地先 から ５．０   
５２．３

北区植木町岩野１５７６番１地先 まで ～ ６．０  

３０ ‐ ３０３１３ 小清水線 

旧
北区植木町清水１３７１番２地先 から ２．６   

１０２．９
北区植木町清水１３５８番２地先 まで ～ ３．４  

新
北区植木町清水１３７１番２地先 から ５．２   

１０２．９
北区植木町清水１３５８番２地先 まで ～ ６．６  

３０ ‐ ３０３５７ 国道～平尾線 

旧
北区植木町亀甲２６８番３地先 から ２．７   

１３．０
北区植木町亀甲２０４４番９地先 まで ～ ５．２  

新
北区植木町亀甲２６８番３地先 から ２．８   

１３．０
北区植木町亀甲２０４４番９地先 まで ～ ５．２  

３０ ‐ ３０３５８ 中原～今藤第一線 

旧
北区植木町亀甲２６８番１地先 から ３．７   

９７．９
北区植木町亀甲４１５番２地先 まで ～ ５．６  

新
北区植木町亀甲２６８番１地先 から ６．０   

９７．９
北区植木町亀甲４１５番２地先 まで ～ １３．２  

３０ ‐ ３０４１５ 中尾線 

旧
北区植木町富応１０１２番１地先 から ３．５   

９３．３
北区植木町富応９２９番地先 まで ～ ７．４  

新
北区植木町富応１０１２番１地先 から ４．３   

９３．３
北区植木町富応９２９番地先 まで ～ ８．４  

３０ ‐ ３０４９４ 植木～仁連塔線 

旧
北区植木町広住８８番２地先 から ４．２   

５３．３
北区植木町広住６７番１地先 まで ～ ８．０  

新
北区植木町広住８８番２地先 から ４．３   

５３．３
北区植木町広住６７番１地先 まで ～ ８．１  

３０ ‐ ３０６６６ 広住大道線 

旧
北区植木町広住３８７番１２地先 から ２．７   

７２．７
北区植木町広住９２番６地先 まで ～ ７．０  

新
北区植木町広住３８２番４地先 から ４．０   

７２．７
北区植木町広住９２番６地先 まで ～ ７．０  

４０１０ 
子飼本町大江６丁目 

第１号線 

旧
中央区子飼本町２４４番２地先  から １０．５   

４７９．２
中央区新屋敷２丁目２４番６地先 まで ～ ４６．９  

新
中央区子飼本町２４４番２地先  から ２２．０   

４８６．８
中央区新屋敷２丁目２４番６地先 まで ～ ４７．９  

４０１０ 
子飼本町大江６丁目 

第１号線 

旧

中央区大江２丁目９０４番地先 から ２２．５   
１３８．８

中央区大江３丁目１５３番１地先 まで ～ ２３．６  

新 中央区大江２丁目９０４番地先 から ２２．５   １３８．８
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中央区大江３丁目１５３番１地先 まで ～ ２５．７  

４０１４ 
九品寺６丁目画図町下無田 

第１号線 

旧
中央区出水６丁目４４１番地先 から ３．８   

８９．７
中央区出水６丁目４２９番地先 まで ～ ５．１  

新
中央区出水６丁目４４１番地先 から ４．０   

８９．７
中央区出水６丁目４２９番地先 まで ～ ８．３  

４０１４ 
九品寺６丁目画図町下無田 

第１号線 

旧
東区画図町大字所島３２番地先 から ４．０   

１０４．３
東区画図町大字所島３０１番２地先 まで ～ ４．０  

新
東区画図町大字所島３２番地先 から ４．０   

１０４．３
東区画図町大字所島３０１番２地先 まで ～ ５．１  

４０１９ 
二本木２丁目新大江１丁目 

第１号線 

旧
中央区新大江１丁目９番２６地先 から ９．２   

５１．２
中央区新大江１丁目２１番４地先 まで ～ １６．２  

新
中央区新大江１丁目９番２６地先 から １０．３   

５１．２
中央区新大江１丁目２１番４地先 まで ～ １６．４  

４０３４ 
山室２丁目大窪１丁目 

第１号線 

旧
北区山室２丁目４７３番１地先 から １２．３   

６５．５
北区山室１丁目３０番２地先 まで ～ ２６．０  

新
北区山室２丁目４７３番１地先 から １２．３   

６１．４
北区山室１丁目３０番２地先 まで ～ １８．８  

４０４２ 
龍田３丁目龍田４丁目 

第１号線 

旧
北区龍田３丁目２３８６番地先 から ４．５   

９３．３
北区龍田３丁目２３６９番２地先 まで ～ １９．０  

新
北区龍田３丁目２３８６番地先 から １６．２   

９０．３
北区龍田３丁目２３６９番２地先 まで ～ １９．０  

４０４４ 
榎町佐土原３丁目 

第１号線 

旧
東区山ノ神２丁目３４２３番１地先 から ５．８   

１６５．２
東区佐土原３丁目４５８番１地先 まで ～ ６．２  

新
東区山ノ神２丁目３４２３番１地先 から ５．８   

１６５．２
東区佐土原３丁目４５４番８地先 まで ～ ９．１  

４０４７ 
新外１丁目新外２丁目 

第１号線 

旧
東区新外１丁目２７００番２地先 から

０．０ ０．０
東区新外２丁目２６８７番１地先 まで

新
東区新外１丁目２７００番２地先 から ５．２   

４．２
東区新外２丁目２６８７番１地先 まで ～ ９．７  

４０５２ 
川尻４丁目画図町下無田 

第１号線 

旧
南区元三町１０５９番２地先 から ６．８   

１１８．３
南区元三町１０４０番３地先 まで ～ ８．８  

新
南区元三町１０５９番２地先 から ７．５   

１１８．３
南区元三町１０４０番３地先 まで ～ ９．０  

４０５２ 
川尻４丁目画図町下無田 

第１号線 

旧

南区元三町１０４０番３地先 から ４．５   
１３５．０

南区御幸木部町２３３１番地先 まで ～ ５．１  

新

南区元三町１０４０番３地先 から ５．０   
１３５．０

南区御幸木部町２３３１番地先 まで ～ ８．４  

４０６６ 
上南部２丁目御領３丁目 

第１号線 

旧
東区御領３丁目５４８番２地先 から ４．１   

１８．０
東区御領５丁目５３７番４地先 まで ～ ４．２  

新
東区御領３丁目５４８番２地先 から ５．０   

１８．０
東区御領５丁目５３７番４地先 まで ～ ５．１  

４０８７ 
河内町船津河内町野出 

第１号線 
旧

西区河内町船津４１０番１地先 から ３．５   
１８０．９

西区河内町野出１７８番７地先 まで ～ １０．２  



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 
 

 
- 823 - 

 

新
西区河内町船津４１０番１地先 から ８．０   

１７８．４
西区河内町野出１７８番７地先 まで ～ １３．４  

４０８８ 河内町野出第１号線 

旧
西区河内町野出６０４番２地先 から ４．５   

１６５．１
西区河内町野出５９４番２地先 まで ～ ５．５  

新
西区河内町野出６０４番２地先 から ７．５   

１６５．１
西区河内町野出５９６番１地先 まで ～ ９．０  

５００６ 
黒髪６丁目黒髪４丁目 

第１号線 

旧
中央区黒髪５丁目４９９番地先 から ２．４   

２１．６
中央区黒髪５丁目４９６番１地先 まで ～ ３．９  

新
中央区黒髪５丁目４９９番地先 から ２．８   

２１．６
中央区黒髪５丁目４９６番１地先 まで ～ ３．９  

５０２７ 
八景水谷１丁目大窪２丁目 

第１号線 

旧
北区大窪１丁目８７２番地先 から ３．６   

４８．２
北区大窪１丁目７６１番２地先 まで ～ ９．０  

新
北区大窪１丁目８７２番地先 から ５．１   

４８．２
北区大窪１丁目７６１番２地先 まで ～ ９．９  

５０２９ 
清水亀井町清水東町 

第３号線 

旧
北区清水東町４５３番５地先 から ３．７   

５６．１
北区清水東町４８９番１地先 まで ～ ４．１  

新
北区清水東町４５３番５地先 から ４．０   

５６．１
北区清水東町４８９番９地先 まで ～ ４．１  

５０２９ 
清水亀井町清水東町 

第３号線 

旧
北区清水東町６番３地先 から ３．６   

３１．２
北区清水東町５２２番２地先 まで ～ ４．０  

新
北区清水東町６番３地先 から ３．９   

３１．２
北区清水東町５２２番２地先 まで ～ ４．０  

５０３５ 
龍田２丁目龍田８丁目 

第１号線 

旧

北区龍田５丁目１７９５番地先 から ３．２   
３４．６

北区龍田８丁目９８０番１地先 まで ～ ４．９  

新

北区龍田５丁目１７９４番５地先 から ４．６   
３４．６

北区龍田８丁目９８０番１地先 まで ～ ４．９  

５０４２ 
帯山３丁目月出１丁目 

第１号線 

旧
中央区帯山４丁目３７４番５０地先 から ９．５   

１１．７
中央区帯山３丁目１８２８番８地先 まで ～ ９．５  

新
中央区帯山４丁目３７４番５０地先 から １０．５   

１１．７
中央区帯山３丁目１８２８番８地先 まで ～ １０．７  

５０５８ 
昭和町山ノ神１丁目 

第１号線 

旧
東区東町２丁目２番１１地先 から ９．２   

１７７．７
東区東町２丁目２番８地先 まで ～ １１．４  

新
東区東町２丁目２番１１地先 から ９．６   

１７７．７
東区東町２丁目２番８地先 まで ～ １１．４  

５０６９ 
良町１丁目画図町重富 

第１号線 

旧
南区良町１丁目１５２番１地先 から ４．７   

２０４．９
南区良町４丁目２５９番地先 まで ～ １２．６  

新
南区良町１丁目１５２番１地先 から ９．０   

２０４．９
南区良町４丁目２５９番地先 まで ～ １４．４  

５０７３ 
平田２丁目田迎２丁目 

第１号線 

旧
南区馬渡１丁目１２０番地先 から １１．０   

８．２
南区馬渡２丁目２２９番地先 まで ～ １５．２  

新
南区馬渡１丁目１２０番地先 から １１．０   

８．２
南区馬渡２丁目２２９番地先 まで ～ １５．２  

５０８３ 池上町第１号線 旧 西区池上町２２３９番２の１地先 から ３．８   １８４．７
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西区池上町２２４４番地先 まで ～ ５．５  

新
西区池上町２２３９番２の１地先 から ４．２   

１８４．７
西区池上町２２４４番地先 まで ～ ５．５  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 告 示 第 ２ ０ ６ 号   

平成２７年３月３１日   

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、市道の供用開始をする。そ

の関係書類は告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 
熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 供用開始の区間 供用開始の期日 

１‐１８９ 北千反畑町西子飼町第１号線 
中央区西子飼町１０番２６地先から 

平成２７年３月３１日
中央区東子飼町８番３９地先まで 

１‐１９３ 子飼本町黒髪２丁目第１号線 
中央区子飼本町１５７番１地先から 

平成２７年３月３１日
中央区子飼本町１７４番地先まで 

１‐１９６ 子飼本町第５号線 
中央区子飼本町１４６番地先から 

平成２７年３月３１日
中央区子飼本町１５７番１地先まで 

１‐２７０ 壷川２丁目第１号線 
中央区壷川２丁目２６５番２０地先から 

平成２７年３月３１日
中央区壷川２丁目１８０６番１地先まで 

１‐３１２ 京町２丁目第６号線 
中央区京町２丁目２９０番地先から 

平成２７年３月３１日
中央区京町２丁目３１７番２地先まで 

１‐４０６ 下通２丁目水道町第１号線 
中央区下通２丁目７番１３地先から 

平成２７年３月３１日
中央区水道町６番３地先まで 

２‐３０ 黒髪１丁目第８号線 
中央区黒髪１丁目３４９番３地先から 

平成２７年３月３１日
中央区黒髪１丁目３８３番１地先まで 

２‐１０３ 黒髪５丁目第１８号線 
中央区黒髪５丁目８４番地先から 

平成２７年３月３１日
中央区黒髪５丁目８３番１地先まで 

２‐１２４ 黒髪６丁目第１５号線 
中央区黒髪６丁目３２１番２地先から 

平成２７年３月３１日
中央区黒髪６丁目４７１番１地先まで 

２‐１２５ 黒髪６丁目第１６号線 
中央区黒髪６丁目３２３番１地先から 

平成２７年３月３１日
中央区黒髪６丁目３１９番３地先まで 

２‐１３６ 黒髪６丁目第２７号線 
中央区黒髪６丁目８０６番地先から 

平成２７年３月３１日
中央区黒髪６丁目７８４番１地先まで 

３‐１１ 大江４丁目３丁目第１号線 
中央区大江３丁目６番２５地先から 

平成２７年３月３１日
中央区大江３丁目６番４地先まで 

３‐４２ 渡鹿４丁目第３号線 
中央区渡鹿４丁目６６８番地先から 

平成２７年３月３１日
中央区渡鹿４丁目６００番２地先まで 

３‐４３ 渡鹿４丁目第４号線 
中央区渡鹿４丁目６６８番地先から 

平成２７年３月３１日
中央区渡鹿４丁目６００番２地先まで 

３‐１８３ 大江３丁目第７号線 
中央区大江３丁目９番１０地先から 

平成２７年３月３１日
中央区大江３丁目８番２６地先まで 

３‐３７２ 大江１丁目第２９号線 

中央区大江１丁目２６番８地先から 

平成２７年３月３１日

中央区大江１丁目２５番２１地先まで 

４‐１５３ 水前寺公園第３号線 中央区水前寺公園２３８番地先から 平成２７年３月３１日
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中央区水前寺公園２５８番１地先まで 

４‐１７６ 国府４丁目出水６丁目第１号線 
中央区出水５丁目９３番地先から 

平成２７年３月３１日
中央区出水６丁目３２５番１地先まで 

４‐１７９ 出水１丁目国府３丁目第１号線 
中央区国府３丁目５８１番２地先から 

平成２７年３月３１日
中央区国府３丁目７６１番１地先まで 

４‐１７９ 出水１丁目国府３丁目第１号線 
中央区国府３丁目２４４番地先から 

平成２７年３月３１日
中央区国府３丁目７７０番地先まで 

４‐１８７ 国府３丁目第２号線 
中央区国府３丁目７９３番１地先から 

平成２７年３月３１日
中央区国府３丁目７７４番地先まで 

４‐２５０ 出水７丁目第１号線 
中央区出水７丁目４５２番地先から 

平成２７年３月３１日
中央区出水７丁目５１４番地先まで 

４‐３３１ 国府３丁目第２０号線 
中央区国府３丁目７９５番地先から 

平成２７年３月３１日
中央区国府３丁目７７０番地先まで 

５‐９５ 琴平本町第８号線 
中央区琴平本町４５番１地先から 

平成２７年３月３１日
中央区琴平本町１３番１の２地先まで 

５‐２３６ 本山４丁目第８号線 
中央区本山４丁目２２６番１地先から 

平成２７年３月３１日
中央区本山４丁目２０１番地先まで 

６‐１４ 横手４丁目第２号線 
西区横手４丁目４４１番１地先から 

平成２７年３月３１日
西区横手４丁目４５６番２地先まで 

６‐９２ 春日１丁目第５号線 
西区春日１丁目１２７２番１地先から 

平成２７年３月３１日
西区春日１丁目１２６０番地先まで 

６‐２５３ 二本木５丁目蓮台寺町第２号線 
西区二本木４丁目４２２番１地先から 

平成２７年３月３１日
西区蓮台寺１丁目２０番地先まで 

６‐３１２ 田崎本町第３号線 
西区田崎本町８１番２地先から 

平成２７年３月３１日
西区田崎本町８３番地先まで 

６‐３５４ 田崎本町第１６号線 
西区田崎本町８４番１地先から 

平成２７年３月３１日
西区田崎本町１５２番地先まで 

６‐４０１ 蓮台寺町第３２号線 
西区蓮台寺２丁目８２７番８地先から 

平成２７年３月３１日
西区蓮台寺２丁目７５３番３地先まで 

７‐７ 花園７丁目第１号線 
西区花園７丁目１９１３番地先から 

平成２７年３月３１日
西区花園７丁目１８６５番地先まで 

７‐２４ 花園５丁目第７号線 
西区花園５丁目７００番２地先から 

平成２７年３月３１日
西区花園５丁目７０６番１地先まで 

７‐３１９ 島崎２丁目第２６号線 

西区島崎２丁目２１番２地先から 

平成２７年３月３１日

西区島崎２丁目４１番１地先まで 

８‐２０ 池田１丁目第２号線 
西区池田１丁目１０５２番２地先から 

平成２７年３月３１日
西区池田１丁目１０５４番１地先まで 

８‐２４ 上熊本３丁目第１号線 
西区上熊本３丁目２０２番１地先から 

平成２７年３月３１日
西区池田１丁目１０５１番地先まで 

８‐８９ 池田３丁目第７号線 
北区池田３丁目９８２番１地先から 

平成２７年３月３１日
北区池田３丁目９８５番地先まで 

８‐１６４ 池田２丁目第２２号線 
西区池田２丁目５３３番２地先から 

平成２７年３月３１日
西区池田２丁目５４８番３地先まで 

８‐１７１ 池田２丁目第２９号線 西区池田２丁目５３５番地先から 平成２７年３月３１日
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西区池田２丁目５３２番２地先まで 

８‐１７５ 池田２丁目第３３号線 
西区池田２丁目５３３番１地先から 

平成２７年３月３１日
西区池田２丁目５３５番地先まで 

９‐２３ 室園町第８号線 
北区室園町４４４番地先から 

平成２７年３月３１日
北区室園町４６０番２地先まで 

９‐５５ 打越町第３０号線 
北区打越町３０６番地先から 

平成２７年３月３１日
北区打越町２８５番地先まで 

９‐５６ 打越町第１５号線 
北区打越町２８５番地先から 

平成２７年３月３１日
北区打越町５０８番地先まで 

９‐８０ 津浦町第１１号線 
北区津浦町４８１番１地先から 

平成２７年３月３１日
北区津浦町４４１番３地先まで 

９‐２２６ 大窪第８号線 
北区大窪１丁目３番地先から 

平成２７年３月３１日
北区山室１丁目２６番５地先まで 

９‐２４１ 大窪第１９号線 
北区大窪１丁目８７０番１地先から 

平成２７年３月３１日
北区大窪１丁目７６１番２地先まで 

９‐２６６ 大窪第３８号線 
北区大窪２丁目１５６番２地先から 

平成２７年３月３１日
北区大窪２丁目４７９番１地先まで 

９‐２８１ 清水本町第４号線 
北区清水本町１９９番１地先から 

平成２７年３月３１日
北区清水本町１９６番８地先まで 

９‐３３４ 清水亀井町第１５号線 
北区清水亀井町７４５番１地先から 

平成２７年３月３１日
北区清水亀井町７４９番１地先まで 

９‐３７２ 八景水谷１丁目第１３号線 
北区八景水谷１丁目１１４２番６地先から 

平成２７年３月３１日
北区八景水谷１丁目１２１９番５地先まで 

９‐４１８ 大窪第４７号線 
北区大窪４丁目９２６番地先から 

平成２７年３月３１日
北区大窪４丁目９２７番５地先まで 

９‐４９２ 麻生田第１６号線 

北区麻生田３丁目１７７５番１３地先から 

平成２７年３月３１日

北区麻生田３丁目１７７３番２地先まで 

９‐４９２ 麻生田第１６号線 
北区麻生田３丁目１７７５番１４地先から 

平成２７年３月３１日
北区麻生田３丁目１７７３番１地先まで 

９‐５３２ 麻生田第５６号線 
北区楡木２丁目１５６０番２８地先から 

平成２７年３月３１日
北区楡木２丁目１５３５番１４地先まで 

９‐５３３ 麻生田第５７号線 
北区麻生田２丁目１６０９番地先から 

平成２７年３月３１日
北区麻生田２丁目１６０６番地先まで 

９‐５３４ 麻生田第５８号線 
北区麻生田２丁目１６１３番１地先から 

平成２７年３月３１日
北区麻生田２丁目１６０６番７地先まで 

９‐５４８ 楡木第１５号線 
北区楡木３丁目１３５３番１地先から 

平成２７年３月３１日
北区楡木３丁目１３４９番１地先まで 

９‐５９２ 兎谷第２１号線 
北区兎谷２丁目８４番１地先から 

平成２７年３月３１日
北区兎谷２丁目８５番１地先まで 

９‐５９２ 兎谷第２１号線 
北区兎谷２丁目８４番３地先から 

平成２７年３月３１日
北区兎谷２丁目８５番１地先まで 

９‐９４１ 楡木第６１号線 
北区龍田３丁目２３８６番地先から 

平成２７年３月３１日
北区兎谷３丁目２３９５番１地先まで 

１０‐６１ 上立田第７号線 北区龍田１丁目４９０番７地先から 平成２７年３月３１日



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 
 

 
- 827 - 

 

北区龍田１丁目５０７番地先まで 

１０‐９８ 上立田第４３号線 
北区龍田８丁目１１７０番３地先から 

平成２７年３月３１日
北区龍田８丁目１１５２番１地先まで 

１０‐１１６ 上立田第６１号線 
北区龍田５丁目１７５２番４地先から 

平成２７年３月３１日
北区龍田５丁目１７７０番地先まで 

１０‐１２２ 上立田第６７号線 
北区龍田３丁目２３９５番３地先から 

平成２７年３月３１日
北区兎谷３丁目２３９５番１地先まで 

１０‐２０３ 弓削第１４号線 
北区武蔵ヶ丘１丁目１３７４番４地先から 

平成２７年３月３１日
北区武蔵ヶ丘１丁目１３９４番２地先まで 

１０‐３０９ 弓削第９３号線 
北区龍田町弓削８３７番１地先から 

平成２７年３月３１日
北区龍田町弓削８３９番地先まで 

１０‐３３９ 弓削第１０８号線 
北区楠８丁目１９２８番１０地先から 

平成２７年３月３１日
北区楠８丁目１９２３番地先まで 

１１‐３１ 保田窪本町第１８号線 
東区保田窪３丁目６８３番１地先から 

平成２７年３月３１日
東区保田窪３丁目６８８番１０地先まで 

１１‐３１ 保田窪本町第１８号線 
東区保田窪３丁目６８６番４地先から 

平成２７年３月３１日
東区保田窪本町６８６番２地先まで 

１１‐３２ 保田窪本町第１９号線 

東区保田窪３丁目６８３番３地先から 

平成２７年３月３１日

東区保田窪本町６８５番１地先まで 

１１‐７２ 保田窪本町第５４号線 
東区御領１丁目８４３番７地先から 

平成２７年３月３１日
東区西原２丁目１１９０番３地先まで 

１１‐９１ 新南部町第２０号線 
東区新南部３丁目３１５番１地先から 

平成２７年３月３１日
東区新南部３丁目３２１番６地先まで 

１１‐９１ 新南部町第２０号線 
東区新南部３丁目３２７番１地先から 

平成２７年３月３１日
東区新南部３丁目３２６番地先まで 

１１‐９１ 新南部町第２０号線 
東区新南部３丁目３２７番２地先から 

平成２７年３月３１日
東区新南部３丁目３２８番１６地先まで 

１１‐３６２ 保田窪３丁目４丁目第１号線 
東区保田窪３丁目６８８番４地先から 

平成２７年３月３１日
東区保田窪４丁目７１０番１２地先まで 

１２‐２７ 湖東２丁目第７号線 
東区湖東２丁目２１２番地先から 

平成２７年３月３１日
東区湖東２丁目２３４番１地先まで 

１２‐２４２ 健軍４丁目第６号線 
東区健軍４丁目１０４３番地先から 

平成２７年３月３１日
東区健軍４丁目１０３８番２地先まで 

１２‐３５７ 広木町第８号線 
東区広木町２８３番１１地先から 

平成２７年３月３１日
東区広木町３３１番地先まで 

１２‐４０４ 健軍町第３１号線 
東区山ノ内１丁目３０８７番１地先から 

平成２７年３月３１日
東区山ノ内１丁目３０４９番１地先まで 

１２‐４２４ 健軍町第５０号線 
東区山ノ神２丁目３４０４番１６地先から 

平成２７年３月３１日
東区山ノ神２丁目２６１２番３３地先まで 

１２‐４４１ 健軍町第６７号線 
東区佐土原３丁目３４６８番１地先から 

平成２７年３月３１日
東区佐土原３丁目４５４番１４地先まで 

１２‐４５８ 花立５丁目第２号線 
東区花立５丁目３８４７番２地先から 

平成２７年３月３１日
東区花立５丁目３９０３番２地先まで 

１２‐５９７ 健軍町第１０８号線 東区小峯２丁目２６１２番６１６地先から 平成２７年３月３１日
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東区小峯１丁目２６１２番９１地先まで 

１２‐８３０ 健軍町第１６７号線 
東区月出３丁目２４３２番５３１地先から 

平成２７年３月３１日
東区月出７丁目２４３２番１９０地先まで 

１２‐９１８ 若葉６丁目第７号線 
東区若葉６丁目３１９番地先から 

平成２７年３月３１日
東区若葉６丁目３１７番１地先まで 

１２‐１１１１ 小峯２丁目第３号線 
東区小峯２丁目２６１２番６６１地先から 

平成２７年３月３１日
東区小峯２丁目２６１２番１６５地先まで 

１３‐７０ 秋田第２０号線 
東区秋津町秋田３０番１地先から 

平成２７年３月３１日
東区若葉６丁目５２３番１地先まで 

１３‐１２４ 沼山津第１３号線 

東区沼山津２丁目１６１１番１地先から 

平成２７年３月３１日

東区沼山津２丁目１６７２番１地先まで 

１３‐１４６ 沼山津第３５号線 
東区桜木４丁目１７番１地先から 

平成２７年３月３１日
東区桜木４丁目１６番３地先まで 

１３‐１４８ 桜木４丁目第６号線 
東区桜木４丁目１５８番地先から 

平成２７年３月３１日
東区桜木４丁目１６８番１地先まで 

１３‐４６８ 桜木４丁目第２４号線 
東区桜木４丁目１７７番地先から 

平成２７年３月３１日
東区桜木４丁目１６７番１地先まで 

１４‐４８ 下江津第１０号線 
東区下江津５丁目１２２番３地先から 

平成２７年３月３１日
東区下江津５丁目１５６番１地先まで 

１４‐１０８ 下無田第１６号線 
東区画図町大字下無田１５４７番２地先から 

平成２７年３月３１日
東区画図町大字下無田１５９１番１地先まで 

１４‐１０９ 下無田第１７号線 
東区画図町大字下無田１５２３番地先から 

平成２７年３月３１日
東区画図町大字下無田１５２４番地先まで 

１４‐１２６ 所島第１０号線 
東区画図町大字所島２０５番１地先から 

平成２７年３月３１日
東区画図町大字所島２２６番地先まで 

１４‐１３２ 所島第１４号線 
東区画図町大字所島２２５番地先から 

平成２７年３月３１日
東区出水８丁目５７２番１地先まで 

１４‐１３３ 所島第１５号線 
東区画図町大字所島２０５番１地先から 

平成２７年３月３１日
東区画図町大字所島２２６番地先まで 

１５‐１０４ 田井島３丁目第７号線 
南区田井島３丁目２６３番４地先から 

平成２７年３月３１日
南区田井島３丁目３２０番３地先まで 

１５‐２０８ 笛田第３０号線 
南区御幸笛田３丁目８８４番１地先から 

平成２７年３月３１日
南区御幸笛田２丁目８４４番地先まで 

１５‐２８８ 木部第８号線 
南区御幸木部２丁目３７０番２地先から 

平成２７年３月３１日
南区御幸木部町３３０番地先まで 

１５‐３４３ 木部第６３号線 
南区御幸木部３丁目１１０７番１地先から 

平成２７年３月３１日
南区御幸木部３丁目１７１２番地先まで 

１５‐４０５ 笛田第６６号線 
南区御幸笛田３丁目８７８番１地先から 

平成２７年３月３１日
南区御幸笛田２丁目８５７番４地先まで 

１５‐５７４ 田迎４丁目３丁目第１号線 
南区田迎３丁目４５番１地先から 

平成２７年３月３１日
南区田迎３丁目４７番地先まで 

１６‐５ 十禅寺町平田町第１号線 
南区平田１丁目７９番１地先から 

平成２７年３月３１日
南区平田１丁目４９１番地先まで 

１６‐５０ 平田町第６号線 南区平田１丁目５０４番地先から 平成２７年３月３１日
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南区平田１丁目４９１番地先まで 

１６‐１５９ 近見２丁目第２号線 

南区近見２丁目１２９７番地先から 

平成２７年３月３１日

南区近見２丁目２４２９番４地先まで 

１６‐１７２ 近見町第９２号線 
南区近見６丁目９９１番１４地先から 

平成２７年３月３１日
南区近見６丁目９９５番３地先まで 

１６‐１８７ 近見町第１０７号線 
南区近見７丁目１５８１番３地先から 

平成２７年３月３１日
南区近見７丁目１６３９番１地先まで 

１６‐３５０ 元三町第５８号線 
南区元三町１０２７番地先から 

平成２７年３月３１日
南区元三町１０２８番地先まで 

１６‐３５５ 元三町第６３号線 
南区元三町１０４０番３地先から 

平成２７年３月３１日
南区元三町１０５９番２地先まで 

１６‐４７８ 馬渡１丁目第１号線 
南区馬渡２丁目１９番地先から 

平成２７年３月３１日
南区馬渡２丁目６９番地先まで 

１６‐５４６ 馬渡２丁目第５号線 
南区馬渡２丁目５９番地先から 

平成２７年３月３１日
南区馬渡２丁目７０番地先まで 

１７‐３１ 薄場町第３号線 
南区薄場町１３１番地先から 

平成２７年３月３１日
南区薄場町１５４番３地先まで 

１７‐４０ 薄場町第１２号線 
南区薄場町２０３番１地先から 

平成２７年３月３１日
南区薄場町１３０番３地先まで 

１７‐５１ 薄場町野口町第１号線 
南区薄場２丁目４９７番１地先から 

平成２７年３月３１日
南区薄場２丁目５７７番１地先まで 

１７‐７５ 野口町荒尾町第３号線 
南区荒尾町１７２１番２地先から 

平成２７年３月３１日
南区荒尾町２００９番地先まで 

１７‐７６ 薄場町野口町第２号線 
南区野口２丁目９４４番地先から 

平成２７年３月３１日
南区野口２丁目９３６番１地先まで 

１７‐７６ 薄場町野口町第２号線 
南区野口３丁目１１７２番８地先から 

平成２７年３月３１日
南区野口３丁目１１８５番１地先まで 

１７‐７７ 島町野口町第１号線 
南区野口町９６９番地先から 

平成２７年３月３１日
南区野口町９６５番１地先まで 

１７‐７９ 荒尾１丁目第１号線 
南区荒尾町１９３８番地先から 

平成２７年３月３１日
南区荒尾町１７０９番１地先まで 

１７‐８２ 荒尾町第４号線 
南区荒尾町２００８番地先から 

平成２７年３月３１日
南区荒尾町１６８３番１地先まで 

１７‐２０３ 白藤町第１８号線 
南区白藤１丁目２２３番１地先から 

平成２７年３月３１日
南区白藤１丁目２４８番２地先まで 

１８‐９ 上代第３号線 
西区上代３丁目５８８番２地先から 

平成２７年３月３１日
西区上代３丁目５９７番２地先まで 

１８‐２３ 上代第１７号線 

西区春日７丁目１２０６番３地先から 

平成２７年３月３１日

西区春日７丁目１２０６番３地先まで 

１８‐６７ 下代第２号線 
西区城山下代１丁目６１３番１０地先から 

平成２７年３月３１日
西区城山下代１丁目８０３番２地先まで 

１９‐１４ 戸坂町第１０号線 
西区戸坂町７９番１地先から 

平成２７年３月３１日
西区戸坂町２０番２地先まで 

１９‐１５ 戸坂町谷尾崎町第２号線 西区戸坂町１１１番地先から 平成２７年３月３１日
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西区戸坂町３３７番地先まで 

１９‐１５ 戸坂町谷尾崎町第２号線 
西区戸坂町１６２番地先から 

平成２７年３月３１日
西区戸坂町１０４番地先まで 

１９‐３４ 谷尾崎町第１５号線 
西区谷尾崎町１３４９番１地先から 

平成２７年３月３１日
西区谷尾崎町１３５３番１地先まで 

１９‐３７ 谷尾崎町第１８号線 
西区谷尾崎町１２７５番地先から 

平成２７年３月３１日
西区谷尾崎町１３２０番１地先まで 

２０‐３５ 平山第３号線 
西区松尾町平山２８１番地先から 

平成２７年３月３１日
西区松尾町平山６９９番地先まで 

２０‐３５ 平山第３号線 
西区松尾町平山２８３番地先から 

平成２７年３月３１日
西区松尾町平山６９１番地先まで 

２０‐３６ 平山第４号線 
西区松尾町平山３４７番地先から 

平成２７年３月３１日
西区松尾町平山３８３番地先まで 

２１‐６６ 小島下町第４６号線 
西区小島９丁目１５７７番地先から 

平成２７年３月３１日
西区小島９丁目１５５１番１地先まで 

２２‐２９ 沖新町第１７号線 
西区沖新町４８２番２地先から 

平成２７年３月３１日
西区沖新町４９９番１地先まで 

２２‐５７ 沖新町第４５号線 
西区沖新町４０８４番地先から 

平成２７年３月３１日
西区沖新町４０８５番地先まで 

２２‐５９ 沖新町第４７号線 
西区沖新町４０８４番地先から 

平成２７年３月３１日
西区沖新町４０４７番４地先まで 

２２‐６０ 沖新町第４８号線 
西区沖新町４１４１番１地先から 

平成２７年３月３１日
西区沖新町４１４０番３地先まで 

２２‐１４６ 沖新町第６６号線 
西区沖新町９４６番地先から 

平成２７年３月３１日
西区沖新町９４５番地先まで 

２２‐１５４ 沖新町第７４号線 
西区沖新町４２２６番地先から 

平成２７年３月３１日
西区沖新町４１７１番地先まで 

２２‐１５５ 沖新町第７５号線 
西区沖新町４２４２番１地先から 

平成２７年３月３１日
西区沖新町４２２６番地先まで 

２３‐１４ 戸島町第１４号線 

東区戸島西６丁目２９８５番２１地先から 

平成２７年３月３１日

東区戸島西１丁目３０５６番７地先まで 

２３‐３２ 小山町第３号線 
東区小山５丁目１０３７番２地先から 

平成２７年３月３１日
東区小山５丁目１０４４番１地先まで 

２３‐５２ 戸島町小山町第１号線 
東区小山３丁目５５０番地先から 

平成２７年３月３１日
東区小山３丁目５６３番１３地先まで 

２３‐８２ 御領町長嶺町第１号線 
東区御領５丁目５９５番地先から 

平成２７年３月３１日
東区御領５丁目６２４番２地先まで 

２３‐９８ 長嶺町第２９号線 
東区長嶺西２丁目２５６９番１地先から 

平成２７年３月３１日
東区長嶺西２丁目２５６９番１０地先まで 

２３‐１３４ 上南部町第１２号線 
東区上南部１丁目１９７番地先から 

平成２７年３月３１日
東区上南部１丁目２６０番２地先まで 

２３‐２０５ 長嶺町第５９号線 
東区長嶺東５丁目８００番２地先から 

平成２７年３月３１日
東区長嶺東６丁目６９４番２地先まで 

２３‐２０５ 長嶺町第５９号線 東区長嶺東５丁目８１６番１地先から 平成２７年３月３１日
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東区長嶺東６丁目６９３番１地先まで 

２３‐２２４ 長嶺町第６０号線 
東区長嶺南７丁目１５６０番地先から 

平成２７年３月３１日
東区長嶺南７丁目１５５０番１地先まで 

２３‐２３８ 御領２丁目御領６丁目第１号線 
東区御領５丁目３９１番５地先から 

平成２７年３月３１日
東区御領５丁目３９１番１地先まで 

２３‐３００ 九貫側道第１１号線 
東区小山１丁目２７８番４地先から 

平成２７年３月３１日
東区小山１丁目２７８番１７地先まで 

２３‐３１５ 長嶺町第１６３号線 
東区長嶺西２丁目３２２４番１２８地先から 

平成２７年３月３１日
東区長嶺西２丁目３２２４番１２８地先まで 

２３‐４３８ 長嶺町第１１１号線 
東区長嶺西３丁目３２１８番３地先から 

平成２７年３月３１日
東区長嶺西３丁目３２１８番３地先まで 

２３‐６９３ 戸島町第１２９号線 
東区戸島町１５９９番１地先から 

平成２７年３月３１日
東区戸島町１６００番１地先まで 

２３‐８０３ 長嶺東６丁目第３号線 
東区長嶺東６丁目６９３番９地先から 

平成２７年３月３１日
東区長嶺東６丁目６９４番２地先まで 

２４‐９３ 徳王町貢町第１号線 
北区徳王町５０１番１地先から 

平成２７年３月３１日
北区徳王町５３９番１地先まで 

２４‐９６ 飛田町第５号線 
北区飛田１丁目６１３番７地先から 

平成２７年３月３１日
北区飛田２丁目７２３番１地先まで 

２４‐１２７ 飛田町第１２号線 
北区飛田２丁目７４６番地先から 

平成２７年３月３１日
北区飛田１丁目６１３番２地先まで 

２４‐１５１ 梶尾町第１９号線 

北区梶尾町１１２４番１０地先から 

平成２７年３月３１日

北区梶尾町１１０７番７２地先まで 

２４‐２３６ 西梶尾町第９号線 
北区西梶尾町６５１番地先から 

平成２７年３月３１日
北区西梶尾町８１２番５地先まで 

２５‐８２ 野出第４号線 
西区河内町野出１８２８番１地先から 

平成２７年３月３１日
西区河内町野出６８３番１地先まで 

２５‐８２ 野出第４号線 
西区河内町野出６８１番３地先から 

平成２７年３月３１日
西区河内町野出６８１番２地先まで 

２５‐８６ 岳平山第１号線 
西区河内町面木４４０番地先から 

平成２７年３月３１日
西区松尾町平山５６６番地先まで 

２５‐９９ 野出第８号線 
西区河内町野出４６３番１地先から 

平成２７年３月３１日
西区河内町野出４６１番１地先まで 

２５‐１０１ 岳東門寺第１号線 
西区河内町東門寺５９８番２地先から 

平成２７年３月３１日
西区河内町東門寺５９９番１地先まで 

２５‐１２１ 野出第１０号線 
西区河内町野出４６０番２‐１地先から 

平成２７年３月３１日
西区河内町野出４７１番地先まで 

２６‐８６ 護藤町第２２号線 
南区護藤町１５８０番１地先から 

平成２７年３月３１日
南区護藤町１５７６番１地先まで 

２６‐８７ 護藤町第２３号線 
南区護藤町１５４９番地先から 

平成２７年３月３１日
南区護藤町１５８６番地先まで 

２９‐１０００６ 東阿高尾窪塚原線 
南区城南町藤山２６８２番５地先から 

平成２７年３月３１日
南区城南町藤山２５８８番１地先まで 

２９‐１０００９ 緑川堤防線 南区城南町千町２７２０番地先から 平成２７年３月３１日
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南区城南町千町２７２２番地先まで 

２９‐３００３２ 出水中央線 
南区城南町舞原１３５０番３地先から 

平成２７年３月３１日
南区城南町出水１００９番１地先まで 

２９‐３００３７ 永杉上校線 
南区城南町永５０５番１地先から 

平成２７年３月３１日
南区城南町永３６９番地先まで 

２９‐３００４７ 舞原外周線 
南区城南町下宮地２０番２地先から 

平成２７年３月３１日
南区城南町下宮地１番１８地先まで 

２９‐３００５５ 陳内近道線 
南区城南町陳内１１８０番１地先から 

平成２７年３月３１日
南区城南町陳内１１９０番１地先まで 

２９‐３００６０ 尾窪藤山線 
南区城南町藤山２５８０番３地先から 

平成２７年３月３１日
南区城南町藤山２５６６番地先まで 

２９‐３００７４ 藤山下方線 
南区城南町塚原９９１番地先から 

平成２７年３月３１日
南区城南町塚原３３番１地先まで 

２９‐３０１３９ 敷田村中線 

南区城南町塚原１７９７番１２地先から 

平成２７年３月３１日

南区城南町塚原１７７８番１地先まで 

２９‐３０１３９ 敷田村中線 
南区城南町塚原１７７８番１地先から 

平成２７年３月３１日
南区城南町塚原１７６２番３地先まで 

２９‐３０１４０ 吉野出水線 
南区城南町舞原１４００番地先から 

平成２７年３月３１日
南区城南町舞原１３４９番１地先まで 

２９‐３０１４０ 吉野出水線 
南区城南町出水１００９番１地先から 

平成２７年３月３１日
南区城南町出水１０１３番地先まで 

２９‐３０１４３ 舞原東西３号線 
南区城南町舞原８３５番地先から 

平成２７年３月３１日
南区城南町舞原８５４番１地先まで 

２９‐３０１４７ 舞原東西７号線 
南区城南町舞原２２番３地先から 

平成２７年３月３１日
南区城南町舞原１０番１地先まで 

２９‐３０２４９ 火の君通り線 
南区城南町塚原２３番１地先から 

平成２７年３月３１日
南区城南町塚原１０８５番２地先まで 

２９‐３０２４９ 火の君通り線 
南区城南町藤山１０５２番２地先から 

平成２７年３月３１日
南区城南町藤山１０５６番地先まで 

３０‐２０２０８ 五両～大井線 
北区植木町岩野１６３１番２地先から 

平成２７年３月３１日
北区植木町岩野１５７６番１地先まで 

３０‐３０３１３ 小清水線 
北区植木町清水１３７１番２地先から 

平成２７年３月３１日
北区植木町清水１３５８番２地先まで 

３０‐３０３５７ 国道～平尾線 
北区植木町亀甲２６８番３地先から 

平成２７年３月３１日
北区植木町亀甲２０４４番９地先まで 

３０‐３０３５８ 中原～今藤第一線 
北区植木町亀甲２６８番１地先から 

平成２７年３月３１日
北区植木町亀甲４１５番２地先まで 

３０‐３０４１５ 中尾線 
北区植木町富応１０１２番１地先から 

平成２７年３月３１日
北区植木町富応９２９番地先まで 

３０‐３０４９４ 植木～仁連塔線 
北区植木町広住８８番２地先から 

平成２７年３月３１日
北区植木町広住６７番１地先まで 

３０‐３０６６６ 広住大道線 
北区植木町広住３８２番４地先から 

平成２７年３月３１日
北区植木町広住９２番６地先まで 

４０１０ 子飼本町大江６丁目第１号線 中央区子飼本町２４４番２地先 から 平成２７年３月３１日
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中央区新屋敷２丁目２４番６地先まで 

４０１０ 子飼本町大江６丁目第１号線 
中央区大江２丁目９０４番地先から 

平成２７年３月３１日
中央区大江３丁目１５３番１地先まで 

４０１４ 九品寺６丁目画図町下無田第１号線 
中央区出水６丁目４４１番地先から 

平成２７年３月３１日
中央区出水６丁目４２９番地先まで 

４０１４ 九品寺６丁目画図町下無田第１号線 

東区画図町大字所島３２番地先から 

平成２７年３月３１日

東区画図町大字所島３０１番２地先まで 

４０１９ 二本木２丁目新大江１丁目第１号線 
中央区新大江１丁目９番２６地先から 

平成２７年３月３１日
中央区新大江１丁目２１番４地先まで 

４０３４ 山室２丁目大窪１丁目第１号線 
北区山室２丁目４７３番１地先から 

平成２７年３月３１日
北区山室１丁目３０番２地先まで 

４０４２ 龍田３丁目龍田４丁目第１号線 
北区龍田３丁目２３８６番地先から 

平成２７年３月３１日
北区龍田３丁目２３６９番２地先まで 

４０４４ 榎町佐土原３丁目第１号線 
東区山ノ神２丁目３４２３番１地先から 

平成２７年３月３１日
東区佐土原３丁目４５４番８地先まで 

４０４７ 新外１丁目新外２丁目第１号線 
東区新外１丁目２７００番２地先から 

平成２７年３月３１日
東区新外２丁目２６８７番１地先まで 

４０５２ 川尻４丁目画図町下無田第１号線 
南区元三町１０５９番２地先から 

平成２７年３月３１日
南区元三町１０４０番３地先まで 

４０５２ 川尻４丁目画図町下無田第１号線 
南区元三町１０４０番３地先から 

平成２７年３月３１日
南区御幸木部町２３３１番地先まで 

４０６６ 上南部２丁目御領３丁目第１号線 
東区御領３丁目５４８番２地先から 

平成２７年３月３１日
東区御領５丁目５３７番４地先まで 

４０８７ 河内町船津河内町野出第１号線 
西区河内町船津４１０番１地先から 

平成２７年３月３１日
西区河内町野出１７８番７地先まで 

４０８８ 河内町野出第１号線 
西区河内町野出６０４番２地先から 

平成２７年３月３１日
西区河内町野出５９６番１地先まで 

５００６ 黒髪６丁目黒髪４丁目第１号線 
中央区黒髪５丁目４９９番地先から 

平成２７年３月３１日
中央区黒髪５丁目４９６番１地先まで 

５０２７ 八景水谷１丁目大窪２丁目第１号線 
北区大窪１丁目８７２番地先から 

平成２７年３月３１日
北区大窪１丁目７６１番２地先まで 

５０２９ 清水亀井町清水東町第３号線 
北区清水東町４５３番５地先から 

平成２７年３月３１日
北区清水東町４８９番９地先まで 

５０２９ 清水亀井町清水東町第３号線 
北区清水東町６番３地先から 

平成２７年３月３１日
北区清水東町５２２番２地先まで 

５０３５ 龍田２丁目龍田８丁目第１号線 
北区龍田５丁目１７９４番５地先から 

平成２７年３月３１日
北区龍田８丁目９８０番１地先まで 

５０４２ 帯山３丁目月出１丁目第１号線 
中央区帯山４丁目３７４番５０地先から 

平成２７年３月３１日
中央区帯山３丁目１８２８番８地先まで 

５０５８ 昭和町山ノ神１丁目第１号線 
東区東町２丁目２番１１地先から 

平成２７年３月３１日
東区東町２丁目２番８地先まで 

５０６９ 良町１丁目画図町重富第１号線 

南区良町１丁目１５２番１地先から 

平成２７年３月３１日

南区良町４丁目２５９番地先まで 

５０７３ 平田２丁目田迎２丁目第１号線 南区馬渡１丁目１２０番地先から 平成２７年３月３１日
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南区馬渡２丁目２２９番地先まで 

５０８３ 池上町第１号線 
西区池上町２２３９番２の１地先から 

平成２７年３月３１日
西区池上町２２４４番地先まで 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ０ ７ 号   
平成２７年３月３１日   

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、県道の区域を変更する。その

関係書類は告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 
熊本市長  大 西 一 史   

道路の種類 路  線  名 

道    路    の    区    域 

新旧の

別
区          間 

敷地の幅員 延長 

（ｍ） （ｍ） 

主要地方道 植木インター菊池線 

旧
北区植木町伊知坊３４６番３地先 から ７．３   

１０２．６
北区植木町伊知坊３１１番１地先 まで ～ １１．６  

新
北区植木町伊知坊３４６番３地先 から １１．５   

１０２．６
北区植木町伊知坊３１１番１地先 まで ～ １３．１  

一般県道 熊本浜線 

旧
南区良町１丁目９５番１地先 から ７．０   

８６．４
南区良町１丁目１２２番５地先 まで ～ ７．９  

新
南区良町１丁目９５番１地先 から ８．７   

８６．４
南区良町１丁目１２２番５地先 まで ～ ９．３  

一般県道 植木山鹿線 

旧

北区植木町清水１０８２番地先 から ５．２   
１６８．６

北区植木町清水１０６７番３地先 まで ～ １６．１  

新

北区植木町清水１０８２番地先 から １１．３   
１６８．６

北区植木町清水１０６７番３地先 まで ～ １６．１  

一般県道 瀬田熊本線 

旧
東区新南部３丁目４５７番１地先 から １２．０   

５４．５
東区新南部２丁目５１１番５地先 まで ～ １７．３  

新
東区新南部３丁目４５７番１地先 から １５．９   

５４．５
東区新南部２丁目５１１番５地先 まで ～ ２０．９  

一般県道 四方寄熊本線 

旧
北区大窪１丁目４番１地先 から １０．７   

８８．２
北区徳王町５００番３地先 まで ～ １７．９  

新
北区大窪１丁目４番１地先 から １０．７   

８８．２
北区徳王町５００番３地先 まで ～ ２６．４  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ０ ８ 号   
平成２７年３月３１日   

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、県道の供用開始をする。そ

の関係書類は告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

道路の種類 路 線 名 供用開始の区間 供用開始の期日 

主要地方道 植木インター菊池線 
北区植木町伊知坊３４６番３地先から 

平成２７年３月３１日
北区植木町伊知坊３１１番１地先まで 

一般県道 熊本浜線 
南区良町１丁目９５番１地先から 

平成２７年３月３１日
南区良町１丁目１２２番５地先まで 
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一般県道 植木山鹿線 
北区植木町清水１０８２番地先から 

平成２７年３月３１日
北区植木町清水１０６７番３地先まで 

一般県道 瀬田熊本線 
東区新南部４丁目４５６番１地先から 

平成２７年３月３１日
東区新南部２丁目５８２番２地先まで 

一般県道 瀬田熊本線 
東区新南部３丁目４５７番１地先から 

平成２７年３月３１日
東区新南部２丁目５１１番５地先まで 

一般県道 四方寄熊本線 
北区大窪１丁目４番１地先から 

平成２７年３月３１日
北区徳王町５００番３地先まで 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  公   告   

公 告 第 ２ ５ ３ 号   
平成２７年３月１６日   

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定による指定をしたので、同

法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１０条第１項の規定に基づき次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ２ ５ ８ 号   
平成２７年３月１６日   

 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第８条第１項の規定に基づく熊本農

業振興地域整備計画の一部を次のとおり変更したので、同法第１３条第４項において準用する同法第

１２条第２項の規定により次の場所において縦覧に供する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 変更内容  
(1) 農用地利用計画の変更 

番号 変更しようとする土地の所在 面積（a） 変更理由 

１ 南区海路口町字奥古閑開三番割６２０番３ ２.６３ 保育園運動場用地として除外 

２ 西区小島下町字大宮新地４６８２番の一部 ５.００ 
土地改良法第７条第４項の非農用地

区域設定に伴う除外 

３ 西区小島下町字大宮新地４６７８番１の一部 ５.００ 
土地改良法第７条第４項の非農用地

区域設定に伴う除外 

４ 
西区小島下町字大宮新地４６７８番１の一部、４６７８番２、４６

７９番の一部 
５.００ 

土地改良法第７条第４項の非農用地

区域設定に伴う除外 

５ 西区小島下町字大宮新地４６７９番の一部、４６８０番の一部 ５.００ 
土地改良法第７条第４項の非農用地

区域設定に伴う除外 

６ 西区小島下町字大宮新地４６８０番の一部、４６８１番 １０.００ 
土地改良法第７条第４項の非農用地

区域設定に伴う除外 

指定に係る道路の

種類 

指定番号 

熊本市指令（建指） 
路線名 指定年月日 道路の位置 

幅 員 

（ｍ） 

延 長 

（ｍ） 

建築基準法第４２

条第１項第４号 
第Ｈ２６－４－１号 

刈草薄場

線 

平成２７年

３月１０日

南区刈草１丁目１

３０番地内 

２８．２９ｍ～ 

４２．２９ｍ 
１００．０３ｍ
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７ 西区小島下町字大宮新地４６８５番の一部 ５.００ 
土地改良法第７条第４項の非農用地

区域設定に伴う除外 

８ 
西区河内町野出字上川床２０１１番・２０２５番合併１、２０１１

番・２０２５番合併２ 
２８.１８ 編入 

９ 

北区下硯川町字五丁道９２０番、９２１番、９２２番１、９２２番

２、９２３番１、９２３番２、９２３番３、９２３番４、９２３番

５、９２４番１、９２４番２、９２５番１、９２５番２、９２５番

３、９３１番１の一部、９４０番２の一部、９４７番２の一部 

１４３.０６ 
熊本保健科学大学拡張用地及び駐車

場として除外 

２ 縦覧場所 
熊本市農水商工局農業政策課 

  熊本市中央区役所総務企画課 
  熊本市東区役所農業振興課 
  熊本市西区役所農業振興課 
  熊本市南区役所農業振興課 
  熊本市北区役所農業振興課 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ５ ９ 号   
平成２７年３月１６日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市西区城山半田二丁目３４７番３、３４７番４ 

  ２７８．６５平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市西区城山下代二丁目 
  氏名 登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ６ ３ 号   
平成２７年３月１７日   

 熊本市田井島南土地区画整理組合の解散について、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）

第４５条第２項の規定により平成２７年３月１７日付けで認可したので、同条第５項の規定により公

告する。 
                       熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ２ ６ ５ 号   
平成２７年３月１８日   

 熊本都市計画事業熊本駅西土地区画整理事業の事業計画を土地区画整理法（昭和２９年法律第１１

９号）第５５条第１項の規定により公衆の縦覧に供するので、土地区画整理法施行令（昭和３０年政

令第４７号）第３条の規定により、次のとおり公告する。 
 なお、当該事業計画で都市計画に定められた事項以外の事項について意見のある利害関係者は、平

成２７年４月１５日までに熊本市長に意見書を提出することができる。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 縦覧期間 
 平成２７年３月１９日から平成２７年４月１日 
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２ 縦覧時間 
 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

３ 縦覧場所 
 熊本市中央区本山２丁目９番５１号 
 熊本駅西土地区画整理事業所（熊本駅周辺整備合同事務所 １階） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ２ ６ ６ 号   
平成２７年３月１８日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市北区植木町色出字山廻５７６番、５７６番２、５８６番１、５８６番２、５８７番１、５

８７番２、５８８番、５９４番１、５９４番２、５９５番、５９５番２、５９６番１、５９６番３、

５９７番１、５９７番２、熊本市北区植木町米塚字妙見１２３１番１、１２３２番２、１２３２番

３、１２３４番１、１２３４番３、１２３４番５、１２３４番８、１２３５番２、１２３５番６、

１２３７番、１２３７番２、１２３８番、１２３９番、１２３９番２、１２３９番３、１２４０番、

１２４１番、１２４２番、１２４３番１、１２４３番２、１２４３番３、１２４３番４、１２４４

番１、１２４４番２、１２４４番３、１２４５番、１２４６番、熊本市北区植木町色出字松葉５４

０番１、５５０番１、５５０番２、５５１番２、５５２番１、５５２番３、５５５番４、５５６番

１ 
  ４２，００２．９６平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市北区飛田二丁目１２番１１６号 
  株式会社 西川印刷 

代表取締役 白濱 哲人 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ６ ８ 号   
平成２７年３月２０日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区城南町下宮地字中野町１１３６番３ 

  ２０２．２７平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市南区城南町下宮地 
  氏名 登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ６ ９ 号   
平成２７年３月２０日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区城南町下宮地字中野町１１３６番７ 
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  ２０９．５７平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市南区城南町隈庄 
  氏名 登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ７ ０ 号   
平成２７年３月２０日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区中無田町字田中１０８７番、１０９６番７ 

  ３３７．６７平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本県菊池郡菊陽町大字津久礼 
  氏名 登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ７ １ 号   
平成２７年３月２０日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市東区画図町大字重富字餅溝５８６番４、５８６番５、５８６番６、市道の一部、里道の一

部、水路の一部 
  ４９９．０８平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦 
  氏名 登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ７ ５ 号   
平成２７年３月２４日   

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定による新設の届出があった

ので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出及び添付書類を縦覧に供す

る。 
 なお、当該大規模小売店舗の設置者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につ

いて意見を有する者は、平成２７年７月２４日までに、市長に対し、意見書を提出することができる。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
ダイレックス植木店・靴のニシムラ本店 

  熊本市北区植木町滴水字町裏１８番１ 外 
２ 大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

名称及び代表者氏名 住 所 

ダイレックス株式会社 
代表取締役 貞方 宏司 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 
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有限会社丸芳 
代表取締役 西村 芳廣 

熊本市北区植木町滴水１３番地１ 

３ 大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名 
 名称及び代表者氏名 住 所 

ダイレックス株式会社 
代表取締役 貞方 宏司 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

有限会社西村本店 
代表取締役 西村 博子 

熊本市北区植木町植木２６番地 

４ 大規模小売店舗の新設をする日 
  平成２７年１１月１８日 
５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 
  ２，０５５平方メートル 
６ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

(1) 駐車場の位置及び収容台数 
建物敷地内    ８６台 

(2) 駐輪場の位置及び収容台数 
駐輪場Ｎｏ．１   Ａ棟南側   １４台 
駐輪場Ｎｏ．２   Ａ棟南側   ２０台 
駐輪場Ｎｏ．３   Ａ棟東側   ５５台 
駐輪場Ｎｏ．４   Ｂ棟西側   １３台 

                  合計１０２台   
(3) 荷さばき施設の位置及び面積 

荷さばき施設Ｎｏ．１ Ａ棟北側  ４０平方メートル 
荷さばき施設Ｎｏ．２ Ａ棟西側  ７８平方メートル 
荷さばき施設Ｎｏ．３ Ｂ棟北側  ２２平方メートル 

                 合計１４０平方メートル 
(4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

   廃棄物等保管施設Ｎｏ．１ Ａ棟内北側 １６立方メートル 
廃棄物等保管施設Ｎｏ．２ Ｂ棟内北側  ３立方メートル 

                   合計１９立方メートル 
７ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
   ダイレックス株式会社  午前９時から午後１０時まで 
   有限会社西村本店    午前９時から午後８時まで 

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 
午前８時３０分から午後１０時３０分まで 

(3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 
   ２箇所  建物敷地西側及び東側 

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯   
荷さばき施設Ｎｏ．１    ２４時間 

   荷さばき施設Ｎｏ．２    ２４時間 
   荷さばき施設Ｎｏ．３    午前６時～午後１０時 
８ 届出年月日 
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  平成２７年３月１７日 
９ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 
熊本市農水商工局商工振興課、熊本市北区役所総務企画課及び熊本県商工観光労働部商工労働

局商工振興金融課 
(2) 縦覧期間 

平成２７年３月２４日から平成２７年７月２４日まで 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 公 告 第 ２ ７ ９ 号   
平成２７年３月２４日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
  熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  熊本市東区桜木四丁目２１番１  

  ２，８７４．２７平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市東区健軍二丁目１８番２６号 
  熊本入大 株式会社 
   代表取締役 春野 涼記 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ８ ２ 号   
平成２７年３月２４日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区護藤町字菰堀１５９９番 

  １,２６１．２６平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
 熊本市南区上ノ郷一丁目１０番５号 

  社会福祉法人 上ノ郷福祉会 
   理事 宮﨑 チエ子 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ８ ４ 号   
平成２７年３月２５日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区富合町硴江字園田３７２番１ 

  ３３３．０９平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
 熊本県宇土市栗崎町 

  氏名 登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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公 告 第 ２ ８ ６ 号   
平成２７年３月２５日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市北区清水新地二丁目６０６番１ 
１，５５６．３７平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
 熊本市中央区平成三丁目１６番２７号 
 株式会社 九建ホーム 

   代表取締役 福嶋 正夫 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ８ ８ 号   
平成２７年３月２６日   

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条第１項の規定に基づき、下記の一団地を認定し

たので、同法第８６条第８項の規定により、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 申請人 熊本市北区植木町石川280番地 
植木工業団地協同組合 理事長 堤 寛 

２ 認定区域 地名地番 熊本市北区植木町石川字柿平 
２７４番５,１,２,３,４,６,７,８,９,１０,１１,１２,１３,１４、 
２７４番１５,１６,１７,１８、２９９番、３２４番１ 

      敷地面積 ２７９２３．５０㎡ 
３ 一団地認定年月日番号 平成２７年３月２４日 指令（建指）第３号 
４ 認定内容 認定内容関係書類は、次の場所で一般の縦覧に供する。 
５ 縦覧場所 熊本市都市建設局建築指導課（熊本市中央区手取本町１番１号） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ９ ０ 号   
平成２７年３月２６日   

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１２条第１項の規定により平成２

７年３月１６日付け熊本市公告第２５８号で公告した農業振興地域整備計画を同法第１３条第１項の

規定により変更するので、同法第１３条第４項において準用する第１１条第１項の規定により公告し、

当該農業振興地域整備計画を変更する理由を添えて、当該農業振興地域整備計画案を次により縦覧に

供する。 
同法第１３条第４項の規定において準用する第１１条第２項の規定により、熊本市の住民は、当該

農業振興地域整備計画の案に対し、次により意見を提出することができる。 
なお、同法第１３条第４項の規定において準用する第１２条第１項の規定により、農業振興地域整

備計画決定の公告に併せ、当該意見の要旨及び処理の結果について公告する。 
また、同法第１３条第４項において準用する第１１条第３項の規定により、当該農業振興地域整備

計画案のうち農用地利用計画の案に係る農用地区域内にある土地の所有者、その他その土地に関し権

利を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異義があるときは、平成２７年４月２７日の翌日

から起算して、１５日以内に市にこれを申し出ることができる。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 農業振興地域整備計画（案）縦覧期間 
自 平成２７年３月２７日 
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至 平成２７年４月２７日 
２ 農業振興地域整備計画（案）縦覧場所 

熊本市農水商工局農業政策課 
  熊本市中央区役所総務企画課 
  熊本市東区役所農業振興課 
  熊本市西区役所農業振興課 
  熊本市南区役所農業振興課 
  熊本市北区役所農業振興課 
３ 意見の提出について 

(1) 意見書の提出先 農業振興地域整備計画の案の縦覧場所 
(2) 意見書の提出方法 文書により提出すること 
(3) 意見書の提出期限 平成２７年４月２７日 

４ 異議申出について 
(1) 異議申出の申出先 農業振興地域整備計画の案の縦覧場所 
(2) 異議申出の方法 文書により提出すること 

５ 変更（全体見直し）の理由 
国、県の基本方針の変更や富合、城南、植木町との合併に伴う農業振興地域の変更及び、前回の全

体見直しから５年経過したため行った農振法第１２条の２第１項の規定による基礎調査の結果、計画

の変更が必要と判断したため 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ９ ２ 号   
平成２７年３月２６日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市西区池上町字北平４３番３ 

  ２１３．０５平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
 熊本市中央区新町 
 氏名 登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ２ ９ ３ 号   
平成２７年３月２６日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市北区楠野町字裏畑１１１８番１、１１１９番１の一部  

   １，５７０．４１平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
 熊本市北区楠野町 
 氏名 登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ２ ９ ４ 号   
平成２７年３月２６日   
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 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市東区戸島西四丁目３５３９番１，３５３９番７，３５５５番２，３５５５番３，３５５５

番７及び里道 
   ２，６４１．３６平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
 熊本市東区長嶺南八丁目８番５５号 
 株式会社 アネシス 
  代表取締役 加藤 龍也 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ２ ９ ８ 号   
平成２７年３月２７日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
 熊本市南区出仲間七丁目６０８番１，６０８番２，６０９番１，６１１番６  
  １，６１９．９９平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
 熊本市南区出仲間 
 氏名 登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ２ ９ ９ 号   
平成２７年３月２７日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市北区梶尾町字谷山原２８８番１、２８８番２、２８７番２ 
１，７０６．４６平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
 阿蘇市乙姫１７７６番地 
 社会福祉法人 角岳会 
  理事長 吉永 和世 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ３ ０ ２ 号   
平成２７年３月３０日   

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第４５条第１項の規定に基づき認定したので，同

法第４９条第２項の規定により次のとおり公示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 公告事項 
(1) 認定する特定非営利活動法人の名称 

ＮＰＯ法人しらさぎ 
(2) 代表者の氏名  
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沼田 百合子 
(3) 主たる事務所の所在地 

熊本市東区石原一丁目１１番２９号 
(4) その他の事務所の所在地 

   なし 
(5) 認定の有効期間  

平成２７年３月３０日から平成３２年３月２９日 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ３ ０ ３ 号   
平成２７年３月３１日   

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第１項の規定により、平成２７年度土地価格等

縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を次のとおり関係者の縦覧に供する｡ 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 縦覧期間 
 平成２７年４月１日から平成２７年６月１日まで 
 ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く 

２ 縦覧時間 
 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

３ 縦覧場所 
 熊本市財政局北税務課 
熊本市財政局西税務課 
熊本市財政局中央税務課 

 熊本市財政局東税務課 
 熊本市財政局南税務課 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ３ ０ ５ 号   
平成２７年３月３１日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区奥古閑町字上潟２５５５番２ 

 ４９１．０１平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
 熊本市西区池上町 
 氏名 登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ３ ０ ７ 号   
平成２７年３月３１日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市北区植木町木留字北中原５５６番１ 

 ７６４．２８平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
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 熊本市北区植木町轟１０９１番地 
 株式会社 吉次園 
  代表取締役 前田 公明 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  中 央 区   

中 央 区 告 示 第 ８ 号   
        平成２７年３月２０日   

 住民基本台帳法(昭和４２年法律第８１号)第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年３月１３日に職権により

消除したので、同条第４項の規定により告示する。 
                    熊本市中央区長  前 渕 啓 子   

 以下、搭載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  東   区   

東 区 告 示 第 ３ 号   
                       平成２７年３月１７日   

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年３月１３日に職権に

より消除したので、同条第４項の規定により告示する。 
                  熊本市東区長  中 原 裕 治   

 以下、登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  消 防 局   

消 防 局 訓 令 第 ３ 号   
平成２７年３月２３日   

熊本市消防署の組織に関する規程の一部を次のように改正する。 
熊本市消防局長  大 塚 和 規   

   熊本市消防署の組織に関する規程の一部を改正する訓令 
 熊本市消防署の組織に関する規程（昭和５４年７月３日消防局訓令７号）の一部を次のように改正

する。 
 第４条警防課の項第５号中「消防地理」を「消防地利」に改める。 
 別表第１中 
「 

熊本市中央消防

署北部出張所 
熊本市北区下硯

川町468番地1 
川上小学校区、西里小学校区、北部東小学校区 

                                            」 
を 

「 
熊本市中央消防

署北部出張所 
熊本市北区下硯

川町468番地1 
川上小学校区、西里小学校区、北部東小学校区 

熊本市中央消防

署植木出張所 
熊本市北区植木

町山本 739 番地

植木小学校区、桜井小学校区、山東小学校区、田底小学校

区、田原小学校区、菱形小学校区、山本小学校区、吉松小
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の2 学校区 
                                            」 
に改め、同表熊本市西消防署平田出張所の項を削り、同表熊本市南消防署川尻出張所の項中「力合小

学校区」の次に「、力合西小学校区」を加え、 
「 

熊本市南消防署

飽田天明出張所 
熊本市南区白石

町385番地1 
飽田西小学校区、飽田東小学校区、飽田南小学校区、奥古

閑小学校区、川口小学校区、銭塘小学校区、中緑小学校区 
熊本市東消防署

託麻出張所 
熊本市東区下南

部1丁目3番137
号 

帯山西小学校区（保田窪2丁目2番に限る。）、託麻西小

学校区、月出小学校区、西原小学校区、山ノ内小学校区 

熊本市東消防署

小山出張所 
熊本市東区小山4
丁目4番22号 

託麻北小学校区、託麻東小学校区、託麻南小学校区、長嶺

小学校区 
                                            」 

を 
「 

熊本市南消防署

飽田天明出張所 
熊本市南区白石

町385番地1 
飽田西小学校区、飽田東小学校区、飽田南小学校区、奥古

閑小学校区、川口小学校区、銭塘小学校区、中緑小学校区 
                                            」 
に改める。 
 
   附 則 
 この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、別表第１熊本市西消防署平田出張所の項

の改正規定及び同表熊本市南消防署川尻出張所の項の改正規定は、平成２６年４月１日から適用する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

消 防 局 告 示 第 １ 号   
平成２７年３月２５日   

 熊本市火災予防規程の一部を次のとおり改正する。 
熊本市消防局長  大 塚 和 規   

熊本市火災予防規程の一部を改正する規程 
熊本市火災予防規程（平成２０年消防局告示第１号）の一部を次のとおり改正する。 
 第２条第１項中「様式第１号の２」を「様式第１号及び様式第１号の２」に、「各管理権原者の」

を「管理権原者」に改め、同条第２項中「受付印」の次に「（様式第１号の５。以下同じ。）」を加

える。 
 第３条第３項、第７条の２第２項及び第１０条の５第２項中「受付印」を「申請受付印」に改める。 
第１１条第２項中「受付印」を「届出受付印」に改める。 
 第１４条の２第３項中「受付印」を「申請受付印」に改める。 
 附則第８項中「この告示」を「熊本市火災予防規程の一部を改正する規程（平成２６年消防局告示

第２号）」に改め、同項の次に次の見出し及び１項を加える。 
（山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う経過措置） 
９ 熊本市火災予防規程の一部を改正する規程（平成２７年消防局告示第１号）の施行日前に旧山鹿

植木広域行政事務組合消防本部の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示

の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 
 
 
様式第１号の３を次のとおり改める。 
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「 
様式第１号の３（第２条の３関係） 

共同防火対象物点検報告を行う届出者等一覧 

（  ／  ） 

番号 届 出 者 の 氏 名 等 

防 火 管 理 者 

立   会   者 

備       考 

１ 

住  所 印

氏  名 印 印

電話番号 

２ 

住  所 印

氏  名 印 印

電話番号 

３ 

住  所 印

氏  名 印 印

電話番号 

４ 

住  所 印

氏  名 印 印

電話番号 

５ 

住  所 印

氏  名 印 印

電話番号 

６ 

住  所 印

氏  名 印 印

電話番号 

７ 

住  所 印

氏  名 印 印

電話番号 

注１ 届出者の氏名の記入にあたり、法人の場合は、法人の名称及び代表者氏名を記入してください。 

   ２ 備考欄には、テナントの名称等を記入してください。 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 
 

 
- 848 - 

 

様式第１号の４を次のとおり改める。 
「 
 
様式第１号の４（第２条の４関係） 

共同防災管理点検報告を行う届出者等一覧 

（  ／  ） 

番号 届 出 者 の 氏 名 等 

防 災 管 理 者 

立   会   者 

備       考 

１ 

住  所 印

氏  名 印 印

電話番号 

２ 

住  所 印

氏  名 印 印

電話番号 

３ 

住  所 印

氏  名 印 印

電話番号 

４ 

住  所 印

氏  名 印 印

電話番号 

５ 

住  所 印

氏  名 印 印

電話番号 

６ 

住  所 印

氏  名 印 印

電話番号 

７ 

住  所 印

氏  名 印 印

電話番号 

注１ 届出者の氏名の記入にあたり、法人の場合は、法人の名称及び代表者氏名を記入してください。 

   ２ 備考欄には、テナントの名称等を記入してください。 

」 
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様式第１号の４の次に次の１様式を加える。 
「 

様式１号の５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第      号 

熊本市    消防署

指 導 課 

３０ミリメートル 
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様式第２号の２を次のとおり改める。 
「 

様式第２号の２（第３条関係） 

           発第     号  

年  月  日 

 

消防用設備等に係る特例の適用通知書 

 

 

（住所） 

（氏名）            様 

[法人の場合は、名称・代表者の氏名] 

熊本市消防長  印 

                                           （熊本市  消防署長）  

 

 

年   月     日（熊本市     第     号受付）の申請について、次により消防法施行令第 

３２条の規定を適用します。なお、適用の基準に適合しなくなった場合は、消防法施行令第３節第１款から第７ 

款までの規定に基づき消防用設備等を設置してください。 

 

１ 適用する消防用設備等の種類 

 

 

 

 

２ 適用の基準 

 

 

 

 

３ 適用日 

 
 
 
 

」 
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様式第２号の３を次のとおり改める。 
「 

様式第２号の３（第３条関係） 

    発第     号  

年  月  日 

 

 

消防用設備等に係る特例の非適用通知書 

 

（住所） 

（氏名）            様 

[法人の場合は、名称・代表者の氏名] 

熊本市消防長  印 

                                     （熊本市  消防署長）  

 

 

  

年  月  日（熊本市      第     号受付）の申請について、消防法施行令第３２条の規 

定を適用しないことを通知します。 

 

 

１ 適用しない消防用設備等の種類 

 

 

 

 

２ 適用しない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 
」 
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様式第５号を次のとおり改める。 
「 

様式第５号（第７条の２関係） 

防火対象物定期点検報告特例認定申請取下書 

備考 

   １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ ※印の欄は、記入しないこと。 

 

 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 

                           

  年  月  日 

                 （宛） 

 

                            住所                  

 

                          氏名（法人の場合は、名称及び代表者氏名） 印 

 

                            電話番号                

 

申 請 年 月 日 年  月  日 

防 火 対 象 物 

所 在 地  

名   称  

用   途  令別表第一 （  ）項 

取 下 げ の 理 由 
 

 

そ の 他 参 考 事 項  

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 
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様式第６号を次のとおり改める。 
「 

様式第７号（第１０条の４関係） 

防災管理対象物定期点検報告特例認定申請取下書 

備考 

   １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ ※印の欄は、記入しないこと。 

 

 
 
 
 
 
 
 

」 
 

附 則  
 この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 
 
 
 

                           

  年  月  日 

                 （宛） 

 

                            住所                  

 

                          氏名（法人の場合は、名称及び代表者氏名） 印 

 

                            電話番号                

 

申 請 年 月 日 年  月  日 

防 火 対 象 物 

所 在 地  

名   称  

用   途  令別表第一 （  ）項 

取 下 げ の 理 由 
 

 

そ の 他 参 考 事 項  

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 
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消 防 局 告 示 第 ２ 号   
平成２７年３月２５日   

防火対象物に係る表示制度の実施に関する規程の一部を次のように改正する。 
熊本市消防局長  大 塚 和 規 

防火対象物に係る表示制度の実施に関する規程の一部を改正する規程 
防火対象物に係る表示制度の実施に関する規程（平成２６年消防局告示第１号）の一部を次の

ように改正する。 
  第６条第１項及び第２項中「適合通知書のみ通知」を「適合通知書の通知のみ」に改める。 
 附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の見出し及び

２項を加える。 
（山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う経過措置） 
２ 旧鹿本郡植木町の区域に存するホテル・旅館等で、平成２７年４月１日において現に旧山鹿

植木広域行政事務組合消防本部（第３項において「旧本部」という。）の規定により交付され

ている表示マークについては、この告示の相当規定に基づき交付されたものとみなす。この場

合において、当該有効期間は、交付の際定められた有効期間とする。 
３ 旧鹿本郡植木町の区域に存するホテル・旅館等で、平成２７年４月１日前に旧本部に表示マ

ークの交付申請がなされ、当該審査が終了していないものについては、旧本部の規定により表

示基準の審査を行い、基準に適合するときは防火対象物に係る表示制度の実施に関する規程の

一部を改正する規程（平成２７年消防局告示第２号）による改正後の防火対象物に係る表示制

度の実施に関する規程第６条の規定により交付を行うものとする。 
別図を次のとおり改める。 

 
「 
 
 
 
 
 
 
 
 

表示マーク（金）       表示マーク（銀） 
備考  

１ 様式の大きさは、日本工業規格Ｂ４とする。  
２  色彩は、地を紺色、その他のものにあっては、それぞれ金色・銀色とする。 」 
 

附 則 
 この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

熊 本 市 消 防 局 熊 本 市 消 防 局 
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消 防 局 告 示 第 ３ 号   
平成２７年３月２５日   

熊本市消防団協力事業所表示制度に関する規程を次のように定める。 
熊本市消防局長  大 塚 和 規   

熊本市消防団協力事業所表示制度に関する規程 
（目的） 

第１条 この規程は、熊本市消防団（以下「消防団」という。）に積極的に協力している事業所、大

学又はその他の団体（以下「事業所等」という。）に対して、消防団協力事業所としての認定及び

消防団協力事業所表示証の交付について必要な事項を定め、もって地域の消防防災力の充実強化等

の一層の推進を図ることを目的とする。 
（用語の定義） 
第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 
(1) 消防団協力事業所 第５条に規定する認定を受けた事業所等（以下「協力事業所」という。）

をいう。 
(2) 消防団協力事業所表示証 前号の協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付す

る表示証（別図。以下「表示証」という。）をいう。 
(3) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。 

（交付申請及び推薦） 
第３条 協力事業所としての交付申請又は推薦（以下「交付申請等」という。）は、次の各号に定め

るところによる。 
(1) 表示証の交付を受けようとする協力事業所は、消防局長（以下「局長」という。）に熊本市消

防団協力事業所表示証申請書（別記様式第１号。以下「表示証申請書」という。）により申請す

るものとする。 
(2) 消防団長等は、表示証を交付することが適当であると認められる事業所等について、局長に熊

本市消防団協力事業所表示証交付推薦書（別記様式第２号）により推薦することができる。 
（認定基準） 
第４条 局長は、前条に規定する交付申請等があったときは、当該事業所等が消防関係法令に係る重

大な違反がなく、かつ、次に掲げるいずれか１つ以上に適合しているか審査するものとする。 
(1) 従業員又は学生（以下「従業員等」という。）のうち２人以上が消防団員である事業所等 
(2) 従業員等の消防団活動について積極的に支援している事業所等 
(3) 災害時等において資機材や訓練場所等を提供する等の消防団活動に協力している事業所等 
(4) 前３号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強

化に寄与していると局長が認める事業所等 
（認定及び表示証の交付） 
第５条 局長は、前項に規定する審査の結果、協力事業所として認定したときは、当該事業所等に対

し、熊本市消防団協力事業所表示証交付書（別記様式第３号。以下「交付書」という。）及び表示

証を交付するものとする。 
（表示証の表示） 
第６条 協力事業所は、次に掲げる場所等に表示証を表示することができる。 

(1) 当該事業所等の見えやすい場所 
(2) 当該事業所等のパンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法（電子的方法、磁気的方法

その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。）により行う映像その他の広告 
２ 前項の場合において、当該表示証の寸法を同率に拡大又は縮小したものも表示することができる。 
（交付の記録） 
第７条 局長は、表示証を交付するときは、熊本市消防団協力事業所表示証交付整理簿（別記様式第
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４号）に事業所等の名称、所在地、表示の有効期間等の必要事項を記録するものとする。 
（表示有効期間等） 
第８条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から２年とする。ただし、第１０条に規定する認

定の取消しを受けたときは、当該取消しの日までとする。 
２ 前項の場合において、協力事業所は、局長に速やかに表示証を返還しなければならない。 
（認定の更新） 
第９条 協力事業所は、前条第１項に規定する表示の有効期間の満了に伴い、認定の更新を希望する

ときは、表示証申請書（別記様式第１号）により、局長に再申請を行うものとする。 
２ 局長は、前項の再申請内容が第４条に規定する認定基準に適合しているか審査を行い、協力事業

所として更新を認めるときは、当該事業所等に対し、更新に係る有効期間を記した交付書（別記様

式第３号）により通知するものとする。 
（認定の取消し） 
第１０条 局長は、協力事業所が、次に掲げるいずれかに該当していると認めるときは、当該認定を

取り消すことができる。この場合において、局長は、相手方に対し、熊本市消防団協力事業所認定

取消及び表示証返還通知書（別記様式第５号）により通知するものとする。 
(1) 協力事業所が事業を廃止又は休止したとき 
(2) 第４条に規定する認定基準を満たさなくなったとき 
(3) 偽りその他不正な手段により協力事業所の認定を受けたとき 
(4) その他協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき 

（協力事業所の公表） 
第１１条 局長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について、原則として熊本

市ホームページ、広報誌等により公表するものとする。 
（表彰等） 
第１２条 局長は、協力事業所の消防団への協力が特に優れていると認める場合は、当該事業所等を

熊本市消防表彰に関する訓令（昭和４７年訓令第５号）に基づき、表彰することができる。 
２ 局長は、総務省消防庁消防団協力事業所表示制度実施要綱（平成１９年１月１日施行）第３条の

規定により、前項の表彰を受けた当該事業所等を総務省消防庁消防団協力事業所として推薦するも

のとする。 
（その他） 
第１３条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
 

附 則 
この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 
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別記様式第１号（第３条関係） 

 

熊本市消防団協力事業所表示証申請書 

 

  年  月  日 

熊本市消防局長（宛） 

協力事業所所在地                    

協力事業所名称                     

代  表  者                   ㊞  

担  当  者                     

電     話                     

熊本市消防団協力事業所表示制度に関する規程第３条の規定により，下記のとおり申請します。 

記 

１ 申請区分(該当する区分にレ点を記入してください。） 

□新 規(はじめて消防団協力事業所の表示を受ける場合) 

□再申請(消防団協力事業所の表示有効期間の満了に伴い，再度表示を希望する場合) 

 

２ 協力内容（該当する項目に○印を付けてください。） 

項目

番号 
○印 協 力 内 容 

１  
従業員又は学生（以下「従業員等」という。）のうち２人以上が消防団員で

ある事業所等 

２  従業員等の消防団活動について積極的に支援している事業所等 

３  
災害時等において資機材や訓練場所等を提供する等の消防団活動に協力して

いる事業所等 

４  
前３号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防

防災体制の充実強化に寄与していると局長が認める事業所等 

 

３ 従業員等の消防団所属状況 

 

従業員・学生氏名 所属分団名等 市町村名 
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４ 添付資料 

（１） 会社案内・パンフレット等 

（２） 上記項目の協力内容が具体的に分かる書類 

（３） 再申請の場合は、前回表示証写 

（４） その他審査に必要な資料 

 

 

 

 

熊本市 

 

記入欄 

 

 

 

【特記事項】 

 

 表示年月日      年  月  日 
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別記様式第２号（第３条関係） 

                             年  月  日 

 

熊本市消防団協力事業所表示証交付推薦書 

 

熊本市消防局長（宛） 

                    印 

            

熊本市消防団協力事業所表示制度に関する規程第３条の規定により、下記のとおり推

薦します。 

記 

１ 推薦事業所等 

  事業所等名称                             

  事業所等所在地                            

  代  表  者                            

  担  当  者                            

  電     話                            

  

２ 事業所等の消防団協力事業所表示証希望確認（該当する項目に○印を付けてくださ

い｡） 

＊ 交付希望有の場合 

       

表示証交付希望年月日      年  月  日 

 

 

 

 

３ 協力内容（該当する項目に○印を付けてください｡） 

項目

番号 
○印 協 力 内 容 

１  
従業員又は学生（以下「従業員等」という。）のうち２人以上が消防

団員である事業所等 

２  従業員等の消防団活動について積極的に支援している事業所等 

３  
災害時等において資機材や訓練場所等を提供する等の消防団活動に

協力している事業所等 

４  
前３号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域

の消防防災体制の充実強化に寄与していると局長が認める事業所等 

 

消防局 

記入欄 

 

 

交付希望 

有 無 
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別記様式第３号（第５条関係） 

                              第   号 

 

熊本市消防団協力事業所表示証交付書 

 

                様 

 

     貴事業所は、熊本市消防団協力事業所表示制度に定める 

 

    消防団協力事業所の認定基準に適合していると認めます。 

 

よって、表示証を交付します。 

 

      

 

 

１ 名  称 

２ 所 在 地 

３ 有効期間       年  月  日まで 

 

 

                     年  月  日 

 

 

                 熊本市消防局長   印 
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別記様式第５号（第１０条関係）                      

 

発第     号 

                              年  月  日 

 

 

             様 

 

 

                          熊本市消防局長   ㊞ 

 

 

熊本市消防団協力事業所認定取消及び表示証返還通知書 

 

  年  月  日（交付番号   ）で認定した消防団協力事業所について、下記のと

おり認定を取り消しましたので通知します。 

なお、当該取消しに伴い、速やかに消防団協力事業所表示証を返還するとともに、熊本市消防

団協力事業所表示制度に関する規程第６条に規定する表示を中止するよう申し添えます。 

 

記 

 

１ 認定取消事業所等 

 

 

 

 

２ 認定取消し日 

 

 

 

 

３ 認定取消し事由 
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別図（第２条関係） 

 

1 数字の単位は、ミリメートルとする。 

2 色は、次の表のとおりとする。 

3 材質はプラスチック等、厚みは 6mm 以上とする。 

 色(CMYK 値による色指定) 

① 地色(中央部) 青(C：68％、M：5％、Y：0％、K：0％) 

② 地色(上下部) 青(C：85％、M：40％、Y：25％、K：12％) 

③ 表示マーク(面) 赤(C：0％、M：95％、Y：90％、K：0％) 

④ 文字、枠線 銀 

 

 
 



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 
 

 
- 864 - 

 

消 防 局 告 示 第 ４ 号   
平成２７年３月２６日   

 熊本市防火対象物の消防用設備等の公表に関する規程を次のように制定する。 

熊本市消防局長  大 塚 和 規   
 熊本市防火対象物の消防用設備等の公表に関する規程 

（趣旨） 
第１条 この規程は、市民等が防火対象物の安全に関する情報を入手し、当該防火対象物の利用につ

いて判断できるよう、熊本市火災予防条例（昭和３７年条例第１１号。以下「条例」という。）第

４７条の２の規定並びに熊本市火災予防規則（昭和６３年規則第１６号。以下「規則」という。）

第１８条の２及び第１８条の３の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の状況の公表（以下「公

表」という。）により、市民等に情報を提供するために必要な事項を定めるものとする。 
（用語の定義） 
第２条 この規程において用いる用語の意義は、次に掲げるところによる。 
 (1) 主要３設備 消防法施行令（昭和３６年政令第３７号。以下「令」という。）第７条第２項に

規定する屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備並びに同条第３項に規定する自動火災報知設備

をいう。 
(2) 公表該当違反 熊本市火災予防立入検査及び違反処理に関する規程（平成１５年消防局訓令第

９号。以下「立入検査規程」という。）第２条に規定する立入検査（以下「立入検査」という。）

において確認した法令違反事項において、消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１７条第１項

の政令で定める技術上の基準又は同条第２項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って

主要３設備のいずれかを設置しなければならないもののうち、規則第１８条の２第２項に該当す

るものをいう。 
 (3) 関係者 公表該当違反に該当する防火対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。 

(4) 公表予定日 公表該当違反に該当し、当該違反事項を関係者に通知した日から３０日を経過し

た日をいう。 
(5) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。 
(6) 公表事務 公表するために実施する公表該当違反の報告、公表に係る関係者に対する公表する

旨の周知、公表の決定、市民等への情報提供等公表を行うために実施する事務一切をいう。 
（消防長の責務） 
第３条 消防長は、市民等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表を適正に行わな

ければならない。 
 （指導及び調整） 
第４条 消防長は、消防署長（以下「署長」という。）に対し、公表事務についての指導、助言及び

調整を行うものとする。 
（公表該当違反の取扱い） 
第５条 公表該当違反については、次に掲げるところによる。 

(1) 規則第１８条第２項に規定する「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備

が設置されていない」とは、主要３設備のうちいずれかの設置が義務となる防火対象物又はその

部分において、これらの義務となる設備（設備を構成する機器等を含む。）が一切設置されてい

ないもの（当該設備に代えて用いることができる令第２９条の４に規定する必要とされる防火安

全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないもの及び消防法令の規定により代替

となる設備が設置されていないものを含む。）とする。 
(2) 署長は、公表該当違反について精査を行い、必要に応じて関係者に違反事項についての事情聴

取を行うこととする。 
（公表の手続） 
第６条 公表の手続は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。 
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 (1) 査察員は、防火対象物の立入検査において、公表該当違反があると認めた場合は、通常の立入

検査と同様に立入検査規程第２１条第１項の規定により署長へ報告するものとする。 
 (2) 署長は、関係者に対し、立入検査規程様式第２号の４及び様式第２号の５に規定する立入検査

結果通知書により通知する場合は、当該通知書に別記様式第１号に定める公表を周知するための

書面を添付するものとする。 
 (3) 署長は、前号の立入検査通知書及び公表を周知するための書面（以下「立入検査通知書等」と

いう。）を交付後、公表を行おうとする場合は、査察員に対し、公表該当違反について別に定め

る確認を行わせるものとし、その結果を別記様式第２号に定める公表該当違反調査報告書により

報告させるものとする。ただし、当該確認時に公表該当違反が是正されていた場合は、この限り

でない。 
 (4) 署長は、前号の報告を受けた場合は、別記様式第３号に定める公表調査報告書により速やかに

消防長へ報告するものとする。 
 (5) 消防長は、前号の報告を受けた場合は、防火対象物の公表を決定し、公表予定日の７日前まで

（やむ得ない事情がある場合を除く。）に関係者に対し、公表する旨を通知するために別記様式

第４号に定める公表通知書（以下「公表通知書」という。）を発出するものとする。 
(6) 前号の通知は当該公表該当違反対象物を管轄する署長が公表通知書を、関係者に直接交付する

ことにより行うものとし、当該交付をしたときは、別記様式第５号に定める受領書に関係者の署

名を求めるものとする。ただし、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、公表通知書

を配達証明又は内容証明の取扱いにより送付するものとする。 
 (7) 署長は、前号の規定に基づく公表通知書を関係者に交付した場合は、当該防火対象物の名称、

所在地、用途、違反の内容その他別に定める事項を速やかに消防長へ報告するものとする。 
（公表） 
第７条 消防長は、前条第６号に基づく公表する旨の通知後７日以上、かつ、公表予定日を経過した

場合は、公表するものとする。ただし、公表該当違反の存否に影響を与える事実を把握したときに

は、別に定める調査を行い、公表該当違反に当たることを確認した上で公表するものとする。 
２ 消防長は、前項の公表を行った場合は、当該公表対象物を管轄する署長へ別に定める方法で通知

するものとする。 
（公表の方法） 
第８条 公表の方法については、次に掲げるところにより行うものとする。 
 (1) 規則第１８条の３第２項第１号に規定する公表の方法は、別表に示された項目の掲載を別に定

めるところにより行うものとする。 
 (2) 規則第１８条の３第２項第２号に規定する公表の方法は、別表に示された項目を記載した書類

の備え置きを別に定めるところにより行うものとする。 
(3) 規則第１８条の３第２項第３号に規定する公表の方法は、別に定める。 

（情報の適正管理） 
第９条 消防長は、公表対象物の公表該当違反の情報等を適正に管理するものとする。 
２ 署長は、消防長に対し、公表対象物の公表該当違反の情報等を適正に管理するために必要な連絡、

報告及び調整を行うものとする。 
３ 署長は、前項の公表該当違反の是正を確認した場合は、別記様式第６号に定める公表該当違反是

正報告書により消防長へ報告するとともに、公表している情報の削除を依頼するものとする。 
４ 消防長は、前項の報告により公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、公

表している情報の削除を決定するものとする。 
（施行細則） 
第１０条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。 
 

附 則 
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 この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 
 
別表（第８条関係） 

 

防火対象物の名称 

 

防火対象物の所在地 
 

防火対象物の用途 
 

違反の内容 

違反指摘事項 

 

根拠法令等の条項 

 

違反の位置等 

 

公表日 

 

所轄消防署 
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別記様式第１号(第６条第２号関係)                          年  月  日 

              

 

                                                            

熊本市    消防署 
 
 

公表に関するお知らせ 
 

 
   あなたの( 所有・管理・占有）する次の防火対象物（                      ） 

について、    年   月   日 消防法第４条の規定に基づく立入検査を実施した結果、下記 
のとおり火災予防上重大な不備事項を確認しましたので、速やかに改善されるように指示します。 
なお、この防火対象物に係る重大違反について、本通知書を交付した日から３０日を経過したにも 

かかわらず当該違反が認められるときは、熊本市火災予防条例第４７条の２の規定に基づき熊本市消 
防長が当該違反内容等を公表することがあります。 

 
記 

名 称  
所在地  

 

該 

当 

違 

反 

事 
項 

□ 屋内消火栓設置の未設置 

違
反
概
要

 

□ スプリンクラー設備の未設置 

違
反
概
要

 

□ 自動火災報知設備の未設置 

違
反
概
要 

 

備 
 

考 

 

備考 該当する□にはレを記入すること。 

 

本件についての連絡先 

熊本市（    ）消防署（    ）課 

（電話）   （   ） 
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別記様式第２号（第６条第３号関係） 

公表該当違反調査報告書 

  年  月  日

  

   消防署長 様 

 

消防署  課   班   

検査員             

熊本市火災予防条例第４７条の２の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の状況の公表につい

て、下記のとおり重大な消防法令違反が確認されましたので報告します。 

記 

備考 該当する□にはレを記入すること。 

 

 

対象物ＩＤ  

防火対象物の 

名称・所在地 

名称 

（フリガナ） 

 

所在地 

（フリガナ） 

 

防火対象物の 

状況 

用途 構造 階層 規模 

   建築面積 ㎡ 

延べ面積 ㎡ 

公表該当違反に

関する事項 

□ 屋内消火栓設備 

□ スプリンクラー設備 

□ 自動火災報知設備 

公表該当違反に

関する状況 

 

立入検査に 

関する事項 

立入検査実施日 
立入検査結果通知書 

交付予定日 
前回の立入検査日 

   

公表に関する 

事項 

公表通知書交付予定日 公表予定日 

  

備考 
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別記様式第４号（第６条第５号関係） 

 

公 表 通 知 書 
第    号  

年  月  日  
           様 
 

熊本市消防長        
      印     

 
 

 あなたの所有・管理・占有する防火対象物に関し、    年  月  日に立入検査結果通知書 
により通知した重大違反のうち、現に違反が認められるものについて、火災予防条例第４７条の２第 
１項の規定により下記のとおり公表します。 

 
 

記 
 
１ 公表する事項 

 
２ 公表の方法 
 (1) 熊本市ホームページへの掲載 

 (2) 消防本部での閲覧 

(3) 前１の防火対象物が存する区域を管轄する消防署での閲覧 

 

３ 公表予定日 

      年  月  日 

 

備考 

１ 前１に記載の違反の内容を是正した場合は、以下の問合せ先へ連絡してください。 

２ 公表日前に違反の是正を確認した場合は、当該違反事実については公表しません。 

３ 既に公表している場合は、当該違反事実の情報を削除します。 

 

 

 
問合せ先          

  熊本市    消防署  課 
電話   （   ）    

 

防火対象物 
名称  
所在地  

違反の内容 
 

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格A４とすること。 
   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。  
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別記様式第５号（第６条第６号関係） 
 

年  月  日  
 

             （宛） 
 
 

住 所                    
    氏 名                    

        印  
 
 

受   領   書 
 
 
 

 
     年  月  日 熊本市火災予防条例第４７条の２に係る公表通知書を確かに受領しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格A４とすること。 
   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。  
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別記様式第６（第９条第３号関係） 

公表該当違反是正報告書 

  年  月  日 

  

 

   消防局長 様 

 

 

消防署長   

              

 熊本市火災予防条例第４７条の２の規定による公表対象物について、下記のとおり消防法令違反

が是正されましたので報告します。 

記 

 

 

備考 該当する□にはレを記入すること。 

対象物ＩＤ  

防火対象物の 

名称・所在地 

名称 

（フリガナ） 

 

所在地 

（フリガナ） 

 

防火対象物の 

状況 

用途 構造 階層 規模 

   建築面積 ㎡ 

延べ面積 ㎡ 

公表該当違反に 

関する事項 

□ 屋内消火栓設備 

□ スプリンクラー設備 

□ 自動火災報知設備 

公表該当違反に 

関する状況 

 

公表該当違反の 

是正に関する状況 

 

立入検査に関する 

事項 

立入検査実施

日 

立入検査結果通知書

交付日 
公表該当違反の是正日 

   

公表に関する事項 
公表通知書交付日 公表（予定）日 

  

備考 
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消 防 局 告 示 第 ５ 号   
平成２７年３月２７日   

 熊本市火災予防条例に基づき住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準の特例を認め

る件（平成１８年消防局告示第１号）を次のとおり改正する。 
熊本市消防局長  大 塚 和 規   

熊本市火災予防条例告示の一部を改正する件 
熊本市火災予防条例に基づく住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準の特例を認める

件（平成１８年消防局告示第１号）の一部を次のとおり改正する。 
第２項を次のように改める。 
２ 政令第３２条の規定を適用し、共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例につい

て（昭和６１年消防予第１７０号、消防庁予防救急課長。）別添第２ 10に定める住戸用自動

火災報知設備、共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について（平成７年消防

予第２２０号、消防庁予防課長。）別添第２ 14に定める共同住宅用スプリンクラー設備、15

に定める共同住宅用自動火災報知設備又は16に定める住戸用自動火災報知設備を設置した場

合における当該設備の有効範囲内の住宅の部分とする。 

 

   附 則 

 この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 交 通 局  

交 通 局 規 程 第 ８ 号   
平成２７年３月２７日   

熊本市交通局電気設備保安規程の全部を改正する規程を公布する。 
熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正   

熊本市交通局電気設備保安規程の全部を改正する規程 
熊本市交通局電気設備保安規程(平成14年8月5日交通局規程第7号)の全部を次のように改正す

る。 
  熊本市交通局電気設備保安規程 
目次 
第1章 総則(第1条～第5条) 
第2章 保安業務の管理体制(第6条～第11条) 
第3章 保安教育(第12条・第13条) 
第4章 工事の計画及び実施(第14条・第15条) 
第5章 保守(第16条・第17条) 
第6章 運転又は操作(第18条) 
第7章 災害対策(第19条) 
第8章 記録(第20条) 
第9章 責任の分界点(第21条・第22条) 
第10章 整備その他(第23条～第26条) 
附則 

第1章 総則 
(趣旨) 

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項

の規定に基づき、熊本市交通局(以下「交通局」という。)が設置する電気工作物の工事、維持

及び運用に関する保安を確保するため、必要な事項を定めるものとする。 
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(用語の定義) 
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 統括管理者  熊本市交通事業管理者をいう。 
(2) 設備管理者  電気工作物を所管する課長をいう。 
(3) 電気主任技術者  砲台43条に規程される主任技術者を言う。 
(4) 保安業務担当者  電気工作物の保安業務を現場で行う担当者をいう。 
(法令遵守) 

第3条 統括管理者及び交通局の従業者は、電気関係法令及びこの規程を遵守しなければならな

い。 
(細則の制定) 

第4条 この規程を実施するために定めた細則「電気設備保守心得」(以下「保守心得」という。)
のほか、必要と認められる場合には別に細則を制定する。 
(規程の改正等) 

第5条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正を行う場合は、電気主任技術

者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。 
第2章 保安業務の管理体制 

(保安業務組織) 
第6条 統括管理者は、それぞれの施設における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安

業務(以下「保安業務」という。)を統括管理する。 
2 統括管理者は、保安業務の監督に当たらせるため、電気工作物を設置する施設ごとに電気主

任技術者を選任し配置する。 
3 前項の規定により選任する電気主任技術者は、法第43条第1項に規定される主任技術者免状

の交付を受けている有資格者の中から選任する。 
4 統括管理者は、電気事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第52条第3項ただし書の規

定に基づく所定の手続を経て承認を受けた場合に限り、前項で選任した電気主任技術者に他の

電気工作物の兼任を命ずることができる。 
5 統括管理者は、法第43条第2項の規定に基づく所定の手続きを経て選任の許可を受けた場合

に限り、第3項の規定によらず主任技術者免状の交付を受けていないものを選任し配置するこ

とができる。 
6 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は、別表のとおりとする。 

(設備管理者の義務) 
第7条 設備管理者は、電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は行おうとするときは、電

気主任技術者の意見を求めるものとする。 
2 設備管理者は、電気主任技術者が電気工作物に係る保安に関して述べた意見を尊重するもの

とする。 
3 設備管理者は、法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安

に関係ある場合には、電気主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。 
4 設備管理者は、所管官庁が法令に基づいて行う検査及び審査には電気主任技術者を立ち会わ

せるものとする。 
5 設備管理者は、統括管理者を補佐し電気主任技術者の意見を聞き、電気工作物の工事、維持

及び運用にあたる。 
(電気主任技術者の義務) 

第8条 電気主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、保安業務の監督の職務を誠実に行わな

ければならない。 
2 電気主任技術者の保安業務の監督の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。 
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(2) 電気工作物の計画及び工事に関すること。 
(3) 電気工作物の保守に関すること。 
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。 
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。 
(6) 保安業務の記録に関すること。 
(7) 保安用機材及び書類の整備に関すること。 
(8) 所管官庁が法令に基づいて行う検査及び審査並びに自主検査に関すること。 
(保安業務担当者の義務) 

第9条 保安業務担当者は、法令及びこの規程を遵守し、電気主任技術者がその保安のためにす

る指示に従わなければならない。 
(電気主任技術者の代務) 

第10条 統括管理者は、電気主任技術者が疾病その他やむを得ない事由により不在となる場合

に備えて、その職務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものと

する。 
2 代務者は、電気主任技術者の不在時には、電気主任技術者から指示された職務を誠実に行わ

なければならない。 
(電気主任技術者の解任) 

第11条 統括管理者は、電気主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任するこ

とができる。 
(1) 電気主任技術者が、疾病による長期の欠勤又は精神障害等により保安の確保上不適当と認

められたとき。 
(2) 電気主任技術者が、法令又はこの規程に違反し、若しくは職務を怠り保安の確保上不適当

と認められたとき。 
(3) 電気主任技術者が、刑事事件に関し起訴されたとき。 
(4) 電気主任技術者が、転任又は退職等したとき。 
(5) その他不適当と認められたとき。 

第3章 保安教育 
(保安教育) 

第12条 電気主任技術者は、保安業務担当者に対し、設備の実態に即した必要な知識及び技能

の教育を計画的に行わなければならない。 
(保安訓練) 

第13条 電気主任技術者は、保安業務担当者に対し、事故その他災害が発生した場合の措置に

ついて、必要に応じ指導訓練を行うものとする。 
第4章 工事の計画及び実施 

(工事計画) 
第14条 設備管理者は、電気工作物の建設工事計画を立案するに当たっては、電気主任技術者

を参画させるものとする。 
2 電気主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために、電気工作物の主要な修繕工

事及び改良工事(以下「保修工事」という。)の計画を立案し、設備管理者の承認を求めなけれ

ばならない。 
3 電気主任技術者は、前項の計画を立案する際に交通局の各部門との連絡を緊密にし、その意

見を聴いて行わなければならない。 
(工事の実施) 

第15条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、電気主任技術者の監督のもとに行うも

のとする。 
2 交通局の電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確に
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し、完成した場合には、電気主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認し

た後引き取るものとする。 
3 工事の実施に当たっては、この保安を確保するため、別に定める「保守心得」に基づき行わ

なければならない。 
第5章 保守 

(巡視、点検及び測定) 
第16条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、「保守心得」に定める基準に従い、

電気主任技術者の監督の下に実施するものとする。 
2 電気主任技術者は、前項の巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない

事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止

し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。 
(事故の再発防止) 

第17条 電気主任技術者は、事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密点検

を行い、その原因を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。 
第6章 運転又は操作 

(運転又は操作) 
第18条 電気工作物の運転又は操作の基準は、別に定める「保守心得」によるものとする。 
2 前項の「保守心得」は、次の各号について定めるものとする。 

(1) 作業する際の安全確保について 
(2) 事故その他異常時の処置及び連絡要領について 
(3) 平常時及び事故その他の異常時における電気工作物の操作方法について 
(4) 電気工作物の検査について 

第7章 災害対策 
(防災体制) 

第19条 設備管理者は、台風、洪水、地震、火災、その他の災害の発生時における電気工作物

の保安を確保するため、適切な措置をとり得る体制を整備しておくものとする。 
2 電気主任技術者は、災害発生時において、電気工作物の保安確保のために指揮監督を行い、

適切な措置をとるものとする。 
3 電気主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに送受電を停止する

ことができるものとする。 
第8章 記録 

(記録) 
第20条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は別に定める「保守心得」により記録

し、これを3年間保存するものとする。 
2 電気工作物の工事、維持及び運用記録は別に定める「保守心得」により記録し、必要な期間

保存するものとする。 
第9章 責任の分界 

(責任の分界点) 
第21条 交通局が設置する電気工作物と関係電気事業者が設置する電気工作物との保安上の責

任分界点及び財産上の分界点は、両者との間に締結している電力需給の契約書によるものとす

る。 
(需要設備の構内) 

第22条 需要設備の構内は、別に定めるとおりとする。 
第10章 整備その他 

(危険の表示) 
第23条 設備管理者は、高圧電気工作物が設置されている場所で危険のおそれのあるところに
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は、人の注意を喚起するように一定の表示を設けなければならない。 
(測定器具類の整備) 

第24条 電気主任技術者は、電気工作物の保安に必要な測定器具類を整備し、これを適正に保

管するものとする。 
(設計図書類の整備) 

第25条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等については、必要な期間保存す

るものとする。 
(手続書類等の整備) 

第26条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面、その他主要文書等については、そ

の写しを必要な期間保存するものとする。 
 

附 則 
この規程は、平成27年4月1日から施行する。 
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【別表】 
 
職制による命令系統 

 

課長補佐

副課長

電車課長

【設備管理者】

交通事業管理者

【統括管理者】

受電設備
上熊本変電所

受電設備
新鍛冶屋町変電所

受電設備
健軍変電所

受電設備
大江変電所

受電設備
大江事務所

技術班員
【保安業務担当者】

技術班主査

主任技師
【電気主任技術者】

電力指令
電車電力監視所

総務課長

【設備管理者】
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交 通 局 規 程 第 ９ 号   
平成２７年３月２７日   

熊本市交通局電気設備保安規程(300KW未満)を廃止する規程を公布する。 
熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正   

熊本市交通局電気設備保安規程(300KW未満)を廃止する規程 
熊本市交通局電気設備保安規程(300KW未満)（昭和43年交通局規程第11号）は、廃止する。 

 
附則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

交通局規程第１０号   
平成２７年３月３０日   

熊本市交通局事務分掌規程の全部を改正する規程を公布する。 
熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正   

熊本市交通局事務分掌規程の全部を改正する規程 
熊本市交通局事務分掌規程（昭和33年交通局規程第１号）の全部を次のように改正する。 

熊本市交通局事務分掌規程 
（分課） 
第１条 地方公営企業法（昭和27年法律第292号）の規定に基づき、交通事業管理者（以下「管理

者」という。）の権限に属する事務を分掌させるため、次のとおり課、所、工場、班を置く。 
  総務課 

総務班 
経営企画班 
経理班 
営業推進班 
電車課 
庶務班 
運輸班 
技術班 
上熊本車両工場 
大江営業所 
大江営業所上熊本車庫 

（役職） 
第２条 課に課長、所に所長、工場に工場長、課に主査を置く。 
２ 事務処理上、必要があるときは、首席審議員、審議員、副課長、主幹、技術主幹、副所長、参事、

技術参事その他の専門職位を置くことができる。 
３ 第１項及び前項に規定する役職は、職員のうちから命ずる。 
（指揮） 

第３条 課長、副課長、所長、工場長、主査及び副所長は、各々上司の命を受け所管の事務を処理し、

所属員を指揮監督する。 
２ 首席審議員、審議員、主幹、参事その他の専門職位は、上司の命を受けて調査研究その他特定の

事務を処理する。 
（代理） 

第４条 職務代理者に事故があるときで、軽易な事故については総務課長が代理する。 
（事務分掌） 

第５条 事務分掌は、おおむね次のとおりとする。 
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総務課 
(1) 局の経営会議に関すること。 
(2) 局内の政策その他重要事項の総合的調整及び局内事務の連絡調整に関すること。 
(3) 交通事業の総合的企画及び財政計画に関すること。 
(4) 交通事業に関する統計、諸調査及び資料の収集に関すること。 
(5) 交通体系の調査研究に関すること。 
(6) 公印の管理に関すること。 
(7) 条例及び所管に係る規程の制定改廃に関すること。 
(8) 職員の任用、服務、表彰その他身分取扱いに関すること（電車課の所管事項に係るものを除く。）。 
(9) 嘱託員及び臨時職員の任用に関すること。 
(10) 職員の給与、退職手当に関すること。 
(11) 労働組合に関すること。 
(12) 職員の公務災害、労働安全及び衛生管理に関すること。 
(13) 共済組合に関すること。 
(14) 庁舎の管理及び庁内取締りに関すること。 
(15) 年報及び局のホームページに関すること。 
(16) 予算の編成、管理及び調整に関すること。 
(17) 決算に関すること。 
(18) 企業債に関すること。 
(19) 資金計画及び一時借入金に関すること。 
(20) 現金、有価証券及び乗車券の出納保管に関すること。 
(21) 土地建物の取得処分及び固定資産の総括管理に関すること。 
(22) 物品の購入、修理及び管理並びに燃料の契約に関すること。 
(23) 不用品の処分に関すること。 
(24) 工事等の請負契約及びそれに係る検査に関すること。 
(25) 支払の審査及び執行に関すること。 
(26) 貯蔵品の出納保管に関すること。 
(27) 乗車券の発売及び収入金の審査払込みに関すること（電車課に係るものを除く。）。 
(28) 運賃の審査払込みに関すること。 
(29) 定期券等の発行に関すること。 
(30) 広告等の契約に関すること。 
(31) 遺留品の取扱いに関すること。 
(32) 両替金に関すること。 
(33) ICカードの取扱いに関すること。 
(34) 自動車運送事業の清算に関すること。 
(35) その他、他課に属しない事項。 
電車課 
(1) 電車運行計画の実施及び運賃に関すること。 
(2) 電車の配車、操車、運転、保安に関すること。 
(3) 電車乗務員等の指導及び監督に関すること。 
(4) 電車事故防止及び処理に関すること。 
(5) 事故賠償に関すること。 
(6) 所管に係る諸設備の建設、改良、補修、維持管理に関すること。 
(7) 電車車両の諸検査に関すること。 
(8) 受電、配電及び変電に関すること。 
(9) 請負工事の契約及び監督並びに検査に関すること。 



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 
 

 
- 880 - 

 

(10) 受託及び補助事業に関すること。 
(11) 局内建物、電気、水道設備等の営繕に関すること。 
(12) 所管に係る物品の購入、修理及び管理に関すること。 
(13) 乗車券の発売及び収入金の審査払込みに関すること。（電車の車内及び所管の営業所で販売し

たものに限る。） 
(14) 所管に係る規程の制定改廃に関すること。 
(15) 所管事業の実施に係る宣伝及び広告に関すること。 
(16) 所属職員の服務及び勤務時間の管理等に関すること。 
(17) 所属職員の報酬及び賃金の支払に関すること。 
(18) 所属職員の社会保険及び厚生福利に関すること。 
(19) 職員の優良運転表彰等に関すること。 
(20) 職員の被服の貸与に関すること。 
(21) 電車運行に係る職員の健康管理に関すること。 
(22) 交通安全推進委員会に関すること。 
(23) 特殊乗車券に関すること。 
（補則） 

第６条 この規程に定めるもののほか、臨時又は特殊の事項については、管理者において、その分掌

を定める。 
 

附則 
この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
交 通 局 規 程 第 １ １ 号   
平成２７年 ３ 月３０日   

熊本市交通局事務決裁規程の全部を改正する規程を公布する。 
熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正   

熊本市交通局事務決裁規程の全部を改正する規程 
熊本市交通局事務決裁規程（昭和44年交通局規程第９号）の全部を次のように改正する。 

熊本市交通局事務決裁規程 
（目的） 
第１条 この規程は、熊本市交通事業管理者（以下「管理者」という。）の権限に属する事務の処理

について、決裁の権限と責任の所在を明確にすることによって、事務能率の向上を図ることを目的

とする。 
（課長共通専決事項） 

第２条 次の事項は、課長共通の専決事項とする。ただし、副課長専決により、これらの事項にかか

る権限が行使されない場合に限る。 
(1) 6,000万円未満の工事施行に関すること。 
(2) 3,500万円未満の委託に関すること。 
(3) 1,000万円未満の物件、労力その他の供給に関すること。 
(4) 定例による所管事業の実施にかかる宣伝及び広告に関すること。 
(5) 定例的な所管事務に係る経由、進達、申請、報告、照会、回答、通知並びに許可及びその取消

しに関すること。 
(6) 所管に係る規程の制定改廃に関すること。 
(7) 所属職員の服務及び勤務時間の管理等に関すること。 
(8) 所属職員の報酬及び賃金の支払に関すること。 
(9) 所属職員の社会保険及び厚生福利に関すること。 
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(10) 旅費及び費用弁償の支払に関すること。 
(11) 熊本市職員等の旅費支給に関する条例（昭和33年条例第22号）第３条第４項の規定に係る

旅行依頼及び旅費支給の決定に関すること。 
(12) 所管に属する光熱水費及び電話使用料の支出に関すること。 
(13) 所属職員の事務分担及び旅行命令に関すること。 
(14) 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第３条第３項第２号及び第３号に規定する非常勤特

別職の旅行命令及び旅費支給の決定に関すること。 
(15) 定例的な文書等開示請求に係る開示等の決定に関すること。 
(16) 管理に属する場所における熊本市放置自動車防止条例（平成14年条例第30号）第12条の規

定に基づく勧告及び第18条第１項の規定に基づく認定に関すること。 
(17) 納入通知、督促、催告等に関すること。 
(18) 過誤納金の処理に関すること。 
(19) 科目更正に関すること。 
(20) 各種負担金、補助金、交付金等の請求に関すること。 
(21) 刊行物等の有料頒布に係る価額等の決定に関すること。 
(22) 所管に係る収入の調定、更正、取消し、納期延長、分納、後納及び定めのある基準による減免

並びに徴収に関すること。 
(23) 所管に係る使用料、手数料、利子、延滞金その他の収入の調定、更正、取消し、納期延長、分

納、後納及び定めのある基準による減免に関すること。 
(24) 所管に係る過誤納金等還付に関すること。 
(25) 所管に係る預り金に関すること（支出に関することを除く）。 
(26) 保管物件及び諸設備の公共用一時貸付、使用許可及び保管に関すること。 
(27) 所管に係る自家用車の維持管理に関すること。 
(28) 前各号に準ずること。 
(29) 課長専決事項に属する事務に係る支出負担行為の整理及び支出命令に関すること。 
（総務課長専決事項） 

第３条 次の事項は、総務課長の専決事項とする。 
(1) 2,000万円未満の用地買収に関すること。 
(2) 200万円未満の財産の処分に関すること。 
(3) 公印の一時貸与に関すること。 
(4) 臨時職員の任用に関すること。 
(5) 職員の服務についての諸願届の承認に関すること。 
(6) 職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当に係る届の認定に関すること。 
(7) 職員の給与、退職手当等の支払に関すること。 
(8) 職員の児童手当の認定に関すること。 
(9) 職員の健康診断及び予防接種の実施に関すること。 
(10) 職員の永年勤続表彰に関すること。 
(11) 職員の勤務の評定に関する資料の収集に関すること。 
(12) 職員証及び無料乗車券の発行に関すること。 
(13) 安全及び衛生管理に関すること。 
(14) 庁舎の維持管理上必要な措置の決定に関すること。 
(15) 庁内取締りに関すること。 
(16) 予算流用に関すること。 
(17) 予算配当に関すること。 
(18) 予備費補充に関すること。 
(19) 建物共済に係る分担金に関すること。 
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(20) 熊本市交通局ホームページに関すること。 
(21) 規定又は決定した事項の広報に関すること。 
(22) 事業月報及び事業年報の編集発行に関すること。 
(23) 物品の購入及び修理に関すること（熊本市交通局会計規程（平成26年交通局規程第15号。

以下「会計規程」という。）第83条に該当することとなるものを除く。）。 
(24) 公用車の修理及びその支出に関すること（会計規程第83条に該当することとなるものを除

く。）。 
(25) 自動車損害賠償保険等の契約の締結に関すること。 
(26) 一時借入金及び公債の処理に関すること。 
(27) 不動産の登記に関すること。 
(28) 資金前渡、概算払及び前金払等の精算に関すること。 
(29) 科目の振替に関すること。 
(30) 収入金の預け入れに関すること。 
(31) 有価証券の出納保管に関すること。 
(32) 預り金の支出に関すること。 
(33) 貯蔵物品の出納保管に関すること。 
(34) 定期券の発行に関すること。 
(35) 車両その他の広告に係る掲出許可及び広告料金の減免に関すること。 
(36) 車内遺失物の公示、保管及び処分に関すること。 
(37) 不用品の処分に関すること。 
(38) 課長共通専決事項及び総務課長専決事項の規定により専決された事項に係る支出に関するこ

と。 
（電車課長専決事項） 

第４条 次の事項は、電車課長の専決事項とする。 
(1) 電車の運行管理に関すること。 
(2) 線路及び電路の設備並びに電車車両の維持管理に関すること。 
(3) 監督官庁に報告を要しない事故の処理に関すること。 
(4) 職員の優良運転表彰に関すること。 
(5) 職員の被服の貸与に関すること。 
(6) 電車の運行に係る職員の健康管理に関すること。 
(7) 交通安全推進委員会に関すること。 
(8) 特殊乗車券に関すること。 
（副課長共通専決事項） 

第５条 次の事項は、副課長の共通専決事項とする。 
(1) 定例的な所管事務に係る照会および回答に関すること。 
(2) 報酬及び賃金の支払に関すること。 
(3)  社会保険料の支出に関すること。 
(4) 旅費及び費用弁償の支払いに関すること。 
(5) 所管に属する光熱水費及び電話使用料の支出に関すること。 
(6) 課長専決事項及び前各号に掲げる事項に属する事務に係る支出負担行為の整理及び支出命令 

に関すること。 
（大江営業所長専決事項） 

第６条 次の事項は、大江営業所長の専決事項とする。 
(1) 所属職員の事務分担及び服務に関すること。 
(2) 所長の服務に関すること。 
(3) 勤務日誌その他日表類に関すること。 
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（上熊本車両工場長専決事項） 
第７条 次の事項は、上熊本車両工場長の専決事項とする。 

(1) 所属職員の事務分担及び服務に関すること。 
(2) 車両工場長の服務に関すること。 
(3) 勤務日誌その他日表類に関すること。 
（その他の専決事項） 

第８条 工事等の請負契約に係る事項であって熊本市事務決裁に関する訓令（平成８年訓令第３号）

において次長専決事項とされているものについては、管理者の承認を得て、首席契約担当審議員に

専決させることができる。 
２ 工事等の請負契約に係る事項であって課長共通専決事項であるものについては、管理者の承認を

得て、契約担当審議員に専決させることができる。 
（合議） 

第９条 前各条に規定する専決事項で必要あるものは、関係課長と合議しなければならない。 
（上司の指揮を受けるべき事項） 

第１０条 専決事項であっても次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の指揮を受けな

ければならない。 
(1) 市議会に関係があること。 
(2) 異例に属し、又は先例になると認められること。 
(3) 規程の解釈上疑義があり、又は重要と認められること。 
(4) 将来において局の業務負担等を生ずるおそれのあること。 
(5) その他上司が了知しておく必要があると認められること。 
（代決） 

第１１条 管理者が出張等により不在のときは、緊急を要する事務に限り、総務課長がその事務につ

いて代決する。 
２ 課長専決事項について、課長不在のときは、緊急を要する事務に限り、その直属下位の職位にあ

る者がその事務について代決する。 
（権限の調整） 

第１２条 副課長を置く課の課長は、課長限りの専決事項について、副課長と協議の上、当該専決事

項に係る決裁権限を副課長に付与し、調整を図ることができるものとする。 
２ 前項の規定により、権限の調整を図る場合は、管理者の承認を得るものとし、決定事項について

は、関係課へ通知しなければならない。 
（後閲） 

第１３条 第１１条の規定により代決した事項については、速やかに後閲を受けるものとする。 
 

附則 
この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
交 通 局 規 程 第 １ ２ 号   
平成２７年 ３ 月３０日   

熊本市交通局文書規程の全部を改正する規程を公布する。 
熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正   

熊本市交通局文書規程の全部を改正する規程 
熊本市交通局文書規程（昭和30年交通局規程第２号）の全部を次のように改正する。 

熊本市交通局文書規程 
第１条 この規程は、市政に関する情報が市民との共有財産であるということを認識し、市政に関す

る諸活動を市民に説明する責務を全うするため、熊本市情報公開条例（平成１０年条例第３３号。
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以下、「情報公開条例」という。）第24条の規定に基づき、これらを記録した文書（図画、写真、

帳票類、フィルム及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識すること

ができない方式で作られた記録をいう。）を含む。以下同じ。）の適正な管理並びに市政上重要な

文書の保存を図るための基本的事項を定めるものとする。 
（他の法令等との関係） 

第２条 文書の管理については、法令その他別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところに

よる。 
（文書処理の原則） 

第３条 文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が能率的かつ適正に行われるように管理しなけ

ればならない。 
（文書の作成） 

第４条 職員は、熊本市交通局の事業における経緯その他意思決定に至る過程並びに事務及び事業の

実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、軽微な事案を除き、文書を作成しなけれ

ばならない。 
（文書担当者の設置） 

第５条 文書の作成、整理、保存等を適切に行うため、課に文書担当者を置く。 
（文書担当者の責務） 

第６条 文書担当者は、上司の命を受け、その課における次に掲げる事項の調整に関する事務に従事

する。 
(1) 文書の収受及び発送に関すること。 
(2) 文書事務の改善及び指導に関すること。 
(3) 完結文書の編集及び製本に関すること。 
(4) 文書ファイル（能率的な事務又は事業の処理及び文書の適切な保存に資するよう、相互に密接

な関連を有する文書（保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。）を一の集合物にま

とめたもの及び単独で管理している文書をいう。）の管理、引き継ぎ及び廃棄に関すること。 
(5) 処理中文書等の処理状況調査及び文書処理の促進に関すること。 
(6) 文書管理システム（電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決裁、保存及び廃棄その他文

書管理に関する一連の事務の処理を一元的に管理するシステムをいう。以下同じ。）の円滑な運

用に関すること。 
(7) その他文書の取扱いに関すること。 
（簿冊） 

第７条 総務課に備える簿冊は、次のとおりとする。 
(1) 規程番号簿（様式第１号） 
(2) 告示番号簿（様式第２号） 
(3) 公告番号簿（様式第３号） 

２ 前項に定めるもののほか、総務課又はその他の課において、必要があると認めるときは、適宜簿

冊（文書管理システムにあっては、文書ファイル）を設けることができる。 
（文書管理システムの利用） 

第８条 文書の収受、起案、決裁、発送、保存及び廃棄その他文書管理に関する一連の事務の処理に

ついては、文書管理システムを利用するものとする。ただし、総務課長がこれにより難いと認めた

ときは、この限りでない。 
（例規文書） 

第９条 例規文書（熊本市公用文に関する訓令（昭和38年訓令第８号。以下「令」という。）第２条

第１項に規定するものをいう。）は、文書処理の年度に従い、総務課において毎年その種別ごとに

順位番号をつけなければならない。 
２ 前項の記載例は、次のとおりとする。 
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(1) 規程 交通局規程第 号 
(2) 告示 交通局告示第 号 
(3) 公告（次号に掲げるものを除く。） 交通局公告第 号 
(4) 請負工事等の入札に係る公告 交通局契約公告第 号 
（平１４交規程１１・平２４交規程１・一部改正） 
（文書処理の年度） 

第10条 文書処理に関する年度は、毎年４月１日から翌年３月31日まで（以下「会計年度」という。）

とする。ただし、熊本市公用文に関する訓令（昭和38年訓令第８号）第２条第１項に規定する例規

文書（達及び指令を除く。）及び議案並びに法令等に定めがある文書その他管理者が定める文書に

ついては、毎年１月１日から12月31日までを文書処理に関する年度とする。 
（到達文書の処理） 

第11条 到達文書は、総務課（当該到達文書が、総務課以外の課に直接到達したときは、当該課かい

又は当該文書を所管する課）において受け付け、次の各号により処理しなければならない。 
(1) 文書は、開封せずに所管の各課に配付するものとする。ただし、開封しなければ配付先を確認

できないものは、開封した後に配付するものとする。 
(2) 書留、配達証明、内容証明及び特別送達の取扱いによる郵便物並びに開封された文書で現金、

小切手、有価証券及びこれに準ずるものが添付された文書は、受付及び配布通知を行い、所管の

各課職員の受領印を徴した後に配付する。 
(3) 訴訟、不服申し立て等に関する文書でその収受日時が権利の得喪に関係のあるものは、その欄

外に収受の時刻を記入し、所管の各課職員の受領印を徴した後に配付する。 
(4) ２以上の各課に関連のある文書は、最も関係のある各課に配付する。その関係の度合いを定め

にくいもの又は異例に属するものは、関係各課と協議の上、総務課長が決定する。 
２ 通信回線により到達した文書（処理経過を明らかにする必要があるものに限る。）で、文書の到

達した課の所管に属するものでないものについては、前項の規定にかかわらず、文書の到達した課

において所管の課へ通信回線を利用して転送し、当該所管の課が当該文書の受付等を行うものとす

る。 
（各課における収受文書取扱い） 

第12条 受付の処理が行われた文書又は物品については、収受の処理をしなければならない。ただし、

通知書、案内状その他これに類する簡易な文書及び新聞雑誌等はその処理を省略することができる。 
２ 受付の処理が行われた文書又は物品で各課で収受できないものについては、直ちに総務課に返送

しなければならない。 
（時間外到達文書の取扱い） 

第13条 執務時間外又は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に

規定する市の休日（以下「休日」という。）に到達した文書は、その日後においてその最も近い休

日でない日に当該文書の受付等を行うものとする。ただし、急を要する文書があるときは、この限

りでない。 
２ 通信回線により執務時間外又は休日に到達した文書は、その日後においてその最も近い休日でな

い日に当該文書の受付等を行うものとする。ただし、急を要する文書があるときは、この限りでな

い。 
（供覧） 

第14条 次の文書を収受したときは、その要旨を簡明に記載して上司の閲覧に供しなければならない。 
(1) 特に重要な文書で、直ちに処理することができないもの又は上司の指揮により処理する必要が

あるもの 
(2) 前号のほか、上司の閲覧に供する必要があると認められるもの 
（起案） 

第15条 全ての事案の処理は文書による。 
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２ 起案は、次の各号により作成しなければならない。 
(1) 起案文書には、件名を標記し、本文、理由、経過、参考事項の順に簡潔に記載すること。複雑

な内容の場合は、できるだけ簡条書にすること。 
(2) 文体、用語、用字、配字等については、熊本市公用文に関する訓令（昭和38年訓令第８号）に

よるものとする。 
(3) 関連ある事件は、なるべく併記し、準拠法規その他参考資料は、要旨を抜き書きして添えるこ

と。 
(4) 起案文書には、起案年月日、起案者氏名その他必要な事項を記入すること。 
(5) 機密を要する文書には、封筒に入れる等他見にふれない処置を施すこと。 

３ 定例的なもの、軽易なもの又は特定文書処理を行うものにあっては、文書管理システムによる起

案によらず、一定の簿冊、帳票等により起案することができる。 
４ 物品の購入、請負契約の締結、金銭の収入又は支払等経理に関する起案については、別に定める

ところによる。 
５ 軽易な収受文書（文書管理システムにより取得する文書番号を付する必要がないものに限る。）

は第２項各号の規定によることなく、付せんをもって若しくは、文書に余白がある場合は、その余

白を利用して立案処理し、又は電話その他便宜の方法により行い、文書の照復を省略することがで

きる。この場合において、電話その他便宜の方法によって処理した場合は、その処理状況を必ず明

らかにしておかなければならない。 
（合議） 

第16条 ２以上の課かいに関連のある文書は、最も関係のある課かいにおいて処理案を起案し、直接

関係のある課かいの長へ合議しなければならない。 
（合議の同意、不同意及び異議） 

第17条 合議文書を受けたときは、直ちに同意、不同意を決定するように努め、合議事項に関して異

議があるときは、起案課かいに協議し、協議が整わないときは、直ちに上司の指揮を受けなければ

ならない。 
（合議文書の持回り） 

第18条 合議文書で直ちに処理する必要があるもの又は詳細な説明をする必要のあるものは、各課か

いの長又はその指名する者が当該合議文書を携行して合議を受けるものとする。 
（決裁又は承認の方法） 

第19条 決裁又は承認は、文書管理システム上で決裁又は承認したことを記録することにより行うも

のとする。ただし、その他の方法による場合は、この限りでない。 
（起案文書の修正） 

第20条 起案文書の修正は、所定の箇所に修正すべき内容を入力し、記録することにより行うものと

する。 
２ 内容の変更を伴う修正については、起案者がこれを行う。この場合において、起案者は、その修

正の内容がそのときまでの承認者に関係のあるものであるときは、その者に連絡するものとする。 
（専決等） 

第21条 起案文書の専決等については、別に定めるもののほか、熊本市交通局事務決裁規程（平成

27年交通局規程第11号）の定めるところによる。 
（起案文書の持回り） 

第22条 起案文書で直ちに処理する必要があるもの又は詳細な説明をする必要のあるものは、各課か

いの長又はその指名する者が当該起案文書を携行して決裁若しくは承認を受け、又は供覧を行うも

のとする。 
（合議事項の廃止） 

第23条 合議事項を廃止し、又はその主旨に重大な変更があったときは、起案課かいからその旨を各

課かいに通知しなければならない。 
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（合議文書の持回り） 
第24条 合議文書で直ちに処理する必要があるもの又は詳細な説明をする必要のあるものは、各課か

いの長又はその指名する者が当該合議文書を携行して合議を受けるものとする。 
（機密又は緊急事案の処理） 

第25条 機密又は緊急を要する文書は、上司の指揮を受けて通常の手続によらず、適宜処理すること

ができる。ただし、事後に所定の手続をとらなければならない。 
（総務課への合議） 

第26条 次に掲げる文書は、総務課に合議し、その審査を受けなければならない。 
(1) 市議会に提出する案件 
(2) 条例、規則、規程、告示及び公告等例規文書 
(3) 重要な契約案件 
(4) 公報登載により施行するもの 
(5) 前各号以外の局外文書で重要なもの 
(6) その他必要と認められるもの 
（市公報登載事項等の取扱い） 

第27条 各課の長は、市公報に登載を要する文書及び公示を要する文書については、市総務課に送付

しなければならない。 
（発送の手続） 

第28条 決裁済文書を施行しようとするときは、原議と照合の上、公印を押し、発送を要するものは

その手続をしなければならない。ただし、軽易な照会若しくは往復の文書又は文書管理システムに

より施行する文書については、この限りでない。 
２ 発送文書には、文書記号及び発を付し、発送番号及び日付を記入の上送付しなければならない。

ただし、事務連絡、その他これに類する簡易な文書はその記載を省略することができる。 
３ 前項の文書記号は次のとおりとする。 

(1) 総務課 熊交総 
(2) 電車課 熊交電 
（ファクシミリ等による発送） 

第29条 発送しようとする文書が、軽易な照会若しくは往復の文書である場合は、ファクシミリ又は

電子メールにより発送することができる。 
（保存整理） 

第30条 文書ファイルは、常に整理し、紛失、損傷等を防止するとともに、重要なものは非常災害に

備え、適当な処置を講じておかなければならない。 
（保存基準等） 

第31条 文書ファイルの保存期間は、法令等で特別の定めのあるもののほか、その重要度に応じて、

次に定めるとおりとし、保存期間の種別は、別表に定める文書保存基準に基づくものとする。 
(1) 第１種 30年 
(2) 第２種 10年 
(3) 第３種 ５年（課税仕入れを伴う支出に関するものは７年） 
(4) 第４種 ３年 
(5) 第５種 １年 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書ファイルの保存期間は、当該各号に定める期間

とする。 
(1) 法令等に保存期間の定めのある文書若しくは時効が完成するまでの間証拠として保存する必要

がある文書又はこれらがまとめられた文書ファイル 当該法令等に定める期間又は当該時効の期

間を考慮して所属長が定める期間 
(2) 軽易な文書であって１年以上の保存期間を定める必要がないもの又はこれらがまとめられた文
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書ファイル 当該文書ファイルに係る事案を遂行する上で保存する必要があると所属長が認める

期間 
３ 前２項の規定にかかわらず、所属長は、文書ファイルが、その保存期間の満了の際に、次の各号

のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長しなけ

ればならない。この場合において、当該文書ファイルが他の号にも該当するときは、それぞれの期

間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存するものとする。 
(1) 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの期間 
(2) 現に係属している訴訟に関係するもの 当該訴訟（当該訴訟の上訴を含む。）が終結するまで

の期間 
(3) 不服申立てがなされた事案に関係するもので当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日

から起算して１年を経過していないもの 当該裁決又は決定の日の翌日から起算して１年間 
(4) 熊本市情報公開条例（平成１０年条例第３３号）第５条の規定による開示又は熊本市個人情報

保護条例（平成１３年条例第４３号）第１３条第１項、第２１条第１項若しくは第２４条第１項

の規定による開示、訂正若しくは利用停止の請求があったもの 当該請求に対する決定の日の翌

日から起算して１年間 
(5) 歴史的価値が認められるもの 総務課長が別に定める期間 
(6) その他職務の遂行上保存期間の延長が必要であると認められるもの 当該職務の遂行上必要と

する期間 
（完結日） 

第32条 文書の完結日は、次の各号に定めるところによる。ただし、複数年又は年度にわたる同一事

案の文書は、その最後の文書の処理が終結した日とする。 
(1) 帳簿類 当該帳簿の閉鎖の日とし、加除式の帳簿類から除冊された帳簿類にあっては、当該帳

簿の序冊の日 
(2) 出納に関する証拠書類 当該出納のあった日 
(3) 契約文書 当該契約の履行が完了した日 
(4) 電磁的記録を原本とし、かつ、随時又は定期的に更新しながら利用することを目的として作成

された文書 当該電磁的記録の更新が不要となった日 
(5) 前４号に掲げる文書以外の文書 当該文書の事案の処理が終わった日 
（保存期間の起算日） 

第33条 文書ファイルの保存期間は、暦年別に整理するものにあっては、当該文書の完結した日の属

する年の翌年１月１日から起算し、会計年度別に整理するものにあっては、当該文書の完結した日

の属する年度の翌年度４月１日から起算する。 
（完結文書の編集） 

第34条 職員は、完結文書について、総務課長が別に定める文書分類表に従い、文書の分類の照査並

びに文書の整理、編集及び製本を次に掲げるところにより行わなければならない。 
(1) 編集は、第５条の規定によるものとし、かつ、完結月日順に整理する。 
(2) ２以上の文書が保存種別を異にする場合において相互に密接な関係があるときは、その長期の

ものに一連文書として編集すること。 
(3) ２以上の文書分類に関連する文書は、その関係が最も深いものに編集し、当該文書を編集しな

い他の関係のものについては、相互参照票を用いる等して整理すること。 
(4) １つの文書ファイルに製本することができないときは、事務の種別又は事項別に適宜分冊する

こと。 
(5) 紙数の都合によっては、２年度又は２年以上にわたる分を１冊とすることができる。この場合

においては、区分紙を差し入れ、年又は年度の区分を明らかにすること。 
(6) 表紙及び背表紙に年度又は年、文書ファイル名、保存期間、廃棄予定年月日その他必要事項を

記載し、検出に必要な整備を行うこと。 
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(7) 調査書類、図面等で成冊することが困難なものは、適宜の方法により整理することができる。 
２ 各課は、前項により製本された文書ファイルを適切に管理するため、文書ファイル管理簿（文書

ファイルの管理を適切に行うために、文書ファイルの分類、名称、保存期間、保存期間の満了する

日及び保存場所その他の必要な事項を記載した帳簿をいう。）を作成しなければならない。 
（廃棄） 

第35条 各課の長は、文書ファイルの保存期間が満了したときは、文書ファイル管理簿を整理した上

で当該文書ファイルを、廃棄しなければならない。 
２ 総務課長は、第１種の文書ファイルのうち、保存の必要がないと認められるものがあるときは、

所管課かいの長と協議の上、当該文書ファイルを廃棄することができる。 
（廃棄上の注意） 

第36条 前条の文書ファイルで、機密に属するものその他必要と認められるものは、切断し、溶解し、

焼却し、又は電磁的記録を消去する等適宜処理しなければならない。 
（その他） 

第37条 この規程に規定するもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、熊本市文書に関する訓

令の例による。 
 
附 則 
この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
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別表 

 （平２０交規程８・一部改正） 

文書保存基準 

第1種（30年保存） 

1 議会に関する重要なもの 

2 例規及びその基礎となるもの 

3 訴訟に関するもの 

4 任免、賞罰その他人事に関する重要なもの 

5 調査、統計、報告、証明等で特に重要なもの 

6 事務引継その他これに準ずる重要なもの 

7 予算、決算及び出納に関する特に重要なもの 

8 企業債及び借入金に関する重要なもの 

9 寄付の収受に関する重要なもの 

10 不動産その他の財産の取得、管理、処分等に関する特に重要なもの 

11 認可、許可及び契約に関する特に重要なもの 

12 庁舎の設置、変更、廃止等に関する重要なもの 

13 事業計画その他の計画及び実施に関する重要なもの 

14 原簿、台帳等で重要なもの 

15 前各号のほか、10年を超えて保存の必要のあるもの 

第2種（10年保存） 

1 議会に関するもの 

2 備品の出納に関する重要なもの 

3 予算、決算及び出納に関する重要なもの 

4 災害救助に関するもの 

5 認可、許可及び契約に関する重要なもの 

6 補助金に関する重要なもの 

7 調査、統計、報告、証明等で30年保存の必要のないもの 

8 陳情に関する重要なもの 

9 前各号のほか、10年保存の必要のあるもの 

第3種（5年保存） 

1 調査、統計、報告及び証明に関するもの 

2 予算の通知及び執行に関するもの 

3 予算、決算及び出納に関するもの 

4 乗車券の出納及び発売に関するもの 

5 照会、回答その他往復文書に関する重要なもの  
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様式第１号 

 

 

  様式第１号 

年   告   示   番   号 

番 号 件      名 告 示 日 施 行 日 担 当 者 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             
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様式第２号 

 

 

様式第２号 

年   告   示   番   号 

番 号 件      名 公 布 日 担 当 者 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         
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様式第３号 

 

 

様式第３号 

年   公   告   番   号 

番 号 件      名 公 告 日 担 当 者 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         
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交 通 局 規 程 第 １ ３ 号   
平成２７年 ３ 月３０日   

熊本市交通局公印保管使用規程の一部を改正する規程を公布する。 
熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正   

熊本市交通局公印保管使用規程の一部を改正する規程 
熊本市交通局公印保管使用規程（昭和44年交通局規程第29号）の一部を次のように改正する。 

別表１一般公印の表中 
「 

管理者印 

 

方 21 てん書 管理者名をもってす

る公文書 
総務課長 2 

                                     」 
を 
「 

管理者印 方 21 てん書 管理者名をもってす

る公文書 
総務課長 1 

                                     」 
に改め、同表中次長印の項、室印の項及び営業推進室長印の項を削る。 
別表２専用公印の表中保安基準適合証用管理者の項を削る。 
 

附則 
 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

交 通 局 規 程 第 １ ４ 号   
平成２７年 ３ 月３０日  

熊本市交通局就業規程の一部を改正する規程を公布する。 
熊本市交通事業管理者   西 本 賢 正   

   熊本市交通局就業規程の一部を改正する規程 
熊本市交通局就業規程（昭和30年交通局規程第27号）の一部を次のように改正する。 
第３条の見出し中「この規程の」を削り、同条中「の規定による」を「に規定する」に改め、「次

長」及び「室長」を削る。 
第５条を削除する。 
第６条の見出し中「規則、」を削る。 
第１７条中「各号で、」を「各号のいずれかに該当し、かつ」に、「場合管理者」を「ものとして

管理者」に改める。 
第２３条の表中「次長、」及び「、室長」を削る。 
第３３条及び第３４条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改める。 
第４２条第１項中「次の各号の一」を「職員が次の各号のいずれか」に、「場合には、職員に」を

「場合は、」に改め、同条第２項中「次の各号の一」を「職員が次の各号のいずれか」に、「場合に

おいては」を「場合は」に、「昭和３３年交通局規程第１号」を「平成27年交通局規程第10号」に

改める。 
第４７条中「次の各号の一に該当する者」を「管理者は、次の各号のいずれか該当する職員」に、

同条第１号から第３号までの規定中「者」を「職員」に、同条第４号中「者、又は」を「職員又は」

に、「者」を「職員」に改める。 
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第４８条中「又はバスの」を削る。 
第５８条第１項の表中「・バス」を削る。 
第６６条の５の次に、次の１条を加える。 

 （配偶者同行休業） 
第６６条の６ 配偶者同行休業の承認は、地公法及び熊本市職員の配偶者同行休業に関する条例（平

成26年条例第76号）の定めるところにより、管理者が行うものとする 
 第６７条第１項中「、自動車課営業所の監督長及び監督にあっては９日間を通じ３日の割合で」及

び「バス乗務員にあっては19日間を通じ５日の割合で」を削る。 
第１０７条中「次の各号の一に該当する職員は」を「管理者は、次の各号のいずれかに該当する職

員について、」に、「者」を「職員」に改める。 
第１０８条第２項中「発令」を「指定」に、「を本則」を「もの」とする。 
第１１６条中「前諸条のほか、次の各号の一に該当する者を」を「管理者は、次の各号のいずれか

に該当する職員について、」に、「、職務」を「又は職務」に改め、「妊産婦」の次に「である職員」

を加え、「者」を「職員」に改める。 
 本則に次の１条を加える。 
 （雑則） 
第１３２条 この規程に基づく細則は、管理者が別に定める。 

 
附則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

交 通 局 規 程 第 １ ５ 号   
平成２７年 ３ 月３０日  

熊本市交通局被服貸与規程の一部を改正する規程を公布する。 

熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正   

熊本市交通局被服貸与規程の一部を改正する規程 

熊本市交通局被服貸与規程（平成23年交通局規程第19号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１から別表第３までを次のように改める。 

別表第１（第２条関係） 

職種 品名 着用区分 貸与期間 点数 

電車運輸職員（男） 制帽 合用 4年 50 

制服（上） 冬用 4年 190 

制服（下） 冬用 4年 90 

シャツ 冬用 1年 25 

夏用 1年 20 

制服（下） 夏用 3年 90 

ネクタイ 合用 4年 20 

コート 冬用 5年 330 

電車運輸職員（女） 制帽 合用 4年 50 

制服（上） 冬用 4年 220 

制服（下） 冬用 4年 130 
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シャツ 冬用 1年 25 

夏用 1年 20 

制服（下） 夏用 3年 130 

ベスト 合用 4年 130 

スカーフ 合用 4年 20 

コート 冬用 5年 370 

ワンピース 合用 妊娠期間 ― 

トラムガイド（女） 制帽 夏用 4年 105 

冬用 4年 130 

制服（上） 合用 4年 180 

制服（下） 合用 4年 100 

シャツ 夏用 1年 35 

冬用 1年 35 

ベスト 合用 4年 110 

スカーフ 冬用 2年 25 

ポケットチーフ 夏用 2年 20 

コート 冬用 5年 370 

ワンピース 合用 妊娠期間 ― 

技能職員 作業帽（架線・土木・車両） 合用 1年 15 

作業服（上） 冬用 1年 35 

作業服（下） 冬用 1年 25 

作業服（上） 夏用 1年 25 

作業服（下） 夏用 1年 25 

安全靴（架線・土木） 合用 2年 60 

安全靴（車両） 合用 2年 55 

コート（車両） 冬用 4年 60 

コート（架線・土木） 冬用 4年 80 

雨具（架線・土木・車両） 合用 4年 50 

 

別表第２（第２条関係） 

被貸与者の職種 年間付与点数 

電車運輸職員（男） 180 
電車運輸職員（女） 260 
トラムガイド（女） 200 
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技能職員（土木） 170 
技能職員（架線） 170 
技能職員（車両） 170 

 

別表第３（第２条第８項関係） 

職種 品名 着用区分 貸与数量 

電車運輸職員（男） 制帽 合用 1個 

制服（上） 冬用 2着 

制服（下） 冬用 2着 

シャツ 冬用 3着 

夏用 3着 

制服（下） 夏用 2着 

ネクタイ 合用 2本 

コート 冬用 1着 

電車運輸職員（女） 制帽 合用 1個 

制服（上） 冬用 2着 

制服（下） 冬用 2着 

シャツ 冬用 3着 

夏用 3着 

制服（下） 夏用 2着 

ベスト 合用 2着 

スカーフ 合用 2枚 

コート 冬用 1着 

トラムガイド（女） 制帽 夏用 1個 

冬用 1個 

制服（上） 合用 2着 

制服（下） 合用 3着 

シャツ 夏用 3着 

冬用 3着 

ベスト 合用 2着 

スカーフ 冬用 2枚 

ポケットチーフ 夏用 2枚 

コート 冬用 1着 

技能職員 作業帽 合用 1個 

作業服（上） 冬用 2着 

作業服（下） 冬用 2着 

作業服（上） 夏用 2着 

作業服（下） 夏用 2着 

安全靴 合用 1足 
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コート 冬用 1着 

雨具 合用 1着 
 

附則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
交 通 局 規 程 第 １ ６ 号   
平成２７年 ３ 月３０日  

熊本市交通局会計規程の一部を改正する規程を公布する。 

熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正   

熊本市交通局会計規程の一部を改正する規程 

熊本市交通局会計規程（平成26年交通局規程第15号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３項の表中「営業推進室（以下「営業推進室」という。）」を「営業推進班」に改める。 

第２０条第１項中「、電車課長」を「又は電車課長」に改め、「、自動車課長又は営業推進室長」を

削り、「課長等」を「課長」に改め、同条第２項中「課長等」を「課長」に改める。 

第２１条及び第２２条中「課長等」を「課長」に改める。 
第２４条中「翌日」を「翌日以降の日」に改める。 

第２５条第２号中「並びに乗合自動車の運転士」を削り、「営業推進室長」を「総務課長」に改め、

同条第４号中「営業推進室長」を「総務課長」に、「行い」を「行った職員は」に改める。 

第３１条、第３２条及び第３４条中「課長等」を「課長」に改める。 

第４２条第５号中「及び２日乗車券」を「（市電専用乗車券を除く。）」に改める。 

第５１条、第５２条、第５３条、第５５条、第６３条、第６４条、第６９条及び第７７条中「課長等」

を「課長」に改める。 

第８０条中「及び営業推進室」を削り、「課長等」を「課長」に改める。 

第８１条中「及び営業推進室」を削る。 

第８２条第３項を削る。 

第９１条から第９７条までの規定、第９９条、第100条、第101条、第103条、第104条、第105条、

110条、第112条、第113条、第117条、第118条中「課長等」を「課長」に改める。 
第119条中「地方公営企業法」の次に「（昭和27年法律第292号）」を加える。 

第120条及び第127条中「課長等」を「課長」に改める。 

 

附 則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
交 通 局 規 程 第 １ ７ 号   
平成２７年 ３ 月３０日  

熊本市交通事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を公布する。 

熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正   

熊本市交通事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 

熊本市交通事業企業職員の給与に関する規程（昭和30 年交通局規程第12 号）の一部を次のように

改正する。 

第８条第２項中「バス又は」を削る。 

第１９条の２第１１項第３号中「月の中途において」の次に「地方公務員法第２８条第２項の規定

により」を、「自己啓発等休業をし」の次に「、同法第２６条の６第１項に規定する配偶者同行休業

をし」を、「又は」の次に「同法第２９条の規定により」を加える。 
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 第３５条の２を次のように改める。 

（管理職員特別勤務手当） 
第35条の２ 管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員及び勤務１回の額は、別表第４のとおりとす

る。ただし、条例第１０条の２第１項に定める勤務で、勤務に従事した時間が６時間を超える場合

にあっては、その額に１００分の１５０を乗じて得た額とする。    
２ 条例第１０条の２第１項に規定する勤務をした後、引き続いて同条第２項に規定する勤務をした

職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。 

 附則に次の１条を加える。 

 （単身赴任手当の特例） 
第１２条 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの間における第１９条の３第２項の規

定の適用については、同項の表中「68,000円」とあるのは「64,000円」とする。 

別表第１イ交通事業企業職員給料表(2)備考中「・バス」を削る。 

 別表第４を次のように改める。 

別表第４（第３５条の２関係） 

支給を受ける職員 

勤務１回の額 

条例第１０条の２第１項に勤務

の場合 

条例第１０条の２第２項に規定

する勤務の場合 

職務の級が９級の職員 10,000円 6,000円 

職務の級が８級の職員 8,000円 5,000円 

職務の級が６級又は７級の

職員 
6,000円 4,300円 

職務の級が５級の職員（管理

者が指定する職員に限る。） 
4,000円 3,500円 

 

附則 

１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （熊本市交通事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正） 
２ 熊本市交通事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程（平成18年交通局規程第２号）

の一部を次のように改正する。 
  附則第６項中「には」の次に「、平成２９年３月３１日までの間に限り」を、「相当する額」の

次に「から、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までにあっては、２，０００円（その

額が２，０００円未満の場合にあっては、その額）を、平成２８年４月１日から平成２９年３月３

１日までにあっては４，０００円（その額が４，０００円未満の場合にあっては、その額）を減じ

て得た額」を加える。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

交 通 局 規 程 第 １ ８ 号   
平成２７年 ３ 月３０日  

熊本市交通局職員提案規程の全部を改正する規程を公布する。 

熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正   

熊本市交通局職員提案規程の全部を改正する規程 

熊本市交通局職員提案規程（昭和37年交通局規程第８号）の全部を次のように改正する。 

熊本市交通局職員提案規程 

 （目的） 

第１条 この規程は、熊本市交通局（以下「局」という。）の事務事業に関する職員の提案を奨励す

ることによって、職員が積極的に事務事業の改善を行う意欲の高揚を図り、もって経営効率の向上
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等に資することを目的とする。 

（提案の募集） 

第２条 総務課長は、次の各号のいずれかに該当する提案であって、職員の創意による実施可能な具

体的かつ建設的なものを募集するものとする。 

(1) 事務事業の能率の向上に役立つもの 

(2) 利用者のサービス向上に役立つもの 

(3) 収入の増加又は経費の節減になるもの 

(4) 前３号に掲げるもののほか、局の経営上有効であるもの 

２ 前項の規定により募集する提案（以下「提案」という。）は、次のように区分する。 

(1) 自由提案（次号に規定する提案以外の提案で未実施のものをいう。以下同じ。） 
(2) 改善実績提案（各職場で実施し、効果を上げている取組に関する提案をいう。以下同じ。） 

（提案者） 

第３条 提案は、次に掲げるもの（改善実績提案にあっては、第２号に掲げるものに限る。）が、単

独で又は共同して、行うものとする。 

(1) 職員 

(2) 課かい等の組織 

（提案の提出及び受理） 
第４条 提案を行おうとするものは、別に定める提案書に必要事項を記入し、総務課長に提出しなけ

ればならない。 
２ 総務課長は、前項の規定により提出された提案の内容が既に提出されたものと同一のもの又は局

の事務事業の改善と関係のないものであると判断したときは、これを受理しないことができる。 
３ 総務課長は、提案を受理しないときは、提出したものに対し、その理由を示さなければならない。 

（審査委員会） 
第５条 局に職員提案審査委員会（以下「審査委員会」という。）を置く。 
２ 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 
３ 委員長は、交通事業管理者（以下「管理者」という。）をもって充て、委員は、各課長をもって

充てる。 
４ 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。 
５ 審査委員会は、次に掲げる項目について、提案の内容の審査を行う。 

(1) 現状認識の程度 
(2) 有効性の程度 
(3) 独創性の程度 
(4) 審査の対象が自由提案である場合にあっては、実現性の程度 
(5) 審査の対象が改善実績提案である場合にあっては、成果の程度 
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員長が審査のために必要と認める事項 

６ 審査委員会は、前項の審査に当たり、提案の内容に関係する課等の長に意見を求めることができ

る。 
７ 審査委員会は、審査のために必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を

求め、意見を聴くことができる。 

（自由提案の表彰） 
第６条 管理者は、前条の審査の結果をもとに、特に優れていると認められる自由提案を選出し、表

彰することができる。 
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（公表等） 
第７条 管理者は、公表することが適当であると認められる改善実績提案については、これを公表す

る 
２ 管理者は、提案のうち必要と認めるもの及び前項の規定により公表された改善実績提案について

は、これを職員の閲覧に供する。 

（提案に関する事務） 
第８条 提案に関する事務は、総務課で行う。 

（権利の帰属） 
第９条 提案に関する全ての権利は、局に帰属するものとする。 

（雑則） 
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 

 

附 則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
  交 通 局 規 程 第 １ ９ 号   

平成２７年 ３ 月３０日  
 熊本市交通局遺失物取扱規程の一部を改正する規程を公布する。 

                     熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正   
   熊本市交通局遺失物取扱規程の一部を改正する規程 
熊本市交通局遺失物取扱規程（平成26年交通局規程第３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第１号中「乗合自動車及び電車並びに」を「電車及び」に改め、同条第２項中「営業

推進室」を「総務課」に改める。 
 第４条から第１２条までの規定中並びに第１４条及び第１５条中「営業推進室長」を「総務課長」

に改める。 
附則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

交 通 局 規 程 第 ２ ０ 号   
平成２７年 ３ 月３０日  

熊本市電気軌道及び乗合自動車共通無料乗車券の様式を定める規程の全部を改正する規程を公布す

る。 

熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正   

熊本市電気軌道及び乗合自動車共通無料乗車券の様式を定める規程の全部を改正する規程 

熊本市電気軌道及び乗合自動車共通無料乗車券の様式を定める規程（昭和53年交通局規程第４号）

の全部を次のように改正する。 

  熊本市電の無料乗車券の様式を定める規程 

熊本市軌道条例（平成１３年条例第４６号）第７条及び熊本市軌道条例施行規程（昭和37年交通局

規程第５号）第５条の規定に基づき、熊本市電の無料乗車券の様式を次のとおり定める。 

様式 
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附 則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
交 通 局 規 程 第 ２ １ 号   
平成２７年 ３ 月３０日  

熊本市軌道条例施行規程の一部を改正する規程を公布する。 

熊本市交通事業管理者 西 本 賢 正   

熊本市軌道条例施行規程の一部を改正する規程 

熊本市軌道条例施行規程（平成14年交通局規程第１号）の一部を次のように改正する。 

第２条の２第２項中「、電車・自動車共通定期乗車券、電車・自動車乗継通勤定期乗車券」を削る。 

第３条中「本市若しくは」を削る。 

 第４条第１項第２号を次のように改める。 

 (2) 定期乗車券の発売 

   総務課及び管理者が指定する場所 

 第４条第１項第３号中「営業推進室、」を「総務課、」に、「、小峯営業所、乗車券委託販売所、

市電内及び乗合自動車内」を「及び市電内」に、「、営業推進室」を「、総務課」に改める。 



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 
 

 
- 903 - 

 

 第４条第１項第６号を次のように改める。 

 (6) １日乗車券の発売 

   総務課、大江営業所、大江営業所上熊本車庫及び市電内 

 第５条の次に次の１条を加える。 

 （無料乗車券の発行） 

第５条の２ 条例第７条に規定する条無料乗車券は、交通局の職員が公務上の理由により市電を利用

する場合及び交通局の事業に特に貢献があったと管理者が特に認めた場合に発行することができる

ものとする。 
第１１条中「第15条に規定する電車・自動車共通定期乗車券、第16条に規定する電車・自動車乗継

定期乗車券及び」を削る。 
 第１５条及び第１６条を削除する。 

 第１７条の２中「本市及び」を削る。 

 第２４条中「、本市」を削る。 

 第２７条第１項中「１日乗車券」の次に「（次条に規定する市電１日乗車券を除く。）」を加え、

「並びに乗合自動車の全区間又は指定区間」を削る。 

 第２７条の次に次の１条を加える。 

 （市電１日乗車券） 
第27条の2 市電１日乗車券は、市電全線を不定回数乗車する者に対して発売する。 
２ 前条第２項及び第３項の規定は、市電専用１日乗車券に準用する。 

第２８条を削除する。 

 第２９条第１項各号列記以外の部分中「又は２日乗車券」を削り、同項第１号中「及び２日乗車券」

を削る。 

第２９条第１項第６号を次のように改める。 

(6) 未使用の回数乗車券、カード式乗車券又は１日乗車券を同一又は異なる券種に交換する場合に

おいては、手数料は徴収しない。ただし、運賃額が異なる券種に交換する場合においては、その

運賃の差額を徴収し、又は返還する。 
第２９条第１項第７号中「回数乗車券」の次に「及び有効期間を越えた１日乗車券」を加える。 

 第２９条に次の１項を加える。 

５ 市電が始発時から終発時までの間、引き続き３日以上運行を休止した場合は、定期乗車券につい

てその使用者の申出により、手数料を徴収することなく、次の各号のいずれかの取扱いをすること

ができる。ただし、交通局が提供した代替交通機関を利用した者及び当該運行休止に責任のある者

を除く。 

(1) 定期乗車券の利用期間について、当該休止日数分の延長 
(2) 定期乗車券の券面表示の運賃額について、日割により計算した運行休止日数に相当する金額の

払戻し。 
 第３０条第４項を削る。 

 第３１条ただし書を削る。 

 第３２条第１項第２号ただし書を削る。 

 別表第１を次のように改める。 

種別 通用期

間 
運賃 摘要 

通勤定期 1月 5,400円普通旅客運賃の60倍の4割引 

3月 15,390円1箇月券の3倍の5分引 
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大人通学定

期 
1月 4,500円普通運賃の60倍の5割引 中学生以上及び学校教育法第1条に

定められた学校又は管理者が同等

と認める学校に通学又は通園する

学生、生徒又は児童に発行 

3月 12,830円1箇月券の3倍の5分引 

小児通学定

期 
1月 2,250円普通運賃の60倍の7割5分引 上記のうち小学生以下の者に発行

3月 6,410円1箇月券の3倍の5分引き 

通勤・通学

定期 
1月 7,200円通勤定期券×1／2＋大人通学

定期券 
通勤者であって、学校に通学する者

に発行 

持参人式定

期 
1月 5,400円普通旅客運賃の60倍の4割引 

3月 15,390円1箇月券の3倍の5分引 

夏休み子ど

も定期 
第20条
第2項に

規定す

る期間 

1,000円小学生以下の者に発行 

 別表第２中「本市、」を削る。 

 別表第５を次のように改める。 

  特殊普通旅客運賃 

種別 運賃 適用範囲 有効期間 摘要 

市電1日乗

車券 
1枚400円 市電全線 

 

乗車指定期日（1
日間） 

市電のみで使用可能 

1日乗車券

（区間指

定①） 

1枚700円 市電全線 
他社電車及び他社乗合自

動車の指定区間 

乗車指定期日（1
日間） 

本市並びに熊本都市バス株式会

社、九州産交バス、産交バス株式

会社、熊本電気鉄道株式会社、熊

本バス株式会社と共通 

1日乗車券

（区間指

定②） 

1枚900円 市電全線 
他社電車及び他社乗合自

動車の指定区間 

乗車指定期日（1
日間） 

本市並びに熊本都市バス株式会

社、九州産交バス、産交バス株式

会社、熊本電気鉄道株式会社、熊

本バス株式会社と共通 

1日乗車券

（熊本県

内版） 

1枚2,000円 市電全線 
他社電車及び他社乗合自

動車の指定区間 

 

乗車指定期日（1
日間） 

本市並びに熊本都市バス株式会

社、九州産交バス、産交バス株式

会社、熊本電気鉄道株式会社、熊

本バス株式会社と共通 
 

附 則 

 （施行期日等） 
１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の熊本市軌道条例施行規程第２９条第１項第７号の規定については、この

規程の施行の日以後に発売する１日乗車券について適用し、この規程の施行の日前に発売された１

日乗車券の取扱いについては、なお従前の例による。 
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交 通 局 規 程 第 ２ ２ 号   
平成２７年 ３ 月３０日  

熊本市電気軌道安全管理規程の一部を改正する規程を公布する。 

熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正   

熊本市電気軌道安全管理規程の一部を改正する規程 

熊本市電気軌道安全管理規程（平成18年交通局規程第14号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「、次長」を削る。 

第３条第２項中「次長及び」を削り、同条第８項中「、次長」を削る。 

 別紙１、別紙２及び別紙３を次のように改める。 

 
 

 
 
備考：【 】内は、第４条第１項各号に定める役職を示す。 
 
  

 
事業管理者 

【総務経営管理者】 
総務課長 

【運転管理者】 
主査(運輸) 

 
運行管理者 土木担当 電気担当 

【施設管理者】

主査（技術） 

【安全統括管理者】

電車課長 

※枠内は経営会議メンバー 

【車両管理者】 
車両工場長 

 
車両担当 

【乗務員指導管理者】 
営業所長 

安 全 管 理 体 制 図 
別紙１ 

 
 
 

 
 
備考：【 】内は、第４条第１項各号に定める役職を示す。 

運 転 管 理 体 制 図 別紙２ 

【運転管理者】 
主査（運輸） 

 
運行管理者 

【乗務員指導管理者】 
営業所長 

 
監  督 

 
運転士 

【安全統括管理者】

電車課長 

土木担当 電気担当 

【施設管理者】

主査（技術） 
【車両管理者】 
車両工場長 

 
車両担当 
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備考：【 】内は、第４条第１項各号に定める役職を示す。 
 

別紙３ 
施 設 ・ 車 両 管 理 体 制 図 

土木担当 電気担当 
 

車両担当 

【安全統括管理者】

電車課長 

【運転管理者】 
主査（運輸） 

 
運行管理者 

【乗務員指導管理者】 
営業所長 

【施設管理者】

主査（技術） 
【車両管理者】 
車両工場長 

 
附 則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 上 下 水 道 局  

上下水道局規程第１号   
平成２７年 ３ 月１７日   

熊本市上下水道事業企業職員職名規程等の一部を改正する規程を公布する。 
           熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

熊本市上下水道事業企業職員職名規程等の一部を改正する規程 
 （熊本市上下水道事業企業職員職名規程の一部改正） 
第１条 熊本市上下水道事業企業職員職名規程（昭和４２年水道局規程第９号）の一部を次のように

改正する。 
  第２条中「、技監」の次に「、総括契約担当審議員」を加える。 
 （熊本市上下水道局事務分掌規程の一部改正） 
第２条 熊本市上下水道局事務分掌規程（昭和４２年水道局規程第１１号）の一部を次のように改正

する。 
  第５条第３項及び第６条第４項中「、技監」の次に「、総括契約担当審議員」を加える。 
（熊本市上下水道局事務決裁規程の一部改正） 

第３条 熊本市上下水道局事務決裁規程（昭和３６年水道局規程第２号）の一部を次のように改正す

る。 
  第６条第１項中「下水道雨水事業」を「契約及び下水道雨水事業」に改め、「掲げる事項」の次

に「（契約に関する事項にあっては、同項第１号及び第３号に掲げる事項に限る。）」を加える。 
 
   附 則 
 この規程は、公布の日から施行する。 
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上下水道局規程第２号   
平成２７年 ３ 月１８日   

熊本市上下水道局保安勤務規程の一部を改正する規程を公布する。 
           熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

熊本市上下水道局保安勤務規程の一部を改正する規程 
熊本市上下水道局保安勤務規程（昭和４７年水道局規程第９号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「又は管路維持課」を「、管路維持課、計画調整課又は水道整備課」に改める。 
 第５条中「又は管路維持課長」を「、管路維持課長、計画調整課長又は水道整備課長」に改める。 
 第８条第１項第３号中「対応」を「初期対応」に改める。 
 
   附 則 
 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

上下水道局告示第１６号   
平成２７年 ３ 月２４日   

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定に基づき熊本市水道料金及び熊

本市下水道使用料の収納事務を委託したので、地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）

第２６条の４第１項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

１ 受託者 
  岐阜県岐阜市日置江１丁目５８番地 
  株式会社電算システム 
   常務取締役執行役員・事業本部長 松浦 陽司 
２ 委託期間 
  平成２７年４月１日から平成３２年７月１５日まで 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

上下水道局規定第３号   
平成２７年 ３ 月２５日   

熊本市上下水道局事務分掌規程の一部を改正する規程を公布する。 
           熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

熊本市上下水道局事務分掌規程の一部を改正する規程 
 熊本市上下水道局事務分掌規程（昭和４２年水道局規程第１１号）の一部を次のように改正する。 
 第４条料金課の項中第１０号を第１１号とし、第９号の次に次の１号を加える。 
  (10) 局内の債権管理に係る助言及び指導に関すること。 
 第４条計画調整課の項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号から第８号までを１号ずつ繰

り上げ、同条技術監理室の項に次の１号を加える。 
  (5) 下水道台帳に関すること。 
 第４条水相談課の項中第８号を第９号とし、第４号から第７号までを１号ずつ繰り下げ、第３号の

次に次の１号を加える。 
  (4) 配水管布設工事についての要望及び相談に関すること。 
 第４条管路維持課の項中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号を第５号とし、第７号を第６

号とする。 
 
   附 則 
 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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上下水道局規定第４号   
平成２７年 ３ 月２７日   

熊本市上下水道局事務決裁規程の一部を改正する規程を公布する。 
           熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

熊本市上下水道局事務決裁規程の一部を改正する規程 
 熊本市上下水道局事務決裁規程（昭和３６年水道局規程第２号）の一部を次のように改正する。 
 第３条管路維持課長専決事項の項に次の１号を加える。 

 (2) 下水道管渠
きょ

施設の無償譲受けに関すること。 

 第８条第１項中「（第３条課長共通専決事項の項第１０号及び第２０号から第２２号までに掲げる

事項並びに同条経営企画課長専決事項の項第７号に掲げる事項を除く。）」を削る。 
 
   附 則 
 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

上下水道局規定第５号   
平成２７年 ３ 月２７日   

熊本市上下水道局就業規程の一部を改正する規程を公布する。 
           熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

熊本市上下水道局就業規程の一部を改正する規程 
 熊本市上下水道局就業規程（昭和３５年水道局規程第１号）の一部を次のように改正する。 
 第２７条の４中「当該職員に係る定年退職日（熊本市職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例

第２７号）第２条の定年退職日をいう。以下この条において同じ。）から５年をさかのぼった日後」

を「５５歳（熊本市職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第２７号）第３条ただし書に規定す

る職員については、６０歳）に達した日以後」に改め、「その定年退職日」の次に「（同条例第２条

に規定する定年退職日をいう。）」を加える。 
 第２７条の５の次に次の１条を加える。 
 （配偶者同行休業） 
第２７条の６ 配偶者同行休業（地方公務員法第２６条の６第１項に規定する配偶者同行休業をい

う。）については、熊本市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成  ２６年条例第７６号）の

定めるところによる。 
 
   附 則 
 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

上下水道局規定第６号   
平成２７年 ３ 月３０日   

熊本市上下水道事業企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程を公布する。 
           熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

熊本市上下水道事業企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程 
 （熊本市上下水道事業企業職員の給与に関する規程の一部改正） 
第１条 熊本市上下水道事業企業職員の給与に関する規程（昭和４２年水道局規程第３号）の一部を

次のように改正する。 
  第２０条第３項中「２３，０００円」を「３０，０００円」に、「４５，０００円」を「７０，

０００円」に改める。 
  第３０条第１項中「管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員の職及びその」を「条例第１１条
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の２第１項の規定により支給する管理職員特別勤務手当の」に改め、同条第２項を同条第３項とし、

同条第１項の次に次の１項を加える。 
 ２ 条例第１１条の２第２項の規定により支給する管理職員特別勤務手当の額は、別表第８のとお

りとする。 
  第４２条第８項中「特定任期付職員に係る」を「条例第１７条の２第２項の規定により読み替え

て適用される条例第１１条の２第１項の規定により特定任期付職員に支給する」に改め、同条第１

０項を同条第１１項とし、同条第９項を同条第１０項とし、同条第８項の次に次の１項を加える。 
 ９ 条例第１７条の２第２項の規定により読み替えて適用される条例第１１条の２第２項の規定に

より特定任期付職員に支給する管理職員特別勤務手当の額は、次のとおりとする。 
  (1) 号給が６及び７の職員 ６，０００円 
  (2) 号給が５の職員 ５，０００円 
  (3) 号給が２から４までの職員 ４，３００円 
  (4) 号給が１の職員 ３，５００円 
  別表に次の１表を加える。 
別表第８（第３０条関係） 

支給を受ける職員 勤務１回の額 

職務の級が９級の職員 ５，０００円

職務の級が８級の職員 ４，０００円

職務の級が６級又は７級の職員 ３，０００円

職務の級が５級の職員（営業所、上下水道センター、維持補修センター

又は浄化センターの所長に限る。） 
２，０００円

（熊本市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正） 
第２条 熊本市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程（平成 １８年水道局規

程第６号）の一部を次のように改正する。 
  附則第６項中「には」の次に「、平成２９年３月３１日までの間に限り」を、「相当する額」の

次に「（以下この項において「差額相当額」という。）（平成２７年４月１日から平成２８年３月

３１日までにあっては２，０００円（差額相当額が    ２，０００円未満の場合にあっては、

当該差額相当額）を差額相当額から減じて得た額、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日

までにあっては４，０００円（差額相当額が４，０００円未満の場合にあっては、当該差額相当額）

を差額相当額から減じて得た額）」を加える。 
 
   附 則 
１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
２ この規程による改正後の熊本市上下水道事業企業職員の給与に関する規程第２０条第３項の規定

の適用については、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの間、同項中「３０，００

０円」とあるのは、「２６，０００円」とする。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

上下水道局規定第７号   
平成２７年 ３ 月３１日   

熊本市上下水道局文書規程の一部を改正する規程を公布する。 
           熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

熊本市上下水道局文書規程の一部を改正する規程 
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 熊本市上下水道局文書規程（昭和４１年水道局規程第６号）の一部を次のように改正する。 
 第１条及び第２条を次のように改める。 
（趣旨等） 

第１条 市政に関する情報が市民との共有財産であるということを認識し、市政に関する諸活動を市

民に説明する責務を全うするため、熊本市情報公開条例（平成１０年条例第３３号）第２４条の規

定に基づき、これらを記録した文書（図画、写真、帳票類、フィルム及び電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。）を含む。

以下同じ。）の適正な管理及び市政上重要な文書の保存を図るための基本的事項を定めるものとす

る。 
２ 文書の管理については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。 
（文書処理の原則） 

第２条 職員は、市政における経緯その他意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に

跡付け、又は検証することができるよう、軽微な事案を除き、文書を作成しなければならない。 
２ 職員は、文書を正確、迅速かつ丁寧に取り扱い、常にその所在並びに処理の経過及び状況を明ら

かし、かつ、事務が能率的かつ適正に行われるよう管理しなければならない。 
第４条中「掲げる」の次に「事項の調整に関する」を加え、同条中第２号及び第３号を削り、第４

号を第２号とし、第５号から第８号までを２号ずつ繰り上げる。 
第５条の３中「及び規程」を「、法規文書及び議案」に改める。 
第９条第２項を次のように改める。 

２ 通信回線により到達した文書（処理経過を明らかにする必要があるものに限る。）は、次に定め

るところにより処理しなければならない。 
(1) 到達した課かい等の所管に属するものでないものについては、当該文書の到達した課かい等に

おいて所管の課かい等へ通信回線を利用して転送し、当該所管の課かい等が当該文書の受付等を

行うものとする。 
(2) 執務時間外又は休日に到達した文書は、その日後においてその最も近い休日でない日に当該文

書の受付等を行うものとする。ただし、急を要する文書があるときは、この限りでない。 
第１０条第２項及び第１１条第１項中「各課かい等の文書担当者は、」を削る。 
第１２条第２項中第５号を削り、第６号を第５号とし、同条の次に次の３条を加える。 
（決裁又は承認の方法） 

第１２条の２ 決裁又は承認は、文書管理システム上で決裁又は承認したことを記録することにより

行うものとする。ただし、その他の方法による場合は、この限りでない。 
（起案文書の修正） 

第１２条の３ 起案文書の修正は、所定の箇所に修正すべき内容を入力し、記録することにより行う

ものとする。 
２ 内容の変更を伴う修正については、起案者がこれを行う。この場合において、起案者は、その修

正の内容がそのときまでの承認者に関係のあるものであるときは、その者に連絡するものとする。 
（起案文書の持回り） 

第１２条の４ 起案文書で直ちに処理する必要があるもの又は詳細な説明をする必要のあるものは、

課かい等の長又はその指名する者が当該起案文書を携行して決裁若しくは承認を受け、又は供覧を

行うものとする。 
 第１５条中「要するときは、原議書とともに総務課に提示し、原議書と契印し、公印を受け」を「押

印し」に、「又は」を「若しくは」に改め、「の文書」の次に「又は文書管理システムにより施行す

る文書」を加える。 
 第１６条中第１項中「文書担当者において」を削り、同項に次のただし書を加える。 
  ただし、課かい等の長が必要と認めるときは、各課かい等において直接発送することができる。 
 第１８条第４号中「簿冊」を「文書ファイル（能率的な事務又は事業の処理及び文書の適切な保存



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 
 

 
- 911 - 

 

に資するよう、相互に密接な関連を有する文書（保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。）

を一の集合物にまとめたもの及び単独で管理している文書をいう。）」に、「つける」を「つけ、検

出に必要な整備を行う」に改め、同条に次の１項を加える。 
２ 職員は、文書ファイルを適切に管理するため、文書ファイル管理簿（文書ファイルの管理を適切

に行うために、文書ファイルの分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存場所その他の

必要な事項を記載した帳簿をいう。）を作成しなければならない。 
 第１９条中「文書」を「文書ファイル」に改め、同条に次の２項を加える。 
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書ファイルの保存期間は、当該各号に定める期間

とする。 
(1) 法令等に保存期間の定めがあり、又は時効が完成するまでの間証拠として保存する必要がある

文書に係る文書ファイル 当該法令等に定める期間又は当該時効の期間を考慮して課かい等の長

が定める期間 
(2) 軽易な文書であって１年以上の保存期間を定める必要がないものに係る文書ファイル 当該文

書ファイルに係る事案を遂行する上で保存する必要があると課かい等の長が認める期間 
３ 前２項の規定にかかわらず、課かい等の長は、文書ファイルが、その保存期間の満了の際に、次

の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長

しなければならない。この場合において、当該文書ファイルが他の号にも該当するときは、それぞ

れの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存するものとする。 
(1) 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの期間 
(2) 現に係属している訴訟に関係するもの 当該訴訟（当該訴訟の上訴を含む。）が終結するまで

の期間 
(3) 不服申立てがなされた事案に関係するもので当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日

から起算して１年を経過していないもの 当該裁決又は決定の日の翌日から起算して１年間 
(4) 熊本市情報公開条例第５条の規定による開示又は熊本市個人情報保護条例（平成１３年条例第

４３号）第１３条第１項、第２１条第１項若しくは第２４条第１項の規定による開示、訂正若し

くは利用停止の請求があったもの 当該請求に対する決定の日の翌日から起算して１年間 
(5) 歴史的価値が認められるもの 総務課長が別に定める期間 
(6) その他職務の遂行上保存期間の延長が必要であると認められるもの 当該職務の遂行上必要と

する期間 
 第２０条（見出しを含む。）中「文書」を「文書ファイル」に改め、同条第２号中「文書」を「も

の」に改め、同条第３号及び第５号中「重要書類」を「重要なもの」に改め、同条第７号中「書類」

を「もの」に改め、同条第９号中「任免」の次に「に関するもの」を加え、同条第１０号及び第１３

号中「書類」を「もの」に改める。 
 第２１条（見出しを含む。）中「文書」を「文書ファイル」に改め、同条第６号中「書類」を「も

の」に改める。 
 第２２条（見出しを含む。）、第２３条（見出しを含む。）及び第２４条（見出しを含む。）中「文

書」を「文書ファイル」に改め、同条第１号中「文書」を「もの」に改める。 
 第２５条中「文書の保存期間」を「文書ファイルの保存期間」に、「文書に」を「ものに」に改め、

「当該文書の」を削る。 
 第２６条の見出し中「保存文書の」を削り、同条及び第２７条中「文書」を「文書ファイル」に改

める。 
 
   附 則 
 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
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上下水道局規定第８号   
平成２７年 ３ 月３１日   

熊本市上下水道局電気工作物保安規程の一部を改正する規程を公布する。 
           熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

熊本市上下水道局電気工作物保安規程の一部を改正する規程 
 熊本市上下水道局電気工作物保安規程（平成１９年水道局規程第１３号）の一部を次のように改正

する。 
 別表第１から別表第５までを次のように改める。 
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契約 受電 遮断 出力(k 燃料 常用・
電力 電圧 容量 W× 使用量 非常用
(kW) (V) (MVA) 台) (㍑/h) の別

72 6,600 160 160 44 非常用

94 6,600 160 160 44 非常用

86 6,600 500 100 38 非常用

1,356 22,000 1,000 - - -

678 6,600 160 2000 910 非常用
(秋田配水場に含む)

292 81.7 非常用
384 6,600 160 200 70 非常用

60 太陽光 常用

403 6,600 160 600 334.1 非常用

69 6,600 250 200 60 非常用

87 6,600 250 200 60 非常用

87 6,600 250 - - -

47 6,600 500 - - -

37 6,600 500 - - -

1,159 66,000 3,200 2400 1230 非常用

52 6,600 160 240 137 非常用

29 200 - 40 10 非常用

115 6,600 160 200 66 非常用

74 6,600 160 - - -

185 6,600 160 - - -

139 6,600 160 160 42 非常用

147 6,600 160 360 60 非常用

1,027 6,600 160 1000 520 非常用
65.5 小水力 常用

179 6,600 160 - - -

59 6,600 160 240 70 非常用

熊本市東区戸島町２６３６

熊本市東区小山５丁目１１－１

熊本市東区小山町２２０３-２

熊本市北区改寄町１３０－１

熊本市北区貢町１１６３－１

熊本市北区鶴羽田２丁目５－１

熊本市西区池上町９００－３

熊本市西区上代１０丁目６－３１

熊本市南区元三町１丁目１－７８

熊本市東区水源１丁目１－１

熊本市北区改寄町１２８１

熊本市北区麻生田５丁目２６－１

熊本市北区楡木６丁目２１５５－１

熊本市北区楡木６丁目２１４８－２

熊本市北区楡木５丁目２１１０－２９

熊本市西区河内町野出１４３３

事　　業　　場　　名

松尾第１送水場

岳加圧ポンプ所

熊本市北区飛田２丁目６－１１

秋田配水場

熊本市上下水道局庁舎

麻生田送水場

沼山津水源地

別表第１（第１条、第５条第２号関係）

熊本市西区中松尾町１１３５－１

No.

1

発　電　設　備受電設備

所　　在　　地

（平成２７年４月１日現在）

区分

委託

電気工作物設置施設一覧表

熊本市東区秋津町秋田２７８６

熊本市東区秋津町沼山津３００５

熊本市中央区水前寺６丁目２－４５

3

2 松尾第２送水場 熊本市西区上松尾町２４７５－２

委託

委託

委託

選任

委託

委託23 託麻第４水源地

22

城山水源地

川尻水源地

18

19

戸島送水場

託麻水源地

20

21

14

17

4

5

6

7

鶴羽田水源地

8

9

15

10

13

改寄配水場

改寄第２水源地

11

12

池上水源地

貢送水場

委託

委託

選任

選任

16

飛田水源地

委託

委託

委託

健軍水源地

麻生田第４水源地

麻生田第３水源地

麻生田第６水源地

西梶尾水源地 委託熊本市北区西梶尾町４３６－３

委託

委託

委託

委託

委託

委託

選任

委託
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67 6,600 160 160 44 非常用

244 6,600 160 400 235 非常用

154 6,600 160
10 太陽光 常用

371 6,600 160 500 270 非常用
30 太陽光 常用

133 6,600 160 - - -

59 6,600 500 - - -

76 6,600 500 - - -

37 6,600 160 - - -

26 6,600 160 - - -

50 6,600 160 160 非常用

21 210 - 52 非常用

26 6,600 160 120 非常用

14 210 - 32 非常用

40 210 - 120 非常用

44 210 - 120 非常用

9 210 - 52 非常用

26 200 - 72 非常用

28 200 - 72 非常用

120 36.9
1500 6,600 160 18.4 7.8 非常用

500 消化ガス 常用

679 6,600 160 1600 876 常用

32 6,600 160 - - -

180 6,600 160 400 106.6 非常用

50 6,600 160 120 88 非常用

23 220 - 20 8.7 非常用

63 6,600 160 - - -

花畑ポンプ場 熊本市中央区手取本町１－１ 委託

熊本市中央区島崎１丁目２５－１

熊本市中央区花畑町地内

選任

委託

委託

委託

熊本市西区河内町岳８６３－３

熊本市北区山室６丁目６

熊本市北区清水亀井町２４－１

熊本市北区八景水谷１丁目７－３

熊本市北区植木町一木６９０－２

熊本市北区植木町内８３１－１

熊本市北区植木町内３５９－９

熊本市北区植木町内３１１－１，２

熊本市東区小山町２３４８-２

熊本市北区飛田４丁目２－１５

熊本市中央区黒髪４丁目６９５

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

44

新花畑ポンプ場

委託

新島崎ポンプ場

45

46

48

花畑第２ポンプ場

坪井ポンプ場

47 熊本市中央区手取本町１－１

29

熊本市南区城南町築地７７７

熊本市南区城南町舞原１４１

熊本市西区蓮台寺５丁目７－２

熊本市中央区世安町５４９－１

舞原水源地

28

31

35

34 一木第３水源地

33 一木配水場

西部上下水道センター

追分水源地

32

25

26

27

24 託麻第６水源地

八景水谷水源地

一本木水源地

亀井水源地

熊本市北区植木町木留５９２－１

熊本市北区植木町富応１０３２－８富応加圧ポンプ所

熊本市北区植木町一木５９２－１

山本第１水源地

立田山加圧ポンプ所

山本配水場

北部上下水道センター

熊本市西区池上町９０1－1

熊本市北区下硯川２丁目８ー１

山室水源地

41

43

42

舞原配水場

中部浄化センター

世安中継ポンプ場

40

39

36

山本第２水源地

38 木留送水場

30

37

委託

委託

熊本市中央区坪井５丁目１２－１ 委託

 
 



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 
 

 
- 915 - 

 

21 220 - 40 11.7 非常用

25 220 - 40 11.7 非常用

43 210 - 50 22 非常用

48 210 - 40 21.7 非常用

55 6,600 500 80 23.8 非常用

22 210 - 52 13.4 非常用

30 6,600 100 - - -

27 210 - 80 27.8 非常用

23 6,600 160 160 49.8 非常用

委託

委託

委託

熊本市北区植木町小野７９８

委託

委託

委託

52

植木中継ポンプ場57

53

49

50

本山ポンプ場

熊本市南区富合町南田尻５７３－２

熊本市北区下硯川町１９０９

芭蕉鶴中継ポンプ場

富合中継ポンプ場

55 維持補修センター

54

西里中継ポンプ場

熊本市北区龍田７丁目１１

熊本市西区蓮台寺５丁目７－３５

56

和泉ポンプ場

51 飛田中継ポンプ場

井川道中継ポンプ場

委託

熊本市北区四方寄町１５４６ 委託

熊本市中央区本山２丁目９－３９ 委託

熊本市北区和泉町２８３－１

熊本市北区飛田４丁目９－１
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契約 受電 遮断 出力(k 燃料 常用・
電力 電圧 容量 W× 使用量 非常用
(kW) (V) (MVA) 台) (㍑/h) の別

３相
13 200 - - - -

３相
40 200 - - - -

３相
8 200 - - - -

３相
14 200 - - - -

３相
25 200 - - - -

３相
30 200 - - - -

３相
7 200 - - - -

３相
13 200 - - - -

３相
27 200 - - - -

３相
44 200 - - - -

３相
25 200 - - - -

３相
13 200 - - - -

３相
12 200 - - - -

３相
32 200 - - - -

３相
16 200 - - - -

３相
7 200 - - - -

３相
7 200 - - - -

３相
5 200 - - - -

３相
5 200 - - - -

３相
9 200 - - - -

３相
20 200 - - - -

熊本市南区富合町平原５５８－１

別表第２（第１条、第５条第２号関係）

受　電　設　備 発　電　設　備

No. 所　　在　　地事　　業　　場　　名

花岡山加圧ポンプ所

1

移動用電気工作物設置予定施設一覧表
（平成２７年４月１日現在）

8

三ノ岳加圧ポンプ所

熊本市西区松尾町上松尾４５０７－２

本妙寺No２加圧ポンプ所 熊本市西区島崎６丁目

白浜水源地

熊本市西区島崎５丁目３０４

熊本市中央区横手２丁目北岡自然公園内

熊本市西区池上町１１９３－１

熊本市西区河内町白浜２０２９

6

7 熊本市西区河内町大多尾１７４１－４

梅洞加圧ポンプ所5

龍田団地加圧ポンプ所 熊本市北区龍田３丁目４

熊本市南区富合町榎津１１７－５

熊本市南区富合町新６２１－４

榎津浄水場

新配水場

熊本市南区富合町田尻４７６－１

熊本市南区富合町清藤４６５－１

熊本市南区富合町木原１３８４

熊本市南区富合町上杉１２８

富合南部浄水場

熊本市南区富合町莎崎４４５－１

廻江・清藤配水場

15 富合西浄水場

16 富合東部浄水場

14

2 島崎加圧ポンプ所

4

3

平加圧ポンプ所

11

平原浄水場10

13

17 新浄水場

20 築地・上村水源地 熊本市南区城南町築地８４１－７

19 菰江水源地

18

熊本市南区富合町菰江２１５

21 吉野水源地 熊本市南区城南町今吉野４１０

東阿高水源地 熊本市南区城南町阿高４７１－２25

23 旭ヶ丘水源地 熊本市南区城南町鰐瀬１６４２－１３３
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３相
20 200 - - - -

３相
11 200 - - - -

３相
11 200 - - - -

３相
1 200 - - - -

３相
9 200 - - - -

３相
9 200 - - - -

３相
16 200 - - - -

３相
21 200 - - - -

３相
21 200 - - - -

３相
9 200 - - - -

３相
9 200 - - - -

３相
17 200 - - - -

３相
49 200 - - - -

３相
25 200 - - - -

沈目水源地 熊本市南区城南町沈目３７０－１27

26 赤見水源地

大塚第２水源地

31 城南工業用水第3水源地

一木第２水源地39

熊本市南区城南町赤見１６４７－５

30 城南工業用水第1水源地

35

本鰐瀬水源地

熊本市南区城南町藤山８８５－４

29 六田・島田水源地 熊本市南区城南町六田８１７－９

28

大塚第１水源地 熊本市北区植木町正清２１８－２

熊本市南区城南町鰐瀬１８０８－１０

西宮原水源地

熊本市南区城南町鰐瀬１２２１－３

北部加圧ポンプ所

熊本市北区植木町宮原８５９

熊本市北区植木町正清２１９－２

32

34

熊本市北区植木町清水９９１38

熊本市北区植木町一木１８３

42 大和第1水源地 熊本市北区植木町大和３７－１６

41 大和配水池 熊本市北区植木町大和３２６－１

40 木留第２水源地 熊本市北区植木町円台寺７０３
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区分 契約電力kW

電気主任技術者勤務場所 6.6kV配電線路

6.6kV配電線路

電気主任技術者勤務場所

-

委託

委託

別表第３（第５条第５号関係）

電気工作物設置施設保安組織図
（平成２７年４月１日現在）

水相談課
西部上下水道ｾﾝﾀｰ

北部上下水道ｾﾝﾀｰ 26kW

舞原配水場

52kW

20kW

委託

20kW・低圧

63kW

委託

富応加圧ポンプ所

木留送水場 委託

山本第２水源地

委託

山本第１水源地

委託

委託舞原水源地

28kW・低圧

委託

山本配水場

26kW・低圧

一木配水場

託麻第4水源地

委託

一木第３水源地

委託

委託

委託

委託

山室水源地

委託

委託

託麻水源地

追分水源地

託麻第6水源地

委託

委託

委託

八景水谷水源地

29kW・低圧

69kW

87kW

47kW

麻生田第3水源地

改寄第2水源地

委託

委託

委託

26kW委託

-

139kW 160kW

600kW

88kW

委託

委託

-

2400kW

59kW

94kW

-

選任

185kW

委託

委託

委託

委託

亀井水源地

一本木水源地

委託

貢送水場

飛田水源地

西梶尾水源地

上
下
水
道
事
業
管
理
者

(

総
括
管
理

)

池上水源地

川尻水源地

松尾第2送水場

岳加圧ポンプ所

立田山加圧ポンプ所

改寄配水場

麻生田送水場

水運用課

鶴羽田水源地

料金課

給排水設備課

委託

委託

委託

委託

委託

沼山津水源地 選任

兼務・１時間以内到着

水道整備課
麻生田第6水源地

計画調整課
健軍水源地

松尾第1送水場

城山水源地

麻生田第4水源地

兼務・１時間以内到着

非常用発電機 kW

上下水道局庁舎 292kW,200kW

戸島送水場

特高２２kV

選任 1000kW

1356kW -
経営企画課

総務課

施　　設　　名

委託 384kW

秋田配水場 選任

1027kW

1159kW

74kW

6.6kV配電線路

160kW

100kW

2000kW

特高６６kV

678kW

160kW

86kW

委託

委託

200kW

200kW

147kW

委託

72kW

403kW

244kW

76kW

160kW

-

400kW

50kW

67kW

371kW

-

500kW

21kW・低圧

154kW

240kW

-

179kW

240kW

-

40kW

200kW

37kW

360kW

-

115kW

52kW

-

120kW

59kW

-

160kW

120kW

40kW・低圧

52kW

120kW

133kW

-

9kW・低圧

14kW・低圧

44kW・低圧

52kW

32kW

-37kW

72kW

72kW

1600kW

400kＷ

43kW・低圧

電気主任技術者勤務場所 ガスタービン
発電所

40kW

委託 180ｋW

50kW 120kW

委託

48kW・低圧

50kW

40kW

27ｋＷ・低圧委託

55kW・高圧 80kW

40kW井川道中継ポンプ場 委託

富合中継ポンプ場

芭蕉鶴中継ポンプ場 委託

委託

西里中継ポンプ場 委託

23ｋＷ・高圧 160ｋＷ

30kW

160ｋＷ

委託
1500kW

22kW・低圧

679kW

120kW,18.4kW

-

消化ガス発電所　500ｋＷ

世安中継ポンプ場

中
部
浄
化
セ
ン
タ

ー
委託

坪井ポンプ場

新花畑ポンプ場

中部浄化センター

花畑第２ポンプ場

-

管路維持課 維持補修センター 委託

選任

新島崎ポンプ場

ボイラー・タービン主任技術者勤務場所

花畑ポンプ場 委託

下水道整備課

32kＷ

水再生課 和泉ポンプ場 委託 25kW・低圧

本山ポンプ場 委託 21kW・低圧

飛田中継ポンプ場

植木中継ポンプ場  
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-

花園第2ポンプ場 委託 14kW

みなし設置者
【九州テクニカルメンテナンス（株）】 花園ポンプ場

西部浄化センター

流通団地ポンプ場

委託

64kW

委託 437kW 600kW

52kW40kW・低圧

委託 17kW

40kW46kW・低圧

40kW・低圧 59.2kW

西部汚水１号幹線
伏越施設

委託

小島ポンプ場 委託

-

長嶺ポンプ場

みなし設置者
【アイテック（株）】

下津留ポンプ場

江津ポンプ場 委託

委託

東部浄化センター 委託

渡瀬ポンプ場 委託

800kW

41kW 80kW委託

225kW 120kW

1300kW南部浄化センター 委託

委託 107kW 240kW

平田ポンプ場 委託

100kW

215kW 240kW

みなし設置者
【バイオコール熊本南部（株）】

南部浄化センター
下水汚泥固形燃料化施

設
委託 構内施設

2000ｋＷ
64ｋＷ

特高22ｋＶ

南高江ポンプ場

湖東ポンプ場 委託 442kW -

160kW101kW

140kW
みなし設置者

【九州テクニカル・安達商会
委託業務共同企業体】

城南町浄化センター 委託 140kW

委託

端地ポンプ場

31ｋW

38kW・低圧 44kW

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 
 

 
- 920 - 

 

区分

別表第４（第５条第５号関係）

移動用電気工作物設置予定施設保安組織図

（平成２７年４月１日現在）

保安従事者

保安従事者

保安従事者

北部加圧ポンプ所

一木第2水源地

保安従事者

下水道整備課

水再生課

新浄水場

富合南部浄水場

総務課 島崎加圧ポンプ所

平加圧ポンプ所料金課

経営企画課

保安従事者

保安従事者

梅洞加圧ポンプ所

計画調整課

給排水設備課

管路維持課
新配水場

富合東部浄水場

統
括
電
気
主
任
技
術
者

富合西浄水場

旭ヶ丘水源地

保安従事者

保安従事者

水運用課

城南工業用水第3水源地

保安従事者

保安従事者

三ノ岳加圧ポンプ所

保安従事者

平原浄水場

保安従事者

保安従事者

保安従事者

保安従事者

保安従事者

城南工業用水第1水源地

六田・島田水源地

吉野水源地

沈目水源地

本鰐瀬水源地

保安従事者

保安従事者

保安従事者

保安従事者

保安従事者

赤見水源地

築地・上村水源地

保安従事者

保安従事者

菰江水源地

施　　設　　名

廻江・清藤配水場

榎津浄水場

花岡山加圧ポンプ所

本妙寺No２加圧ポンプ所

保安従事者

保安従事者

上
下
水
道
事
業
管
理
者

(

総
括
管
理

)

東阿高水源地 保安従事者

保安従事者

龍田団地加圧ポンプ所

保安従事者

保安従事者

水道整備課

水相談課

白浜水源地

保安従事者

保安従事者

保安従事者

保安従事者

保安従事者西宮原水源地

保安従事者

木留第2水源地

大和第1水源地

大和配水池

*上記３５箇所は、移動用発電機を設置予定の事業場を示す。

大塚第１水源地

大塚第２水源地
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マンホールポンプ場 保安従事者

路上設置（9箇所）

管理受託者
【（有）宮崎清掃社・（有）安達商会

業務委託共同企業体】

西無田ポンプ場 保安従事者

大渡ポンプ場 保安従事者

沼山津ポンプ場 保安従事者

健軍ポンプ場 保安従事者

渡鹿第一ポンプ場 保安従事者

渡鹿第ニポンプ場 保安従事者

管理受託者
【アイテック（株）】 戸井の外ポンプ場 保安従事者

出水ポンプ場 保安従事者

神水ポンプ場 保安従事者

管理受託者
【熊本市公共下水道維持管理協同組合】 マンホールポンプ場 保安従事者

路上設置（229箇所）

路上設置（13箇所）

坪井第２ポンプ場 保安従事者

管理受託者
【熊本市施設管理事業協同組合】

管理受託者
【（有）松岡清掃公社】

マンホールポンプ場 保安従事者

路上設置（10箇所）

マンホールポンプ場 保安従事者
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別表第５（第１５条関係）

点検、測定及び試験の基準

電気工作物の点検、測定及び試験は、原則として次の基準により行うものとする。

1 点検の種類
　　（1） 月次点検は、主として施設の運転中に行う点検、測定及び試験をいう。

　　（2） 年次点検は、主として施設の運転を停止して行う精密な点検、測定及び試験をいう。

　　（3） 臨時点検は、異常が発生した場合の原因探求等をいう。

　　（4） 工事期間中の点検は、設置又は変更の工事期間中において、工事期間中でないと点検できない

　　　　　箇所を重点的に行う点検をいう。

　　（5） 竣工検査は、設置又は変更の工事が完成した場合において、関係法令等に基づき施工されて

　　　　　いるか確認する精密な点検、測定及び試験をいう。

2 点検の実施回数
　　（1） 月次点検、年次点検

　　　ア　月次点検の実施回数は、平成１５年経済産業省告示第２４９号第４条に定めるところにより

　　　　　行うものとする。

　　　イ　年次点検は、1年に1回以上行うものとする。

　　（2） 臨時点検

　　　　必要の都度実施するものとする。

　　（3） 工事期間中の点検

　　　　工事期間中において毎週１回以上行うものとする。

　　（4） 竣工検査

　　　　工事完成後行うものとする。

3 点検の方法
　　（1） 外観点検とは、次に掲げる項目について運転中の施設を肉眼又は双眼鏡によるほか、音響、

　　　　臭覚及び温度計等により点検することをいう。

　　　ア　電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無

　　　イ　電線と他物との離隔距離の適否

　　　ウ　機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無

　　　エ　接地線等の保安装置の取付け状態

　　（2） 観察点検とは、施設の運転を停止して、上記点検のほか、手指を接触させて点検すること

　　　　をいう。

　　（3） 工事期間中の点検とは、第１号に定める外観点検を行い、自家用電気工作物の施工状況

　　　　及び技術基準への適合状況の確認を行うことをいう。
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４　維持及び運用に関する点検、測定及び試験の項目

 責任分界となる 外 観 点 検 ○ ○

 開　　閉　　器 観 察 点 検 　 ○

 引　込　線　等 絶 縁 抵 抗 測 定 　 ○

  電線及び支持物 継 電 器 動 作 試 験 　 ○

 ケ　ー　ブ　ル 継電器との結合動作試験 　 ○

遮　　断　　器 外 観 点 検 ○ ○

開　　閉　　器 観 察 点 検 　 ○

絶 縁 抵 抗 測 定 　 ○

継 電 器 動 作 試 験 　 ○

継電器との結合動作試験 　 ○

絶 縁 油 の 点 検 ・ 試 験 　 ○

内 部 点 検 　 ○

外 観 点 検 ○ ○

観 察 点 検 　 ○

絶 縁 抵 抗 測 定 　 ○

 変　　圧　　器 外 観 点 検 ○ ○

観 察 点 検 ○

絶 縁 抵 抗 測 定 ○

漏 え い 電 流 測 定 ○ ○

絶 縁 油 の 点 検 ・ 試 験 ○

内 部 点 検 ○

配　　電　　盤 外 観 点 検 ○ ○

及　び 電 圧 ・ 電 流 測 定 ○ ○

制　御　回　路 観 察 点 検 ○

絶 縁 抵 抗 測 定 ○

　 継 電 器 動 作 試 験 ○

受電設備の建物・室 外 観 点 検 ○ ○

 キュービクルの外箱 観 察 点 検 ○

接  地  装  置 外 観 点 検 ○ ○

観 察 点 検 ○

接 地 抵 抗 測 定 ○

受
　
　
電
　
　
設
　
　
備
　
　

（
二
次
受
電
設
備
を
含
む

。

）

必
　
　
要
　
　
の
　
　
都
　
　
度

　(1)　需要設備

電　気　工　作　物  点検、測定及び試験の項目 月次点検 年次点検 臨時点検

断 路 器

電 力 用 ヒ ュ ー ズ

避 雷 器

計 器 用 変 成 器

母 線

電力用コンデンサ

そ の 他 高 圧 機 器
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外 観 点 検 ○ ○

観 察 点 検 ○

絶 縁 抵 抗 測 定 ○

接 地 抵 抗 測 定 ○

　 　

原　　動　　機 外 観 点 検 ○ ○

及　　び 観 察 点 検 ○

付　属　装　置 保 護 装 置 動 作 試 験 ○

　 始 動 停 止 試 験 ○ ※ ○

発　　電　　機 外 観 点 検 ○ ○

及　　び 発電電圧・周波数等測定 ○ ○

励　磁　装　置 観 察 点 検 　 ○

接　地　装　置 絶 縁 抵 抗 測 定 　 ○

接 地 抵 抗 測 定  ○

　

原動機・付属装置

発電機・励磁装置

水力設備 外 観 点 検 ○ ○

及び 観 察 点 検 　 ○

付属装置 絶 縁 抵 抗 測 定 ○

接　　地　　装　　置

開閉器・遮断器・配電盤

発電設備の建物・室

キュービクルの外箱

蓄　　電　　池 外 観 点 検 ○ ○

　 観 察 点 検 　 ○

液 量 点 検 　 ○

電 圧 ・ 比 重 ・ 液 温 測 定 　 ○

充　電　装　置 外 観 点 検 ○ ○

観 察 点 検 　 ○

絶 縁 抵 抗 測 定 　 ○

接 地 抵 抗 測 定 　 ○

同左 同左

小
出
力
発
電
設
備

非常用予備発電設備
に準ずる

同左 同左

受 電 設 備 に 準 ず る

蓄
電
池
設
備

配
電
設
備

必
　
　
要
　
　
の
　
　
都
　
　
度

受 電 設 備 に 準 ず る 同左 同左

電
気
使
用
場
所
の
設
備

非
常
用
予
備
発
電
設
備

受 電 設 備 に 準 ず る 同左 同左

電　気　工　作　物  点検、測定及び試験の項目 月次点検 年次点検 臨時点検

開 閉 器

遮 断 器

変 圧 器

配 電 線 路

電 線 及 び 支 持 物

接 地 装 置

電 動 機

電 熱 機

電 気 溶 接 機

照 明 装 置

配線及び配線器具

そ の 他 機 器 類

接 地 装 置

開閉器・遮断器・配電盤

発電設備の建物･室

キュービクルの外箱
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（注） ※を付した項目は、自動で起動及び停止を行うものとする。

原　　動　　機 外 観 点 検 ○ ○

観 察 点 検 　 ○

機 関 の 調 整 ・ 整 備 　 ○

発　　電　　機 外 観 点 検 ○ ○

観 察 点 検 ○

絶 縁 抵 抗 測 定 ○

接 地 抵 抗 測 定 ○

配　電　盤　等 外 観 点 検 ○ ○

　　　遮　断　器 電 圧 ・ 電 流 測 定 ○ ○

　　　開　閉　器 観 察 点 検 ○

　　　変　圧　器 　 絶 縁 抵 抗 測 定 ○

　　　制 御 装 置 接 地 抵 抗 測 定 ○

　　　保護継電器 継電器との結合動作試験 ○

　　　　　　　等 継 電 器 動 作 特 性 試 験 　 ○

　 漏 え い 電 流 測 定 ○ ○

　 絶 縁 油 の 点 検 ・ 試 験  ○

　 内 部 点 検 　 ○

制 御 装 置 試 験 　 ○

起 動 停 止 試 験 ○

始 動 用 設 備 外 観 点 検 ○ ○

　　　蓄　電　池 観 察 点 検 ○

　　　充 電 装 置 絶 縁 抵 抗 測 定 ○

　　　電気始動装置 接 地 抵 抗 測 定 ○

　　　付 属 装 置 蓄電池電圧・比重・液温測定 ○

燃料供給施設 外 観 点 検 ○ ○

(貯蔵・供給設備) 観 察 点 検 　 ○

絶 縁 抵 抗 測 定 　 ○

接 地 抵 抗 測 定 　 ○

地 下 タ ン ク 漏 洩 検 査 ○

冷　却　装　置 外 観 点 検 ○ ○

(冷却器・熱交換器) 観 察 点 検 　 ○

絶 縁 抵 抗 測 定 ○

接 地 抵 抗 測 定 ○

発 電 機 室 内 外 観 点 検 ○ ○

観 察 点 検 ○

　 絶 縁 抵 抗 測 定 ○

接 地 抵 抗 測 定 ○

　 　

臨時点検

火
　
力
　
発
　
電
　
設
　
備

必
　
　
要
　
　
の
　
　
都
　
　
度

　(2)　火力発電所（内燃力又はガスタービン）

電　気　工　作　物  点検、測定及び試験の項目 月次点検 年次点検
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光電池設備 外 観 点 検 ○ ○

観 察 点 検 　 ○

接 地 抵 抗 測 定 　 ○

蓄 電 池 設 備 外 観 点 検 ○ ○

　　　蓄　電　池 観 察 点 検 ○

　　　充 電 装 置 絶 縁 抵 抗 測 定 ○

　　　付 属 装 置 接 地 抵 抗 測 定 ○

蓄電池電圧・比重・液温測定 ○

電力変換装置 外 観 点 検 ○ ○

観 察 点 検 ○

絶 縁 抵 抗 測 定 ○

接 地 抵 抗 測 定 ○

配　電　盤　等 外 観 点 検 ○ ○

　　　遮　断　器 電 圧 ・ 電 流 測 定 ○ ○

　　　開　閉　器 観 察 点 検 ○

　　　変　圧　器 　 絶 縁 抵 抗 測 定 ○

　　　制 御 装 置 接 地 抵 抗 測 定 ○

　　　保護継電器 継電器との結合動作試験 ○

　　　　　　　等 継 電 器 動 作 特 性 試 験 　 ○

　 漏 え い 電 流 測 定 ○ ○

　 絶 縁 油 の 点 検 ・ 試 験  ○

　 内 部 点 検 　 ○

制 御 装 置 試 験 　 ○

原　　動　　機 外 観 点 検 ○ ○

及　　び 観 察 点 検 ○

付　属　装　置 保 護 装 置 動 作 試 験 ○

　 始 動 停 止 試 験 ○ ○

発　　電　　機 外 観 点 検 ○ ○

及　　び 発電電圧・周波数等測定 ○ ○

励　磁　装　置 観 察 点 検 　 ○

接　地　装　置 絶 縁 抵 抗 測 定 　 ○

接 地 抵 抗 測 定  ○

　

開閉器・遮断器等

移
動
用
電
気
工
作
物

必
　
　
要
　
　
の
　
　
都
　
　
度受 電 設 備 に 準 ず る 同左 同左

太
　
陽
　
電
　
池
　
発
　
電
　
所

必
　
　
要
　
　
の
　
　
都
　
　
度

　(4)　移動用電気工作物

電　気　工　作　物  点検、測定及び試験の項目 月次点検 年次点検 臨時点検

　(3)　太陽電池発電所

電　気　工　作　物  点検、測定及び試験の項目 月次点検 年次点検 臨時点検
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附 則 
 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  病 院 局   

病 院 局 規 程 第 ２ 号   
平成２７年３月３１日   

熊本市病院局就業規程の一部を改正する規程を公布する。 
熊本市病院事業管理者  髙 田 明   

熊本市病院局就業規程の一部を改正する規程 
 熊本市病院局就業規程（昭和２１年病院局規程第１０号）の一部を次のように改正する。 
 第２５条の２第２項中「、前条第２項」を「、第２４条」に改める。 
 第４７条第１項中「、当該職員に係る定年退職日（熊本市職員の定年等に関する条例（昭和５９年

条例第２７号）に規定する定年退職日をいう。以下この項において同じ。）から５年をさかのぼった

日後」を「５５歳（熊本市職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第２７号）第３条ただし書に

規定する職員については、６０歳）に達した日以後」に改め、「その定年退職日」の次に「（同条例

第２条に規定する定年退職日をいう。）」を加える。 
 第４８条の次に次の１条を加える。 
 （配偶者同行休業） 

第４８条の２ 配偶者同行休業（地方公務員法第２６条の６第１項に規定する配偶者同行休業を

いう。）については、熊本市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２６年条例第７６号）の定

めるところによる。 
 
   附 則 
 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

病 院 局 規 程 第 ３ 号   
平成２７年３月３１日   

 
熊本市病院局事務分掌規程の一部を改正する規程を公布する。 

熊本市病院事業管理者  髙 田 明  
熊本市病院局事務分掌規程の一部を改正する規程 

熊本市病院局事務分掌規程（平成２１年病院局規程第３号）の一部を次のように改正する。 
第２条を次のように改める。 

（分課） 
第２条 分課は次のとおりとする。 
熊本市民病院 
医療安全対策部 
医療安全対策室 

感染対策部 
感染対策室 

地域医療連携部 
地域医療連携室 
がん相談支援センター 

機能支援部 
医療情報室 
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医療の質向上支援室 
施設基準等調査室 

内科 
神経内科 
呼吸器内科 
感染症内科 
消化器内科 
循環器内科 
血液・腫瘍内科 
腎臓内科 
代謝内科 
精神科 
新生児内科 
小児科 
小児外科 
小児循環器内科 
小児心臓外科 
外科 
消化器外科 
乳腺・内分泌外科 
呼吸器外科 
心臓血管外科 
整形外科 
リウマチ科 
リハビリテーション科 
脳神経外科 
皮膚科 
泌尿器科 
産科 
婦人科 
眼科 
耳鼻咽喉科 
放射線科 
歯科口腔外科 
麻酔科 
病理診断科 
中央手術部 
集中治療部 
救急診療部 
中央放射線部 
中央検査部 
内視鏡センター 
外来化学療法センター 
血液浄化センター 
緩和ケアセンター 

中央臨床工学部 
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医療技術部 
薬剤課 
放射線技術室 
検査技術室 
生理検査センター 
病理検査センター 
リハビリテーション技術室 
栄養管理技術室 
臨床工学技術室 
視能訓練技術室 

看護部 
事務局 
総務課 
施設管理室 

経営企画課 
 病院建設準備室 
医事課 
熊本市民病院附属芳野診療所 
植木病院 
診療部 
内科 
外科 
整形外科 
循環器内科 
脳神経外科 
リハビリテーション科 
放射線科 
地域医療連携室 
健診部 
診療放射線部 
リハビリテーション室+ 
薬剤部 
検査部 
栄養管理室 
診療情報管理室 
医療安全対策室 
看護部 
事務局 
第５条を次のように改める。 
（事務分掌） 
第５条 事務分掌は、おおむね次のとおりとする。 
熊本市民病院 
医療安全対策部 
医療安全対策室 
(1) 医療安全対策に関すること。 
(2) 危機管理に関すること。 
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(3) 前２号に掲げるもののほか、医療安全に関すること。 
感染対策部 
感染対策室 
(1) 感染対策に関すること。 

地域医療連携部 
地域医療連携室 
(1) 病診連携に関すること。 
(2) 総合相談窓口に関すること。 
がん相談支援センター 
(1) がん相談機能の推進及び向上に関すること。 
(2) がんサロンの運営等に関すること。 

機能支援部 
医療情報室 
(1) 電算システムの開発及び管理に関すること。 
(2) 医学情報の収集及び管理に関すること。 
(3) 診療記録の管理に関すること。 
医療の質向上支援室 
(1) 病院機能評価に関すること。 
(2) 医療の質を向上させる施策の企画立案等に関すること。 
施設基準等調査室 
(1) 施設基準に関すること。 
(2) 診療報酬制度の新設改正等の情報収集や研究等に関すること。 
(3) 診療行為分析、DPC分析等の実施と院内への情報提供及び周知に関すること。 

診療各科 
(1) 患者の診察に関すること。 
(2) 病理組織の診断及び病理解剖に関すること。 
(3) 医務に属する諸検査及び鑑定に関すること。 
(4) 診療統計に関すること。 
(5) 付添人、看護人及び面会人に関すること。 
(6) 前各号に掲げるもののほか、医務に関すること。 

中央手術部 
(1) 手術に関すること。 

集中治療部 
(1) 救急重症患者の集中治療に関すること。 

救急診療部 
(1) 救急患者の診察に関すること。 

中央放射線部 
(1) 放射線による診療に関すること。 

中央検査部 
(1) 臨床検査に関すること。 

中央臨床工学部 
 （1）臨床工学に関すること。 
医療技術部 
薬剤課 

(1) 調剤及び製剤に関すること。 
(2) 薬品の試験検査に関すること。 
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(3) 薬品の出納及び保管に関すること。 
(4) 処方箋の整理及び保管に関すること。 
(5) 所管器具の管理に関すること。 
(6) 前各号に掲げるもののほか、薬務に関すること。 

放射線技術室 
(1) 放射線機器等及び放射性医薬品による画像検査に関すること。 
(2) 放射線照射機器等による放射線照射に関すること。 
(3) 中央放射線部との連携に関すること。 

検査技術室 
(1) 生化学、血液、細菌等の医学的検査に関すること。 
(2) その他診療上必要な検査に関すること。 
(3) 輸血に関すること。 
(4) 中央検査部との連携に関すること。 

生理検査センター 
(1) 生理検査等に関すること。 

病理検査センター 
(1) 病理解剖の補助等に関すること。 
(2) 病理解剖の医学的検査に関すること。 

リハビリテーション技術室 
(1) 機能回復訓練に関すること。 

栄養管理技術室 
(1) 給食に関すること。 
(2) 栄養指導に関すること。 

臨床工学技術室 
(1) 医療機器及び生命維持管理装置等の操作、保守、点検及び管理に関すること。 

視能訓練士技術室 
(1) 視能訓練の計画及び実施に関すること。 

看護部 
(1) 患者の看護に関すること。 
(2) 看護師の勤務統制に関すること。 
(3) 看護師の研修に関すること。 
(4) 前３号に掲げるもののほか、看護業務に関すること。 
(5) 病棟の整理整頓に関すること。 

事務局 
総務課 

(1) 病院局内の総合的調整に関すること。 
(2) 病院局内事務の連絡調整に関すること。 
(3) 条例、規程等の制定改廃に関すること。 
(4) 病院局職員の任用、服務及び研修に関すること。 
(5) 病院局職員の給与及び退職手当に関すること。 
(6) 労務管理、労働安全及び衛生管理に関すること。 
(7) 職員の公務災害に関すること。 
(8) 前各号に掲げるもののほか、他課に属しない事項に関すること。 
施設管理室 

(1) 病院の維持管理及び工事等に関すること。 
経営企画課 
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(1) 病院事業経営の企画調整及び調査、分析並びに改善に関すること。 
(2) 病院局の予算に関すること。 
(3) 企画、財政計画及び資金計画に関すること。 
(4) 企業債、補助金、治験等の収入に関すること。 
(5) 工事等の請負契約及びそれに係る検査に関すること。 
(6) 物品の購入及び修理並びにそれらの支出の統括に関すること。 
(7) 物品等の管理に関すること。 
(8) 職員の被服貸与に関すること。 
(9) 決算に関すること。 
(10) 収入金に関すること。 
(11) 支払の審査及び執行に関すること。 
(12) 現金及び有価証券の保管並びに出納に関すること。 
(13) 監査に関すること。 
(14) 財産の所有、管理及び処分に関すること。 

  病院建設準備室 
 (1) 新病院の建設等に関すること 
医事課 

(1) 患者の受付及び入退院に関すること。 
(2) 診療報酬請求等に関すること。 
(3) 患者の諸証明に関すること。 
(4) 医事統計に関すること。 
(5) 未収金に関すること。                          
(6) 前各号に掲げるもののほか、医事に関すること。 

診療所 
(1) 患者の診療に関すること。 
(2) 医務に属する諸検査及び鑑定に関すること。 
(3) 調剤及び薬品の保管に関すること。 
(4) 診療統計に関すること。 
(5) 前各号に掲げるもののほか、医務に関すること。 

植木病院 
診療部 
診療各科 

(1) 患者の診療に関すること。 
(2) 救急患者の診察に関すること。 
(3) 医務に属する諸検査及び鑑定に関すること。 
(4) 付添人、看護人及び面会人に関すること。 
(5) 前各号に掲げるもののほか、医務に関すること。 

地域医療連携室 
(1) 地域医療連携に関すること。 
(2) 保健医療福祉の連携に関すること。 

健診部 
(1) 健診に関すること。 

診療放射線部 
(1) 放射線に関すること。 

リハビリテーション室 
(1) 機能回復訓練に関すること。 



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 
 

 
- 933 - 

 

薬剤部 
(1) 薬務に関すること。 

検査部 
(1) 臨床検査に関すること。 

栄養管理室 
(1) 栄養指導及び給食に関すること。 

診療情報管理室 
(1) 診療記録の管理に関すること。 
(2) 診療統計及び分析に関すること。 

医療安全対策室 
(1) 医療安全対策に関すること。 
(2) 危機管理に関すること。 
(3) 前２号に掲げるもののほか、医療安全に関すること。 

 (4) 感染対策に関すること。 
看護部 

(1) 患者の看護に関すること。 
(2) 看護師の勤務統制に関すること。 
(3) 看護師の研修に関すること。 
(4) 病棟の管理に関すること。 
(5) 前各号に掲げるもののほか、看護業務に関すること。 
(6) 手術に関すること。 
(7) 医療用備品、材料及び消耗品の整備に関すること。 
(8) 医療用備品、材料及び消耗品の滅菌に関すること。 

事務局 
(1) 文書事務に関すること。 
(2) 職員の人事及び給与に関すること。 
(3) 予算に関すること。 
(4) 決算に関すること。 
(5) 土地及び建物に関すること。 
(6) 物品等に関すること。 
(7) 患者の受付及び入退院に関すること。 
(8) 診療報酬請求等に関すること。 
(9) 医事に関する諸統計に関すること。 
(10) 前各号に掲げるもののほか、植木病院の庶務に関すること。 

附 則 
この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
病 院 局 規 程 第 ４ 号   
平成２７年３月３１日   

熊本市病院局事務決裁規程の一部を改正する規程を公布する。 
熊本市病院事業管理者  髙 田 明   

熊本市病院局事務決裁規程の一部を改正する規程 
熊本市病院局事務決裁規程（平成２１年病院局規程第４号）の一部を次のように改正する。 
第３条第３号中「所属医師」を「職務の級が３級以上の所属医師」に改める。 
第４条第１号の次に次の１号を加える。 
(2)職務の級が２級以下の所属医師の旅行命令に関すること。 
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第７条の見出し中「医療安全感染対策部長」を「医療安全対策部長」に改め、同条中「医療安全感

染対策部長」を「医療安全対策部長」に改め、「医療安全対策部長」の次に「、感染対策部長」を加

える。 
第１１条の次に次の１条を加える。 
（副課長専決事項） 
第１１条の２ 次の事項は、副課長の専決とする。 
(1) 定例的な所管事務に係る照会及び回答に関すること。 
(2) 報酬の支払に関すること。 
(3) 旅費及び費用弁償の支払に関すること。 
(4) 社会保険料の支出に関すること。 
(5) 臨時職員の賃金支払に関すること。 
(6) 所管に属する光熱水費及び電話使用料の支出に関すること。 
(7) 課長専決事項及び前各号に掲げる事項に属する事務に係る支出負担行為の整理及び支出命令に

関すること。 
第１８条の次に次の１条を加える。 
（権限の調整） 
第１９条 副課長を置く課の課長は、課長専決事項について、副課長と協議の上、当該専決事項に

係る決裁権限を副課長に付与し、調整を図ることができるものとする。 
２ 各職位は、次に掲げる事由がある場合に限り、所管事務に係る決裁権限を審議員その他専門職

位に付与し、調整を図ることができるものとする。この場合においては、あらかじめ、総務課長に

協議しなければならない。 
(1) 審議員その他専門職位の遂行すべき事務の性質上、特に決裁権を付与することが適当と認めら

れるとき。 
(2) 所管事務の処理が著しく停滞し、経常業務の一部を負荷し、専決処理させる必要があると認め

られるとき。 
(3) 課長限りの専決事項のうち、特に定例軽易なものに限り、所属職員の処理能力に応じ、決裁権

を付与しても支障がないと認められるとき。 
３ 前２項の規定により、権限の調整を図る場合は、管理者の承認を得るものとし、決定事項につ

いては、関係課へ通知しなければならない。 
 

附 則 
この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
病 院 局 規 程 第 ５ 号   
平成２７年３月３１日   

熊本市病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を公布する。 
熊本市病院事業管理者  髙 田 明   

熊本市病院事業企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程 
 
 （熊本市病院事業企業職員の給与に関する規程の一部改正） 
 熊本市病院事業企業職員の給与に関する規程（平成２１年病院局規程第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 
  第２２条第３項中「２３，０００円」を「３０，０００円」に、「４５，０００円」を「７０，

０００円」に改める。 
  第３４条第１項中「管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員及びその」を「条例第１７条第１

項の規定により支給する管理職員特別勤務手当の」に改め、同条第２項を同条第３項とし、同条第
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１項の次に次の１項を加える。 
 ２ 条例第１７条第２項の規定により支給する管理職員特別勤務手当の額は、別表第１０のとおり

とする。 
  第４７条第８項中「特定任期付職員に係る」を「条例第２９条第２項の規定により読み替えて適

用される条例第１７条第１項の規定により特定任期付職員に支給する」に改め、同条第１０項を同

条第１１項とし、同条第９項を同条第１０項とし、同条第８項の次に次の１項を加える。 
 ９ 条例第２９条第２項の規定により読み替えて適用される条例第１７条第２項の規定により特定

任期付職員に支給する管理職員特別勤務手当の額は、次のとおりとする。 
 (1) 号給が６及び７の職員 ６，０００円 

(2) 号給が５の職員 ５，０００円 
(3) 号給が２から４までの職員 ４，３００円 
(4) 号給が１の職員 ３，５００円 

  別表第５（1）病院事業行政職委員給料表級別標準職務表の5級の項中「課長補佐」を「主幹」に

改める。 
  別表第９の次に次の１表を加える。 

別表第１０（第３４条関係） 

適用給料表 支給を受ける職員 勤務1回の額 

病院事業行政職員給料表 職務の級が9級の職員 ５，０００円

職務の級が8級の職員 ４，０００円

職務の級が6級及び7級の職員 ３，０００円

病院事業医療職員給料表 職務の級が4級及び5級の職員 ５，０００円

職務の級が3級の職員 ３，０００円

病院事業看護職員給料表 職務の級が7級の職員 ４，０００円

職務の級が6級の職員 ３，０００円

 
   附 則 
１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
２ この規程による改正後の熊本市病院事業企業職員の給与に関する規程第２２条第３項の規定の適

用については、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの間、同項中「３０，０００円」

とあるのは、「３０，０００円を超えない範囲内で管理者が定める額」とする。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

病 院 局 規 程 第 ６ 号   
平成２７年３月３１日   

熊本市病院事業企業職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規程の一部を改正する規

程を公布する。 
熊本市病院事業管理者  髙 田 明   

熊本市病院事業企業職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規程の一部を改正する規

程 
熊本市病院事業企業職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規程（平成２３年病院局規程

第６号）の一部を次のように改正する。 
 別表の表の部分を次のように改める。 

区分 報酬の額 
熊本市民病院顧問弁護士 月額１５０，０００円 
嘱託員、専門員等で前項に掲げるもの以外のもの 月額２５０，０００円以内 
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附 則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

病 院 局 規 程 第 7 号   
平成２７年３月３１日   

熊本市病院事業を行う施設の診療科目に関する規程の一部を改正する規程を公布する。 
熊本市病院事業管理者  髙 田 明   

熊本市病院事業を行う施設の診療科目に関する規程の一部を改正する規程 

熊本市病院事業を行う施設の診療科目に関する規程（平成２５年病院局規程第６号）の一部を次の

ように改正する。 

表の熊本市立熊本市民病院の診療科目の欄中「外科」の次に「、消化器外科」を追加する。 
 

附 則 
この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 教 育 委 員 会  

教 委 規 則 第 ４ 号   
平成２７年３月２０日   

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関

する規則を公布する。 
                                  熊本市教育委員会委員長  﨑 元 達 郎   

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備

に関する規則 
 熊本市教育委員会職員の職の設置に関する規則（昭和４１年教委規則第６号）の一部を次のように

改正する。 
（熊本市教育委員会会議規則の一部改正） 

第１条 熊本市教育委員会会議規則（平成７年教委規則第２６号）の一部を次のように改正する。 
  第１条中「第１５条」を「第１６条」に改める。 
  第２条第２項及び第３項中「委員長」を「教育長」に改め、同条第３項中「委員の２人以上の者」

を「委員の定数の３分の１以上の委員」に、「あったときに」を「あったときは、遅滞なくこれを」

に改める。 
  第３条から第６条までの規定中「委員長」を「教育長」に改める。 
  第７条の規定中「委員長」を「教育長」に改め、同条第２項中「二件」を「２件」に改める。 
  第８条から第１１条中「委員長」を「教育長」に改める。 
  第１２条の見出し中「職員」を｢関係者｣に改め、同条中「委員長」を「教育長」に、「関係職員」

を「職員及び学識経験者等」に改める。 
  第１３条中「委員長」を「教育長」に、「出席委員」を「会議に出席した教育長及び委員」に改

める。 
  第１４条第１項中「委員長は、教育長が」を「教育長は、その」に改め、同条第２項中「委員長

の指名した２人の委員」を「教育長が会議に出席した教育長及び委員の中から指名する２人」に改

め、同条第３項第２号中「出席委員及び欠席」を「会議に出席した教育長及び」に改め、同項第３

号中「委員及び傍聴人を除くほか、」を「第１２条の規定により」に改め、同項第９号中「委員長」

を「教育長」に改め、同項の次に次の１項を加える。 
４ 教育長は、第２項の規定による署名の後、会議録を公表するよう努めなければならない。た
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だし、前条ただし書の規定により公開を不適当とした案件については、この限りでない。 
  第１７条第１項中「を通じて委員長」を削り、同条第２項中「委員長」を「教育長」に改める。 
  第１８条中「委員長」を「教育長」に改める。 
 （熊本市教育委員会公告式規則の一部改正） 
第２条 熊本市教育委員会公告式規則（昭和３２年教委規則第２号）の一部を次のように改正する。 
  第１条中「第１４条第２項」を「第１５条第２項」に改める。 
  第２条中「委員長」を「教育長」に改める。 
 （熊本市教育委員会公印規則の一部改正） 
第３条 熊本市教育委員会公印規則（昭和４８年教委規則第６号）の一部を次のように改正する。 
  第５条中「委員長、」を削る。 
  第１３条第１項中「、教育委員会委員長印」を削る。 
  別表教育委員会委員長印の項を削る。 
 （熊本市教育委員会傍聴人規則の一部改正） 
第４条 熊本市教育委員会傍聴人規則（平成７年教育委員会規則第２７号）の一部を次のように改正

する。 
  第２条から第７条までの規定中「委員長」を「教育長」に改める。 
 
   附 則 
１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号）附

則第２条第１項の規定により在職する教育長がある場合においては、第１条の規定による改正後の熊

本市教育委員会会議規則の規定、第２条の規定による改正後の熊本市教育委員会公告式規則第２条の

規定、第３条の規定による改正後の熊本市教育委員会公印規則の規定及び第４条の規定による改正後

の熊本市教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、第１条の規定による改正前の熊本市教育委員会会

議規則（以下「旧会議規則」という。）の規定、第２条の規定による改正前の熊本市教育委員会公告

式規則第２条の規定、第３条の規定による改正前の熊本市教育委員会公印規則の規定及び第４条の規

定による改正前の熊本市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、

旧会議規則第２条第３項中「あったときに」とあるのは「あったときは、遅滞なくこれを」と、旧会

議規則第７条第２項中「二件」とあるのは「２件」と、旧会議規則第１２条見出し中「職員」とある

のは「関係者」と、同条中「関係職員」とあるのは「職員及び学識経験者等」と、旧会議規則第１４

条第３項第３号中「委員及び傍聴人を除くほか、」とあるのは「第１２条の規定により」とする。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

教 委 規 則 第 ５ 号   
平成２７年３月２０日   

熊本市教育委員会事務局等組織規則の一部を改正する規則を公布する。 
                                  熊本市教育委員会委員長  﨑 元 達 郎   

熊本市教育委員会事務局等組織規則の一部を改正する規則 

熊本市教育委員会事務局等組織規則（平成２４年教委規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第１８条第２項」を「第１７条第２項」に改める。 

 第４条第３項中「課及び教育相談室」を「課、教育相談室及び特別支援教育室」に、同条第５項中

「教育相談室」を「教育相談室及び特別支援教育室」に改める。 

 第５条第１号ア中「上司」を「教育長」に改め、同条第２号ア中「統理するとともに、教育長に事

故があるとき、又は教育長が欠けたときは、教育長の職務を代行する」を「統理する」に改める。 

 別表１教育政策課の項事務分掌の欄中第１７号を削り、同表総合支援課の項事務分掌の欄中第２号

を削り、第６号を第４号とし、第５号を次のように改める。 

(5) 特別支援教育室に関すること。 
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 別表１総合支援課の項事務分掌の欄中第４号を第３号とし、第３号を第２号とする。 

 別表１教育相談室（かい）の項の次に次のように加える。 

特別支援教育室

（かい） 

(1) 障がいのある児童及び生徒の就学に関すること。 

(2) 特別支援教育の専門的事項の指導に関すること。 

(3) 特別支援教育に係わる教職員等の研修に関すること。 

(4) 特別支援学校に関すること。 

 別表２かい相当機関の部熊本市立図書館植木図書館の項を熊本市立植木図書館の項とし、同項の次

に次のように加える。 

熊本市立とみあ

い図書館 

(1) 図書、記録、郷土資料、地方行政資料、刊行物その

他必要な資料の収集、整理、保存及び廃棄に関するこ

と。 

(2) 図書館サービスに関すること。 

(3) 図書館事業の企画及び実施に関すること。 

熊本市立図書館 

 

   附 則 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号）附

則第２条第１項の規定により在職する教育長がある場合においては、この規則による改正後の熊本

市教育委員会事務局等組織規則第１条並びに第５条第１号及び第２号の規定は適用せず、この規則

による改正前の熊本市教育委員会事務局等組織規則第１条並びに第５条第１号及び第２号の規定は、

なおその効力を有する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
教 委 規 則 第 ６ 号   
平成２７年３月２０日   

熊本市教育委員会事務局事務専決規則の一部を改正する規則を公布する。 
                                  熊本市教育委員会委員長  﨑 元 達 郎   

熊本市教育委員会事務局事務専決規則の一部を改正する規則 
 熊本市教育委員会事務局事務専決規則（昭和４１年教委規則第３号）の一部を次のように改正する。 
第１０条を第１１条とし、第７条から第９条までを１条ずつ繰り下げ、第６条の次に次の１条を加

える。 
（特別支援教育室長専決事項） 

第７条 次に掲げる事項は、特別支援教育室長の専決とする。 
 (1) 所属職員の事務分担、服務及び旅行命令に関すること。 
 (2) 特別支援教育室長の服務に関すること。 
 (3) 定例的な所管事務に係る経由進達、申請、報告、照会、回答及び通知に関すること。 
 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
（熊本市教育センター条例施行規則の一部改正） 

２ 熊本市教育センター条例施行規則（昭和６２年教委規則第３６号）の一部を次のように改正する。 
  第６条第２項中「第８条」を「第９条」に改め、同条第３項中「第７条」を「第８条」に改める。 
（熊本市立図書館設置条例施行規則の一部改正） 

３ 熊本市立図書館設置条例施行規則（平成１３年教委規則第１９号）の一部を次のように改正する。 
  第２６条第２項中「第８条」を「第９条」に改め、同条第４項中「第７条」を「第８条」に改め
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る。 
（熊本博物館条例施行規則の一部改正） 

４ 熊本博物館条例施行規則（昭和４１年教委規則第７号）の一部を次のように改正する。 
  第８条中「第７条」を「第８条」に改める。 
  第９条中「第８条」を「第９条」に改める。 
（熊本市立野外教育施設条例施行規則の一部改正） 

５ 熊本市立野外教育施設条例施行規則（昭和５３年教育委員会規則第１０号）の一部を次のように

改正する。 
  第３条第２項中「第７条」を「第８条」に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

教 委 規 則 第 ７ 号   
平成２７年３月２０日   

熊本市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 
                                  熊本市教育委員会 委員長  﨑 元 達 郎   

熊本市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則 
 熊本市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則（平成２４年教委規則第４号）の一

部を次のように改正する。 
第２条第１号中「、城南総合出張所長」を削り、第２号中「（城南総合出張所長を除く。）、出張

所長又は城南総合出張所副所長」を「又は出張所長」に改め、同条の表中「（城南総合出張所長を除

く。）、城南総合出張所住民課長」を削り、天明総合出張所長の項の次に次のように加える。 
城南総合出張所

長 
熊本市立学校施設使用条例施行規則第５条第１項に定める夜間開放学校施設の

うち、杉上小学校、隈庄小学校、豊田小学校及び下益城城南中学校の使用許可に

関すること。 

第２条の表各まちづくり交流室長の項右欄中第６号を次のように改める。 
(6) とみあい図書館の図書、記録、郷土資料、地方行政資料、刊行物その他必要な資料の収集、整

理、保存及び廃棄に関すること（富合まちづくり交流室長に限る。）。 
第２条の表各まちづくり交流室長の項右欄中第６号の次に次のように加える。 
(7) とみあい図書館サービスに関すること（富合まちづくり交流室長に限る。）。 
(8) とみあい図書館事業の企画及び実施に関すること（富合まちづくり交流室長に限る。）。 

 
   附 則 
この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
教 委 規 則 第 ８ 号   
平成２７年３月２０日   

熊本市博物館の登録に関する規則を公布する。 
                                  熊本市教育委員会委員長  﨑 元 達 郎   

熊本市博物館の登録に関する規則 
 （目的） 
第１条 この規則は、博物館法(昭和２６年法律第２８５号以下「法」とい 
う。)第１６条に基づき、博物館の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。 
（登録原簿） 

第２条 法第１０条の規定により熊本市教育委員会（以下「市教育委員会」という。）に備える博物

館登録原簿の様式は、様式第１号とする。 
（登録申請） 



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 
 

 
- 940 - 

 

第３条 法第１１条第１項に規定する登録申請書の様式は、様式第２号とする。 
（登録審査） 

第４条 市教育委員会は、法第１２条の規定による登録要件の審査又は法第１４条第１項の規定によ

る登録の取消しに当たり、必要があるときは、登録申請者又は設置者に資料の提出を求め、実地調

査を行い、又は学識経験者等の意見を徴することができる。 
（登録事項の変更） 

第５条 法第１３条第１項の規定による変更の届出の様式は、様式第３号とする。 
２ 法第１１条第２項に規定する添付書類の記載事項に変更があった場合（特に重要と認められる事

項の変更の場合を除く。）は、９月又は３月の末日までに、それぞれ当該月の前月末までに生じた変

更事項につき届け出るものとする。 
（廃止） 

第６条 法第１５条第１項の規定による廃止の届出の様式は、様式第４号とする。 
（公示） 

第７条 市教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公示するものとする。 
(1) 法第１０条の規定により登録したとき。 
(2) 法第１３条第２項の規定により登録を変更したとき。 
(3) 法第１４条第１項の規定により登録を取り消したとき。 
(4) 法第１５条第２項の規定により登録を抹消したとき。 
 
   附 則 
 （施行期日） 
この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

様式第１号(第２条関係) 
博物館登録原簿 

事項 

登録 登録変更 登録変更 

年  月  日 
年  月  日 年  月  日 

第     号 

設置者の名称及び住所       

名称       

所在地       

備考       

(注) 公立博物館の場合には設置者の名称のみ記入し、私立博物館（一般社団法人若しくは一般財団法

人、宗教法人）の場合には設置者の名称及び住所を共に記入のこと。 
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日本工業規格A4 
 
様式第２号(第３条関係) 

 

博 物 館 登 録 申 請 書 

年  月  日 

  熊本市教育委員会  様 

 

設置者 所在地          

名 称          

代表者   氏 名  印 

(法人又は宗教法人の代表者の氏名) 

 

事 項 記 載 欄 

設 置 者 の 名 称   

設 置 者 の 住 所 

(私立博物館の場合) 
  

博 物 館 の 名 称   

博 物 館 の 所 在 地   

 博物館法第11条の規定により下記書類を添付し、博物館の登録を申請します。 

記 

１ 設置条例の写 

(私立博物館にあっては当該法人の定款の写又は宗教法人の規則の写) 

 

２ 館則の写 

 

３ 直接博物館の用に供する建物及び土地の面積を記載した書面及びそ 

の図面 

 

４ 当該年度における事業計画書及び予算の歳出の見積り(私立博物館に 

あっては収支の見積り)に関する書類 

 

５ 博物館資料の目録並びに館長の氏名、学芸員の種別ごとの氏名を記載 

した書面 

 

 日本工業規格A4 
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様式第３号(第５条関係) 

 

博物館登録申請書変更届 

年  月  日 

  熊本市教育委員会 様 

設置者 所在地 

                                名 称 

代表者   氏 名   印 

 

  博物館法第１３条第１項の規定により次のとおり届けます。 

 

変 更 事 項 の

種  別  

変 更 事 項 の 内 容 
変 更 の 理 由 

変 更 年 月 日 変 更 事 項 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

日本工業規格A4 
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様式第４号(第６条関係) 

 

博 物 館 廃 止 届 

年  月  日 

  熊本市教育委員会 様 

設置者 所在地          

       名 称          

代表者   氏 名  印 

 

  博物館法第１５条第１項の規定により次のとおり届け出ます。 

事 項 記 載 欄 

設 置 者 の 名 称   

設 置 者 の 住 所 

(私立博物館の場合) 
  

博 物 館 の 名 称   

博 物 館 の 所 在 地   

登 録 記 号 番 号   

廃 止 年 月 日   

廃 止 の 理 由   

廃 止 後 の 処 置   

日本工業規格A4 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

教 委 規 則 第 ９ 号   
平成２７年３月２０日   

熊本市社会教育委員会議規則を公布する。 
                                  熊本市教育委員会委員長  﨑 元 達 郎   

熊本市社会教育委員会議規則 
 
 （趣旨） 
第１条 この規則は、熊本市社会教育委員条例（昭和２８年条例第４０号） 

第３条の規定に基づき、熊本市社会教育委員（以下「委員」という。）の会議（以下「会議」と
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いう。）その他議事の運営に関し、必要な事項を定める。 
 （議長及び副議長） 
第２条 会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
２ 議長は、委員を代表し、会務を総理する。 
３ 会議に副議長を置き、委員のうちから議長が指名する。 
４ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理

する。 
 （議長及び副議長の任期） 
第３条 議長及び副議長の任期は、２年とする。ただし、再任することができる。 

 （会議） 
第４条 会議は、議長が招集する。 
２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。 
３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、過半数同数のときは、議長の決するところによる。 

 （会議の公開）  
第５条 会議は、公開とする。ただし、熊本市情報公開条例（平成１０年 
 条例第３３号）第７条に掲げる情報に該当する情報について協議等を行うとき、又は委員の発議

により出席委員の３分の２以上の多数で公開が不適当と議決されたときは、これを公開しないこと

ができる。 
２ 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他の傍聴について必要な事項は、別に定める。 

 （雑則） 
第６条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が別に定める。 

 
   附 則 
 この規則は、平成２７年６月１日から施行する。 
熊本市教育委員会事務局等組織規則（平成２４年教委規則第３号）の一部を次のように改正する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

教 委 規 則 第 １ ０ 号   
平成２７年３月２０日   

熊本市立図書館設置条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 
熊本市教育委員会委員長  﨑 元 達 郎   

熊本市立図書館設置条例施行規則の一部を改正する規則 
 熊本市立図書館設置条例施行規則の一部を次のように改正する。 
 第１条の２第１項の表熊本市立城南図書館の項の次に次のように加える。 

熊本市立とみあい図書館 熊本市南区富合町清藤４００番地 

 第２条第１項の表熊本市立城南図書館の項の次に次のように加える。 
熊本市立とみあい図書館 午前９時３０分か

ら午後７時まで 
午前９時３０分か

ら午後６時まで 
午前９時３０分か

ら午後６時まで 
 第３条の表中 
「 

熊本市立図書館 (1) 月曜日（月曜日が休日に当たるときは、その日後におい

てその日に最も近い休日でない日） 
(2) １２月２９日から翌年１月４日まで 
(3) 特別整理日（毎年１４日以内） 

熊本市立植木図書館 

                                            」 
を 
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「   
熊本市立図書館 (1) 月曜日（月曜日が休日に当たるときは、その日後におい

てその日に最も近い休日でない日） 
(2) １２月２９日から翌年１月４日まで 
(3) 特別整理日（毎年１４日以内） 

熊本市立植木図書館 
熊本市立とみあい図書館 

                                            」 
に改める。 

 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
 （熊本市公民館条例施行規則の一部改正） 
２ 熊本市公民館条例施行規則（昭和２６年規則第２０号）の一部を次のように改正する。 
  第６条第２項第１号ウ中「秋津公民館、龍田公民館及び富合公民館」を「秋津公民館及び龍田公

民館」に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  監   査   

監 査 公 告 第 ６ 号   
平成２７年３月２５日   

熊本市監査委員  田 尻 清 輝   

熊本市監査委員  竹 原 孝 昭   

 熊本市監査委員  石 原 純 生   

熊本市監査委員  坂 本 邦 彦   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３７第５項の規定に基づき、包括外部監査人

から平成２６年度包括外部監査の結果につき、次のとおり報告があったので、同法第２５２条の３８

第３項の規定により公表する。 

第1章 監査の概要 

１．監査の種類 

 地方自治法第２５２条の３７第１項の規定に基づく包括外部監査 

２．選定した特定の事件 

 公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について 

３．事件を選定した理由 

熊本市は、市民の福祉を増進する目的をもって市民の利用に供するため多くの公の施設を設置し、

運営を行っている。その運営状況は市民の生活や福祉に直接関わる問題であり、また、その設置及

び運営に関しても多額の費用を要することから市民の関心も高いといえる。 

ところで、平成１５年６月に地方自治法が一部改正されたことに伴い、市民サービスの向上とコ

スト削減を目的として公の施設の管理運営について管理委託制度が廃止となり、指定管理者制度が

創設された。熊本市においては、平成２６年４月現在、公の施設のうち４０４施設において指定管

理者による管理運営が行われている。 

以上を踏まえ、熊本市の公の施設の管理運営及び指定管理者制度が適切に行われているかを合規

性・経済性・効率性・有効性等の視点から調査報告することは市民の利益に有効であると判断し、

本テーマを選定した。 

４．監査対象とした公の施設及び指定管理者 

 監査対象とした公の施設の選定に当たって、公募施設で主に指定管理料の協定金額が一億円以上

を監査対象とした。また、所管課の偏りがないよう考慮した。 
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なお、前年監査対象であった市営住宅は監査対象から除外した。（以下、登載省略） 

５．監査の着眼点 

＜施設の管理運営上の着眼点＞ 

(1) 固定資産の維持管理は適切か 

①建物等の管理は適切か―修繕等が適切に行われ安全に利用できる状況か 

②備品の管理は適切か 

(2) 契約関係 

①指定管理者以外との契約関係は適切に行われているか―備品の購入、建物の修理等 

(3) 施設の有効利用 

①利用者の利用状況は良好か 

②施設は有効利用されているか 

＜指定管理者制度上の着眼点＞ 

(1) 指定管理者制度の導入に合理性はあるか 

(2) 選定手続は適正か 

①公募・非公募の別、決定手続きの適正性等 

②募集方法・募集期間等の公募手続は適正か 

③選定委員会の構成、選定方法は適正か 

④選定基準は公平、適正か 

(3) 条例、協定書の内容は適切か 

①基準価格の積算根拠は適切か 

②再委託は適切か 

③債務負担行為の設定はなされているか 

④リスク管理、リスク回避の条項は適切か 

(4) 施設の収支状況 

①支出（人件費、委託費等）と収入（利用料収入、指定管理料収入）のバランスは適切か 

②指定管理料設定の根拠は適切か 

③施設の利用料金は適切か 

④人件費は適切な水準か 

(5) サービスの向上 

①効率的な運営（開館・利用時間、使用料、職員の配置等）がなされているか 

②利用状況、利用者等の推移はどうか 

③自主事業が行われているか 

(6) コスト削減 

指定管理料と従前の管理委託料との比較、直営時での人件費・委託料等との比較等 

(7) 条例、協定に基づく適正な運営の検証がなされているか 

①施設の管理運営状況は適切か 

②契約事務は適正に行われているか 

③物品の管理事務（現物確認、台帳との照合） 

上記に関し、合規性、正確性、経済性・効率性・有効性等の観点から監査を実施する。 

６．主な監査手続（以下、登載省略） 

７．監査の対象年度 

主として平成２５年度 

（必要に応じて平成２４年度以前の各年度及び平成２６年度も対象とする。） 

８．監査の実施期間 

  平成２６年９月１日から平成２７年３月３１日まで 

９．監査の結果の区分 
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監査の結果の区分は、以下の通りである。 

【指摘】:合規性、正確性等に問題があり、速やかに是正措置が必要と思われるものである。 

【意見】:合規性、正確性等に問題があるとまでは言えないが、是正を検討することが公の施設の管

理運営及び指定管理者制度の適切な運用に資すると考えるものである。 

【参考意見】：合規性、正確性等に問題はないが、公の施設の管理運営及び指定管理者制度のより

適切な運用を行う上で、参考になると考えるものである。 

10．包括外部監査人および補助者の氏名、資格（以下、登載省略） 

11．利害関係 

  包括外部監査の対象とした事件につき、地方自治法第２５２条の２９の規定により記載すべき利

害関係はない。 

第2章 監査の結果と意見（総論） 
Ⅰ．公の施設について 
１．地方公共団体の財産とは 
憲法第９４条によれば、地方公共団体は、所有する財産を管理するこという重要な権能をもってい

る。この財産を具体化した規定が、地方自治法第２３７条で「この法律において財産とは、公有財産、

物品及び債権並びに基金をいう。」と規定されている。地方自治法による財産の分類は、下記のとお

りである。なお、公の施設は、地方自治法による財産の分類では公共用財産に該当する。 
【財産の分類】 
公有財産 
（地方自治法第２３８

条）不動産・船舶・出

資による権利等 

行政財産 
公用財産 

地方公共団体が使用す

る庁舎等 

公共用財産 
住民が使用する学校・

道路・体育館等 
普通財産 行政財産以外の公有財産 

物品 
（地方自治法第２３９

条）備品等 

地方公共団体が所有する現金、公有財産、基金以外の動産及び使用のために

保管する動産 

債権 
（地方自治法第２４０

条） 

金銭の給付を目的とする地方自治体の権利 

基金 
（地方自治法第２４１

条） 

地方公共団体が、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維

持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するために設けるもの 

 
憲法第９４条【地方公共団体の権能】 
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲

内で条例を制定することができる。 
２．公の施設の意義 

(1) 公の施設の意義 
公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために地方公共団体が設ける

施設であり（地方自治法第２４４ 条第１項）、地方公共団体が住民サービスを行う主な手段である。 
【地方自治法】 
（公の施設） 
第２４４ 条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設

（これを公の施設という。）を設けるものとする。 
２ 普通地方公共団体（次条第３項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。）は、正当な理
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由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 
３ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはなら

ない。 
(2) 公の施設の要件  

 公の施設は、次のような要件が必要である。 
①地方公共団体が設ける施設であること 
地方公共団体以外の公共団体が設置する施設は該当しない。 

②住民の福祉を増進する目的のための施設であること 
収益施設である競輪場等は該当しない。 

③住民の利用に供するための施設であること 
住民の利用に供することを目的としない庁舎などは該当しない。 

④当該地方公共団体の住民の利用に供する施設であること 
当該地方公共団体の区域内にある施設であっても当該地方公共団体の住民が利用しない施設は

該当しない。 
(3) 公の施設の分類 
本市の場合、公の施設の分類及び設置状況は、次のとおりである。 

（平成２３年度末現在） 
分類 施設数 主な施設 

レクリエーション・ 
スポーツ施設 

42 市総合体育館、市総合屋内プール 

産業振興施設 9 食品交流会館、流通情報会館、くまもと工芸会館 

基盤施設 1,004 都市公園、市営住宅、辛島公園地下駐車場 

文教施設 130
国際交流会館、現代美術館、公民館、図書館、博物館、動

植物園、熊本城、水の科学館 

医療・社会福祉施設 206
老人デイサービスセンター、在宅福祉センター、老人憩の

家、市立保育園、市民病院 

合計 1,391  

 
３．公の施設の管理運営上の着眼点について 

(1) 固定資産の維持管理は適切か 
市が有する複数の公の施設の中で、今回選定した２６の施設は重要性が高く、所有している財産も

多額となっている。従来、単年度予算主義の影響から施設を取得するまでの予算管理は慎重に行われ

ているが、取得後も公有財産台帳等が整備され適切な管理運営が行われているかを検討した。また、

備品についても、備品管理台帳等が整備され適切に備品管理が行われているかを検討した。 
(2) 契約関係 

 建物の修理、備品の購入等に関して、契約関係は適切に行われているかを検討した。 

(3) 施設の有効利用 
市は、市民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために公の施設を設置している。市は、

これら公の施設を管理運営する上で、最少の費用で最大の効果を上げるようにしなければならない。

このような着眼点から、公の施設が市民サービスに有効利用され、市民の福祉の増進に寄与している

かを検討した。 
４．公の施設に関する監査結果のまとめ 

(1) 公有財産台帳の建物台帳価格の改定について 
公有財産台帳の建物台帳において、建物を耐用年数（施設毎の耐用年数）で減価償却し、建築金額
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から減価償却累計額を控除して建物評価金額として登載している。建物付属設備（電気設備、空調設

備等）においては、取得価格のままで改定が行われていないものが多く検出された。 
＜対象施設＞ 
監査対象となった全ての建物 

【指摘】 
建物台帳の評価金額は、熊本市財産規則第３４条の規定に従い「３年ごとに財政局次長が定める基

準に従って行う評価替え」に基づいて改定することになる。公有財産台帳は、建物取得価格を耐用年

数（施設毎の耐用年数）で減価償却し、建築金額から減価償却累計額を控除して建物評価金額として

登載すべきではないと考える。なお、自治体によっては、評価替えを行うために公有財産評価要領を

作成している。 

【熊本市財産規則】 

（台帳価格) 

第３３条 公有財産を新たに財産台帳に登載する場合の価格は、取得価格とする。 

（以下省略） 

 (台帳価格の改定) 

第３４条 台帳価格は、３年ごとに財政局次長が定める基準に従って行う評価替えに基づいて改定し

なければならない。 

＜参考＞ 
総務省－資産評価及び固定資産台帳整備の手引き（平成２６年９月３０日取りまとめ） 

固定資産台帳と公有財産台帳の主な相違点 
（固定資産台帳とは） 
固定資産を、その取得から売却処分に至るまで、その経緯を個々の資産ごとに管理するための帳簿。

所有するすべての固定資産（道路、公園、学校、公民館等）について、取得価額、耐用年数等のデー

タを網羅的に記載したものであり、財務書類作成の基礎となる補助簿の役割を果たすとともに地方公

共団体の保有する財産（固定資産）の適切な管理及び有効活用に役立つ。 
（公有財産台帳との主な相違点） 
各地方公共団体では、地方自治法で定められている公有財産の管理や決算の参考書類として作成さ

れる「財産に関する調書」の調製等のために、公有財産台帳を整備・管理しているところであるが、

主に以下の点において固定資産台帳と相違する。 
 公有財産台帳 固定資産台帳 

管理の主眼 財産の保全、維持、使用、収益等を

通じた現物管理 
会計と連動した現物管理 

対象資産の範囲 建物・土地・備品等が中心（道路、

河川など同台帳上に整備されてい

ない資産もある） 

すべての資産 

資本的支出と修繕費 明確な区分なし 区分あり 
付随費用 明確な区分なし 区分あり 
金額情報 なし（原則） あり 
減価償却 なし あり 

 

(2) 維持管理計画について 
熊本市第５次行財政改革計画（平成２６年４月）において、今後の課題として「公共施設の維持管

理費の増加への対応」が、次のように示されている。 
【公共施設の維持管理費の増加への対応】 
高度経済成長期に集中的に建設された公共施設等の老朽化が進行し、改修や更新等の維持管理費に

かかる経費が大幅に増加するため、その負担の平準化や将来を見据えた適切な管理に取り組む必要が
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あります。 
今回の監査対象施設は、市営住宅などのように急速な老朽化は進んではいないが、施設としては大

型のものが多数含まれており、その維持管理にかかる費用も多額となっている。概ね施設では、施設

毎に将来の維持管理計画を作成しているようであるが、修繕費の予算要求をしても査定で落とされる

可能性があり、計画に沿った維持管理はできていない。 
なお、監査対象施設の「過去５年間の維持管理費及び備品購入費の実績」及び平成２６年度以降の

「将来５年間の維持管理費及び備品購入費計画」は、下表のとおりである。過去５年間の実績合計は

約１４億円、将来５年間の計画合計は約３２億円と２倍以上の開きがあり、十分な施設の維持管理が

難しい状況であることが予測できる。（以下、登載省略） 
＜対象施設＞ 

公の施設名 指摘事項 頁数 

熊本市流通情報会館 ２．会館施設の維持・安全管理について【意見】 ３９

熊本市総合体育館・青年会館 ３．施設の維持更新と運動施設の今後について【意見】 ９６

熊本市辛島公園地下駐車場 

２．機械式駐車装置の維持管理について【意見】 ３０３
熊本市辛島公園地下通路 

熊本市辛島公園地下自転車駐車

場（施設） 

【意見】 
今回の包括外部監査では３件の【意見】ではあるが、全庁的に見れば、多数の施設で緊急性のある

改修や更新等を必要としているものと推測される。 
市は、修繕費や取替工事の予算査定を行う場合、所管課の予算の枠にとらわれず、全庁的な観点か

ら緊急性の高い案件から予算措置を行っていると思われる。しかし、現状は緊急性のある改修や更新

等が完全に実施できない状況であり、今後は、施設として十分な住民サービスが提供できなくなる場

合も考えられる。公の施設に関して、それぞれの施設の設置目的等に応じ、利用者の動向、民間や県

などとの役割分担を踏まえ、施設の統廃合を含め管理運営のあり方を再検討する必要があると思われ

る。 
(3) 備品の管理状況について 
市は、熊本市物品会計規則第32条第2項において、「備品の管理に関する帳簿を備え、その現況を

明らかにしなければならない。」と規定し、また第33条において、「帳簿の記載は、記載原因発生の

都度、その証拠書類に基づき、直ちに記載しなければならない。」と規定している。 

【熊本市物品会計規則】 

(帳簿の備付け) 

第３２条 会計管理者等は、物品出納及び物品の受払に関する帳簿を備え、その現況を明らかにしな

ければならない。 

２ 会計管理者等及び物品管理者は、備品の管理に関する帳簿を備え、その現況を明らかにしなけれ

ばならない。（以下省略） 

(帳簿等の記載) 

第３３条 帳簿の記載は、記載原因発生の都度、その証拠書類に基づき、直ちに記載しなければなら

ない。 
また、指定管理者との備品の管理に関しての取決めを管理業務仕様書において「備品の管理」とし

て、概ね以下のような取決めを行っている。 

（備品の管理） 

指定管理料で購入した備品は、指定管理者のものとする。また、市が貸与する備品及び物品につ

いては、市が示す台帳及び管理台帳を備え、市と指定管理者との区分を整理し、善良なる注意をも

って管理しなければならない。 
各施設の備品の管理状況を確認するため、備品管理台帳をもとに現物と照合を行ったところ、以下
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の施設において不適切な管理状況が見受けられた。 

＜対象施設＞ 

公の施設名 指摘事項 頁数 

熊本市流通情報会館 １．備品の管理状況について【指摘】 ３９

熊本市現代美術館 

１．備品の保管状況について【意見】 ６０

２．備品の管理状況について【指摘】 ６０

３．建物等（構築物を含む）に組み込まれている美術品

の備品台帳への記載について【意見】 
６０

４．美術品の保管場所の管理について【意見】 ６１

熊本市男女共同参画センター  

はあもにい 
２．備品の管理状況について【指摘】 ７７

熊本市総合体育館・青年会館 １．備品の管理状況について【指摘】 ９６

熊本市総合屋内プール ３．備品の管理状況について【指摘】 １０３

南部総合スポーツセンター ２．備品の管理状況について【指摘】 １０９

託麻スポーツセンター １．備品の管理状況について【指摘】 １１３

田迎公園運動施設 ２．備品の管理状況について【指摘】 １１９

水前寺競技場・野球場 １．備品の管理状況について【指摘】 １２５

水前寺江津湖公園 １．備品の管理状況について【指摘】 １３８

くまもと森都心プラザ １．備品の管理状況について【指摘】 １５８

健軍文化ホール 

１．備品の管理状況について【指摘】 １７７

２．産業文化会館が閉鎖した時に譲り受けた備品につい

て【指摘】 
１７７

熊本市国際交流会館 

１．備品の管理状況について【指摘】 １９７

２．産業文化会館が閉鎖した時に譲り受けた備品につい

て【指摘】 
１９７

熊本市子ども文化会館 

１．備品の管理状況について【指摘】 ２１７

２．産業文化会館が閉鎖した時に譲り受けた備品につい

て【指摘】 
２１７

熊本市障害者福祉センター希望

荘 
１．備品の管理状況について【指摘】 ２４１

熊本市自転車駐車場 

１．備品の管理状況について【指摘】 ２６５
熊本市庁舎北側自転車駐車場 

熊本市上通自転車駐車場 

熊本市庁舎自転車駐車場 

熊本市斎場 １．備品の管理状況について【指摘】 ２８１

【指摘】 
指定管理者は、仕様書に従い市が貸与する備品及び物品について、指定管理者の備品及び物品とは

明確に区別した上で備品の現況を適切に把握し、市が示す備品管理台帳に登載すると共に、その結果

を市に報告する必要がある。市は、指定管理者からの報告を受け、熊本市物品会計規則に従い備品の

現況を明らかにし、必要に応じて、自ら備品管理台帳と現物の照合を行い、指定管理者の備品の管理

状況を確認し、市の備品管理台帳に登載すべきである。 
また、備品に添付する備品管理シールは、備品管理台帳と備品の現物を紐づける重要な役割を担っ

ており、また、市の備品と指定管理者の備品とを区別するためのものでもあるため、備品に添付すべ

きである。 
＜参考＞ 

備品管理のための備品管理シールの貼付について、規定等には定義されていないが、備品管理のた

めに必要であることから、契約検査総室副室長名にて、毎年１回備品管理シールを作成し、備品に貼

付するよう各課の物品管理者に備品管理シールの配布とともに通知し、貼付を依頼している。 

指定管理者が所有する備品については、市と指定管理者との区別を整理し、善良なる管理者として
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管理するために、指定管理者が所有する備品についても備品管理台帳を整備する必要がある。その際、

備品管理台帳と関連付けたコードを記入した備品管理シールを備品添付し、保管場所を記載する、と

いったことを実施することにより、市と指定管理者との備品の区別ができると共に、備品管理台帳と

備品の現物との照合が容易に行うことができる。 

(4) 施設の有効利用について 
施設の有効利用についての意見は、次のとおりである。 

＜対象施設＞ 
公の施設名 指摘事項 頁数 

熊本市流通情報会館 
４．パソコン研修室について【意見】 

５．多目的ルームについて【意見】 

４２

４３

熊本市総合屋内プール １．総合屋内プールの管理運営方法について【意見】 １０３

くまもと森都心プラザ 
２．観光・郷土情報センター及び託児室の利用促進について【意

見】 
１５８

熊本市子ども文化会館 ３．くじらホール及び会議室の稼働率について【意見】 ２１８

熊本市障害者福祉センター

希望荘 

２．学習講座事業について【意見】 ２４１

３．福祉バスの利用率上昇のための施策について【意見】 ２４２

桜の馬場観光交流施設、桜

の馬場観光交流施設駐車場 

２．城彩苑の入場者数と熊本城の入場者の乖離について【意見】 ３２３

３．歴史文化体験施設への入場を促す標示について【意見】 ３２５

(5) その他 
 その他の指摘及び意見は、下記のとおりである。 
＜対象施設＞ 

公の施設名 指摘事項 頁数 

熊本市流通情報会館 ３．貸展示場の利用料の設定について【意見】 ４１

熊本市現代美術館 ５．図録販売について【指摘】 ６３

熊本市男女共同参画センター  

はあもにい 

１．新たに整備した駐車場の公有財産台帳への登載につ

いて【指摘】 
７６

熊本市総合体育館・青年会館 ２．運動器具等に係る備品の整理について【意見】 ９６

熊本市総合屋内プール 
２．利用料金制の運営について【意見】 １０３

４．調定簿の記載ミスについて【意見】 １０４

南部総合スポーツセンター １．特定の団体の施設占用について【意見】 １０９

田迎公園運動施設 １．利用者数の把握について【意見】 １１９

熊本市辛島公園地下駐車場 

１．道路台帳及び公有財産台帳への未登載について【指

摘】 
３０２

熊本市辛島公園地下通路 

熊本市辛島公園地下自転車駐車

場（施設） 

桜の馬場観光交流施設、桜の馬場

観光交流施設駐車場 
１．駐車場使用料のカウント結果の証跡について【意見】 ３２３

５．固定資産台帳作成にあたっての参考意見（以下登載省略） 
Ⅱ．指定管理者制度について 
１．指定管理者制度の導入目的及び経緯 
公の施設については、これまでは公共団体や公共的団体、地方公共団体が設立した出資団体等に管

理運営を委託する方式に限られていた。しかしながら、多様化・複雑化する市民ニーズへ的確に対応

するためには、民間事業者の能力やノウハウを幅広く活用することが有効と考えられ、平成１５年６

月に地方自治法が改正され「指定管理者制度」が創設された。 
「指定管理者制度」とは 

【これまでの制度：管理委託制度】 

 地方公共団体の管理権限の下で、具体的な管理の事務・業務を以下の管理受託者が執行する。 

・地方公共団体の出資法人のうち一定要件を満たすもの（１／２以上出資等） 
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・公共団体（土地改良区等） 

・公共的団体（農協、自治会等） 

  

 

 

 

【改正後：指定管理者制度】 

 地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」が、管理を代行する。 

 ・指定管理者の範囲については特段の制約を設けず、議会の議決を経て指定 

 ・指定管理者も使用の許可を行うことが可能 

例示） 

① 地方公共団体が設置する文化センターを株式会社等の民間事業者が行うことが可能に。 

② ＰＦＩ事業で建設した施設について、ＰＦＩ事業者による利用料金制も含めた 

管理代行が可能に。 
（出典：「公の施設の指定管理者制度に関する指針」） 

２．指定管理者制度の意義 
 指定管理者制度とは、公の施設の管理運営を地方公共団体又は外郭団体等に限定していたが、株式

会社等の民間事業者を含めた地方公共団体が指定する指定管理者に施設の管理運営を代行させる制度

である。 
公の施設の設置及び管理に関する事項は、地方自治法第２４４条の２第１項において「普通地方公

共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその

管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 」と定められている。 
【地方自治法第２４４条の２】 
（公の施設の設置、管理及び廃止）  
第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除

くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。  
２ 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについ

て、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会におい

て出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。 
３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるとき

は、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの

（以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。）に、当該公の施設の管理を

行わせることができる。 
４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他

必要な事項を定めるものとする。 
５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 
６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共

団体の議会の議決を経なければならない。 
７ 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、

当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。 
８ 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料

金（次項において「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

９ 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるとこ

ろにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利

用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。 
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１０ 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するた

め、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、

又は必要な指示をすることができる。 
１１ 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管

理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 
（出典：地方自治法） 

３．本市における指定管理者制度運用の概要 
(1) 指定管理者制度に関する指針及び運用に関する方針について 
指定の手続、管理の基準及び業務の具体的範囲、並びに利用料金制度を導入する場合においては、

条例で規定することが必要であるが（地方自治法第２４４条の２）、市は、これらの具体的内容がそ

れぞれの施設で異なるため、総則的な条例は制定せず、個別の施設設置条例ごとに制定している。 
３ 条例制定について 

指定管理者制度を導入することとした場合においては、次の事項について条例で定めることが必

要となる。 

ア 指定の手続（申請方法、選定基準、事業計画の提出 など） 

イ 管理の基準（休館日、開館時間、使用制限の要件 など） 

ウ 業務の具体的範囲（施設・設備の維持管理、個別の使用許可 など） 
（出典：「公の施設の指定管理者制度に関する指針」） 

また、市は、指定管理者制度に関する指針及び運用に関する方針において、指定管理者制度の概要

及び指定管理者制度導入に関する基本的な手続き等を定めている。 
＜市が定めている指定管理者制度に関する指針等＞ 

名称 概要 
公の施設の指定管理者制度に関する指

針 
指定管理者制度の概要、導入の基本的な考え方、候補者

選定前の手続き、候補者の選定、指定管理者の指定、指定

管理者指定後の手続き、制度導入後の状況把握と措置、導

入に向けたスケジュール、ＰＦＩ事業との関連といった項

目ごとに、指定管理者制度の手続きに関する基本的指針を

定めている。 
運用に関する方針 
 利用料金制度に関する基本方針 地方自治法第２４４条の２の規定により、指定管理者が

施設の使用に係る料金を収入として収受できる「利用料金

制度」を導入するにあたっての基本方針及び必要となる諸

手続きを定めている。 
指定管理者制度導入施設のモニタリ

ングに関する基本方針 
施設の管理運営に関し、協定に従い適正かつ確実なサー

ビスが提供されているか、サービスの安定的・継続的な提

供が可能な状態にあるかなどの監視に加え、現地調査、管

理運営状況の評価を行い、必要に応じ改善に向けた指導・

助言を行い、管理の継続が適当でない等と認めるときは指

定の取消し等を行う一連の仕組み（以下「モニタリング」

という。)を構築し、もって、指定管理者による管理の適

正を期するため、モニタリングの方法及び運用の基本方針

を定めている。 
指定管理に係る管理運営経費の「積

算総額」の算定 
公募により指定管理者の選定を行う場合における「積算

総額」の算定について、統一的な考え方及び算定方法を定
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名称 概要 
めている。 

公の施設の指定管理者制度に係る候

補者選定ガイドライン 
候補者を選定する場合の事務処理の適正化等に資する

ため、運用上の基本的な事項を示したものである。 
選定にあたっては、価格及びその他の条件によって候補

者を選定する総合評価方式を採用するものとし、熊本市指

定管理者候補者選定委員会運営要綱に基づく審査は、この

ガイドラインによるものとする。 
熊本市指定管理者候補者選定委員会

運営要綱 
熊本市附属機関設置条例（平成１９年条例第２号）第３

条の規定に基づき、熊本市指定管理者候補者選定委員会

（以下「選定委員会」という。）の運営に関し必要な事項

を定めたものである。 
共同企業体の取扱い基準 共同企業体を結成して指定管理者の指定を受けようと

する者の取扱いについて定めている。 
４．指定管理者制度上の着眼点について 

(1) 指定管理者制度の導入に合理性はあるか 
 「公の施設の指定管理者制度に関する指針」において、指定管理者制度と従来の管理委託制度と比

較して、その違いを次のように述べている。 
・ 広く民間事業者も含めた法人その他の団体に管理を行わせることができる。 
・ 設置者に代わって管理やサービスを代行する主体として使用許可も行わせることができる。 
・ 指定の手続、管理の基準、業務の範囲、利用料金の基準等について条例で定めることとなってお

り、地方公共団体の自主性が一層発揮できるなどから、利用者及び設置者双方にとって市民サービ

スの向上を始め、施設の効果的・効率的な管理が見込まれる。 
（出典：「公の施設の指定管理者制度に関する指針」） 

 指定管理者制度の導入に当たって、これらの効果等が見込まれるかどうかを検討した。 
(2) 選定手続は適正か 

 選定手続が、「公の施設の指定管理者制度に関する指針・運用に関する方針」に従い、適切に実施

されているか検討した。 
 また、選定手続の内容（公募・非公募の別、募集期間の設定、選定委員会の構成など）について、

他都市の状況と比較し、市の選定手続の内容の妥当性を検討した。 
(3) 条例、協定書の内容は適切か 

 前述のとおり、指定の手続、管理の基準及び業務の具体的範囲、並びに利用料金制度を導入する場

合においては、条例の制定が必要である。また、指定の後、市と指定管理者の間で指定管理業務に関

する協定書を締結する。 
条例及び協定書の内容は指定管理業務に関する基本的事項が定められているため、これらの内容が

適切かどうか検討した。 
 また、市及び指定管理者が、条例及び協定書に基づき業務を実施しているか検討した。 

(4) 施設の収支状況 
指定管理者が月次または年次で市に提出する管理経費等の収支の状況をレビューし、人件費や委託

費等といった支出と、指定管理料や利用料収入といった収入のバランスの適切性及び事業計画時との

かい離等の有無について検討を行った。 
(5) サービスの向上 
条例及び仕様書に定められた条件を満たしながら、効率的な運営がなされているか検討した。必要

に応じて、他都市の状況との比較を行い、市が実施している運営状況の妥当性を検討した。 
 また、施設の利用状況及び利用者等の推移（過去５年程度）を入手し、サービスの向上による利用
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者の増加といった状況が見受けられるか検討した。 
(6) コスト削減 
指定管理料と従前の管理委託料との比較、直営時での人件費・委託料等との比較等を行い、指定管

理者制度導入によるコスト削減の効果を検討した。 
(7) 条例、協定に基づく適正な運営の検証がなされているか 

 条例及び協定書に基づき適正な運営がなされているかどうかについて、「指定管理者制度導入施設

のモニタリングに関する基本方針」に従い、市が適切に検証を実施しているか検討を行った。 
５．指定管理者制度に関する監査結果のまとめ 
 指定管理者制度に関する監査結果は、次のとおりである。なお、指定管理者制度に関して本市以外

の政令指定都市（１９都市）にアンケート調査を行い、その結果を参考資料として掲載している。 
(1) 指定管理者の申請書類関係の提出期間について 
「公の施設の指定管理者制度に関する指針・運用に関する方針」（以下「方針」という。）では、

指定管理者の申請関係書類の提出期間について次のように定めている。 
○公の施設の指定管理者制度に関する指針・運用に関する方針 
第３ 候補者の選定前の手続き 
４ 申請関係書類の提出及び受理 
（２）提出期間 
申請関係書類の提出期間（期限）は、公告日の翌日から起算して３０日以後の別に定める日とする。

次の施設において、指定管理者の申請関係書類提出のスケジュールを確認したところ、申請関係書

類の提出期間（期限）は、募集要項の公表（公告日）の翌日から起算して30日以後となっており、「方

針」に沿った取扱いがなされている。しかし、以下のような配慮が必要と考える。 
＜対象施設＞ 

公の施設名 指摘事項 頁数 

熊本市流通情報会館 １．指定管理者の申請書類関係の提出期間について【意見】 ５１

熊本市現代美術館 １．指定管理者の申請書類関係の提出期間について【意見】 ６８

熊本市男女共同参画セ

ンターはあもにい 
１．指定管理者の申請書類関係の提出期間について【意見】 ８４

熊本市総合体育館・青年

会館 

１．指定管理者の申請書類関係の提出期間について【意見】 １３１

熊本市総合屋内プール 

南部総合スポーツセン

ター 

託麻スポーツセンター 

田迎公園運動施設 

水前寺競技場 

水前寺野球場 

水前寺江津湖公園 １．指定管理者の申請書類関係の提出期間について【意見】 １４６

くまもと森都心プラザ １．指定管理者の申請書類関係の提出期間について【意見】 １６７

健軍文化ホール １．指定管理者の申請書類関係の提出期間について【意見】 １８６

熊本市国際交流会館 １．指定管理者の申請書類関係の提出期間について【意見】 ２０５

熊本市子ども文化会館 １．指定管理者の申請書類関係の提出期間について【意見】 ２２８

熊本市障害者福祉セン

ター希望荘 
１．指定管理者の申請書類関係の提出期間について【意見】 ２５３
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公の施設名 指摘事項 頁数 

熊本市辛島公園地下自

転車駐車場（運営） 

１．指定管理者の申請書類関係の提出期間について【意見】 ２７３

熊本市自転車駐車場 

熊本市庁舎北側自転車

駐車場 

熊本市上通自転車駐車

場 

熊本市庁舎自転車駐車

場 

熊本市斎場 １．指定管理者の申請書類関係の提出期間について【意見】 ２８９

熊本市辛島公園地下駐

車場 

１．指定管理者の申請書類関係の提出期間について【意見】 ３１１
熊本市辛島公園地下通

路  

熊本市辛島公園地下自

転車駐車場 （施設） 

【意見】 
提出期間については、「方針」に沿った取扱いではあるものの、応募者が十分な検討を行うには締

め切りまでの期間が短いと考えられる。 
他の政令指定都市では、募集要項の公表から募集の締め切りまで期間が概ね１か月以上が１２都市

で最も多いものの、相模原市、大阪市、堺市、神戸市は２か月程度、北九州市は「よりサービスの向

上につながる提案が期待できることや、民間事業者等の利便性向上の観点から３か月程度を確保する」

としているように、比較的余裕のある応募期間を設定している都市も見受けられる。 
市は、応募者が十分な検討を行う期間を確保することに配慮し、「方針」における申請関係書類の

提出期間を現状よりも長くすることを検討することが望まれる。 
＜他都市の状況（アンケート結果）＞ 
① 指定管理者の募集開始から申請書の締め切りまでの期間は概ね何日程度を予定していますか。 

回答内容 
おおむね３０日以

上 
おおむね４５日以

上 
おおむね６０日以

上 
おおむね９０日以

上 

都市名 

札幌市、仙台市、 
さいたま市、千葉

市、横浜市、川崎市、 
新潟市、静岡市、 
名古屋市、京都市、

岡山市、福岡市 

浜松市、広島市 
相模原市、大阪市、

堺市、神戸市 
北九州市 

都市数 １２ ２ ４ １ 
② また、募集開始から申請書の締め切りまでの期間については、貴市のガイドライン等で定められ

ていますか。 
回答内容 規則で定めている 要綱、指針、ガイドライン等で定めている 

都市名 相模原市 

札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、

新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、

堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市 

都市数 １ １８ 

(2) 選定委員会の開催回数について 
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選定委員会の開催状況について、開催回数はおおむね 1 回であり、所要時間は施設によって異なる

が数時間程度となっている。この開催状況で、指定管理者の選定に関する適正な審議ができているか

疑問である。 
候補者選定ガイドラインでは、選定委員会においては書類審査に加え必要に応じ、①当該施設所管

課は、申請毎の各評価項目及び要求要件の内容について申請者からヒアリングを行い、選定委員に対

し補足説明の実施、②選定委員に対し申請者からプレゼンテーションの実施を行うこととなっている。

少なくとも2回以上の選定委員会の開催を予定しているものと思われる。 

【候補者選定ガイドライン】 

第４ 審査方法 

選定委員会においては、書類審査に加え必要に応じ、 

①当該施設所管課は、申請毎の各評価項目及び要求要件の内容について申請者からヒアリングを行

い、選定委員に対し補足説明の実施 

②選定委員に対し申請者からプレゼンテーションの実施 

③会長が特に必要と認めるときは、選定委員以外の職員及び外部の学識経験者等から説明を求め又

は意見を聴取 

上記①②③を踏まえ評定を行うものとする。 

＜対象施設＞ 
公の施設名 指摘事項 頁数 

熊本市流通情報会館 ３．選定委員会の開催回数について【意見】 ５２

熊本市現代美術館 ３．選定委員会の開催回数について【意見】 ６９

熊本市男女共同参画セ

ンターはあもにい 
２．選定委員会の開催回数について【意見】 ８４

熊本市総合体育館・青

年会館 

４．選定委員会の開催回数等について【意見】 １３２

熊本市総合屋内プール 

南部総合スポーツセン

ター 

託麻スポーツセンター 

田迎公園運動施設 

水前寺競技場 

水前寺野球場 

水前寺江津湖公園 ２．選定委員会の開催回数等について【意見】 １４６

くまもと森都心プラザ ２．選定委員会の開催回等数について【意見】 １６７

健軍文化ホール ４．選定委員会の開催回数等について【意見】 １８７

熊本市国際交流会館 ２．選定委員会の開催回数等について【意見】 ２０５

熊本市子ども文化会館 ４．選定委員会の開催回数等について【意見】 ２２９

熊本市障害者福祉セン

ター希望荘 
２．選定委員会の開催回数について【意見】 ２５３

熊本市辛島公園地下自

転車駐車場 （運営） 

２．選定委員会の開催回数について【意見】 ２７３

熊本市自転車駐車場 

熊本市庁舎北側自転車

駐車場 

熊本市上通自転車駐車

場 
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公の施設名 指摘事項 頁数 

熊本市庁舎自転車駐車

場 

熊本市斎場  ３．選定委員会の開催回数について【意見】 ２８９

熊本市辛島公園地下駐

車場 

２．選定委員会の開催回数について【意見】 ３１１
熊本市辛島公園地下通

路  
熊本市辛島公園地下自

転車駐車場 （施設） 
【意見】 
選定委員会の開催は、少なくとも２回以上の開催し、審査項目に関し選定委員間で議論を行うこと

が重要である。 
他都市の状況は、開催回数の１回は３都市で２回から３回が最も多く１１都市ある。所要時間に関

しては、数時間から半日程度は１都市、半日～１日が最も多く１０都市である。 
 なお、選定委員会が３回開催された時は、下記のような審査項目で審議されている。 
指定管理者選定に際しては，３回選定委員会が開催され，１回目で公募要項・仕様書等について審

議され，２回目では各応募者の事業計画書，収支予算書について審議され，３回目で各応募者による

プレゼンテーションと質疑応答，採点及び集計結果に対する意見交換が行われているが，３回とも，

委員会の冒頭で委員会を非公開とする旨決定され，非公開で実施されている。 
（出典：平成25年度 福岡市包括外部監査結果報告書） 
＜他都市の状況（アンケート結果）＞ 
① １つの公の施設の指定管理者選定に関して、選定委員会を何回開催されますか。 

回答内容 １回程度 ２回程度 ３回程度 
２～３回

程度 
２～４回

程度 
２～５回

程度 
その他※ 

都市名 
川崎市、 
静岡市、 
北九州市 

さ い た ま

市、千葉市、

新潟市、 
浜松市、 
神戸市、 
広島市 

福岡市 

札幌市、 
仙台市、 
横浜市、 
堺市 

名古屋市、

大阪市 
岡山市 

相模原市、

京都市 

都市数 ３ ６ １ ４ ２ １ ２ 
※回数の回答なし（施設により異なる旨のコメントあり）。 
② また、１つの公の施設あたりの選定委員会の所要時間見込みはどれくらいでしょうか。 

回答内容 
数時間～半日 

程度 
半日程度 

半日～１日程

度 
１日程度 その他※4 

都市名 神戸市 静岡市 

札幌市（※1）、

さいたま市、 
横浜市、浜松

市、名古屋市、

京都市、 
大阪市（※2）、

岡山市、広島

市、北九州市 

千葉市、 
新潟市（※3）、

堺市 

仙台市、川崎

市、相模原市、

福岡市 

都市数 １ １ １０ ３ ４ 
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※1「１回の選定委員会につき数時間～半日程度」とのコメントがあり、かつ開催回数が「２～３回程

度」であることから、「半日～１日程度」とした。 
※2「概ね１回あたり２時間程度を目途としているケースが多い」とのコメントがあり、かつ開催回数

が「２～４回程度」であることから、「半日～１日程度」とした。 
※3「１回の評価会議は概ね半日程度」とのコメントがあり、かつ開催回数が「おおむね２回」である

ことから、「１日程度」とした。 
※4所要時間の回答なし（応募者数、施設、選定委員会により異なる旨のコメントあり）。 
③ 応募者一者あたりの所要時間の見込みなどもあれば教えてください。 
回答内容 ３０分から１時間程度 特になし 

都市名 名古屋市 

札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、 
横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡

市、浜松市、京都市、大阪市、堺市、神戸

市、 
岡山市、広島市、北九州市、福岡市 

都市数 １ １８ 
(3) 選定委員会に関する議事録の作成及び保管について 
市は「熊本市市民参画と協働の推進条例」において、審議会等の会議録の取扱いを定めており、速

やかに公表することとしている（非開示情報を含む場合はこの限りではない）。 
○熊本市市民参画と協働の推進条例 

(審議会等) 

第１１条 市長等は、審議会等その他これに準ずるものの構成員については、審議会等その他これに

準ずるものの設置目的を踏まえ、市民の幅広い層から必要な人材を選定するとともに、公募等により

選定された者を積極的に加えるよう努めなければならない。ただし、法令の規定により構成員の構成

が定められていることその他の事由がある場合は、この限りでない。 

２ 市長等は、審議会等その他これに準ずるものの会議(以下「会議」という。)を開催する場合は、

開催日時、場所等を公表しなければならない。ただし、緊急に開催するときその他やむを得ない理由

があるときは、公表しないことができる。 

３ 会議は、公開しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りで

ない。 

(1) 不開示情報を含む事項について審議等を行うとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、公にすることが適当でないと認められる事項について審議等を行う

とき。 

４ 市長等は、会議が開催されたときは、速やかに会議録を公表するものとする。ただし、前項各号

のいずれかに該当するときは、この限りでない。 
 
また、指定管理者選定に関しては、「候補者選定ガイドライン」において、「熊本市情報公開条例」

に基づき議事録の情報公開請求があった場合、非開示情報を除き開示すると規定している。 
 
○候補者選定ガイドライン 

第６ 選定結果の公表 

３ 申請関係書類等の取扱い 

開示請求があった場合は請求内容を十分精査の上、熊本市情報公開条例第６条により、以下の要領

により取り扱うこととする。 

（１）選定委員会の審議過程（議事録） 

「熊本市情報公開条例」第７条にあたる部分を除き開示。 



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 
 

 
- 961 - 

 

（以下、省略） 
 

○熊本市情報公開条例 
(実施機関の開示義務) 

第６条 実施機関は、文書等の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、当該開示請

求に係る文書等に次条に定める情報(以下「不開示情報」という。）)が記録されている場合を除き、

当該開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該文書等の開示をしなければなら

ない。 

2 実施機関は、開示請求に係る文書等の一部に、不開示情報が記録されている場合において、当該不

開示情報が記録されている部分(以下この項において「不開示情報部分」という。)が当該不開示情報

部分を除いた部分と容易に区分することができるときは、開示請求者に対し、当該不開示情報部分を

除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該不開示情報部分を除いて開示することがこ

の条例の趣旨に合致しないと認められるときは、この限りでない。 
 そのため、市は、指定管理者選定に関する選定委員会における議事録については、公表・開示の前

提として作成することとしている。 
 しかし、次の施設に関して、選定委員会において議事録は作成されておらず、これらの条例等に従

った取扱いがなされていない。 
＜対象施設＞ 

公の施設名 指摘事項 頁数 

熊本市流通情報会館 ４．選定委員会に関する議事録の作成及び保管について【指摘】 ５２

熊本市現代美術館 ４．選定委員会に関する議事録の作成及び保管について【指摘】 ６９

熊本市男女共同参画セ

ンターはあもにい 
３．選定委員会に関する議事録の作成及び保管について【指摘】 ８４

熊本市総合体育館・青

年会館 

２．選定委員会に関する議事録の作成及び保管について【指摘】 １３１

熊本市総合屋内プール 

南部総合スポーツセン

ター 

託麻スポーツセンター 

田迎公園運動施設 

水前寺競技場 

水前寺野球場 

水前寺江津湖公園 ３．選定委員会に関する議事録の作成及び保管について【指摘】 １４６

くまもと森都心プラザ ３．選定委員会に関する議事録の作成及び保管について【指摘】 １６８

健軍文化ホール ２．選定委員会に関する議事録の作成及び保管について【指摘】 １８６

熊本市国際交流会館 ３．選定委員会に関する議事録の作成及び保管について【指摘】 ２０５

熊本市子ども文化会館 ２．選定委員会に関する議事録の作成及び保管について【指摘】 ２２８

熊本市障害者福祉セン

ター希望荘 
３．選定委員会に関する議事録の作成及び保管について【指摘】 ２５４

熊本市辛島公園地下自

転車駐車場 （運営） 

３．選定委員会に関する議事録の作成及び保管について【指摘】 ２７３熊本市自転車駐車場 

熊本市庁舎北側自転車



平成 27 年 4 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1398 号 
 

 
- 962 - 

 

公の施設名 指摘事項 頁数 

駐車場 

熊本市上通自転車駐車

場 

熊本市庁舎自転車駐車

場 

熊本市斎場  ２．選定委員会に関する議事録の作成及び保管について【指摘】 ２８９

熊本市辛島公園地下駐

車場 

３．選定委員会に関する議事録の作成及び保管について【指摘】 ３１１
熊本市辛島公園地下通

路  

熊本市辛島公園地下自

転車駐車場 （施設） 

【指摘】 
指定管理者の選定に関する選定委員会においては、委員会における審議過程を公表・開示すること

を前提として、「熊本市市民参画と協働の推進条例」「候補者選定ガイドライン」及び「熊本市情報

公開条例」に従い、議事録を作成するとともに適切に保管する必要がある。 
 他都市の状況は、１８都市が作成するとなっている。 
＜他都市の状況（アンケート結果）＞ 
① 議事録が非公表の場合、選定委員会の議事録は作成されていますか。 
回答内容 作成する 作成していない 

都市名 

札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、 
横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡

市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神

戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市

浜松市 

都市数 １８ １ 
② 議事録の作成について、ガイドライン等で規定されていますか。 

回答内容 
指定管理者制度におけるガイ

ドライン等で規定している 

指定管理者制度におけるガイ

ドライン等では規定していな

いが、他の要綱等で規定してい

る 

なし 

都市名 

札幌市、千葉市、横浜市、 
川崎市、相模原市、静岡市、

大阪市、堺市、広島市、 
北九州市、福岡市 

仙台市、さいたま市、新潟市、

京都市、神戸市、岡山市 
浜松市、名古屋市 

都市数 １１ ６ ２ 
(4) 候補者において市の現職またはＯＢが役員として在籍する場合の選定委員の人選について 
指定管理者選定に関する選定委員会の人選について、「候補者選定ガイドライン」では次のように

定めている。 
○候補者選定ガイドライン 
選定委員会は、指定管理者制度を適用させようとする公の施設を所管する局（熊本市事務分掌条例

（昭和４６年条例第３６号第１条）に規定する局をいう。）の局長、市長が指名する職員及び市長が

指名する外部の学識経験者、公認会計士等２名以上の計５名程度をもって組織する。 
下記の対象施設の指定管理者選定に関する選定委員は、２名以上が外部の学識経験者等で組織され
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ており、当該ガイドラインに沿った取扱いがなされている。 
しかし、候補者の中には、市の現職またはＯＢが役員として在籍しているところがあった。一部の

候補者の役員に市の現職またはＯＢが在籍している状況の中で、選定委員に内部委員（市の職員）が

含まれているのであれば、指定管理者の選定に関して必ずしも公平性が担保されているとはいいがた

い。 
＜対象施設＞ 

公の施設名 指摘事項 頁数 

熊本市現代美術館 
５．候補者において市の現職またはＯＢが役員として在籍する

場合の選定委員の人選について【意見】 
６９

熊本市総合体育館・青

年会館 

３．候補者において市の現職またはＯＢが役員として在籍する

場合の選定委員の人選について【意見】 
１３２

熊本市総合屋内プール 

南部総合スポーツセン

ター 

託麻スポーツセンター 

田迎公園運動施設 

水前寺競技場 

水前寺野球場 

水前寺江津湖公園 
４．候補者において市の現職またはＯＢが役員として在籍する

場合の選定委員の人選について【意見】 
１４７

健軍文化ホール 
３．候補者において市の現職またはＯＢが役員として在籍する

場合の選定委員の人選について【意見】 
１８６

熊本市国際交流会館 
４．候補者において市の現職またはＯＢが役員として在籍する

場合の選定委員の人選について【意見】 
２０６

熊本市子ども文化会館 
３．候補者において市の現職またはＯＢが役員として在籍する

場合の選定委員の人選について【意見】 
２２８

熊本市障害者福祉セン

ター希望荘 

４．候補者において市の現職またはＯＢが役員として在籍する

場合の選定委員の人選について【意見】 
２５４

熊本市辛島公園地下自

転車駐車場 （運営） 

４．候補者において市の現職またはＯＢが役員として在籍する

場合の選定委員の人選について【意見】 
２７４

熊本市自転車駐車場 

熊本市庁舎北側自転車

駐車場 

熊本市上通自転車駐車

場 

熊本市庁舎自転車駐車

場 

熊本市辛島公園地下駐

車場 

４．候補者において市の現職またはＯＢが役員として在籍する

場合の選定委員の人選について【意見】 
３１２

熊本市辛島公園地下通

路  

熊本市辛島公園地下自

転車駐車場 （施設） 

 
【意見】 
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 上記の対象施設における選定委員は、「候補者選定ガイドライン」に沿った人選ではあるものの、

本件の場合、前述のような状況にかんがみると、指定管理者の選定の公平性を客観的に担保するため

には、選定委員はすべて市職員以外の外部の委員を選ぶことが望まれる。 
 そのために、候補者の役員に市の現職またはＯＢが在籍している場合には、選定委員はすべて外部

の学識経験者等から人選するべく、現行の「候補者選定ガイドライン」を改訂することが望まれる。 
 他都市の状況は、「選定委員はそもそも外部選定委員のみで構成されている」が９都市、「内部選

定委員は構成委員となれるが応募団体の役員等になっている場合など利害関係があると認められる者

は内部選定委員にはなれない」が７都市である。 
＜他都市の状況（アンケート結果）＞ 
① 内部選定委員（市職員）と外部選定委員（市職員以外）の構成について定めているものはありま

すか。 

回答内容 条例で定めている 規則で定めている 
要綱、指針、ガイドライン

等で定めている 

都市名 
札幌市、さいたま市、千葉

市、京都市、岡山市 
堺市、広島市 

仙台市、横浜市、川崎市、

相模原市、新潟市、静岡市、

浜松市、名古屋市、大阪市、

神戸市、北九州市、福岡市

都市数 ５ ２ １２ 
② また、その内訳はどのようなものですか。 

回答内容 原則として外部選定委員のみで構成 
原則として内部選定委員及び外部選定委

員の両方で構成 

都市名 
千葉市、横浜市、川崎市、新潟市、 
名古屋市（※1）、京都市、大阪市、 
神戸市（※2）、岡山市、北九州市 

札幌市、仙台市、さいたま市、相模原市、

静岡市、浜松市、堺市、広島市、福岡市 

都市数 １０ ９ 
※1「施設の設置者の観点から、市職員１名を加えることができる」とのコメントあり。 
※2「必要ある場合には、１名に限り内部委員を認める」とのコメントあり。 
③ 応募者の役員の中に市からの現役派遣職員又は市のＯＢ職員がいる場合、内部選定委員は選定委

員会の構成委員となれますか。 

回答内容 
そもそも外部選定

委員のみで構成さ

れている 

内部選定委員は構

成委員となれるが、

応募団体の役員等

になっている場合

など利害関係があ

ると認められる者

は内部選定委員に

はなれない 

市の職員（ＯＢは含

まない）は、指定管

理者の指定を受け

ている団体の役員

への就任を不可と

しており、応募者の

役員に市の職員（Ｏ

Ｂは含まない）がい

ることは想定して

いない 

特段の制限なし 

都市名 

千葉市、横浜市、 
川崎市、新潟市、 
京都市、大阪市、 
神戸市、岡山市、 
北九州市 

札幌市、仙台市、 
相模原市、静岡市、

浜松市、広島市、 
福岡市 

さいたま市 名古屋市、堺市 

都市数 ９ ７ １ ２ 
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④ 公の施設の事業形態を考慮し、その事業に関する専門家を外部選定委員に選任していますか。 
回答内容 選任している 

都市名 
札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、

浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡

市 
都市数 １９ 

(5) モニタリングの適切な実施について 
①備品管理について 
 下記の対象施設について、市が実施したモニタリングにおいて、その評価項目のうち「施設及び

物品等が適切に管理されているか」については「適」と評価されている。 
 しかし、備品の管理については改善すべき事項が存在しており、前述の評価項目について「適」

とした市の評価は実態に即しているとは言えない。 
②管理経費の収支状況の確認について 
下記の対象施設における管理経費の収支状況について、適切でない事項が検出されたもの、また

は指定管理者から市へ提出がなかったものがあった。 
なお、「指定管理者制度導入施設のモニタリングに関する基本方針」には次のとおり定められて

おり、市に対し指定管理者の財務状況の確認と評価を行うよう求めている。 

○指定管理者制度導入施設のモニタリングに関する基本方針 

２ 財務状況の確認と評価 

毎年度事業終了後に提出する事業報告書において、指定管理業務に関する財務状況（料金収入の実

績、指定管理料等の収支状況等）も報告する義務があり、市はこの財務書類で応募段階の収支計画と

乖離していないかを確認することとする。 

加えて、指定管理者の法人あるいは団体全体の決算後、すみやかに財務書類等を提出させ、指定管

理者の財務状況が継続的にサービスを提供できる状態にあるかどうかを確認することとする。 

その結果が芳しくない場合は、市は、指定管理者との協議の場を設定し、悪化原因や今後の対策等

について説明を受け、指定管理業務の継続的な運営を主眼として合理的・客観的な指導・助言を行う。

この場合、指定管理者の財務運営の健全化に向けた対策は自己責任で行うことが基本であることに

留意すること。 

＜対象施設＞ 
公の施設名 指摘事項 頁数 

熊本市流通情報会館 ７．モニタリングの適切な実施について【指摘】 ５３

熊本市現代美術館 ９．モニタリングの適切な実施について【指摘】 ７１

熊本市男女共同参画セ

ンターはあもにい 
８．モニタリングの適切な実施について【指摘】 ８７

熊本市総合体育館・青

年会館 

５．適切なモニタリングの実施について【指摘】 

 
１３２

熊本市総合屋内プール 

南部総合スポーツセン

ター 

託麻スポーツセンター 

田迎公園運動施設 

水前寺競技場 

水前寺野球場 

水前寺江津湖公園 ６．モニタリングの状況について【指摘】 １４８

くまもと森都心プラザ ５．モニタリングの適切な実施について【指摘】 １７０
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公の施設名 指摘事項 頁数 

健軍文化ホール ５．モニタリングの適切な実施について【指摘】 １８７

熊本市国際交流会館 ８．モニタリングの適切な実施について【指摘】 ２０８

熊本市子ども文化会館 ５．モニタリングの適切な実施について【指摘】 ２２９

熊本市障害者福祉セン

ター希望荘 

５．モニタリング調査の実施回数について【指摘】 ２５５

６．適切なモニタリングの実施について【指摘】 ２５５

熊本市辛島公園地下自

転車駐車場 （運営） 

５．モニタリング調査の十分な実施について【指摘】 ２７４

熊本市自転車駐車場 

熊本市庁舎北側自転車

駐車場 

熊本市上通自転車駐車

場 

熊本市庁舎自転車駐車

場 

熊本市斎場  ４．適切なモニタリングの実施について【指摘】 ２９０

熊本市辛島公園地下駐

車場 

８．適切なモニタリングの実施について【意見】 ３１４
熊本市辛島公園地下通

路  

熊本市辛島公園地下自

転車駐車場 （施設） 

桜の馬場観光交流施

設、桜の馬場観光交流

施設駐車場 

６．適切なモニタリングの実施について【意見】 ３４３

【指摘】 
①備品管理について 
市は、モニタリングの実施に当たっては、指定管理者の実施している業務について、書類の確認

にとどまらず、備品の管理であれば例えば書類と現物の照合を行うなど、その実態に即した確認を

適宜実施し、適切に評価するとともに、必要に応じて指定管理者に対して改善指導を行う必要があ

る。 
②管理経費の収支状況の確認について 
指定管理者制度導入施設のモニタリングに関する基本方針の「２ 財政状況の評価と確認」にお

いて「毎年度事業終了後に提出する事業報告書において、指定管理業務に関する財務状況（料金収

入の実績、指定管理料等の収支状況等）も報告する義務があり、市はこの財務書類で応募段階の収

支計画と乖離していないかを確認することとする。」と規定している。 
市は、管理経費の状況につき、基本方針の趣旨に従い適切に確認する必要がある。さらに、市は

指定管理者に対して、必要に応じて改善指導を行う必要がある。 

(6) その他 
 その他の指摘及び意見は、下記のとおりである。 
＜対象施設＞ 

公の施設名 指摘事項 頁数 

熊本市流通情報会館 

２．応募者（申請者）が1団体について【意見】 ５１

５．無記名による審査方法について【意見】 ５２

６．指定管理者の人件費について【意見】 ５２
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公の施設名 指摘事項 頁数 

熊本市現代美術館 

２．応募者（申請者）が1団体について【意見】 ６８

６．指定管理者の公募について【意見】 ６９

７．利用者アンケート結果について【意見】 ７０

８．事業報告書及び事業計画書の提出について【指摘】 ７０

熊本市男女共同参画セ

ンターはあもにい 

４．指定管理業務ごとの選定委員会の設定について【意見】 ８４

５．収支報告の適切性について【指摘】 ８５

６．アンケート結果を踏まえた利用促進のための方策について 

【意見】 
８６

７．ＰＤＣＡサイクル確立のために必要な「改善見直し」につ

いて【意見】 
８６

熊本市総合体育館・青

年会館 

６．利用率向上のためのSNSの活用について【意見】 １３３熊本市総合屋内プール 

南部総合スポーツセン

ター 

託麻スポーツセンター 

７．管理する施設の種類と指定管理者募集のありかたについて 

【意見】 
１３４

田迎公園運動施設 

水前寺競技場 

水前寺野球場 

水前寺江津湖公園 ５．業務の再委託について【指摘】【意見】 １４７

くまもと森都心プラザ 
４．指定管理者の月次報告及び決算書の数値の適切性について 

【指摘】 
１６８

健軍文化ホール ６．音楽練習室の利用方法について【意見】 １８８

熊本市国際交流会館 

５．指定管理者である共同企業体の収支報告書について【指摘】 ２０６

６．共同企業体の構成員が再委託にかかる競争入札の指名業者

になることについて【指摘】 

７．共同企業体における構成員間の関係について【意見】 

２０７

２０７

熊本市辛島公園地下駐

車場 
５．利用料金制の導入について【意見】 ３１２

熊本市辛島公園地下通

路 
６．案内標示等の改善について【意見】 ３１３

熊本市辛島公園地下自

転車駐車場 （施設） 

７．事業報告書における「管理経費の収支状況」の提出につい

て【指摘】 
３１３

桜の馬場観光交流施

設、桜の馬場観光交流

施設駐車場 

１．ＰＦＩ事業の契約に関する議決と公の施設にかかる条例に

関する議決のタイミングについて【指摘】 
３３８

２．指定管理に関する議決が否決された場合の文書による取り

決めについて【意見】 
３４０

３．再委託を行う場合の市の承諾について【指摘】 ３４０

４．協定書上のリスク分担の明示について【指摘】 ３４１

５．年度業務計画書における「収支計算書」及び年度総括書に

おける「管理経費の収支状況」の未入手について【指摘】 
３４２

６．指定管理者第三者評価制度の導入に関する参考意見 
(1) モニタリングの問題点 

 指定管理者の実施した指定管理業務については、「指定管理者制度導入施設のモニタリングに関す
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る基本方針」に従い、公の施設の所管課がモニタリングを実施することとなるが、市はこのモニタリ

ング以外に第三者による評価は特に行っていない。 
 モニタリングに際しては、施設の専門的知識のみならず、管理経費の収支状況や指定管理者の決算

書類をある程度読み解けるだけの知識など、種々の専門性が要求されるが、所管課の担当者が抱える

業務量や人事異動といった時間的制約等により、すべての専門性を所管課の担当者が修得するには限

界がある。 
また、所管課は公の施設に対する責任主体であるため、指定管理者の実施した指定管理業務を評価

するための客観性を確保できない可能性がある。 
このように、所管課のみでモニタリングを実施し指定管理業務の評価を行うのは、専門性及び客観

性を確保するという点で問題がある。 
(2) 参考意見 
 そこで、指定管理業務の評価に関する専門性及び客観性を確保し、評価をより効果的に行うため、

指定管理者第三者評価制度を導入し、指定管理者による公の施設の管理及び運営の状況にについて、

所管課によるモニタリングのみならず、第三者による評価を行うことが望まれる。 
 なお、第三者評価について、選定評価委員会が実施するケースと、それ以外の外部者（専門性を有

する者）が実施するケースがある。「第三者」をどのように設定するのか、施設の状況にかんがみて

検討することが望まれる。 
 他都市の状況としては、指定管理者第三者評価制度あるのが１９都市中１２都市（施設によって異

なるを含む）、その中で選定評価委員会が実施しているが７都市、原則として外部の評価機関が実施

しているが４都市、３方式で第三者評価をしているが１都市である。 
＜他都市の状況（アンケート結果）＞ 
① 指定管理者第三者評価制度がありますか。 
回答内容 あり 施設によって異なる なし 

都市名 

さいたま市、千葉市、横浜

市、相模原市、新潟市、浜

松市、大阪市、堺市、神戸

市、 
北九州市、福岡市 

京都市 
札幌市、仙台市、川崎市、

静岡市、名古屋市、岡山市、

広島市 

都市数 １１ １ ７ 
 
② 指定管理者第三者評価制度がある場合にはその手法を教えてください。 

回答内容 
原則として選定評価委員会

が実施 
原則として外部の評価機関

が実施 

①指定管理者第三者評価機

関、②福祉サービス第三者

評価制度による評価、③指

定管理者選定評価委員会の

3方式 

都市名 
千葉市、相模原市、浜松市、

京都市、大阪市、神戸市、

福岡市 

さいたま市、新潟市、堺市、

北九州市 
横浜市 

都市数 ７ ４ １ 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 人 事 委 員 会  

人 委 規 則 第 １ ２ 号   

平成２７年３月２０日   

平成１８年改正条例附則第８項から第１０項まで及び平成１８年改正教育職条例附則第６項から第
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８項までの規定による給料に関する規則を廃止する規則を公布する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

平成１８年改正条例附則第８項から第１０項まで及び平成１８年改正教育職条例附則第６項か

ら第８項までの規定による給料に関する規則を廃止する規則 

平成１８年改正条例附則第８項から第１０項まで及び平成１８年改正教育職条例附則第６項から第

８項までの規定による給料に関する規則（平成１８年人委規則第４号）は、廃止する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

（平成１９年改正条例附則第６項から第８項までの規定による給料に関する規則の廃止） 

２ 平成１９年改正条例附則第６項から第８項までの規定による給料に関する規則（平成１９年人委

規則第１５号）は、廃止する。 

（平成２３年改正条例附則第３項及び第７項から第９項までの規定による職務の級及び給料の切替

えに関する規則の一部改正） 

３ 平成２３年改正条例附則第３項及び第７項から第９項までの規定による職務の級及び給料の切替

えに関する規則（平成２３年人委規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３号を次のように改める。 

(3) 削除 

  第６条及び第７条を次のように改める。 

 第６条及び第７条 削除 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人 委 規 則 第 １ ３ 号   

平成２７年３月２０日   

平成１８年改正条例附則第５項及び平成１８年改正教育職条例附則第３項の規定による最高の号給

を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則を廃止する規則を公布する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

平成１８年改正条例附則第５項及び平成１８年改正教育職条例附則第３項の規定による最高の

号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則を廃止する規則 

平成１８年改正条例附則第５項及び平成１８年改正教育職条例附則第３項の規定による最高の号給

を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則（平成１８年人委規則第３号）は、廃

止する。 

 

   附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人 委 規 則 第 １ ４ 号   

平成２７年３月２０日   

熊本市単身赴任手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

熊本市単身赴任手当支給規則の一部を改正する規則 

熊本市単身赴任手当支給規則（平成６年人委規則第２６号）の一部を次のように改正する。 

第４条第３項第２号中「１２，０００円」を「１３，０００円」に改め、同項第３号中「１８，０

００円」を「２０，０００円」に改め、同項第４号中「２４，０００円」を     「２６，００

０円」に改め、同項第５号中「３０，０００円」を「３３，０００円」に改め、同項第６号中「３５，

０００円」を「３８，０００円」に改め、同項第７号中      「４０，０００円」を「４３，
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０００円」に改め、同項第８号中「以上」を「以上       ２，０００キロメートル未満」に、

「４５，０００円」を「４８，０００円」に改め、同項に次の２号を加える。 

(9) ２，０００キロメートル以上２，５００キロメートル未満 ５３，０００円 

(10) ２，５００キロメートル以上 ５８，０００円 

様式第１号を次のように改める。 
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様式第１号（第６条関係） 

(表) 

単 身 赴 任 届 

年  月  日 提出 

任命権者 所 属 課 名 職 名 職 員 コ ー ド 氏 名 

 様       印 

勤務公署名  所 在 地  

届出の理由 
□1 新規  □2 異動  □3 転居(□本人  □配偶者) 

□4 その他(                     ) 

左記事実の

発生年月日
年  月  日 

  熊本市単身赴任手当支給規則第6条の規定に基づき、配偶者等との別居の状況等を届け出ます。 

居
住
状
況
等 

異
動
直
前
の 

本人の住居   

同 居 者 
□配偶者  □子(   年   月   日生)  □子(   年   月   日生) 

      □子(   年   月   日生)  □子(   年   月   日生) 

異動発令年月日 年   月   日 配偶者と別居した年月日 年    月    日

異

動

後

の

居

住

状

況

等 

配偶者と別

居した事情

 

□熊本市一般職の職員の給与に関する条例第16条第1項第1号に該当 

□1 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員の父母、配偶者の父母又は同居の親族

を介護すること 

□2 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学して

いる同居の子を養育すること 

□3 配偶者が引き続き就業すること 

□4 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること 

□5 その他(                                     ) 

□熊本市一般職の職員の給与に関する条例第16条第1項第2号（権衡職員）に該当 

 

 

本人の住居   入居年月日 年    月    日

住居におけ

る 同 居 者 

□子(  年  月  日生)  □子(  年  月  日生)   □子(  年  月  日生) 

□その他(続柄   ・  年  月  日生) □その他(続柄   ・  年  月  日生) 

配 偶 者 の

住 居 

異動直前の本人の住居と □ 同じ 

            □ 異なる(住所           入居年月日   年  月  日)

配偶者の住所

と職員の新た

な住所までの

距離 

□100km未満          □100km以上～300km未満    □300km以上～500km未満 

□500km以上～700km未満    □700km以上～900km未満    □900km以上～1,100km未満 

□1,100km以上～1,300km未満  □1,300km以上～1,500km未満  □1,500km以上～2,000km未満 

□2,000km以上～2,500km未満  □2,500km以上   ※ 主要都市との距離は裏面参照 

所属長

確認印 

 庶務担当

者確認印 

  

確認及び決定欄 年  月  日 受理 

単 身 赴 任 手 当 支 給 確 認 欄 支 給 決 定

年  月  日 ・ 金 額

改 定 改 定

届出内容の確認日 年   月   日 年  月  日 年  月  日

異動発令年月日 年   月   日
年  月  日

円 円

別 居 年 月 日 年   月   日 改 定 改 定

別 居 事 由 1 2 3 4 5／権衡職員
円

年  月  日 年  月  日

異 動 先   円 円

 

 

 熊本市一般職の職員の給与に関する条例第16

条及び同条に基づく熊本市単身赴任手当支給規

則の規定に従い上記のとおり確認し決定する。 

 

 

       年  月  日 

  

課 長 
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(裏) 

 

記 入 上 の 注 意 

 (単身赴任届) 

 1 太線枠内及び提出年月日のみ記入すること。 

 2 「届出の理由」欄には、該当する理由の□中にレ印を付し（新規の場合は理由1のみにレ印を付する。）、

理由4に該当する場合はその内容を( )内に記入すること。 

 3 「届出の理由」欄中「2異動」とは、既に単身赴任手当の支給を受けている者が、更に勤務公署を異にす

る異動をした場合の当該異動をいい、「3転居」とは、既に単身赴任手当の支給を受けている者が、更に住

居を移転した場合の当該転居をいう。 

 4 配偶者のない者にあっては、「配偶者」とあるのを「異動直前に同居していた満18歳に達する日以後の最

初の3月31日までの間にある子」と読み替えて記入する。 

 5 「届出の理由」の1以外に該当する場合は、「異動直前の居住状況等」欄の記入は要しない。 

 6 「配偶者と別居した事情」欄には、該当□の中にレ印を付し、理由5又は権衡職員に該当する場合は、( )

内にその理由を記入すること。 

 7 「住居における同居者」欄には、該当□の中にレ印を付し、( )内に生年月日を記入し、その他に該当

する場合は、職員との続柄についても記入すること。 

 8 「配偶者の住居」欄には、該当□の中にレ印を付し、異なる場合は( )内に住所及び入居年月日を記入

すること。 

 9 単身赴任手当を受けていた職員が、要件を欠いた場合には、「届出の理由」欄中「2異動」、「3転居」又は

「4その他」の該当□の中にレ印を付し、「2異動」の場合には、異動発令年月日のみを、「3転居」の場合に

は、転居年月日のみを、「4その他」の場合には( )内に(要件の喪失)とのみ記入すること。 

 10 「配偶者の住所と職員の新たな住所までの距離」欄には、該当□の中にレ印を付すること。参考までに

熊本市（熊本駅）から福岡市（博多駅）までの距離は 118ｋｍ、同じく広島市（広島駅）までの距離は 399

ｋｍ、同じく岡山市（岡山駅）までの距離は 560ｋｍ、同じく大阪市（大阪駅）までの距離は 744ｋｍ、同

じく名古屋市（名古屋駅）までの距離は 927ｋｍ、同じく東京都（東京駅）までの距離は 1,293ｋｍ、同じ

く千葉市（千葉駅）までの距離は 1,332ｋｍ、同じく東松島市（矢本駅）までの距離は 1,686ｋｍ、同じく

札幌市（札幌駅）までの距離は 1,782ｋｍである。 
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附則に次の１項を加える。 

（平成３０年３月３１日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例） 

３ 熊本市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成２７年条例第８号）附則第

２項の規定により読み替えられた条例第１６条第２項に規定する     ３０，０００円を超え

ない範囲内において人事委員会規則で定める額は、２６，０００円とする。 

 

   附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人 委 規 則 第 １ ５ 号   

平成２７年３月３０日   

熊本市管理職員特別勤務手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

熊本市管理職員特別勤務手当支給規則の一部を改正する規則 

熊本市管理職員特別勤務手当支給規則熊本市単身赴任手当支給規則（平成６年人委規則第２５号）

の一部を次のように改正する。 

第２条中「第２項本文」を「第３項第１号」に、「別表」を「別表第１」に改め、同条に次の２項を

加える。 

２ 条例第２８条第３項第２号及び教育職条例第１１条第３項第２号に規定する人事委員会規則で定

める額は、別表第２のとおりとする。 

３ 条例第２８条第１項及び教育職条例第１１条第１項の勤務をした後、引き続いて条例第２８条第

２項及び教育職条例第１１条第２項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係るこれらの項の

規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。 

別表中「（第２条関係）」を「（第２条第１項関係）」に改め、同表中 

「 

熊本市事務決裁に関する訓令（平成８年訓令第３号）別表第３に掲げる課及びかい等（コ

ンプライアンス推進室、男女共生推進室、社会保障・税番号制度推進室、特別滞納対策

室、資産マネジメント推進室、精神保健福祉室、一時保護所、温暖化対策室、事業ごみ

対策室、企業立地推進室、担い手推進室、国際室、マイス推進室、にぎわい推進室、埋

蔵文化財調査室、建築審査室、鉄道高架関連整備室、建築物安全推進室、建築保全室及

び自転車対策室を除く。）の長及び熊本市区役所等事務決裁に関する訓令第６条に規定

するかいの長並びに農業委員会事務局西区分室長、農業委員会事務局南区分室長、農業

委員会事務局北区分室長、教育委員会事務局教育相談室長、市立高等学校事務長、学校

給食共同調理場長及び植木図書館長で職務の級が５級の職員 

    」 

を 

「 

職務の級が５級の職員で人事委員会が別に定める職員 

」 

に改め、同表を別表第１とし、同表の次に次の１表を加える。 
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別表第２（第２条第２項関係） 

適用給料表 支給を受ける職員 勤務1回の額 

行政職員給料表及

び消防職員給料表

職務の級が9級の職員 5,000円 

職務の級が8級の職員 4,000円 

職務の級が6級及び7級の職員 3,000円 

職務の級が5級の職員で人事委員会が別に定める職員 2,000円 

医療職員給料表 職務の級が4級及び5級の職員 5,000円 

職務の級が3級の職員 3,000円 

教育職給料表(1) 職務の級が4級の職員 3,000円 

職務の級が3級の職員 2,000円 

教育職給料表(2) 職務の級が3級の職員 2,000円 

備考 特定任期付職員給料表の適用を受ける者の支給額については、別に人事委員会規則で定める。 

  附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人 委 規 則 第 １ ６ 号   

平成２７年３月３０日   

熊本市一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

熊本市一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部を改正する規則 

熊本市一般職の任期付職員の採用等に関する規則（平成１９年人委規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第９条を同条第１項とし、第９条中「特定任期付職員に係る」を「熊本市管理職員特別勤務手当支

給規則（平成６年人委規則第２５号。以下「特別勤務手当規則」という。）別表第１備考に規定する

人事委員会規則で定める」に改め、同条の次に次の１項を加える。 

２ 特別勤務手当規則別表第２備考に規定する人事委員会規則で定める管理職員特別勤務手当の額は、

次のとおりとする。 

(1) 号給が６及び７の職員 ６，０００円 

(2) 号給が５の職員 ５，０００円 

(3) 号給が２から４までの職員 ４，３００円 

(4) 号給が１の職員 ３，５００円 

３ 給与条例第２８条第１項及び熊本市立高等学校等の職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第

１８号。以下「教育職給与条例」という。）第１１条第１項の勤務をした後、引き続いて給与条例第

２８条第２項及び教育職給与条例第１１条第２項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係るこ

れらの項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 


